
参考資料：対比表 
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業務機能要件・住⺠基本台帳　⽐較対象

　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

1 共　通 ＥＵＣ
機能

職員が表計算ソフト、簡易データベース等でデータ加⼯等を⾏うために、任意の抽出条件、抽出項⽬を
指定して、データベースから直接、データを抽出できること。

30 1.5 基本 EUC機能 1 任意出⼒

性能⾯の考慮・コードを⽇本語化して抽
出ができるとしたうえで，抽出項⽬⽤デー
タベースが豊富に⽤意されていること。

○ 29 共通 EUC 全般
職員が直接操作できるＥＵＣ機能
を装備すること。

⼤

・定型の統計資料等の帳票が出⼒できる。
・任意の抽出条件が指定できる。（⾮定型の帳票が出⼒でき
る。）
・出⼒した帳票やデータはファイルサーバに保管すること。

59 1.4.5. 抽出機能（Ｅ
ＵＣ）

住⺠データについて抽
出を⾏う

・任意で⼊⼒した項⽬で抽
出を⾏い、住⺠データを出⼒
できること(3）

【データ】対象者⼀覧 必須

31 1.5 基本 EUC機能 1 任意出⼒
画⾯表⽰・ファイル出⼒等の選択ができる
こと。

○ 60

・抽出データの拡張⼦が選
択できること（Excel,csv
等）

必須

32 1.5 基本 EUC機能 2 無作為抽出
指定条件の該当者について，指定⼈数
分のデータを無作為に抽出できること。

○

33 1.5 基本 EUC機能 3 出⼒ファイル形式の多
様性

抽出結果は，ＰＤＥファイルやＥｘｃｅ
ｌ形式のほか，複数フォーマットに対応
（変換，出⼒，保存等）できること。

○

34 1.5 基本 EUC機能 3 出⼒ファイル形式の多
様性 宛名ラベル等の作成ができること。 ○ 34 共通 EUC

住⺠記録等システムにて宛名ラベル
の出⼒ができること。

⼤ 同左

35 1.5 基本 EUC機能 4 抽出のパターン化

同⼀抽出条件を繰り返し使⽤する場合
は，パターン化（登録）できる等，操作
に効率的な補助機能を有していること。

○

30 共通 EUC 権限管理
・データテーブルごとにアクセス権限の
管理ができること。

⼩ 同左

31 共通 EUC 対象

メモ機能で登録している内容を抽出
して，CSVファイル等のデータや⼀
覧表の作成ができること。

⼩ 同左

32 共通 EUC 対象

・将来のシステム移⾏のため，業務
で使⽤するすべてのデータテーブルと
項⽬がExcelやCSV形式で抽出で
きること。

⼩ 同左

33 共通 EUC
住⺠記録等システムにて宛名情報
の無作為抽出ができること。

⼤ 同左

35 共通 EUC
住⺠区分別に男⼥数を⼀歳刻み
で集計できること。

⼤ 同左

2 共　通 アクセス
ログ管理

オンライン操作時には、参照、更新及び印刷の処理ごとにアクセスログ（操作者ＩＤ、⽇時、ファイル名、
オンラインの場合は対象となったレコード・機能名・画⾯名・プログラム名、バッチについては処理名・プログラ
ム名、端末名、処理・交付場所等）を取得し、⼀定期間保存できること。
なお、保存されたログについてはＥＵＣ機能の対象とすること。

5 1.1 基本 共通 4 アクセスログの管理

オンライン操作は，参照・更新・印刷等の
処理別に，アクセスログ（操作者ＩＤ・
⽇時・ファイル名対象レコード等）を取得
し，規定期間中の保存ができること。

○ 51 共通 セキュリティ 実⾏ログの取得を可能とすること。 中 ・オンラインの照会，発⾏，登録，更新，削除等全て及び
EUCの業務に関する操作ログについて収集が可能なこと。

397 3.2.4 バッチ 随時処理 2 異動処理

処理内容（該当者⽒名・住所，処理
⽇・異動⽇・届出⽇，事由）及び処理
者について，⼀覧表⼜はアクセスログによ
り確認・特定できること。

○

398 3.2.4 バッチ 随時処理 2 異動処理
上記の⼀覧表及びアクセスログは，処理
年度の翌年度まで保存できること。

○

399 3.2.4 バッチ 随時処理 2 異動処理

上記の⼀覧表及びアクセスログによる確
認・特定処理は，権限設定ができあるこ
と。

○

157 オンライン 照会 内容表⽰
受付・異動を⾏った⽀所を画⾯に表
⽰できること。

  ⼤ 同左

52 共通 セキュリティ 実⾏ログの照会ができること。 中 ・操作者，操作⽇時，操作機器および内容等が画⾯検索で
きること。

・検索結果の解析，抽
出，ファイル出⼒や帳票
出⼒等ができる。

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須
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　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

37 0.9. EUC機能 1 EUC機能

職員が任意の抽出条件，抽出項⽬を指定して，直接データ抽出を⾏い，OAアプリケーション
(Excel,Accessなど)でのデータ加⼯，出⼒などができること。
過去に抽出・出⼒を⾏ったデータを⼀定期間保管できること。
職員が指定した抽出条件，抽出項⽬を事前に登録し，必要に応じて任意にデータ抽出ができること。

必須 229 ＥＵＣ
csvでデータ出⼒が可能な機
能が付属しているのか︖

A

133

住
記
1
3
6

統
計
処
理
及
び
帳
票
出
⼒

データベースから条件を指定し
てデータを抽出するＥＵＣ機
能を有すること

1 41 共通 72 ＥＵＣ 豊富な機能

保持項⽬の任意選択や豊富な抽
出条件等の機能があること。
また、その設定情報を保存でき、
次回呼び出して利⽤できること。

●テーブル項⽬やコード定
義等の仕様を提供するこ
と。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

168 EUC

各種条件を指定して簡易な操
作で閲覧台帳などの抽出⼀覧
表を作成できること。また、Ｃ
ＳＶ形式で抽出データを出⼒
できること。

105 ＥＵＣ 3

任意の条件を指定して、エクセ
ルやＣＳＶ等として抽出できる
こと。

基
本

169 EUC

データをＣＳＶ形式で出⼒
し、Ｅｘｃｅｌ等でデータ加
⼯が⾃由にできること。

109 ＥＵＣ 7

ＤＢから条件を指定して抽出
及び印字する機能を有するこ
と。

基
本

171 EUC

ＥＵＣ機能で出⼒されるファイ
ルの形式は、ＣＳＶに対応し
ていること。

220 　共通基盤 16

出⼒する際には、ファイルから
必要な項⽬が選択でき、抽出
条件設定や並べ変えができる
こと。

特
記

170 EUC

バッチ処理にて出⼒される各⼀
覧表はＣＳＶ形式でファイル
出⼒ができること。

218 　共通基盤 14

EUC機能においては、抽出結
果の印字だけでなく、ファイル
（ＣＳＶ形式等）出⼒する
ことができること。

基
本

256 住⺠
記録 254 その他 EUC

プログラムの操作をおこなうことな
く、任意にデータの抽出が主管課
職員でも容易にできること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

173 EUC

宛名ラベルで、次の項⽬が表
⽰されること。郵便番号、住
所、⽒名、カスタマーバーコード

108 ＥＵＣ 6

ＥＵＣ機能において、⼀覧表
や宛名シール等の帳票印字が
可能であること。

基
本

257 住⺠
記録 255 その他 EUC

任意に抽出したデータは表計算ソ
フトなどでも扱えるテキスト形式で
提供できること。

必須

106 ＥＵＣ 4
⼀度使⽤した条件について保
存、再使⽤ができること。

基
本

219 　共通基盤 15

EUC機能においては、⼀度作
成した抽出設定が登録でき、
次回からは簡単に操作ができ
ること。

基
本

39 0.9. EUC機能 3 セキュリティ対策
EUC機能について，権限設定，ダウンロードログ管理（実施⽇，実施時間，実施者），マスター
データの保護等のセキュリティ対策に対応できること。

必須 42 共通 73 ＥＵＣ 権限設定
権限設定により所属または職員単
位でEUC操作を制御できること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

38 0.9. EUC機能 2 EUC抽出対象データ
パッケージ上に記録されるすべての業務データについてＥＵＣの対象とすること。
ＥＵＣ機能のデータベースは，本番環境の他，別の環境でも利⽤できること。

必須

38 0.9. EUC機能 2 EUC抽出対象データ ＥＵＣ機能のデータベースが本番環境を利⽤する場合は，本番環境の処理に影響を与えないこと。 必須 107 ＥＵＣ 5

データの抽出について、⽇中の
作業も可能であり、関係業務
への影響がないこと。

基
本

111 ＥＵＣ 9

ＥＵＣ機能において、データ作
成に必要な過去の⼈⼝データ
等の移⾏が可能であること。

特
記

103 ＥＵＣ 1

現⾏システムで組まれているＥ
ＵＣデータについて、正確に移
⾏できること。

特
記

26 0.6. 権限等管理 3 操作履歴，アクセスログ

異動及び全ての処理についてログ管理され，その内容が確認できること。
操作者が参照した情報がログ管理され，その内容が確認できること。
なお，管理されている情報については出⼒できること。

必須 260 住⺠
記録 258 システム

共通

処理ログ
操作履歴の
保持

操作履歴が保持できること。
【いつ、どこで、誰が、誰を（何
を）、どうした等】
保持した操作履歴をオンライン画
⾯より照会できること。
また、任意の条件で抽出できるこ
と。

●いつ、どこで、誰が、誰を
（何を）、どうした等
◆操作履歴⼀覧

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

235 　ユーザー
管理 6

システム操作の記録（ログ）
がとれ、データの照会・更新・発
⾏、バッチ処理の実⾏に関する
操作記録を確認・追跡調査が
できること。
また、採取したシステム操作記
録（ログ）に対して様々な条
件で検索ができること。

基
本

2-2-
1-4

パッケージ
導⼊

更改編
・

運⽤・保
守

情報
セキュリティ
要件

権限設定

・個⼈情報や機密情報の漏えいを防ぐため
に、システム利⽤者及びシステム管理者のア
クセスログ・操作ログを取得できること。
・取得したログは⼀定期間保管し、後⽇分析
できるようにすること。
・アクセスログ・操作ログはシステム利⽤者・シ
ステム管理者及び第三者による改ざんがされ
ないよう、書き込み禁⽌等の改ざん防⽌措
置を⾏えること。

必
須

27 共通 48 機密保
護 アクセス権

アクセスログ（認証情報・操作情
報・バッチ処理）を、様々な条件
で検索を⾏い抽出できること。
また、抽出結果をＣＳＶデータと
して出⼒できること。
操作情報（ユーザ、端末、場所、
⽇時、画⾯、内容など）が記録で
きること。
認証情報（ユーザ、端末、場所、
ログイン⽇時、ログアウト⽇時な
ど）が記録できること。
証明書発⾏情報として、発⾏⽇、
発⾏者、発⾏証明書名、発⾏部
数、発付番号などを記録できるこ
と

必須

214 　共通基盤 10

システムへのログイン・ログアウト
等の操作履歴が記録ができる
こと。
記録されたログは、⼀定期間
保存できること。

特
記

1-2-
3 クラウド編 保守要件 アクセスログ・操

作ログの分析

システム利⽤者・システム管理者のアクセスロ
グ・操作を以下の分析例の観点等から分析・
レポートの作成がでし、四半期毎に報告を実
施できること。
レポートの内容は別途打ち合わせのうえ決定
する。
なお、緊急な対応を要する不正な通信を検
知した場合には直ちに報告すること。
（分析例︓深夜・休業⽇におけるアクセス⼀
覧、ログイン失敗⼀覧、ID別ログイン数⼀
覧、⼤量検索実⾏⼀覧）

34 共通2 34
異動処理を⾏った職員が確認
できること。

特
記

236 　ユーザー
管理 7

個⼈番号を保持する情報の操
作に関する記録を、操作処理
の種類単位毎に検索ができる
こと。

基
本

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

*104 1.12.1. ⽀援措置（Ｄ
Ｖ）(５）

登録されている宛名に
対し、DVに係る情報を
管理する

・管理者による監視のための
ログ抽出ができること

加点

*105

・ログが残る条件は照会・発
⾏・異動処理をしたことによる
こと。

加点

*106
・認証要求の段階で閉じた
場合も検索対象とすること

加点

3 共　通 操作権
限管理

操作者のＩＤ、パスワード、操作者名、所属部署、操作権限、利⽤（範囲）期間等を管理できるこ
と。

4 1.1 基本 共通 3 操作権限の管理

操作者管理は，ＩＤ・パスワード・⽒名・
所属・権限・利⽤範囲・利⽤期間等の細
分化（アカウント別）できること。

○ 6 共通 権限管理 機能権限 操作権限の設定ができること。 ⼤

・職員個⼈単位と所属部署等のグループ単位で指定できるこ
と。
・業務毎，メニュー毎に照会，異動，発⾏などの指定がで
き，バッチ，オンライン等処理単位で指定できること。
・メモ機能で登録している内容の更新，照会機能について権
限管理できること。
・利⽤可能な画⾯⼜は機能への遷移はメニュー画⾯からだけで
なく機能選択ボタンに対しても権限管理ができること。

・他の機能が装備されて
いる。

4 共　通 操作権
限設定 権限設定で個⼈番号・住⺠票コード・本籍地の項⽬を表⽰／⾮表⽰にできること。

6 1.1 基本 共通 5 処理の制御
操作者の業務権限により，各操作を抑
⽌できること。

○

3 共通 職員認証 職員管理
職員のシステム利⽤権限管理がで
きること。

⼤
・利⽤者とパスワードを登録し，利⽤権限レベルが設定できるこ
と。
・職員異動情報は職員認証システムよりデータ連携する。

4 共通 職員認証 職員管理

職員ポータル画⾯からSSO(シングル
サインオン）で業務画⾯が起動でき
ること。

⼤

5 共通 職員認証 職員管理

窓⼝端末においては職員認証ポー
タル画⾯でのユーザー切り替えにより
SSO(シングルサインオン）が可能で
あること。

⼤

4



　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

25 0.6. 権限等管理 2 業務権限 ⼀覧から　所管課，係（グループ），雇⽤形態，業務単位で権限設定が可能なこと。 必須 23 共通 37 機密保
護 ログイン

パスワードの条件設定ができるこ
と。
有効期限を設定できること。
操作者による変更を制御できるこ
と。
パスワードの誤り回数を指定し、指
定回数を超えた場合⾃動的に使
⽤禁⽌にできること。
管理者が上記の使⽤禁⽌状態を
解除できること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

237 　ユーザー
管理 8

システム利⽤者の認証、アクセ
ス権限が設定できること。

基
本

1-1-
2
-1

パッケージ
導⼊
更改編

管理機能 システム管理
システム管理者により、管理者設定、利⽤者
のアクセス権限設定などシステム管理全般を
⾏う機能があること。

必
須

1-1-
2
-2

パッケージ
導⼊
更改編

管理機能 利⽤者管理
システム管理者により、利⽤者情報（ユーザ
情報・所属情報・役職情報等）を⼀括管理
（登録・変更・削除・検索）する機能。

必
須

1-1-
2
-3

パッケージ
導⼊
更改編

管理機能 グループ
管理

システム管理者により、組織、役職、共有グ
ループを⼀括管理（登録、編集、並び順の
変更）する機能があること。

1-1-
2
-4

パッケージ
導⼊
更改編

管理機能 グループ
管理

システム管理者により、組織、役職、共有グ
ループを⼀括管理（登録、編集、並び順の
変更）する機能があること。

必
須

24 共通 38 機密保
護 ログイン

最低桁数を指定できること。
パスワードのルール設定（英⼤⽂
字・⼩⽂字を最低1⽂字使⽤す
る、等）ができること。変更の際、
変更前のパスワードを使⽤不可に
できること。管理者がパスワードの
変更を利⽤者に強制的に⾏わせ
ることができること。

任意

2-2-
2-3

パッケージ
導⼊
更改編

セキュリティ
要件

パスワード
設定

・利⽤者⾃⾝がパスワードを変更できる機能
を有すること。
・初期パスワードは初回ログオン時に必ず変
更させる機能を有すること。
・パスワードに⽂字数・有効期限・⽂字種等
の制限をかける（例︓パスワードは必ず8桁
以上とする）機能を有すること

必
須

24 0.6. 権限等管理 1 業務権限
操作者の所属，業務権限により実施処理の制御ができること。
操作者の所属，業務権限により表⽰（閲覧）項⽬の制御ができること。

必須 8 基本 権限

本籍・筆頭者・住⺠票コード・
国籍・地域、在留資格等の主
管部署以外では容易に⾒ては
いけない項⽬の表⽰を制御で
きること。 A

46

住
記
0
4
7

住
⺠
情
報
管
理

住
⺠
票
内
容
表
⽰

住⺠票内容表⽰画⾯への住
⺠票コードの表⽰は、市⺠課､
出張所以外の部署では表⽰し
ない設定とすること

1 22 共通2 22

他課照会⽤に本籍、マイナン
バーなしの画⾯があること、
または権限管理等により対応
可能なこと。

基
本

44 照会 照会

住⺠票コード、本籍・筆頭者、
国籍・地域、30条の45規定
区分、在留資格、在留カード
等の番号、在留期間等、在留
期間の満了の⽇については、
権限設定により表⽰/⾮表⽰
の設定ができること。

A

261 住⺠
記録 260 その他 権限設定

他業務からの照会⽤に本籍、筆
頭者、住⺠票コード等の参照権
限が職員毎に個別に設定ができる
こと。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

25 共通 46 機密保
護 アクセス権

統合された職員認証基盤を有し
ていること

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

任意

74

住
記
0
7
5

住
⺠
情
報
管
理

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

職員が操作アクセスする際、
カードリーダに各⾃のカードを通
すことでアクセスできること

1 26 共通 47 機密保
護 アクセス権

業務を操作する権限（アクセス
権）を設定できること。
設定は、所属（課・係単位）また
は個⼈単位に⾏うことができるこ
と。
権限は、照会・更新・証明書発
⾏・バッチ処理実⾏など操作の制
限を⾏うことができること。
ＥＵＣの権限は別途設定できる
こと。
収納・滞納システムのように複数
課で利⽤されるシステムについて
は、所属（権限）によって表⽰・
出⼒項⽬を設定できること。
業務固有の操作権限を設定でき

必須

230 　ユーザー
管理 1

ユーザＩＤとパスワードにより認
証できること。
また、パスワードは利⽤者が変
更でき、システム管理者が初期
化できること。

基
本 2-2-2

パッケージ
導⼊
更改編

情報セ
キュリティ
対策

本システムについて「本市情報セキュリティポリ
シー」を確実に遵守できること。
　システムがセキュリティ上問題無く稼動するた
めに必要な安全対策について適時実施する
こと。

必
須

32 共通 62 機密保
護 職員管理

異動に伴い前所属権限を利⽤し
て業務を⾏えること。

- - 任意

239 　ユーザー
管理 10

アクセス権限の付与は、組織
単位、利⽤者単位で設定でき
ること。

基
本 管理機能 グループ

管理

システム管理者により、組織、役職、共有グループを
⼀括管理（登録、編集、並び順の変更）する機能
があること。

184 住⺠
記録 162 異動 住⺠情報

訂正

訂正の機能は、職員単位及び課
単位での操作権限の設定ができる
こと。

必須

238 　ユーザー
管理 9

アクセス権限の設定は、システ
ム管理者が容易に設定できる
こと。

基
本

240 　ユーザー
管理 11

アクセス権限の付与も含めた
ユーザー情報の登録・変更・削
除は、スケジューリング機能を
有し、事前に準備できること。

基
本

20 共通 34 操作性 ポータル画
⾯

ユーザごとに、アクセスできる業務メ
ニューだけを表⽰させたポータル画
⾯が初期表⽰されること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

232 　ユーザー
管理 3

パッケージシステムはシングルサ
インオンで認証し、複数の業務
システムを横断して利⽤できる
認証基盤を⽤意しすること。

基
本 2.4.5

パッケージ
導⼊
更改編

情報シス
テム稼働
環境

職員認証基盤

・職員ポータルとの連携によりシングルサインオ
ンを実現すること。
　なお、シングルサインオンを実現する上で改
修が発⽣する場合、本市と協議を⾏うこと。
・⼈事異動に伴う職員情報の変更作業の負
荷を軽減するため、Windows認証システム
のユーザ情報との連携を考慮すること。

22 共通 36 操作性 画⾯遷移

利⽤権限があればメニュー画⾯に
戻ることなく業務から業務へ直接
画⾯が展開したり、同⼀端末上で
複数の業務画⾯を展開して利⽤
できること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

231 　ユーザー
管理 2

ID・パスワード以外の認証⽅
法（ICカード、指紋・静脈認
証等）に対応できること。

基
本

31 共通 60 機密保
護 職員管理

組織情報を履歴管理できること。
職員の異動を履歴管理し、照会
できること。
⼈事異動の際にはCSVによるデー
タ取り込みの⽅法により、異動情
報の事前⼊⼒が可能なこと。

◆所属情報⼀覧
◆職員情報⼀覧

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

233 　ユーザー
管理 4

⼈事異動による、利⽤者の権
限設定変更をCSV等をもとに
⼀括登録が⾏えること。

特
記

234 　ユーザー
管理 5

パスワードの⼊⼒規則（⽂字
数、利⽤⽂字など）の設定が
できること。

特
記

5



　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

5 共　通 ⼊⼒エ
ラー

⼊⼒必須項⽬や形式の整合性チェック（⽇付の不正やチェックデジット等）を⾏い、
エラー時は、原因となったエラー項⽬と理由・対応⽅法を明⽰すること。

66 2.1.1 住⺠異動 共通事項 12 必須項⽬（⼊⼒漏
れ防⽌）

⼊⼒すべき項⽬が明確に⽰されており，
⼊⼒が不完全な場合は，エラーメッセージ
表⽰等により，⼊⼒漏れを防⽌する機能
を有していること。

○ 4 1.1.0.
異動共通

（全異動事
由）

・⼊⼒補助としてエラーチェッ
ク・アラート出⼒ができること
(４）

必須

50 2.1.1 住⺠異動 共通事項 4 番号機能

世帯番号，宛名番号，個⼈番号，住
⺠票コード，在留カード番号，特別永住
者証明書番号は，チェックデジット等によ
る番号チェック機能を有していること。

○ 88 オンライン 共通 番号チェッ
ク機能 番号チェック機能を有していること。   ⼤

世帯番号，宛名番号，個⼈番号，住⺠票コード，在留カー
ド番号，特別永住者証明書番号については，チェックデジット
等の番号チェック機能を有していること。

24 住住⺠異動 異動処理 住⺠票コー
ドチェック

チェックデジットによる住⺠票コードの
正誤判定ができること。

必
須

25 住住⺠異動 異動処理 個⼈番号
チェック

チェックデジットによる個⼈番号の正
誤判定ができること。

必
須

6 共　通
⽀援措
置対象
者照会

照会、異動時にＤＶストーカー⽀援者等の場合、注意を喚起するような画⾯設定を⾏うこと。 18 1.2 基本 マスタ管理 7
⽀援措置対象者等
（ＤＶ・ストーカー被
害者等）

⼊⼒・照会・発⾏処理時に，注意喚起
を促す機能を有していること。

○ 182
オンライン
⇒P列946へ移動済 補助機能 処理抑⽌

処理抑⽌者について画⾯表⽰を変
更できること。

  ⼤ 対象者について，画⾯上判別ができるよう，背景⾊が任意に
変更できること。 *107 1.12.1. ⽀援措置（Ｄ

Ｖ）(５）

登録されている宛名に
対し、DVに係る情報を
管理する

・他業務システムにおいて、
管理者（市⺠課）の許可
がないと⽀援措置対象者に
係る帳票が発⾏できないこと

加点

51 住住⺠異動 ＤＶ等⽀
援措置 発⾏抑⽌

ＤＶ・ストーカー被害保護の処理に
対し、注意を喚起するメッセージを出
すことができること。
また、、証明発⾏については、警告
のレベルで抑⽌を設定し、解除権限
のあるもののみ解除できるようにする
こと。

必
須

7 共　通
⽀援措
置対象
者管理

⽀援措置の期間満了後も⾃動的に制御の解除は⾏わないこと。 ⇒４２抑⽌へ移動 *108

・他業務システムからの帳票
発⾏依頼に対し、市⺠課で
許可ができること

他業務
システム
からの帳
票発⾏
依頼
データ

他業務システムへの帳票発⾏許可
データ

加点

55
共通
⇒P列1167へ移動済

セキュリティ
1167へ移動済

宛名ごとにDVや虐待，本⼈以外
⾮開⽰の管理ができること。

中

・DVや虐待，本⼈以外⾮開⽰の指定がされた宛名に関する
特定情報が登録できること。
・登録されている旨が判別できるよう，宛名が表⽰されるすべて
の画⾯で，該当者が確認できること。
・宛名検索画⾯において，登録内容が確認できること。

8 共　通
バッチス
ケジュー
ル管理

定期的に実施する処理については、処理⽇時を指定して⾃動実⾏が可能であること。
38 1.6 基本 バッチ処理 2 スケジュール管理

定期的なバッチ処理は，処理⽇時を指
定したうえで，⾃動処理ができること。

○ 40 共通 システム運⽤
バッチ処理を⾃動で実施できること。

⼤

・スケジューリング機能により，バッチ処理を⾃動で実施できるこ
と。
・カレンダー機能により曜⽇，祝祭⽇及び本市開閉庁⽇の管
理ができること。

・スケジューリングの設定
操作が容易にできるこ
と。
・スケジューリングの状況
やバッチ処理の状態が職
員により確認できる。

371 3.2.1 バッチ 共通 1 管理・操作 スケジューリングができること。 ○

また、前回の処理の結果や処理時間を参照できること。 39 1.6 基本 バッチ処理 2 スケジュール管理

カレンダーの表⽰等から，スケジュール及
び前回の処理状況等，幅広く確認ができ
ること。
また，パラメータの⼊⼒・修正等が容易に
できること。

○ 194 バッチ 共通 バッチ⾃動
化

バッチ処理をスケジューリングできるこ
と。

  ⼤ バッチ処理をスケジューリングできること。
前回バッチの処理結果や処理時間を参照できること。

40 1.6 基本 バッチ処理 3 処理結果の成否確認

処理結果における内容の成否は，｢表⽰
⾊分け｣等により，⼀⽬でその結果が判
別できること。

○

36 1.6 基本 バッチ処理 1 条件の設定・変更
条件・実施頻度及び時間帯は，選択式
であること。

○

37 1.6 基本 バッチ処理 1 条件の設定・変更
登録済バッチ処理の複写ができる等，処
理が容易であること。

○

372 3.2.1 バッチ 共通 1 管理・操作 項⽬及び内容確認ができること。 ○

373 3.2.1 バッチ 共通 1 管理・操作
前回の処理結果・処理時間等について，
参照・再利⽤できること。

○

41 共通 システム運⽤

バッチ処理の⽇付指定について，シ
ステム⽇付ではなく，バッチ処理ごと
に変更可能な業務処理年⽉⽇によ
る処理が可能なこと。

⼤ ・同左

42 共通 システム運⽤

オンライン時間帯に帳票出⼒等の
バッチ処理を実⾏してもサーバ負荷
に影響を与えないこと。

⼤ ・同左

6
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

268 　セキュリ
ティ 2

各ユーザIDのパスワードは、本
市が指定した期間が過ぎる前
または過ぎた時点で変更メッ
セージが表⽰され、各職員それ
ぞれが 新たなパスワードを変更
できるようにすること。

基
本

18
19 0.4. ⼊⼒補助 11

12 チェック機能

⼊⼒内容のミスを防⽌するための，アラート表⽰等による確認が⾏えること
当該システムで管理する情報について，不整合やデータ破損が発⽣しないこと。
またはチェックする機能を有すること。

必須 28

住
記
0
2
9

住
⺠
情
報
管
理

修
正
機
能

業務上の⼊⼒途上における⼊
⼒ミスを直ちに修正ができること

1 13 共通 27 システム
共通 ⼊⼒エラー

⼊⼒エラー時はすべてのエラー項
⽬が明⽰的であること。
さまざまな⼊⼒チェック機能により、
⼊⼒ミスの防⽌をサポートする機
能が備わっていること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

33 異動処理

個⼈番号を⼊⼒した場合に
は、チェックディジットのチェックが
⾏われ、個⼈番号として妥当
ではない場合にはエラーになる
こと。

215 　共通基盤 11

データの整合性のないデータを
⼊⼒した際にチェックを⾃動的
に⾏い、誤⼊⼒を防⽌すること
ができること。

基
本

21
22 0.4. ⼊⼒補助 14

15 チェック機能

登録・更新・削除等の処理において，取込時にエラー等が⽣じた場合には，該当箇所がわかりやすく
表⽰(画⾯またはエラーリスト 等)されること。
データ連携処理において，取込時にエラー等が⽣じた場合には，該当箇所がわかりやすく表⽰(画⾯ま
たはエラーリスト 等)されること。

必須 29

住
記
0
3
0

住
⺠
情
報
管
理

修
正
機
能

前の画⾯または前の操作に⽴
ち戻り、いつでも⼊⼒ミスを修
正ができること

1 16 共通 30 システム
共通 ロールバック

誤った処理を⾏ってしまったとき、処
理前の状態に戻せること

バッチ 随
時

必須

34 異動処理

住⺠票コードを⼊⼒した場合
には、チェックディジットのチェック
が⾏われ、住⺠票コードとして
妥当ではない場合にはエラーに
なること。

217 　共通基盤 13

⽂字の配⾊については、注意
メッセージに配慮し、その部分
が⽬につくよう、考えられたUIに
なっているか。（エラーは暖⾊
系、必須⼊ ⼒項⽬が明⽰的
等）

特
記

81

住
記
0
8
2

住
⺠
情
報
管
理

警
告
表
⽰

誤⼊⼒防⽌のため、世帯画
⾯､個⼈画⾯で警告メッセージ
を表⽰できること

1

106 4.1 異動共通 7 ⼊⼒補助
世帯番号，個⼈整理番号（住⺠番号），住⺠票コード番号，個⼈番号（マイナンバー）の⼊⼒
内容についてのチェックデジット計算⽅法があること。

必須 230 異動 異動
マイナンバーの⼊⼒の際にチェッ
クデジット機能があること

A

134

住
記
1
3
7

警
告
表
⽰

住⺠票コードの⼊⼒をしたと
き、チェックデジット機能を使って
チェックができること

1 115 住⺠
記録 85

異動
（全
般）

⼊⼒

住⺠票コードの⼊⼒時に、チェック
デジット等により誤⼊⼒のチェックが
働くこと。

必須

3 0.1 管理 3 対象者に対する注意喚起
異動・発⾏制御，交付停⽌措置(ＤＶ等⽀援者)，事前登録型本⼈確認通知・実態調査候補者
等の登録がある場合には，注意喚起メッセージ等により容易に確認できること。

必須 *45

住
記
0
4
6

住
⺠
情
報
管
理

住
⺠
票
内
容
表
⽰

設定した覚書フラグは所管課
及び所管課以外の部署で閲
覧できること

1 8 共通 22 システム
共通 DV対応

DV（ドメスティックバイオレンス）
など、住⺠からの申請または各業
務において発⽣する事項の登録に
より、当該住⺠に対する異動や発
⾏動作の抑⽌が⼀元的に管理で
き、部署単位で登録および照会
権限を登録できること

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

17 共通

ＤＶ・ストーカー等の被害⽀援
者について以下の対応ができる
こと。
①ＤＶ等⽀援措置者の住所
を⾮表⽰する機能（管理者
は解除可）
②ＤＶ等⽀援措置者にマー
ク、ポップアップメッセージを表⽰
する機能。
③個表（⼀⼈⼀枚の帳票
例．通知書等）について、宛
先以外の住所がＤＶ等⽀援
措置者の場合に住所を印字し
ない機能。

18 共通2 18

照会、発⾏画⾯において⽀援
措置対象者の把握ができ、警
告マークやメッセージ等により注
意喚起を促すこと。

特
記

259 住⺠
記録 257 その他 DV

DV対象者について、証明発⾏、
住⺠異動届け等の操作時に防⽌
策が施されていること。

必須

6 共通 13 システム
共通 バッチ処理

バッチ処理はスケジュール設定によ
り⾃動実⾏ができること。
バッチ処理等は管理部⾨⼜は利
⽤部⾨で起動できること。
バッチ処理は処理パラメータを予め
登録⼜は前回設定値の複写がで
きること。
バッチ処理のスケジュール設定状
況が⼀覧で照会できること。
バッチ処理の2重処理などをしない
ための⼯夫がなされていること。
実⾏中のバッチ処理が⼀覧で照
会できること。
バッチ処理時に過去の実⾏履歴
が照会できること

バッチ 随
時

必須

253 　バッチ処
理 4

オンライン画⾯からバッチ処理の
実施⽇時が指⽰できること。
また、指⽰の際、各種パラメー
タの指定が可能なこと。

基
本

41 0.9. EUC機能 5 ⾃動実⾏ EUCとして作成された対象をジョブスケジューリングにより⾃動実⾏し特定のフォルダ等に出⼒できること。 必須 7 共通 19 システム
共通 バッチ処理

バッチ処理の実⾏においては、処
理件数表⽰による処理経過が確
認できること。

バッチ 随
時

任意

250 　バッチ処
理 1

バッチ処理時に過去の実⾏履
歴が照会できること。

基
本

254 　バッチ処
理 5

バッチ処理の実⾏時ログ（実
施状況、進捗状況）が、オン
ライン画⾯から参照できること。

基
本

255 　バッチ処
理 6

バッチ処理の結果が確認でき、
処理件数等の把握ができるこ
と。

基
本

17 共通 31 システム
共通 バッチ処理

職員が⾏う簡易なバッチ処理は待
ち⾏列が発⽣しないよう、並⾏処
理ができること。
また定型的な処理はボタン1つで
連続した処理が可能なこと。

バッチ 随
時

必須

252 　バッチ処
理 3

バッチ処理は待ち⾏列が発⽣
しないよう、並⾏処理ができる
こと。

特
記

251 　バッチ処
理 2

バッチ処理等は管理部⾨⼜は
利⽤部⾨で起動できること。

基
本

256 　バッチ処
理 7

税率や期割数などがパラメータ
化されており、年度ごとに設定
することができること。

基
本

7
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システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

39 共通 システム運⽤
各業務ごとにオンラインの利⽤開始
と終了ができること。

中 同左

9 共　通 ヘルプ機
能 操作⽅法や運⽤⽅法等について、ヘルプ機能を有していること。 9 1.1 基本 共通 7 ヘルプ機能

操作・運⽤⽅法の確認⽤として，ヘルプ
機能（オンラインマニュアル）を有している
こと。

○ 93 オンライン 共通 ヘルプ機能 ヘルプ機能を有していること。   中 画⾯から操作⼿引書等が参照できること。

41 1.7 基本 マニュアル 1 オンラインマニュアル

画⾯別に，当該画⾯から参照できるオン
ラインマニュアルが⽤意されていること。
また，当該画⾯の機能概要・操作説明
等が参照できること。

○

42 1.7 基本 マニュアル 2 オンラインマニュアルの
追記

新たな事例が発⽣した場合は，当該対
処法の追加登録について，早急に対応
できること。

○

43 1.7 基本 マニュアル 3 業務フローマニュアル
業務フローマニュアル（誤処理時の対処
法を含む）等が⽤意されていること。

○

44 1.7 基本 マニュアル 4 紙式マニュアル

処理別に構成されたページ差替が容易で
ある紙ベースのマニュアルが⽤意されている
こと。

○

45 1.7 基本 マニュアル 5 バッチマニュアル
バッチ処理者向けマニュアル及び説明資
料（紙式）等が⽤意されていること。

○

63 共通 ドキュメント

画⾯の編集内容が理解できるドキュ
メントを提⽰すること。 ⼤ ・操作マニュアルで編集内容が理解できること。

・画⾯設計書にて表⽰項⽬ごとの編集要領を提⽰すること。
・操作画⾯から直接ヘル
プ画⾯が参照できる。

64 共通 ドキュメント
帳票の編集内容が理解できるドキュ
メントの提⽰を⾏う。

⼤ ・帳票設計書にて表⽰項⽬ごとの編集要領を提⽰すること。

65 共通 ドキュメント

運⽤に関する操作等の必要な作業
が⾏えるためのドキュメントを提⽰す
ること。

⼤ ・画⾯について操作マニュアルで操作内容が理解できること。

・提供される機能（オン
ライン・バッチ・EUC等）
の全てに対し操作・運⽤
マニュアルが提⽰されてい
る。
・画⾯操作についてオン
ライン機能でヘルプ画⾯
が提供されている。

66 共通 ドキュメント

制度改正の適⽤，カスタマイズなど
を含み，変更が⾏われたドキュメン
トの提供を⾏うこと。

⼤ 同左

10 共　通 外字対
応

住⺠基本台帳ネットワークシステムや在留カード等発⾏システムで使⽤している外字について⾃動変換
（同定）が可能であること。

17 1.2 基本 マスタ管理 6 外字
共通基盤システムに登録された外字を使
⽤できること。

○

368 3.1 その他 外字 1 適⽤
共通基盤システムで登録された外字につ
いて，使⽤できること。

○

57 共通 基盤 ⽂字コード

EUC機能で作成されるデータが使
⽤する⽂字コードは，特に指定のあ
る場合を除きUNIコードＢとする
が，SJIS等他の⽂字コードへの変
換が⾏えること。

中 同左

58 共通 基盤 ⽂字コード

外部との連携データ（住記・税連
携含む。）の相⼿先がJIS90の場
合，本市より提供する変換テーブル
により内⇔外字変換を⾏うこと。
（名前欄のみ）

⼤ 同左

59 共通 基盤 ⽂字コード

外字フォントファイルは必要なサー
バ，クライアントへの配信が⾃動的
に⾏えること。

⼤ 同左 配信先の指定・変更が
容易に⾏える。

52 住住⺠異動 管理 外字作成

住⺠登録上、システムにない⽂字が
発⽣した場合に安易に登録できるこ
と。
（住基ネット・⼾籍システムと同等以
上に⽂字があること）

必
須

8
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

257 　バッチ処
理 8

当初賦課業務に伴うデータパ
ンチ・⼤量出⼒・後処理（カッ
ト・製本・封⼊等）の処理をア
ウトソーシング可能なシステムと
し、できるだけ 経費を抑えた⽅
法とする。アウトソーシングする
ためのデータは、安全なネット
ワークを介してデータセンター等
へ送信可能なこと。

基
本

258 　BPO 1
アウトソーシングの注⽂はシステ
ムで依頼できること。

特
記

259 　BPO 2

過去に注⽂したアウトソーシン
グの注⽂書をシステムで確認で
きること。

特
記

260 　BPO 3
アウトソーシング処理の進捗状
況をシステムで確認できること。

特
記

76

住
記
0
7
7

住
⺠
情
報
管
理

運
⽤

運⽤時間の柔軟性を確保した
システムであること

1 29 共通 58 機密保
護

端末利⽤ス
ケジュール

システム全体のスケジュールを休
⽇・年末年始などを考慮し管理で
きること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

任意

222 　運⽤管理 1
システム全体の使⽤可能時間
を設定することができること。

基
本

75

住
記
0
7
6

住
⺠
情
報
管
理

運
⽤

⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇も更新
できるシステムであること

1 223 　運⽤管理 2
開庁⽇や閉庁⽇を設定するこ
とができること。

基
本

77

住
記
0
7
8

住
⺠
情
報
管
理

運
⽤

証明書の発⾏を少なくとも午
後８時までできること

1

224 　運⽤管理 3

端末の利⽤状況を随時確認
できる仕組みを⽤意しているこ
と。

基
本

227 　運⽤管理 6

サーバーの起動／停⽌／デー
タベースのバックアップ等が⾃動
で⾏われること。

特
記

212 　共通基盤 8
各業務のマニュアルをシステム
上で閲覧できること。

特
記 1-1-3 運⽤・保守 運⽤・保守

要件 ドキュメント管理

システム構築時に作成した各種⽂書（操作マニュア
ル、運⽤⼿順書、データリカバリー⼿順書等）につい
て、運⽤保守を実施する中で変更が⽣じた場合は、
適宜更新できること。

94 住⺠
記録 51

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

業務知識に左右されることなく、誰
でも簡単に⼊⼒が⾏なうことができ
ること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

114 住⺠
記録 78

異動
（全
般）

⼊⼒
画⾯から⼊⼒する時に必須⼊⼒
項⽬は明⽰的であること。

必須

213 　共通基盤 9

法改正によりシステムの改修等
を実施した場合は、マニュアル
を最新状態に更新すること。

基
本

120 住⺠
記録 62

異動
（全
般）

外字

既に登録されている外字は、読
み、画数、部⾸などでの外字検索
が可能であり、外字の⼊⼒も容易
にできること。
外字を新たに作成する場合、外
字の参照機能があり、読み、画
数、部⾸などでの検索を⾏い、容
易に新規外字の⽂字イメージの登
録が可能であること。

必須

5 共通

外字作成が容易で作成された
外字が即座に反映でき、システ
ム上から利⽤できること。

66 住⺠
記録 11 基本機

能 外字

現⾏システムで使⽤している外字
が正確に移⾏できること。
外字の作成・適⽤が容易であるこ
と。
また、連携している他システムへの
適⽤も同様に容易であること。

必須

40 0.9. EUC機能 4 ⽂字コード
データ出⼒機能で出⼒する帳票については，標準的なパソコン（Windows）で読み取り可能な⽂
字コードとすること。

必須

65

住
記
0
6
6

住
⺠
情
報
管
理

外
字
登
録
処
理

外字作成終了した⽂字につい
ては、市⺠課、出張所、のいず
れの端末でも即、検索/表⽰さ
れること

1 10 共通 24 システム
共通 ⾃動取込み

システム起動時に、⾃動的にプロ
グラムおよび外字フォントの最新内
容が取り込みできること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

264 　⽂字・外
字 4

作成／編集した外字が、⾃動
かつ即時に、他の業務端末に
反映すること。
また、住基ネットワークシステム
にも反映させることができる こ
と。

基
本 1-7-1

パッケージ導
⼊
更改編

⽂字情報 ベースフォント

JIS X 0213:2012　に準拠した⽂字セットを使⽤
すること。
例︓MS明朝V5.0、IPAMJ明朝等
サロゲートペア・IVS領域は使⽤しても差し⽀えない
が、IPAMJ明朝のサロゲートペア・IVS領域の利⽤を
希望する場合には、別途協議すること。

26 基本 外字
新規外字の作成が容易に⾏え
ること。

A

65

住
記
0
6
6

住
⺠
情
報
管
理

外
字
登
録
処
理

外字の作成が平易に⾏われる
こと

1 115 外字 2

外字の作成、登録、検索につ
いて⾏えること。
また操作が容易なものであるこ
と。

基
本 1-7-2

パッケージ導
⼊
更改編

⽂字情報 外字利⽤ 外字ファイル（.tteファイル）を提供するので、ベース
フォントとリンクすること。

9



　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

11 共　通

中間標
準レイア
ウトでの
出⼒

システムの契約期間終了時には、その時点で総務省が公開している中間標準レイアウト仕様（最新バー
ジョン）で定義されたレイアウトでデータ提供できること。また、データ提供に係る費⽤は本契約に含むもの
とする。

67 共通 標準化
中間標準レイアウト(総務省)に対
応すること。

中

・今回調達するシステムの契約期間満了時には，稼働する業
務のうち，その時点で総務省が公開している中間標準レイアウ
ト仕様（最新バージョン）が定義している全業務について，中
間標準レイアウト仕様で定義されたレイアウトでデータを提供で
きること。

12 共　通 検索機
能 検索履歴を記憶し、履歴選択による検索ができること。 ⇒検索・照会へ移動

277 2.2.1 証明書 共通 2 プリンタ
プリンタの設定・変更，⽤紙カセットの出
⼒指定ができること。

○ 158 オンライン 発⾏ 発⾏共通
証明書を発⾏する際にプリンタやホッ
パの指定ができること。

  ⼤ 同左 70 1.5.1. 証明書交付
・出⼒プリンタの設定ができる
こと

必須

161 オンライン 発⾏ 発⾏共通 出⼒部数を設定できること。   ⼤ 同左

65 1.5.1. 証明書交付
・各種帳票の再発⾏ができ
ること

必須

20 共通 出⼒処理 帳票
帳票発⾏時にプレビュー機能を保
有すること。

中 ・必要帳票に対し可能。 ・すべての帳票で可能。

21 共通 出⼒処理 帳票
帳票発⾏時にPDＥか紙出⼒が指
定でき，プリンタが指定できること。

中 ・必要帳票に対し可能。 ・すべての帳票で可能。

36 共通 システム運⽤

表⽰画⾯のハードコピー機能を有す
ること。 中 ・表⽰画⾯のハードコピーが可能であり，そのアクセスログの取

得が可能であること。

82 オンライン 共通 ハードコ
ピー

画⾯のハードコピーを印刷できるこ
と。

  ⼤ 画⾯のハードコピーを簡単な操作で印刷できること。

26 共通 出⼒処理 帳票

出⼒帳票については抽出条件，並
び順，改ページ条件が帳票ごとで
指定できること。

⼤ 別紙B-3「帳票⼀覧」にて仕様提⽰ ・パラメータ指定により変
更可能である。

193 バッチ 共通 超過対応 超過対応可能なこと。   ⼤ ⽒名や住所等の超過したものについては，帳票発⾏時に超過
内容を記載したリストを出⼒できること。

195 バッチ 共通 ⼤量印刷 ⼤量印刷できること。   ⼤
⽉次，年次で出⼒する⼤量印刷データについてスプール出⼒
できること。
必要に応じて分割出⼒が可能であること。
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

262 　⽂字・外
字 2

外字の追加、配布、連携等の
管理は、運⽤の効率化が考慮
され、⼀括管理できること。

基
本 1-7-3

パッケージ導
⼊
更改編

⽂字情報 ベンダー
独⾃⽂字

ベンダー独⾃⽂字管理は原則不可とする。ただし、
⼾籍総合システム等、システムに必須であり、影響が
システム内に留まる場合には別途事前に協議するこ
と。また、直接ベンダー独⾃⽂字を使⽤していなくて
も、システム上の制限がかかる場合には原則不可とす
る。
不可の例︓
外字コントロールパック2000、加除明朝（住基ネッ
ト明朝）、FUJ明朝、InfraTEC
Charsetmanager
システム上の制限がかかる例︓
JIPS（E） JEF UNI-JEF EUC-HC

116 外字 3

作成した外字も含めた⽂字に
ついて、⽂字コード、画数、読
み⽅、解説などが表⽰できる機
能があること。

基
本

263 　⽂字・外
字 3

外字の作成／編集が、GUI
画⾯により容易に⾏えること。
たとえば、字形参照機能や、
使いやすい字形編集機能を有
すること。

基
本

117 外字 4
作成した外字について翌⽇ま
でに反映されること。

基
本

265 　⽂字・外
字 5

クライアントの電源投⼊時に、
⾃動的に最新の外字データを
システムに取り込めること。

基
本

114 外字 1

現システムで登録されている外
字の移⾏が正確に⾏われるこ
と。

基
本

64

住
記
0
6
5

住
⺠
情
報
管
理

外
字
登
録
処
理

外字登録できる⽂字数を必要
な分だけ増やせるよう容量を追
加できること

1 261 　⽂字・外
字 1

1,881⽂字以上
（Windows外字領域の限
界を越える⽂字数）の外字を
使⽤することができること。

基
本

51 共通 82 その他

総務省の
データ移⾏
⽤中間ファ
イル対応

総務省のデータ移⾏⽤中間ファイ
ルに対応していること。

●導⼊前までに対応してい
ること。

- - 任意

205 　共通基盤 1

総務省の中間標準レイアウト
仕様で、契約満了後のデータ
提供に対応できること

特
記 2-6-1

パッケージ導
⼊
更改編

移⾏要件 データ移⾏

現⾏システム業者は、本市の指⽰のもと、移⾏に必
要なデータをオープンシステム⽤の汎⽤的なファイル
フォーマット（OracleやMS SQL Server等の⼀般
的なDBMSの形での抽出等）で受託者に提供でき
ること。
受託者は、受け取ったデータを新システムで動作する
ように変換を⾏い、データをチェックするとともに、新シ
ステムにセットアップし、動作の確認ができること。
なお、さらに合理的な⽅法を本市が認める際は、実
施⽅法について再度協議することとする。

30 0.8. 帳票出⼒共
通 1 オンライン出⼒ 証明書・通知書のオンライン　出⼒プリンタの変更，⽤紙（カセット）指定，ができること 必須 241 発⾏ 証明

参照のための出⼒ができ、出
⼒トレイの設定ができること。

A

195 住⺠
記録 178 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

A4等の定型サイズ帳票をレーザー
プリンタより出⼒する際、同⼀サイ
ズでもそれぞれカセットを指定して
出⼒できること。
即時発⾏帳票の種類によってプリ
ンタ及びプリンタトレイの⾃動設定
ができること。

必須

30 0.8. 帳票出⼒共
通 1 オンライン出⼒ 部数指定ができること 必須 197 住⺠

記録 188 帳票発
⾏

証明書発
⾏（全
般）

⼀連帳票が複数枚にわたるものは
連番が表⽰されること。

必須
1-2

パッケージ導
⼊
更改編

帳票 業務量に応じた各帳票の発⾏が可能であること。
例）A4単票30枚/⽉、はがき50枚/週

31 0.8. 帳票出⼒共
通 2 オンライン出⼒

帳票出⼒を伴うシステム⼊⼒時に３桁の任意番号（発券機の番号等）を⼊⼒できること。
また，以下の帳票を対象に，任意番号の印字ができること。
なお，⼊⼒した任意番号は発⾏履歴（操作ログ）に出⼒されること。
（想定する対象帳票）
No1.住⺠票写し　ほか

任意

※１ 発券
機の番号で
あり，窓⼝
受付後まで
申請者呼び
出し番号と
して使⽤。
証明書等
印刷におけ
る対象帳票
に印字し，
抽出・特定
に係る作業
の効率化を
図るための
仕組み

242 発⾏ 証明

出⼒帳票の種類によって、前
回出⼒したプリンタ・トレイを保
存し、初期選択されること

A

57 共通 88 ハード
ウェア プリンタ

プリンタはレーザプリンタ、⾼速連続
紙レーザプリンタ、ドットインパクトプ
リンターの利⽤ができ、種類によっ
ては単票および連続⽤紙での印
字が可能であること。

- - 必須

39 共通 70 帳票関
連 プリンタ

普通紙（A4など）の帳票につい
ては、メーカーやモデルを選ばずに
既存のプリンタで印刷できること
（位置合わせ等の対応含む）。

ｵﾝﾗｲﾝ
バッチ

随
時
期
別

必須

33 共通 63 帳票関
連 ⽤紙種類

⽩紙、改ざん防⽌⽤紙に加え、保
険証、受給者証等の不定形⽤
紙、圧着ハガキ⽤紙（A4単票の
3⾯）に対応できること。
出⼒帳票は原則A4版で統⼀する
こと。

- - 必須

30 0.8. 帳票出⼒共
通 1 オンライン出⼒ 　印刷プレビューが可能なこと。 必須 35 共通 66 帳票関

連
プレビュー表
⽰

帳票出⼒の際、プレビューにて確
認できること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

128 発⾏

転出証明書・準ずる証明書の
いずれも発⾏できること。異動
に連動して発⾏できること。また
再発⾏できること。

211 　共通基盤 7
印刷前に印刷プレビューを画
⾯上で確認できること。

特
記

36 共通 67 帳票関
連

プレビュー表
⽰制御

帳票（機能）毎に「プレビュー表
⽰」をするか、しないかの設定をオ
ンラインにてパラメータ設定等で制
御できること。
⼜は発⾏する都度の選択で指定
できること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

46 証明発⾏ 12
証明書発⾏時に帳票のイメー
ジの確認ができること。

基
本

194 住⺠
記録 176 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

印刷イメージの確認が画⾯上でで
きること。
また、直接出⼒もできること。

必須

54 共通 85 その他 画⾯のハー
ドコピー

画⾯を簡単な操作でハードコピー
がとれること。

オンライ
ン

随
時

任意

210 　共通基盤 6

画⾯を簡単な操作（ワンアク
ション）でハードコピーがとれるこ
と。

特
記

37 共通 68 帳票関
連 出⼒順等

旧⾃治体コード等が所持でき、帳
票の出⼒順を任意に選択できるこ
と。
帳票の出⼒順を任意に選択でき
ること。

●旧⾃治体コード単位等
の出⼒等に対応できるこ
と。

- - 必須

40 共通 71 帳票関
連

再印刷機
能

⼤量帳票でも⾃治体での該当者
指定等の再印刷機能があること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

35 0.8. 帳票出⼒共
通 6 通知出⼒ 他の⾃治体に送付する書類には相⼿先⾃治体名，郵便番号，住所，地番が出⼒可能なこと。 必須

67

住
記
0
6
8

住
⺠
情
報
管
理

様
式
変
更

印刷打ち出しする帳票につい
て、簡単な様式改正(罫線の
追加・訂正・削除、⽂字の追
加・訂正・削除）が迅速にでき
ること

1
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

26 1.4 基本 バックアップ 1 ⽉次バックアップ 作業が容易であること。 ○

27 1.4 基本 バックアップ 1 ⽉次バックアップ
エラー発⽣時には，原因の特定ができる
こと。

○

28 1.4 基本 バックアップ 2 ⽇次バックアップ 作業が容易であること。 ○

29 1.4 基本 バックアップ 2 ⽇次バックアップ
エラー発⽣時には，原因の特定ができる
こと。

○

37 共通 システム運⽤

バッチ処理の障害発⽣時には処理
前の状態に復元できること。 ⼤ ・オンライン停⽌時点のバックアップより復元できる。 ・異常となった当該処理

の直前に復元できる。

38 共通 システム運⽤
過去データの管理が適切に⾏われる
こと。

中
・「過去データを削除しない」対応とするか，⼜は，保有年限を
過ぎたデータのクリーニング及びバックアップ機能があり必要時に
利⽤ができる。

・削除したデータが復元
できる。

7 共通 画⾯ 全般
業務画⾯が複数起動できること。

中

・実⾏中の画⾯をそのままで他の業務画⾯に切替えが可能なこ
と。
・処理中に必要な情報（住記・宛名・所得情報等）は都度
検索することなく照会画⾯が参照できること。
・同⼀機能は同時実⾏不可であること。

49 共通 セキュリティ

外部へデータ流出しない環境とする
こと。
（外部媒体への出⼒は専⽤端末
で⾏う。）

⼩
帳票出⼒時やEUCデータがクライアントに保管されるなど，流
出の危険がある場合はリモートデスクトップ等の環境を整備する
こと。

50 共通 セキュリティ 離席監視機能を有すること。 ⼩ ・スクリーンセーバーで対応する。 ・個別の離席管理機能
で対応する。

53 共通 セキュリティ

市が導⼊するウイルス対策ソフトをす
べてのサーバ，クライアントで使⽤す
ること。

中 同左

54 共通 セキュリティ

ウイルス対策ソフトのエンジン，定義
ファイルの配信を受け，すべてのサー
バとクライアントへ適⽤を⾏うこと。

中 同左

システム機能・情報システム制御機能管理　要件
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

34 共通 65 帳票関
連

カスタマバー
コード

住⺠等へ発送する通知書等は住
所表⽰の他にカスタマバーコードを
表⽰できること。

- - 必須

225 　運⽤管理 4

業務終了後、全体的なデータ
セーブを必要とせず業務終了
後のバッチ処理が⾏えること。

特
記

226 　運⽤管理 5

業務終了後のバッチ処理実施
前に更新対象となるDBごとに
セーブ処理が⾏えること。

特
記

229 　運⽤管理 8

バックアップは効率的な⼿法を
とっており、不具合があった場合
は迅速に復旧できること。

基
本

228 　運⽤管理 7

データバックアップは、データが世
代管理がで き、管理する世代
はライブラリで設定できること

基
本

2-1-
2-3

パッケージ
導⼊
更改編

仮想基盤 バックアップ

バックアップサーバを本市にて⽤意する。
仮想OSからアプリケーション含む全データを
バックアップサーバにバックアップを実施できるこ
と。
その後、バックアップサーバからLTOテープに
バックアップを実施できること。

1-1-
2

運⽤・保
守

運⽤保守
基本要件 データ管理要件

本システムで扱うすべてのデータの保全が実
施できる環境であること。
・障害時においてバックアップからデータを復旧
する場合、⽬標復旧時間が「4時間以内」と
なるよう、データ及びシステムのバックアップの
仕組みと体制を整えられること。
・障害等によりデータが失われた際は、直近
（前⽇）の状態へ復旧できること。
・システムのバックアップ、データのバックアップを
⾏えること。
・運⽤開始前に必ずシステム、データのリカバ
リーにおける動作検証を⾏えること。

222 その他

システム障害時に備え、前⽇
時点の業務データの複製を保
持すること

A

271 　業務継続 2
データのバックアップ機能を有す
ること。

基
本 1-1-2

クラウド
編

運⽤要件 データ管理要件

・本システムで扱うすべてのデータの保全が実
施できる環境であること。
・障害時においてバックアップからデータを復旧
する場合、⽬標復旧時間が「4時間以内」と
なるよう、データ及びシステムのバックアップの
仕組みと体制を整えること。
（どの程度のシステム停⽌が許容できるのか
考慮したうえで、⽬標復旧時間を検討するこ
と。⾮常に重要な情報システムであれば「1時
間以内」、ある程度システム停⽌を許容でき
るのであれば「1⽇以内」あるいは「3⽇以内」
とすること。）
・障害等によりデータが失われた際は、直近
（前⽇）の状態へ復旧できること。
・バックアップに使⽤するテープ等の消耗品
は、５年分を想定し納品すること。
・システムのバックアップ、データのバックアップを
⾏うこと。
・システム、データのリカバリー⼿順書を作成す
ること。
・運⽤開始前に必ずシステム データのリカバ

必
須

2-5-
2

クラウド
編

情報セ
キュリティ
要件

データセンタにお
けるセキュリティ
対策

「ASP・SaaSにおける情報セキュリティ対策ガ
イドライン」等、公共サービス向けガイドライン
に従い、「⼊退出管理、鍵の管理、監視、破
壊対策、警備」について以下のとおり定める。
また、情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC27001）等の認証を取得して
いること。

209 　共通基盤 5

複数の業務を別ウィンドウで同
時に起動させ、処理を⾏えるこ
と。

基
本

2-2-
2-1

パッケージ
導⼊
更改編

情報セ
キュリティ
対策

セキュリティパッチ

システム専⽤のサーバ・パソコンを導⼊する場
合、搭載するOSを含む各種ソフトウェアにつ
いて、セキュリティ脆弱性に関する情報に注意
し、最新のセキュリティパッチを適⽤するよう運
⽤設計されていること。

必
須

69

住
記
0
7
0

住
⺠
情
報
管
理

画
⾯
表
⽰

スクロールしなくても全画⾯が
⾒渡せること
⼊⼒作業する端末のディスプレ
イは⼤型化すること

1
2-2-
2-1

パッケージ
導⼊
更改編

情報セ
キュリティ
対策

データ消去・機
器撤去・
廃材処理

機器の撤去等の際は、本市指定の場所で
ハードディスク内のデータ消去を⾏うこと。な
お、消去⽅法については以下のとおり実施す
ること。
○⽶国国防総省規格（DoD5220/22-
M)に準じた消去を⾏うこと。
○データ消去証明書(作業⽇時/消去⽅法/
品名/数量)を提出すること。
・機器撤去時には、保守員が⽴ち会うことと
し、サーバラックからの取外し等の搬出作業を
⾏えること。
・引渡しを要しない発⽣材は、全て庁舎など
の敷地外に搬出し、関係法令に従いマニフェ
スト伝票などの添付を⾏い、適切に処理でき
ること。

必
須

267 　セキュリ
ティ 1

個⼈番号をデータベース等で
保存する際には暗号化等によ
る情報保護対策がなされてい
ること。
暗号化の⽅式は、電⼦政府
推奨暗号リストに準拠した⽅
式 であること。

特
記

2-6-
3

クラウド
編

ネットワー
ク要件 セキュリティ

通信は、不正アクセスなどのセキュリティインシ
デント予防の観点から、暗号化及びVPN等
の措置がなされること。また、適宜侵⼊検知
システム(IDS)、侵⼊防御システム(IPS)など
のセキュリティ機器を設置すること。

216 　共通基盤 12
処理途中で離席する場合、シ
ステム上でロックを⾏えること。

特
記

269 　セキュリ
ティ 3

今後本市が希望する場合、印
刷物に対するセキュリティ強化
策を提案できること。
たとえば、セキュリティソフトとの
連携で、紙印刷を⾏う際に別
途ICカードまたは バイオ認証に
よる認証がかけられる、等。

特
記

221 　共通基盤 17

全クライアントまたは特定のクラ
イアントに管理部⾨から簡易
メッセージを送信できること。
簡易メッセージは、ポップアップ
等、利⽤者が気づきやすい⽅
法で表⽰されること。

特
記

2-2-
2-2

パッケージ
導⼊
更改編

情報セ
キュリティ
対策

ウイルス対策

・システム専⽤のサーバ・パソコンを導⼊する
場合、ウイルス対策ソフトを導⼊すること。
・サーバには「ウイルスバスター・NTP・
SKYSEA Client View」を本市にて適⽤す
る。なお、それに関する資料は、別途本市より
提供する。
・端末には、当市所有の「トレンドマイクロ︓ウ
イルスバスター」を適⽤すること。
・運⽤時は最新のパターンファイルを適⽤し、
定期的なスキャンと併せ確認管理を実施する
こと。

必
須

55 共通 86 ハード
ウェア クライアント

クライアントはWindowsXP、
WindowsVista、Windows7、
Windows8の利⽤ができること。
また将来の新たなwindowsOSに
対応すること。

- - 必須

2-1-
2-7

パッケージ
導⼊
更改編

仮想基盤
WindowsOS
⽤ウイルス対策
ソフト

WindowsOSの場合、ウイルス対策ソフトと
してウイルスバスターを本市にて⽤意する。
※ウイルスバスターで不都合が発⽣する場合
は、本市と別途協議とする。

56 共通 87 ハード
ウェア 周辺機器

スキャナやＩＣカードリーダ／ライ
ターの利⽤ができること。

- - 必須
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

2 共通 総括 全般

システムはWEB型システム⼜はこれ
らに準じるSBC構成であること。
（イメージ読取り処理，認証処理
など端末⾃⾝の機能を必要とする
処理は除く）

中 ・端末に個⼈情報が⼀時的にも保管されない構成とすること。
（帳票出⼒時も含む）

56 共通 基盤 ⽂字コード

業務アプリケーションにおいて使⽤す
る⽂字コードは，次のとおりとするこ
と。
・⽂字集合︓JIS X 0213:2004
・⽂字の符号化⽅式︓Unicode
（UCS)　UTＥ-8
・外字セット︓UNIコードＢ

⼤ 同左

60 共通 基盤 排他制御

更新される業務データに関する排他
制御は業務アプリごと，かつ最⼩限
のデータ単位に施されるものであるこ
と。

⼤ 同左

・オンラインで更新中の
情報を参照業務が使⽤
する場合には，更新中
である旨を表⽰の上で
使⽤可能とするなど運⽤
に対する影響を最⼩限と
することができる。

85 オンライン 共通 排他 ⼆重更新を防⽌していること。   ⼤ 異動処理中のデータに対して排他処理を⾏い⼆重更新を防
⽌していること。

13 マスタ
管　理

公印選
択

各種証明において、公印の有無
ならびに　印字する公印の種類を選択できること。

10 1.2 基本 マスタ管理 1 公印
各証明書の出⼒時は，公印の有無を指
定できること。

○ 160 オンライン 発⾏ 発⾏共通
公印なしで交付できる機能を有する
こと。

  ⼤ 同左

28 共通 出⼒処理 帳票
帳票で使⽤する電⼦公印の管理が
できること。

⼤

・全業務で⼀元管理できること。
・帳票で使⽤する電⼦公印は市⻑と職務代理者の印について
登録と使⽤ができ，使⽤帳票の設定をパラメータ⼜はマスタ等
で⾏うことができること。
・変更があった場合，プログラムの変更なく⼀⻫切替えが可能
であること。
・帳票で使⽤する電⼦公印は公印管理規定に定める⽅形
8mm〜21mmの5つ以上のサイズ登録と使⽤ができること

14 マスタ
管　理

公⽤表
⽰選択 証明書に「公⽤」の表⽰または「附票通知」を選択できること。 297 2.2.2 証明書 発⾏ 5 項⽬選択

公⽤請求分の住⺠票の写しは，⾃動で
「公⽤」と明記できること。

○ 67 1.5.1. 証明書交付 ・公⽤の旨を印字できること 必須

15 マスタ
管　理 認証 認証者は⾸⻑と職務代理者とで２件以上管理でき、

期間等事前に登録した条件により⾃動的に切り替わること。 12 1.2 基本 マスタ管理 2 認証
職務代理者の登録時は，早急に切替を
実施できること。

○ 83 オンライン 共通 代表者変
更 代表者を変更できること。   ⼤ 職務代理者を登録し，切替を早急に実施できること。

証明書が複葉にわたる場合、最終⾴に認証⽂を印字すること。 13 1.2 基本 マスタ管理 2 認証
各証明書が複葉となる場合は，認証を
最終⾴に印字できること。

○

11 1.2 基本 マスタ管理 2 認証
代表者（役職者）の変更時は，早急に
対応できること。

○ 83 オンライン 共通 代表者変
更 代表者を変更できること。   ⼤ 代表者（役職者）の変更等を早急に対応できること。 54 住住⺠異動 管理 証明権者

証明権者（市⻑・職務代理）の⽒
名が安易に登録・変更できること。

必
須

システム機能・共通マスタ等管理機能　要件

14



　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

14 共通 28 システム
共通 ブラウザ

MicrosoＥt Internet Exploｒ
erを標準とし、常に最新バージョン
のブラウザでシステムが利⽤できる
こと。

バージョンアップ後概ね１年
以内に対応のこと

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

任意

207 　共通基盤 3

端末OSにwindowsを⽤いる
場合は、Windowsドメインの
アクティブディレクトリ制御ができ
ること。
また、システム・資産管理ツー
ルによる 端末の監視及びハー
ドウエア・ソフトウエア資産管理
ができること。

基
本

15.0 共通 29.0 システム
共通 プロトコル

httpやXML等の⼀般的なプロトコ
ルによって通信できるシステムであ
ること

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

206 　共通基盤 2

LGWAN環境相当での利⽤
（通信はHTTP/HTTPSの
み）を想定したシステムである
こと。

基
本

48 共通 79 その他 ⽇本語版ソ
フト

使⽤するソフトウエアは⽇本語版と
すること

ー ー 必須

208 　共通基盤 4

使⽤するＤＢは汎⽤性の
（市販されている）⾼いものを
採⽤していること。
本市職員においても⼀定の技
術研修をでもＤＢの保守が
（⼀定期間の教育の後）⾏
えるこ と。

基
本 1-3 運⽤・保守 教育

・システム管理者およびシステム利⽤者に対
する本システムの運⽤及び操作研修を本市
が⽤意する施設にて実施すること。なお、研
修で利⽤するシステムは、本システムを想定
する。
・本研修で利⽤するマニュアルを作成し、必
要部数を準備すること。
・研修の際に以下の概要を定めること。
研修名、研修内容、対象者、研修⽅法、実
施回数もしくは期間、実施場所、準備すべき
環境・機器

29 0.7 排他制御 1 排他制御
更新中のデータに対する排他制御ができること。
どの端末で更新中であるか，確認ができること。

必須 210 その他
異動処理中の排他機能を有
すること

A

32 0.8. 帳票出⼒共
通 3 公印出⼒

公印を出⼒する帳票に対して，公印の有無を選択できること。
認証者の切替に伴い，公印の切替も可能なこと。 必須 228 発⾏ 証明

公印を印字するか否かを発⾏
時に選択できること。

A

2 共通 4 システム
共通 電⼦公印

業務で使⽤する電⼦公印イメージ
を業務⽤途ごとに、照会・登録で
きること。
電⼦公印イメージを他業務からの
要求により、業務・帳票ごとに提供
することができること。
業務固有（福祉事務所など）の
公印については、業務で判定を⾏
い提供できること。

●⾃治体情報で登録した
三役等に対応する電⼦公
印イメージを全て登録でき
ること。
◆電⼦公印イメージ

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

241 　証明書 1

電⼦公印に対応していること。
また証明書の種類によって、電
⼦公印の使い分け（公印の
複数管理）ができること。

基
本

33 0.8. 帳票出⼒共
通 4 公印出⼒（学齢簿）

学齢簿に関する公印は教育委員会教育⻑印を出⼒できること。
認証者は教育⻑と教育⻑職務代理者での管理ができ，使⽤期間で判定して動的に切り替わること。
認証者の切替に伴い，公印の切替も可能なこと。
取扱課所（発⾏場所・組織）が印字できること。

必須

245 　証明書 5

同⼀の認証者に対して複数の
公印(⽀所別・所課別)が管理
可能であること。

特
記

42 証明発⾏ 8
本庁、⽀所ごとの電⼦公印に
対応していること。

基
本

43 証明発⾏ 9
電⼦公印について、職務代理
者に対応していること。

基
本

150 発⾏ 証明
帳票ごとに公印、認証⽂の設
定が容易にできること。

A

188 住⺠
記録 170 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

公印、認証⽂の表⽰、⾮表⽰
（毎項/最終項）の選択ができる
こと。

必須

43 共通

設定した備考⽂を証明書に印
字する・印字しないの設定がで
きること。

246 　証明書 6

各業務システムで利⽤する帳
票毎に、公印イメージ、認証
者・職務代理者の設定や認証
⽂の打ち出し位置、認証者の
⽅書の設定が ⾏なえること。

特
記

189 住⺠
記録 189 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

認証⽂については、⼀部であるか
全部であるかを含めてシステム上で
複数の中から選択ができ、⾃動認
証される機能を持つこと。

必須

123 6.1 証明書発⾏ 11 公⽤出⼒ 証明書に「公⽤」の印字有無を選択できること。 必須 132 発⾏ 証明

住⺠票の写し（個⼈、世
帯）、住⺠票記載事項証明
書の発⾏時に使⽤⽤途（公
⽤など）の指定ができ、発⾏さ
れた証明書に印字されること。

A

190 住⺠
記録 172 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

公⽤の場合、証明書に「公⽤」と
表⽰できること。

必須

32 0.8. 帳票出⼒共
通 3 公印出⼒ 認証者は⾸⻑と職務代理者等で２件以上管理でき，使⽤期間で判定して動的に切り替わること。 必須 1 共通 1 システム

共通
⾃治体情
報

⾃治体名称（コード）、住所、三
役情報（肩書、⽒名）を管理
し、照会・登録できること。
⼀元的に⾃治体情報を管理し、
各業務からの要求により,⾃治体
情報を提供することができること。
三役以外（職務代理者、職務
執⾏者、教育委員会、社会福祉
事務所⻑など）の肩書きも管理
ができること。また、その情報を各
業務に反映できること。

●⾃治体名称、⾃治体
コード、住所、三役の肩
書・⽒名等を確認できる⼀
覧表を出⼒できること。
◆⾃治体情報⼀覧
●職務代理者、職務執⾏
者の管理ができること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

242 　証明書 2

⾸⻑、職務代理者など認証者
について、⽒名等を管理できる
こと。

基
本

199 住⺠
記録 180 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

共通基盤において、⾸⻑などに職
務代理が設定された場合、その期
間、職務代理者情報を即時に認
証⽂に反映できること。

必須

244 　証明書 4
職務代理者設定は、期間指
定で設定できること。

基
本

32 0.8. 帳票出⼒共
通 3 公印出⼒ 認証者の切替に伴い，公印の切替も可能なこと。 必須 207 住⺠

記録 184 帳票発
⾏

証明書発
⾏（全
般）

共通基盤の情報に従い、認証⽂
及び公印種類を発⾏場所や、帳
票種類により制御できること。

任意

198 住⺠
記録 179 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

共通基盤で設定された、⾸⻑など
の情報を即時に認証⽂に反映で
きること。

必須

243 　証明書 3

署名（⾸⻑、職務代理
者）、肩書き、公印に変更が
あった場合は、円滑に変更でき
ること。
また、変更があった際に、迅速
に認証⽂に 反映できること。

基
本

15



　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

16 マスタ
管　理

本庁・⽀
所管理 処理・交付場所として、本庁・各⽀所の登録管理ができること。

43 共通 システム運⽤ マスタ管理

住⺠記録等システムで受付，異動
処理を⾏う本庁，⽀所等の区分と
区分に対応する町コードに関する情
報管理を⾏うこと。
また，組織の統廃合に対応するこ
と。

中

44 共通 システム運⽤ マスタ管理

住⺠記録等システムで部署等の所
属名，所在地等の連絡先情報は
管理を容易にするため，各業務との
関連を含めてパラメータ管理を⾏
い，組織改編などに容易に対応で
きること。

中 同左

17 マスタ
管　理

住居表
⽰管理

住居表⽰・区画整理におけるデータおよび地番（特殊地番含む）を管理・表⽰できること。
332 2.4

住居表⽰・⼟
地の名称・地

番変更等（⼀
括処理）

4 データ管理

住居表⽰，⼟地の名称・地番変更にお
けるデータ及び住所・地番（特殊なものを
含む）の管理・表⽰ができること。

○

住所⼊⼒時にはあらかじめ登録した情報を利⽤できること。 329 2.4 1 対象者
住所・本籍修正時は，予め登録した情
報を利⽤できること。

○ 27 住住⺠異動 異動処理 住所チェック
機能

存在しない地番が⼊⼒された場合に
はエラーとすること。

必
須

18 マスタ
管　理

住所辞
書管理

定期的に最新の住所情報（国名も含む）を更新すること。
ただし、本籍地固有の（旧）町名等は⼊⼒できること。 95 2.1.2 住⺠異動 データ管理 3 住所

最新の住所情報（国名を含む）は，定
期的に更新できること。

○ 45
共通

P列945へ移動済 システム運⽤ マスタ管理

住所はＪ－ＬＩＳ全国住所コード
及び本市独⾃の市内住所コードで
の⼊⼒ができること。

⼩

市外住所を⼊⼒時にはＪ－ＬＩＳ製品の「全国町字コード」
辞書を使⽤するが，市内住所については本市が提供する辞書
を使⽤すること。
辞書は本市にて準備する。

また、郵便番号についても管理できること。

ユーザーにおいてもマスタ情報を修正できること。
96 2.1.2 住⺠異動 データ管理 3 住所 マスタ情報について，修正ができること。 ○

30 住住⺠異動 異動処理 管外住所
⼊⼒

都道府県→市区町村→⼤字と⼀
覧表より順番に選択していくことで、
管外住所の設定が⾏えること。

必
須

27 共通 出⼒処理 帳票

住記帳票で使⽤する⾃治体情報
（住所・電話番号等）の管理がで
きること。

⼤

19 マスタ
管　理

⽅書管
理 住所地番に対応する⽅書を登録管理できること。 99 2.1.2 住⺠異動 データ管理 4 ⽅書

⽅書情報（アパートやマンション，寮
等）が管理できること。

○ 70 オンライン 共通 ⽅書管理 ⽅書を管理できること。   ⼤ ⽅書（アパートやマンション，寮等）の情報を管理できること。 63 住異動事由 異動処理 ⽅書情報
管理

⽅書情報は住⺠票異動処理中に
容易に追加登録が⾏えること。

要
望

・パラメータ⼜はマスタ等で⼀元管理できること。
・変更があった場合，プログラムの変更なく⼀⻫切替えが可能
であること。

16



　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

32 0.8. 帳票出⼒共
通 3 公印出⼒ 取扱課所（発⾏場所・組織）が印字できること。 必須 131

住
記
1
3
4

証
明
書
等
発
⾏

証明書の末尾に、発⾏元がわ
かる識別を⼊れることができるこ
と（本庁扱い・・・等）

1 28 共通 56 機密保
護 端末情報

システムで使⽤する端末を、所属・
⽀所などの情報を保持し管理でき
ること。
登録された端末のみ、システムの
起動を許可できること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

任意

30 0.8. 帳票出⼒共
通 1 オンライン出⼒ 　出⼒した窓⼝名を記載できること。（本庁，⽀所，区⺠事務所等） 必須 109 住⺠

記録 75
異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

受付け場所の管理ができること。
任意

28 0.6. 権限等管理 5 管轄管理
住⺠票，印鑑登録，住居表⽰，学齢簿等の管轄が出張所毎に管理できる（⾃動設定かつ任意
⼊⼒）こと。

必須

（役所毎に
管理できる
範囲を制限
する想定）

163 13.1 マスタ管理 1 市内住所マスタ 市内住所を⽰す「市内住所マスタ」を維持管理できること。 必須 189 マスタ マスタ・パラメータ

住所に対する⾏政区の関連づ
けが画⾯から容易に設定でき
ること。
⾏政区に対する学校区・投票
区の関連づけが画⾯から容易
に設定できること。 A

85

住
記
0
8
6

住
⺠
情
報
管
理

保
守
管
理

市内住所辞書の変更等の保
守管理は職員ができること

1

164 13.1 マスタ管理 2 市内住所コードマスタ 市内住所と対応する住所コードを⽰す「市内住所コードマスタ」を維持管理できること。 必須 186 マスタ マスタ・パラメータ

⾏政区は画⾯から容易に設定
できること。
学校区は画⾯から容易に設定
できること。
投票区は画⾯から容易に設定
できること。 A

8 0.4. ⼊⼒補助 1 ⼊⼒補助 住所コードを指定することで，枝番号の有無や建物名等の関連情報を⾃動取得できること。 必須

10 0.4. ⼊⼒補助 3 ⼊⼒補助

住所は⼀覧から⼊⼒可能なこと。
・市内住所・本籍については住所コード，読み等による絞り込みまたは⼊⼒ができ，
 対応する⽅書の⼀覧表⽰が可能なこと。
 選挙区コード及び学区コードと連動していること。

必須 101 異動 異動

⼤字コード及び地番により⾏
政区、⼩・中学校区、投票区
が初期表⽰されること。また、
任意に訂正が可能であること。

A

49

住
記
0
5
0

住
⺠
情
報
管
理

住
所
テ
ー
ブ
ル

市内住所は、地区コード⼊⼒
により字、丁⽬の⾃動漢字変
換が可能となる辞書を持ち、
簡易に⼊⼒・検索できること
番地、枝番、部屋番号を全⾓
漢字⼊⼒することにより、半⾓
数字の住所が⾃動⼊⼒できる
こと

1

27 共通2 27

住所及び本籍の確認に必要
な⼟地台帳情報の照会につい
て住⺠記録メニューに搭載され
ていること。

特
記

88

住
記
0
8
9

住
⺠
情
報
管
理

保
守
管
理

市外住所ファイルのメンテナンス
管理は定期的に更新できるこ
と

1 50 共通 81 その他 全国町字
ファイル

LASDECの全国町字ファイルの取
り込みができること。
また、⾃治体独⾃の町字コードを
保有でき、全国町字ファイルのコー
ドとの対応付けを管理できること。
市外住所ファイルのメンテナンスが
できること。

ﾊﾞｯﾁ 随
時

必須

23 共通2 23

全国の住所辞書及び国名の
辞書が利⽤でき、定期的に最
新情報にメンテナンスされるこ
と。
また外字にも対応していること。

基
本

11 共通 25 システム
共通 住所

住所は住所辞書等により容易に
⼊⼒ができること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

249 　ライブラリ 3

住所及び郵便番号等は住所
辞書等により簡易な⼊⼒がで
きること。

特
記

169 13.1 マスタ管理 7 市外住所マスタ 市外住所を⽰す「市外住所マスタ」を維持管理できること。 必須 48

住
記
0
4
9

住
⺠
情
報
管
理

住
所
テ
ー
ブ
ル

市区町村の合併による新市区
町村コードを迅速に反映できる
機能を有すること

1 248 　ライブラリ 2

地⽅公共団体情報システム機
構の提供する「全国町・字ファ
イル」または、⽇本加除出版株
式会社の「⽇本⾏政区画便
覧データファイル」に基づき、地
⽅公共団体の町・字の名称変
更等のメンテナンスができるこ
と。

基
本

10 0.4. ⼊⼒補助 3 ⼊⼒補助

住所は⼀覧から⼊⼒可能なこと。
・市外住所・本籍については全国地⽅公共団体コード，読み等による絞り込みまたは⼊⼒ができるこ
と。

必須 100 異動 異動

住所⼊⼒は全国住所辞書を
利⽤し、都道府県、市区町
村、字・…と画⾯からの選択に
よる設定が可能であり、また郵
便番号検索や住所カナの略称
検索ができること。

A

47

住
記
0
4
8

住
⺠
情
報
管
理

住
所
テ
ー
ブ
ル

市外住所⼊⼒は、⾏政コード
／地名の読み仮名(２〜３
桁)の任意の組み合わせ⼊
⼒、検索ができること。
整理されたメニューを段階的に
選んでいくことができること。
旧住所の表⽰／⾮表⽰が選
択することができること
他市の字名の並び順は五⼗
⾳順とすることができること

1 73 住⺠
記録 52

異動
（全
般）

住所

住所辞書を、県、市、町名・・・と
画⾯から選ぶことにより簡単に設定
せきること。住所の漢字等は、正
確なものが表⽰されること。

必須

2 共通1 2

住所及び本籍について都道府
県名、市町村名、⼤字、⼩字
の順に住所辞書からの引⽤が
できること。

基
本

38 照会 照会

住所情報として、都道府県
コード、市町村コード、⼤字・
⼩字コードの照会ができること。

A

78

住
記
0
7
9

住
⺠
情
報
管
理

警告

住所の⼊⼒でコードを誤⼊⼒
した場合、画⾯に警告メッセー
ジを表⽰できること

1

168 13.1 マスタ管理 6 ⾃治体住所マスタ 全国市区町村の役場の住所を維持管理できること。 必須 *96

住
記
0
9
8

発⾏

通
知
等
の
出
⼒

サーバに市町村コード便覧をも
ち、各端末から本籍地の⾃治
体名と所在地が印字・出⼒で
きること
また、「⼾籍謄本等の交付につ
いて」の帳票が出⼒できること

1 24 共通2 24

市町村役場便覧が利⽤でき、
定期的にメンテナンスされるこ
と。

基
本

247 　ライブラリ 1

地⽅公共団体情報システム機
構の提供する「地⽅公共団体
コード住所ダウンロード」ファイル
に基づき、地⽅公共団体の名
称変更・庁舎所在地変更等
のメンテナンスができること。

基
本

167 13.1 マスタ管理 5 ⽅書マスタ 住⺠票に記載する「⽅書マスタ」を維持管理できること。 必須 219 異動 異動

住所辞書、アパート台帳の管
理ができること。
新しい住所は取り込みができる
こと、また修正ができること。

A

60

住
記
0
6
1

住
⺠
情
報
管
理

⽅
書
フ
ァ
イ
ル

該当地番に所在するアパー
ト、マンション、寮等を⼀覧表
⽰、選択できる⽅書ファイルを
作成できること。
アパート・マンション名の変更・
追加・削除等、⽅書ファイルの
⼊⼒・更新処理が迅速にで
き、いずれの端末でも即、表⽰
できること

1 68 住⺠
記録 16 基本機

能 住所

本来の⽅書（マンション、アパート
など）とは別に住⺠票に記載され
ない⽅書（〜様⽅）が管理でき
ること。

任意

4 共通1 4

⽅書について随時新規登録や
変更、削除が出来、即時で反
映されること。

基
本

17



　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

69 2.1.1 住⺠異動 共通事項 13 ⼊⼒補助機能

簡単な操作（住所に対する⽅書候補か
ら選出する等）により，⽅書の既登録／
未登録が確認ができること。

○ 63 住異動事由 異動処理 ⽅書情報
管理

⽅書情報は住⺠票異動処理中に
容易に追加登録が⾏えること。

要
望

100 2.1.2 住⺠異動 データ管理 4 ⽅書
⽅書（アパートやマンション，寮等）の⽂
字数は，４０⽂字まで管理できること。

○

94 2.1.2 住⺠異動 データ管理 2 ⾏政区，管轄，学
区

⾏政区，管轄区，⼩・中学校区の設
定・管理ができること。

○ 71 オンライン 共通 ⾏政区・学
校区管理 ⾏政区，学校区を管理できること。   ⼤ 異動の際に住所を⼊⼒すると⾃動的に「⾏政区」「⼩学校区」

「中学校区」が⾃動で選択されること 32 住住⺠異動 異動処理 区管理⽅
法

住所と⾏政区・投票区・⼩学校区・
中学校区の関連づけは⼤字・本番・
枝番・⼩枝番・少々枝番のレベルで
設定できること。

必
須

118 ・選挙区・学校区の編集が
できること

必須

7 1.1.0 転⼊他

・住所地番⼊⼒時、あらかじ
め登録した⼀覧から、⾃治
会、⾃治会コードおよび郵便
番号を引⽤できること。

必須 31 住住⺠異動 異動処理 区⾃動設
定

管内住所を設定することで、⾏政
区・投票区・⼩学校区・中学校区・
⾃治会名・管轄名が⾃動設定され
ること。

必
須

115 1.12.5. ⾃治会管理
⾃治会の登録・修正を
⾏う

【データ】[他業務システム連携]住基
異動連携⽤データ

必須

116 ・地番に対応する⾃治会を
あらかじめ登録・修正できるこ
と

必須

117 ・⾃治会コードおよび⾃治会
組コードの編集ができること

必須

119 ・住所変更を伴わず、住⺠
の⾃治会変更処理が⾏える
こと

必須

20 マスタ
管　理

⽂字溢
れ対応

証明書等出⼒項⽬に桁溢れが発⽣した場合は、⽂字の⼤きさを調整するなどして、⽂字超過とならない
ようすること。
なお、⽂字数が多くどうしても溢れが⽣じる場合は、⽂字超過リストを出⼒して、桁溢れした情報を確認で
きるようにすること。

16 1.2 基本 マスタ管理 5 ⽂字溢れの対応

証明書・⼀覧表等の出⼒時に桁溢れが
発⽣した場合は，⽂字の縮⼩・桁溢れリ
スト等による対応がなされていること。

○ 19 共通 出⼒処理 画⾯・帳票
　画⾯・帳票の桁あふれが認識でき
る機能が整備されていること。

中 ・必要な項⽬に限り画⾯・帳票に対応している。 ・全ての画⾯・帳票の対
象項⽬に対応している。 47 住住⺠異動 証明書発

⾏ 住⺠票

「⽒名（カナ漢字）」、「住所」等に
桁あふれが発⽣した場合には、「メッ
セージを表⽰した上で⼿書きする運
⽤等」に対応できること。

必
須

92 オンライン 共通 全体表⽰ 超過項⽬が表⽰できること。   ⼤ 住所や⽒名について，表⽰項⽬欄以上に⻑い場合でも全体
を確認できる機能を有していること。

21 マスタ
管　理

備考⼊
⼒事項
管理

異動事由毎に、あらかじめ登録した備考⽂をもとに備考が⾃動編集できること。
また、備考⽂を証明書に印字する・しないの設定が⾏えること。

82 2.1.1 住⺠異動 共通事項 21 備考欄の管理
備考欄の⽂⾔は，異動事由別の⾃動設
定が基本であること。

○ 70 住異動事由 異動処理 備考⽂

異動の内容により特定される「備考
欄の記載事項」については、基本的
に⾃動記載できること。

要
望

83 2.1.1 住⺠異動 共通事項 21 備考欄の管理

⾃動設定以外の備考記載が⽣じた場合
は，予め⽂⾔を登録したうえで選択・修
正ができること。

○

84 2.1.1 住⺠異動 共通事項 21 備考欄の管理

備考記事の内容により，出⼒抑⽌・解除
（錯誤等は印字させない等）ができるこ
と。

○ 72 住異動事由 異動処理 備考⽂
設定した備考⽂を証明書に印字す
る・印字しないの設定が⾏えること。

要
望

44 抑　⽌
設　定

備考出
⼒

あらかじめ設定された備考欄記載事項を編集または新規作成して、証明書に印字する・印字しないの設
定が⾏えること。

22 共通 出⼒処理 帳票

定型⽂についてはシステムへの登録
ができること。 中

・証明・通知書等，住⺠・納税者向けの帳票に印刷する定型
⽂についてはシステムへの登録ができ，帳票プログラムへの直接
修正が極⼩化してあること。

・パラメータ⼜はマスタ等
の変更で対応が可能。

22 マスタ
管　理

和暦管
理等 元号が改正された場合にパラメータ設定による元号変更対応が可能であること。 14 1.2 基本 マスタ管理 3 元号の設定

元号（平成⇒○○）の変更時は，早
急に対応できること。

○ 15 共通 ⼊⼒処理 個別
新元号（平成の次）への対応がで
きること。

⼩ ・プログラムの変更を極⼒⾏わない⽅法とすること。 ・パラメータ⼜はマスタ等
で変更が可能。 53 住住⺠異動 管理 パラメータ追

加等

新たな元号・町名・国名・在留資格
等をシステムへ安易に追加できるこ
と。

必
須

84 オンライン 共通 元号変更 元号を変更できること。   ⼤ 元号の変更を早急に対応できること。

また、各種証明書に和暦と⻄暦の併記ができること。 23 共通 出⼒処理 帳票

各種通知書の⽇付表⽰は，法令
等で定められているもの以外は，⻄
暦・和暦の併記表⽰ができること。

中 ・外部帳票の通知（発⾏）⽇はすべて対応すること。

24 共通 出⼒処理 帳票

各種通知書の項⽬名として使⽤す
る「⽒名」は法令等で定められている
もの以外は「名前」と記載する。ま
た・宛名の敬称は「様」とする。

⼩ ・外部帳票はすべて対応すること。

25 共通 出⼒処理 帳票

各種通知書の読点の表⽰を横書き
⽂の場合は「，」表⽰を基本とす
る。

⼩ ・外部帳票はすべて対応すること。

23 検　索 ・
照　会

処理画
⾯ 処理中の画⾯において処理名称（転⼊、転出、⼀部全部、特例など）を表⽰すること。 109 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 1 各処理の名称

処理の名称（転⼊・転出，⼀部・全
部，カード転⼊，出⼒指⽰等）が表⽰
できること。

○

8 共通 画⾯ 全般
業務の流れに最適な画⾯遷移が⾏
えること。

中 ・業務の流れに沿った画⾯遷移が⾏える。
・操作が全体的に統⼀されていること。

・複数画⾯に跨らなくて
も業務が可能な⼯夫が
なされている。

59 住異動事由 異動処理 事務フロー
画⾯上で事務処理の流れが判別で
きること。

要
望

システム機能・検索等基本機能　要件
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

102 異動 異動

異動の多い施設（アパート、マ
ンション等）については予め登
録しておき、選択式で⼊⼒作
業ができること。その際、住所に
ついて⾃動で設定されること。

A

＊61

住
記
0
6
2

住
⺠
情
報
管
理

⽅
書
フ
ァ
イ
ル

⽅書ファイルは、地番と名称だ
けでなく、管理者の連絡先、部
屋番号の振り⽅等についても
管理でき、これをもとに五⼗⾳
別／地区コード順別⼀覧表を
打ち出すことができること

1 69 住⺠
記録 54

異動
（全
般）

住所

異動の多い施設・集合住宅を予
め登録しておき、異動時に選択す
ることにより、住所／⽅書が設定で
き、⼊⼒作業が容易にできること。

必須

9 基本 住所

本来の⽅書（マンション、ア
パートなど）とは別に住⺠票に
記載されない⽅書（〜様
⽅）が管理できること。

C

86

住
記
0
8
7

住
⺠
情
報
管
理

保
守
管
理

⽅書ファイルの変更（例︓名
称の変更、取り壊し、町名地
番変更等）に柔軟な対応が
できるための保守管理は職員
ができること

1

165 13.1 マスタ管理 3 学校区マスタ 市⽴⼩中学校の通学区域を⽰す「学校区マスタ」を維持管理できること。 必須 62

住
記
0
6
3

住
⺠
情
報
管
理

投
票
区
テ
ー
ブ
ル
／
通
学
区
域
テ
ー
ブ
ル

あらかじめ⽤意されたテーブルを
参照し、通学区域、投票区が
⾃動設定できること。
また、このテーブルは必要に応
じて修正可能であり、通学区
域変更、町名地番変更等に
も対応できること

1 71 住⺠
記録 262 その他 住所

⼤字（コード）を設定できること。
⾏政区（コード）を設定できるこ
と。学校区（コード）を設定できる
こと。投票区（コード）を設定でき
ること。
⾏政区に対する学校区・投票区
の関連づけを設定できること。

必須

87

住
記
0
8
8

住
⺠
情
報
管
理

保
守
管
理

学校区および投票区の各テー
ブルは、⼊⼒された住所で通
学区域と投票区が限定でき、
テーブルの変更等のメンテナン
ス管理は職員ができること

1

166 13.1 マスタ管理 4 投票区マスタ 選挙の投票を集める投票所ごとの所管区域を⽰す「投票区マスタ」を維持管理できること。 必須

240 照会 照会

住所/⽒名等が画⾯表⽰欄よ
りも⻑い場合であっても、全て
の⽂字の照会ができること。

A

153 発⾏

⽒名（カナ漢字）、住所等に
桁あふれが発⽣した場合には、
メッセージを表⽰した上で⼿書
きする運⽤に対応できること。

96 異動 異動

住⺠票の備考欄は異動事
由、異動内容により⾃動的に
編集表⽰されること。また、表
⽰された内容を任意に訂正が
できること。

A

41

住
記
0
4
2

住
⺠
情
報
管
理

備
考
欄

複数の定型化した備考欄はあ
らかじめセットアップされているこ
と
ただし、備考欄は⼿⼊⼒もでき
ること

1 123 住⺠
記録 66

異動
（全
般）

備考

システムによる備考⽂の⾃動⽣成
ができること。
また、⼊⼒は候補⽂からの選択⽅
式による⼊⼒も、直接⼊⼒もでき
ること。

必須

41 共通
住⺠票備考欄を管理でき、⾃
由に編集することができること。

8 共通1 8

備考欄について、直接⼊⼒の
他、頻繁に使⽤する既定⽂に
ついては規定の項⽬、⼜は項
⽬を組み合わせた規定⽂を登
録でき、選択により⼊⼒できる
こと。

基
本

264 住⺠
記録 270 その他 備考

住⺠票備考欄の⾃動編集表⽰に
ついては任意にセットアップできるこ
と。

必須

42 共通
あらかじめ登録された備考⽂を
選択して⼊⼒が⾏えること。

2

住
記
0
0
2

住
⺠
情
報
管
理

⽇
付
管
理

⽇付の管理について､国⺠の
祝⽇に関する法改正に対応で
きる機能を備えること

1

26 共通2 26

照会や発⾏画⾯において⽣年
⽉⽇欄に年齢が併記されてい
ること。

特
記

29 基本 検索

照会中の台帳に関連する任
意項⽬、付箋、警告情報、宛
名利⽤状況を⼀画⾯で常に
表⽰させておくことができること。

B

19 共通

該当者⼀覧より選択した住⺠
の世帯状況が同⼀画⾯にて表
⽰でき、世帯構成員・続柄が
確認できること。

23 0.5. ログイン情報 1 ログインユーザの情報表⽰
ログインしているユーザの情報（ユーザID，ユーザ名 等）が分かりやすく表⽰され，且つログインユーザ
に割り当てられた権限に応じた機能が表⽰されていること。

必須 46 異動処理

データ更新前に画⾯上で変更
箇所を明⽰的に確認できるこ
と。

19



　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

75 住異動事由 その他異
動

モジュール
シーケンス

異動事由ごとに展開する業務画⾯
を設定できること。
（住⺠票転⼊→国保資格取得→
年⾦資格取得→介護資格取得）

要
望

24 検　索 ・
照　会 操作性 短縮キー等を使ってキーボードのみでも操作が可能であること。 2 1.1 基本 共通 1 操作性

マウスを使⽤せずとも，簡単な操作（短
縮キー・Ｔａｂキー等によるキーボードの
みの使⽤）で，⼤量処理を短時間に処
理するための補助機能を有していること。

○ 76 オンライン 共通 操作性 簡易な⽅法で操作できること。   ⼤ マウスを極⼒使⽤せずに簡単な操作で短時間に⼤量の異動情
報を⼊⼒できる補助機能を有していること。

ファンクションキー押下に
より各キーに割り当てられ
た機能を実⾏できる。

9 共通 ⼊⼒処理 全般
画⾯⼊⼒⽀援機能が整備されてい
ること。

中

・⼊⼒項⽬と表⽰項⽬が明確に区別可能なこと。
・項⽬属性に応じた⼊⼒モードが⾃動的に設定されていること。
・コピー＆貼り付け機能が装備されていること。
・コード⼊⼒時はドロップダウンメニュー等での候補選択機能が
装備されていること。

・⾃動設定機能を装備
している
・⼊⼒ミスが防⽌できる
項⽬単体及び項⽬間の
チェック機能を装備してい
る
・他の機能が装備されて
いる

15 1.2 基本 マスタ管理 4 ⽂字⼊⼒

⼊⼒フィールドの属性に合わせて，かな漢
字変換ソフトウェアを⾃動切替えできるこ
と。

○

77 オンライン 共通 確認補助 ⼊⼒補助機能を有していること。   ⼤
異動処理の際に⼊⼒内容を確認できる補助機能を有している
こと。
⽂字拡⼤機能があること。

外字の⼊⼒が容易に⾏
える。

1 1.1 基本 共通 1 操作性
画⾯レイアウト・操作性が統⼀的であるこ
と。

○

3 1.1 基本 共通 2 機能性

操作キーの位置は，何れの業務画⾯で
も共通に整理されており，機能的であるこ
と。

○

25 検　索 ・
照　会

⽂字⼊
⼒

カナを本来の⽂字で⼊⼒できること。
例︓⼩⽂字（ッ、ャ、ュ、ョ）や「ヲ」「ヴ」など

47 2.1.1 住⺠異動 共通事項 2
⽂字の⼊⼒
（検索⽤のフリガナを
含む）

「ッ・ャ・ュ・ョ」のカナ⼩⽂字，「ヲ」「ヴ」等
の⽂字，(株)(有)等の記号が⼊⼒できる
こと。

○ 10 共通 ⼊⼒処理 検索

各業務で管理する業務情報の検
索機能が装備されていること。
（名前・名称検索）

⼤
・カナ名前検索時には清⾳検索機能が⾃動的に適⽤されるこ
と。

・清⾳検索機能により
「ズ」と「ヅ」，「ジ」と
「ヂ」，「ワ」と「ハ」，
「ャ」と「ヤ」，「ュ」と
「ユ」，「ョ」と「ヨ」，「ヲ」
と「オ」，「ヴァ」と「バ」，
「ヴィ」と「ビ」，「ヴ」と
「ブ」など，区別せず検
索条件として指定でき両
⽅が該当として処理され
ること
・他の機能が装備されて
いる

26 検　索 ・
照　会

基本検
索

⽣年⽉⽇（⻄・和暦）・性別・カナ⽒名・漢字⽒名・アルファベット⽒名・通称・住所コード・⽅書・宛名
番号・世帯番号・消除区分・個⼈番号・住⺠票コード・在留カード番号から検索できること。
複数条件検索、項⽬内部分検索ができること。

19 1.3 基本 オンライン検索 1 基本検索

住所・⽅書・⽒名（カナ・漢字・英字）・
通称名・⽣年⽉⽇・性別・世帯番号・宛
名番号・個⼈番号・住⺠票コード・在留
カード番号・特別永住者証明書番号等
様々な項⽬による検索，及びこれらの組
合わせによる検索ができること。

○ 10 共通 ⼊⼒処理 検索

各業務で管理する業務情報の検
索機能が装備されていること。
（名前・名称検索）

⼤
・基本項⽬で検索可能。
・⽣年⽉⽇の検索は，⻄暦，和暦どちらでも⾏えること。
・名称は本名，通称名いずれでも検索可能。

・検索項⽬が多様性に
富んでいる
・検索条件の組み合わ
せが可能
・他の機能が装備されて
いる

*56
*57
*58

1.4.4. 検索機能
住⺠データについて検
索を⾏う

・任意で⼊⼒した項⽬で検
索を⾏い、該当する住⺠
データを表⽰する。
・検索項⽬はカナ⽒名（旧
⽒含む）、漢字⽒名（旧
⽒含む）、⽣年⽉⽇、性
別、住所、住所履歴、在留
カード等番号、住⺠票コー
ド、個⼈番号、宛名番号、
世帯番号、⾃治会名、⾃治
会コード
・アラート出⼒ができること(4

必須 1 住住⺠異動 共通 検索

検索条件として、「⽣年⽉⽇」「性
別」「カナ⽒名」「漢字⽒名（併記
名含む）」「アルファベット⽒名（外
国⼈住⺠）」「通称（外国⼈住
⺠）」「個⼈コード」「世帯コード」
「住⺠票コード」「個⼈番号」「在留
カード番号」「印鑑番号」「住所」「⽅
書」「住所コード」からの検索ができる
こと

必
須

69 オンライン 共通 検索

対象者を検索できること。
  ⼤

照会，異動，発⾏の際に対象者を検索できること。
検索は，住所，⽅書，カナ⽒名，漢字⽒名，英字⽒名，
通称名，⽣年⽉⽇，性別，世帯番号，宛名番号，個⼈
番号（マイナンバー），住⺠票コード，在留カード番号，特
別永住者証明書番号で検索ができること。
複数条件での検索ができること。

該当者の中から再検索
（絞り込み検索）が可
能である。

27 検　索 ・
照　会

清⾳化
検索 カナ検索では、清⾳化して検索出来ること（ヂとジ、ツとッ等） 10 共通 ⼊⼒処理 検索

各業務で管理する業務情報の検
索機能が装備されていること。
（名前・名称検索）

⼤ ・カナ名前検索時には清⾳検索機能が⾃動的に適⽤されるこ
と。

・清⾳検索機能により
「ズ」と「ヅ」，「ジ」と
「ヂ」，「ワ」と「ハ」，
「ャ」と「ヤ」，「ュ」と
「ユ」，「ョ」と「ヨ」，「ヲ」
と「オ」，「ヴァ」と「バ」，
「ヴィ」と「ビ」，「ヴ」と
「ブ」など，区別せず検
索条件として指定でき両
⽅が該当として処理され
ること
・他の機能が装備されて
いる

20 1.3 基本 オンライン検索 1 基本検索
該当者を特定するために，あいまい検索
等の補助機能を有していること。

○ 10 共通 ⼊⼒処理 検索

各業務で管理する業務情報の検
索機能が装備されていること。
（名前・名称検索）

⼤

・カナ名前検索，漢字名前検索の場合には前⽅⼀致検索機
能や後⽅⼀致検索機能が検索条件の⼊⼒形式によって⾃動
選択され該当者が表⽰されること。
・カナ名前検索，漢字名前検索の場合には読み不明や外字
指定など煩雑な条件検索のために⼀部任意⽂字検索機能
（曖昧検索機能）が検索条件の⼊⼒形式によって⾃動選択
され該当者が表⽰されること。

・⼊⼒ゆらぎ対応とし
て，「ー(全⾓⻑⾳)」と
「―(全⾓ダッシュ)」と
「－(全⾓マイナス)」と「-
(全⾓ハイフン)」，「ｰ
(半⾓⻑⾳)」と「-(半⾓
ハイフン，マイナス)」区
別せず検索条件として
指定でき両⽅が該当とし
て処理されること

69 オンライン 共通 検索 対象者を検索できること。   ⼤ 曖昧検索が可能であること。

25 1.3 基本 オンライン検索 4 検索時間

該当者が多数存在する場合は，検索時
間を考慮（最⼤該当件数の指定等）し
た機能を有していること。

○ 69 オンライン 共通 検索 対象者を検索できること。   ⼤ 検索の該当者が多い場合に備え，最⼤該当件数の指定がで
きること。

21 1.3 基本 オンライン検索 1 基本検索
該当者を特定するために，旧⽒名による
検索ができること。

○ 10 共通 ⼊⼒処理 検索

各業務で管理する業務情報の検
索機能が装備されていること。
（名前・名称検索）

⼤
・カナ名前検索，漢字名前検索の場合には旧姓(旧事業所
名)についても該当者として表⽰対象とできること。（旧姓検索
機能）

・他の機能が装備されて
いる

69 オンライン 共通 検索 対象者を検索できること。   ⼤ 旧住所や旧⽒名での検索が可能であること。

22 1.3 基本 オンライン検索 1 基本検索
旧⽒名は，現存者と重複しない形態・表
⽰等により，検索できること。

○

24 1.3 基本 オンライン検索 3 現住者・消除者
現存者・消除者・全区分による検索がで
きること。

○ 69 オンライン 共通 検索 対象者を検索できること。   ⼤ 現存者・消除者・全ての区分での検索が可能であること。

11 共通 ⼊⼒処理 検索

各業務で管理する業務情報の検
索機能が装備されていること。
（住所検索）

・住所検索の場合には旧住所（転出前住所）についても該
当として表⽰対象とできること。（旧住所検索機能）

・他の機能が装備されて
いる。

20
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

27 0.6. 権限等管理 4 メニュー構成
各種機能について⽬的別に構成できること。
なお，今後追加される機能等も適切にメニュー構成できること（※１）。

必須

※１ 現⾏
の事例では
事前登録
型本⼈確
認通知関
連機能，
DV⽀援者
管理機能
等がその他
メニューに⼀
緒に区分け
されているた
め，正しい
分類化を望
む。

94 異動処理

転居／世帯合併／世帯構成
変更において旧世帯、新世帯
を⼀画⾯で参照しながら処理
が⾏える等、新旧世帯が容易
に確認できること。

21 共通 35 操作性 ポータル画
⾯

よく使う処理を「お気に⼊り」として
任意に登録でき、⽬的の画⾯や
処理に即時に移動できること

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

任意

92 住⺠
記録 36 照会 住⺠情報

照会
住所・⽒名等は、いかなる画⾯展
開においてもで全て表⽰すること。

任意

236 照会 照会
かな検索では、「ツ」や「ッ」の区
別なく検索ができること。

A

52

住
記
0
5
3

住
⺠
情
報
管
理

検
索

｢ヂ｣を｢ジ｣、「ヲ」を「オ」、｢ー｣
を「－」、｢⼩⽂字｣を｢⼤⽂字｣
等の⾃動読み替えを⾏い、検
索ができること

1 12 共通

カナ⽒名検索では清⾳・濁⾳
の区別なく検索することができ
ること。

7 0.3 検索 1 個⼈・世帯検索

カナ⽒名，漢字⽒名，⽣年⽉⽇，住所，個⼈整理番号，世帯番号，個⼈番号（マイナン
バー），住⺠票コード，印鑑登録番号及び旧姓・旧住所，アルファベット（混合世帯検索⽤），
現住者，消除者，性別の別等での検索ができること。

⻄暦，和暦の読替え検索ができること。

必須 32 検索 検索

即時処理の検索は、住⺠票
区分、⽒名（漢字・カナ）、
⽣年⽉⽇、性別、住所、⾏政
区、国籍・地域、宛名番号、
世帯番号、住⺠票コード、在
留カード等の番号でできること。

A

51

住
記
0
5
2

住
⺠
情
報
管
理

検
索

検索については、単独検索(カ
タカナの⽒名)、複合検索（カ
タカナの⽒のみ＋住所コード、
カタカナの⽒のみ＋⽣年⽉
⽇）、漢字⽒名検索、⽣年
⽉⽇検索ができること。前述の
項⽬に対するあいまい検索が
できること

1 4 共通 7 システム
共通 検索

⼈的検索は、⽒名（漢字・ひらが
なもしくはカタカナ）、⽣年⽉⽇、
性別、住所、個⼈番号、世帯番
号等でできること。
⽒名（カナ）等であいまい検索
（⽂字列⼀致検索）ができるこ
と。
カナ⽒名検索では清⾳・濁⾳の区
別なく検索することができること。
複数項⽬による複合検索ができる
こと。
旧姓、旧住所等での検索ができる
こと。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

14 共通

⽒名（漢字、カナ）、住所、
地番は、曖昧検索ができるこ
と。
※⽒名（漢字・カナ）について
は、「部分⼀致、完全⼀致、
前⽅⼀致、後⽅⼀致」での検
索ができること。

1 共通1 1

住⺠基本台帳を検索する際、
「⽣年⽉⽇」「性別」「カナ⽒
名」「漢字⽒名」「個⼈番号」
「住⺠票コード」「住所」「⽅
書」「在留カード等番号」「住
⺠状態」及びそれぞれの組み
合わせで⾏えること。
また⽒名等の部分⼀致、清⾳
検索等の曖昧検索についても
⾏えること。

基
本

76 住⺠
記録 19 照会 検索

⽒名かな、⽣年⽉⽇、住⺠票コー
ド、旧姓、性別、住所を指定して
の検索ができること。
個⼈番号、世帯番号、⽒名漢
字、現存喪失を選択しての検索が
できること。
⽣年⽉⽇検索は、⻄暦にも対応
すること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

7 共通

下記の条件で検索できること。
カード番号、⽣年⽉⽇、性
別、カナ⽒名、漢字⽒名、個
⼈コード、世帯コード、住⺠区
分、住⺠票コード、印鑑番
号、住所、⽅書、住所コード、
個⼈番号、国籍・地域、在留
カード等の番号、。

35 証明発⾏ 1

住⺠票、記載事項証明書発
⾏、転出証明書の再交付及
び再出⼒の際、カナ⽒名、漢
字⽒名、⽣年⽉⽇、性別、住
所、⽅書、住⺠票コード、個
⼈番号、世帯番号、宛名番
号、在留カード番号、住⺠状
態または複数の組み合わせに
よる検索が可能であること。

基
本

33 検索 検索

外国⼈については、外国⼈⽒
名、国籍・地域、在留カード等
の番号で検索できること。

A

81 住⺠
記録 27 照会 検索

⽇本⼈、外国⼈の絞込みが可能
なこと。
外国⼈の場合、在留カード番号で
検索が可能なこと。
外国⼈の場合、通称名での検索
も可能なこと。

必須

179 外国⼈ 21

外国⼈⽒名、国籍・地域、在
留カード等の番号で検索できる
こと。

基
本

7 0.3 検索 1 個⼈・世帯検索 カナ⽒名検索の時，清⾳化検索に対応していること。（例︓ヂとジ，ハとパ，ツとッ） 237 照会 照会
カナ⽒名検索では清⾳・濁⾳
の区別なく検索ができること。

A

77 住⺠
記録 21 照会 検索

⽒名かなでの検索の際、清⾳化
検索ができること。
（例︓「ぢ」と「じ」、「は」と「ぱ」、
「つ」と「っ」など）

必須

1 共通1 1

住⺠基本台帳を検索する際、
「⽣年⽉⽇」「性別」「カナ⽒
名」「漢字⽒名」「個⼈番号」
「住⺠票コード」「住所」「⽅
書」「在留カード等番号」「住
⺠状態」及びそれぞれの組み
合わせで⾏えること。
また⽒名等の部分⼀致、清⾳
検索等の曖昧検索についても
⾏えること。

基
本

7 0.3 検索 1 個⼈・世帯検索
前⽅・後⽅・部分⼀致（あいまい）検索，複合検索に対応していること。
（例︓名のみ「AA 太郎」，⽣年⽉のみ「平成16年10⽉」）

234 照会 照会

⽒名項⽬や住所項⽬におい
て、あいまいな条件で検索がで
きること。

A

78 住⺠
記録 22 照会 検索

あいまい検索ができること。（例︓
名前のみ「太郎」など）
あいまい検索ができること。（例︓
⽒と名との間のスペースキーを無視
した検索を可能とする）

必須

53

住
記
0
5
4

住
⺠
情
報
管
理

検
索

旧⽒検索ができること。
ただし、市内で⽒変更が⾏わ
れた場合に限る

1 80 住⺠
記録 26 照会 検索

履歴を含む検索が選択できるこ
と。
（例︓⽒名「Ｎ　太郎」（旧「Ｈ
太郎」）を履歴を含むを選択する
ことにより「Ｈ　太郎」でも検索でき
るなど）

必須

*50

住
記
0
5
1

住
⺠
情
報
管
理

検
索

⽒名、住所、⽣年⽉⽇等によ
る検索以外に、前居住地によ
る検索ができること

1 79 住⺠
記録 24 照会 検索

複合検索ができること。
（例︓⽒名「⼭⽥　太郎」かつ⽣
年⽉⽇「平成18年8⽉1⽇」な
ど）

必須

21



　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

12 共　通 検索機
能 検索履歴を記憶し、履歴選択による検索ができること。 23 1.3 基本 オンライン検索 2 再検索

検索補助機能（前回検索や直近に検
索した個⼈⼜は世帯が表⽰される等）を
有しており，再検索が容易であること。

○ 69 オンライン 共通 検索 対象者を検索できること。   ⼤ 前回検索等の検索補助機能を有していること。
該当者の中から再検索
（絞り込み検索）が可
能である。

2 住住⺠異動 共通 検索

該当者⼀覧を表⽰している状態で、
検索条件を加えての再検索（絞込
み）ができること。

必
須

55 住異動事由 共通 検索

該当者⼀覧上で「⽒名」「⽣年⽉
⽇」「性別」「住所」「住⺠コード」「住
⺠票コード」が確認できること。

要
望

56 住異動事由 共通 検索

該当者⼀覧上で「転出予定者」「転
出確定者」「死亡者」といった住⺠区
分も確認できること。

要
望

110 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 2 世帯表⽰
⽇本⼈のみ世帯・外国⼈のみ世帯・複数
国籍世帯が確認できること。

91 オンライン 共通 混合世帯 混合世帯の管理ができること。   ⼤
⽇本⼈世帯，外国⼈世帯だけではなく⽇本⼈と外国⼈の混
合世帯の管理ができること。
混合世帯の表⽰順を変更できること。

57 住異動事由 共通 検索

該当者⼀覧より選択した住⺠の世
帯状況が同⼀画⾯にて表⽰でき、
世帯構成員・現住所が確認できるこ
と。

要
望

93 2.1.2 住⺠異動 データ管理 1 世帯

⽇本⼈世帯，外国⼈世帯だけではな
く，⽇本⼈・外国⼈の多国籍世帯の管
理ができること。

○

58 住異動事由 共通 検索
世帯構成員を確認する表⽰では続
柄が確認できること。

要
望

6 住住⺠異動 照会 住⺠票照
会

世帯単位で住⺠票記載事項（国
保・介護・選挙・年⾦・⼦ども⼿当・
後期⾼齢・住基カード⼜はマイナン
バーカード・印鑑）の内容照会が⾏
えること。

必
須

45 抑　⽌
設　定

除対象
者記載 世帯票の場合と同様に、除になった世帯構成員も画⾯表⽰できること。 112 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 2 世帯表⽰ 消除者について，表⽰できること。 ○ 87 オンライン 共通 消除者表

⽰
世帯員の⼀覧画⾯では，消除者
も含めて表⽰されること。

  ⼤ 同左

111 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 2 世帯表⽰
過去に複数国籍世帯⼈であったことについ
て，確認できること。

116 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 5 誤選択の防⽌

消除者（死亡・転出・職権消除等）
は，事由表⽰・⼜は事由別⾊分け表⽰
等により，誤選択の防⽌措置が取られて
いること。

○

150 オンライン 照会 内容表⽰ 住⺠票の内容表⽰ができること。   ⼤
住⺠票の内容表⽰ができること。
このとき，個⼈番号は閲覧可能な権限を持った職員のみが閲
覧でき，権限のない職員は閲覧できないこと。

49
50 1.4.1. 住⺠票情報照

会

開⽰請求のあった対象
者の個⼈・世帯情報を
開⽰する。

・個⼈情報・世帯情報を表
⽰するのに加えて、
届出・発⾏履歴の確認がで
きること

必須

28 検　索 ・
照　会

異動履
歴検索 住⺠異動の履歴（異動⽇、届出⽇、異動内容）を照会できること 115 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 4 履歴表⽰ 異動履歴・通称履歴が確認できること。 ○ 154 オンライン 照会 内容表⽰

異動履歴や通称履歴を画⾯に表
⽰できること。

  ⼤ 同左

114 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 4 履歴表⽰
同⼀⼈物（再転⼊者等）は，名寄せし
て異動履歴が表⽰できること。

22



　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

235 照会 照会

漢字⽒名検索では、標準⽂
字・外字・類字（濱と浜、邉と
辺 等）の区別なく検索ができ
ること。 A

7 0.3 検索 1 個⼈・世帯検索
直前に指定した条件を記憶するか画⾯上に残した上で，次の処理の際に同条件で再検索
を実施できること。

36 検索 検索

過去の検索履歴から選択する
ことにより対象者の照会ができ
ること。

B

82 住⺠
記録 30 照会 検索

直前の検索条件を保持すること
検索画⾯毎に、過去に選択した
対象を保持できること。
また、検索した対象は数件程度保
持できること。

必須

発⾏ 137
証明書の発⾏履歴を確認でき
ること。

20 共通2 20

検索キー続⾏ができること
（他画⾯も含め、当⽇使⽤し
た対象者について継続で呼び
出しができる）。

基
本

34 検索 検索

検索結果画⾯において、消除
の事由や転出予定、確定の状
態が把握できること。

A

70

住
記
0
7
1

住
⺠
情
報
管
理

画
⾯
表
⽰

住⺠検索の⼀覧表⽰は、転
出予定者、転出決定者であれ
ば、それぞれその旨表⽰ができ
ること

1 21 共通2 21

⽣年⽉⽇、⽒名等の各検索
画⾯において、宛名番号ごとに
表⽰されること。
また履歴の多い者についても最
新がわかりやすく、表⽰されるこ
と。

基
本

110 5.1 住⺠票情報
照会 1 世帯情報照会

世帯及びその構成員（消除者も含む）の情報を表⽰できること。
世帯⼀覧画⾯から個⼈詳細画⾯へ遷移できること。
現存世帯・除世帯の別が確認できること。
⽇本⼈世帯，混合世帯の別が確認できること。
世帯内外国⼈の基礎的な情報（⽒名，続柄等）を表⽰できること。

必須 39 照会 照会

住⺠票世帯内容、個⼈内
容、個⼈詳細が画⾯で照会で
きること。

A

＊43

住
記
0
4
4

住
⺠
情
報
管
理

コ
メ
ン
ト
表
⽰

個⼈データや世帯データに混
合世帯であることなどのコメント
の⼊⼒および表⽰、⼊⼒解除
ができること

1 83 住⺠
記録 32 照会 住⺠情報

照会

世帯構成の確認が⾏えること。
外国⼈を含む混合世帯の照会が
できること。
また、⽇本⼈と外国⼈の区別がわ
かりやすく表⽰されること。
転出者、死亡者等消除された世
帯員も確認できること。
世帯員の切替が画⾯を戻ることな
く連続して照会ができること。
世帯における国保、年⾦、⼦ども
⼿当、選挙、後期⾼齢者医療、
介護保険、印鑑登録の有無、住
基カードの有無、転出者（予定、
確定を含む）、消除者、の最新
資格情報が⼀覧照会できること

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

9 共通

該当者⼀覧より選択した住⺠
の世帯状況が同⼀画⾯にて表
⽰でき、世帯構成員・続柄が
確認できること。

181 外国⼈ 23
外国⼈を含む複数国籍世帯
の照会ができること。

基
本

＊106

住
記
1
0
9

発⾏統計

外国⼈との混合世帯につい
て、集約したリストを画⾯表⽰
及び作成できること

1

また、同⼀世帯に居住する短
期滞在者等を含めて照会がで
きること。

45 照会 照会

世帯構成が画⾯で⼀覧表⽰
でき、選択した世帯構成員の
照会画⾯に画⾯遷移できるこ
と。

A

71

住
記
0
7
2

住
⺠
情
報
管
理

画
⾯
表
⽰

該当する住⺠の選択により世
帯構成画⾯が表⽰できること。
検索の際、該当が⼀世帯であ
れば直接、世帯構成画⾯が
表⽰でき、個⼈選択の住⺠票
の内容と同じ内容が表⽰でき
ること（含む直接に個⼈画
⾯）

1 85 住⺠
記録 41 照会 住⺠情報

照会

照会時の初期画⾯表⽰は最新
情報が表⽰されること。
⽒名⽂字及び住所等の拡⼤表
⽰ができること（ブラウザの拡⼤機
能の利⽤も可）。
コード⼊⼒されたものについて、コー
ド+⽇本語もしくは⽇本語のみの
表⽰のように分かり易い表⽰であ
ること。

必須

40 照会 照会

国保の被保険者番号や年⾦
の基礎年⾦番号等、他業務
の情報を台帳上の同⼀画⾯で
細かく照会できること。

B

72

住
記
0
7
3

住
⺠
情
報
管
理

画
⾯
表
⽰

 世帯構成画⾯に通学区域、
投票区が表⽰され、転出者
(予定、決定を含む)消除者、
覚書のフラグが付いている者の
表⽰ができること

1

19 共通 33 操作性 検索履歴の
保存

検索結果を履歴として保存し、履
歴画⾯から当該レコードにアクセス
できること

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

111 5.1 住⺠票情報
照会 2 世帯情報照会 住⺠個⼈を検索した場合は，当該個⼈の在籍世帯をさかのぼって表⽰できること。 任意 31 共通2 31

⼈ごとの異動履歴について世
帯の異動⽇時点での異動前
の世帯構成画⾯が表⽰できる
こと。

特
記

41 照会 照会

除票者のデータにおいては、画
⾯上に除票者であることが明
⽰的に表⽰されること。また、
外国⼈住⺠の場合は「外」、
複数国籍世帯の場合は「複」
と表⽰されること。 A

88 住⺠
記録 42 照会 住⺠情報

照会

除票者のデータにおいては、画⾯
上に除票者であることが明⽰的に
されること。

必須

112 5.1 住⺠票情報
照会 3 個⼈情報紹介

住⺠票（除票，改製原住⺠票含む）の照会を⾏えること。
また，現在住⺠票照会画⾯から除票及び改製原住⺠票の照会画⾯へ遷移できること。
国⺠健康保険，介護保険，国⺠年⾦，児童⼿当，選挙に関する事項，後期⾼齢者，印鑑登
録に関する事項，住記カード及び個⼈番号カード（発⾏状況（※1））（住基法7条関連 等）に
関する事項がそれぞれ照会できること。

必須

※1 発⾏状
況とは「運
⽤中，⼀
時停⽌，
廃⽌」等の
状態を指す

42 照会 照会

個⼈の最新情報の照会画⾯
から、改製原住⺠票の照会画
⾯へ遡ることができること。

A

84 住⺠
記録 33 照会 住⺠情報

照会

住⺠票（除票含む）の照会がで
きること。
また、個⼈注意事項（メモ機
能）を管理できること。
外国⼈の場合、本国名、通称名
が表⽰できること。

必須

46 照会 照会

住⺠票が画⾯で照会できるこ
と。また、住⺠票作成時から現
在までの異動履歴が照会でき
ること。 A

53 照会 照会

異動履歴ごとに異動更新を実
施した更新情報（更新⽇時、
操作者名、場所等）が照会
できること。

A

86 住⺠
記録 37 照会 住⺠情報

照会

履歴の照会ができること。
個⼈を特定して、過去すべての証
明書の発⾏履歴の照会ができるこ
と。
証明書の発⾏履歴の照会ができ
ること。

必須

30 共通2 30
照会画⾯において異動履歴が
わかりやすく表⽰されること。

特
記

47 照会 照会

住⺠基本台帳の異動履歴が
⼀覧形式で照会できること。ま
た、⼀覧から選択することにより
その時点の住⺠基本台帳を照
会できること。 A

23



　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

29 検　索 ・
照　会

交付履
歴検索 各証明書毎の発⾏履歴（⽇時、場所、枚数等）を照会できること 151 オンライン 照会 内容表⽰ 発⾏履歴を確認できること。   ⼤ 住⺠記録システムや証明書発⾏システム，⾃動交付機で出

⼒された帳票の発⾏履歴を画⾯に表⽰できること。 66 1.5.1. 証明書交付 ・発⾏履歴が残ること 必須 49 住住⺠異動 証明書発
⾏ 履歴管理

住⺠票と印鑑登録証明書について
発⾏履歴が管理・照会できること。

必
須

400 3.2.4 バッチ 随時処理 3 証明書発⾏処理

発⾏内容（該当者⽒名・住所，処理
⽇・種別）及び処理者について，⼀覧表
⼜はアクセスログにより確認・特定できるこ
と。

○

401 3.2.4 バッチ 随時処理 3 証明書発⾏処理
上記の⼀覧表及びアクセスログは，処理
年度とその３年度前まで保存できること。

○

402 3.2.4 バッチ 随時処理 3 証明書発⾏処理
上記の⼀覧表及びアクセスログによる確
認・特定処理は，権限設定ができること。

○

51 1.4.1. 住⺠票情報照
会

・発⾏履歴の編集（削除）
ができること

加点

6 履歴照
会 各証明書の発⾏履歴（⽇時・場所・請求者・記載事項・枚数等）を照会できること。 ←「基本要件１－２」より

30 検　索 ・
照　会

学区検
索 ⼊⼒した住所地に応じて⼩学校、中学校の表⽰ができること。 67 2.1.1 住⺠異動 共通事項 13 ⼊⼒補助機能

住所⼊⼒により，⾏政区，管轄区，
⼩・中学校区が⾃動で設定されること。

○

113 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 3 学区
住所に応じた⼩・中学校区が表⽰できる
こと。

31 検　索 ・
照　会

学区表
⽰ ⼩中⼀貫校・中⾼⼀貫校の前期３年間に対応した学区表⽰ができること。

32 検　索 ・
照　会

続柄表
記 ⼦（⼦の妻）等かっこ付きの続柄の⼊⼒および表記ができること。 56 2.1.1 住⺠異動 共通事項 8 続柄表記

世帯主との続柄が「実⼦の妻」かつ「世帯
主との養⼦縁組者」を「⼦（⼦の妻）」，
内縁関係夫婦の場合の「夫（未届），
妻（未届）」等，括弧書きの表記ができ
ること。

○

57 2.1.1 住⺠異動 共通事項 8 続柄表記
４世代（⼦の⼦の⼦の⼦）までの記載
ができること。

○ 33 住住⺠異動 異動処理 続柄
続柄は、４世代まで管理できるこ
と。

必
須

78 オンライン 共通 続柄 続柄が管理できること。   ⼤ 続柄は簡単な操作で選択できること。
続柄は３世代管理できること。

58 2.1.1 住⺠異動 共通事項 8 続柄表記

⼀夫多妻国の外国⼈住⺠が世帯主であ
る場合は，「妻」の複数⼊⼒ができるこ
と。

○

59 2.1.1 住⺠異動 共通事項 8 続柄表記
⽇本⼈住⺠が世帯主である場合は，
「妻」の複数⼊⼒を不可にできること。

○

75 2.1.1 住⺠異動 共通事項 18 準（年少者）世帯
児童施設⼊所者等の準世帯登録者
（年少者）の設定ができること。

○ 64 住異動事由 異動処理 続柄 準世帯主の登録が⾏えること。 要
望

76 2.1.1 住⺠異動 共通事項 18 準（年少者）世帯

児童施設⼊所者等の準世帯登録者
（年少者）は，世帯主欄・続柄を「空
⽩」にできること。

○

286 2.2.2 証明書 発⾏ 1 住⺠票の写し

児童施設⼊所者等の準世帯（年少
者）として登録されている者は，証明交
付時に世帯主・続柄欄を空欄で発⾏でき
ること。

○

77 2.1.1 住⺠異動 共通事項 18 準（年少者）世帯

上記が，異動（転⼊・転居等）により世
帯主となる場合は，世帯主欄を当該者・
続柄を世帯主として，記載・修正ができる
こと。

○

33 検　索 ・
照　会

⽂字拡
⼤機能 漢字⽒名の⼊⼒・照会は、拡⼤して⼊⼒・照会ができること。 48 2.1.1 住⺠異動 共通事項 3 ⽂字の拡⼤

漢字⽂字（⽒名・筆頭者等）は，拡⼤
表⽰ができること。

○ 65 住異動事由 異動処理 漢字⽒名
カナ⽒名より漢字⽒名の候補が拡
⼤表⽰されること。

要
望

369 3.1 外字 2 検索
⼊⼒時における該当外字の探索が，容
易であること。

○

370 3.1 外字 2 検索

⼿書き機能等を⽤いて変換された⽂字か
ら対象外字を選択し，当該⽂字登録の
有無の確認ができること。

○

419 3.2.4 バッチ 随時 14 外字該当者
使⽤者を抽出し，⼀覧表の作成・出⼒
ができること。

○

420 3.2.4 バッチ 随時 14 外字該当者

未作成外字が含まれるデータを保持する
対象者を抽出し，⼀覧表の作成・出⼒
ができること。

○ 209 バッチ 帳票
未作成外
字対象者
⼀覧

未作成外字対象者⼀覧を出⼒で
きること。

  ⼤ 未作成外字を含まれるデータをもつ住⺠の⼀覧が出⼒できるこ
と。

66 住異動事由 異動処理 漢字⽒名

新しく発⽣した漢字⽒名を⼊⼒した
場合、⽒名辞書に⾃動登録される
こと。

要
望

92 2.1.2 住⺠異動 データ管理 1 世帯
⼀世帯の構成員数の上限は，５０⼈以
上あること。

○ 86 オンライン 共通 世帯員数
⼀世帯の世帯員数の上限は５０
⼈以上であること。

  ⼤ 同左
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

36 0.8. 帳票出⼒共
通 7 発⾏履歴

各証明書・通知書（内部帳票を含む）の発⾏履歴（操作者，時間，場所，枚数等）を即時照
会できること。
帳票（証明書・通知書を含む）の発⾏番号を管理できること。
なお，管理されている情報については出⼒できること。

必須

※１ 窓⼝
受付時に申
請者へ⼿渡
す引換え番
号であり，
証明書印
刷における
対象帳票の
抽出・特定
に係る作業
のの効率化
を図るための
仕組み

32 共通2 32
証明書の発⾏履歴が確認でき
ること。

基
本

121 住⺠
記録 64

異動
（全
般）

続柄

続柄は、コードによる⼊⼒、およ
び、⼀覧からの選択⼊⼒ができる
こと。
また、４世代以上管理できること。

必須

35 異動処理
続柄は4世代まで管理できるこ
と。

7 基本 続柄
続柄を4世代まで管理できるこ
と。 A

63 住⺠
記録 8 基本機

能 続柄は４世代まで管理できること
必須

17 0.4. ⼊⼒補助 10 チェック機能

論理的に⽭盾する続柄が⼊⼒された場合に，確認メッセージを表⽰できること。
　　-妻・妻（未届）が複数
　　-性別が男で⺟　等

必須 10 基本 世帯

主なし世帯や⼀夫多妻（⼜
は⼀妻多夫）、同性婚の世
帯を管理できること。 C

203 住⺠
記録 186 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

養護施設⼊所児童については、
住⺠票の写し、転出証明書、準
転出証明書の発⾏に対し、世帯
主欄が空欄で発⾏できること。

必須

127 住⺠
記録 89

異動
（全
般）

主
養護施設に⼊所する児童は世帯
主なしの世帯が可能なこと。

必須

233 異動 異動
⽒名の拡⼤等により、外字の
確認を容易にできること。

A

97 住⺠
記録 60

異動
（全
般）

⽒名
⽒名⽂字が⼊⼒途中でも拡⼤表
⽰ができること。

任意

151 照会
漢字⽒名、外国⼈⽒名の拡
⼤機能があること。

17 共通1 17

照会、発⾏、⼊⼒の各画⾯展
開時に⽂字の拡⼤表⽰が⾏え
ること。

基
本

170 外国⼈ 12

漢字⽒名、アルファベット⽒
名、通称、カタカナ表記につい
ては、⽂字を拡⼤して⼊⼒がで
きること。

基
本

95 住⺠
記録 53

異動
（全
般）

⽒名

⽒名辞書に使⽤頻度の⾼い⽒、
名を登録することにより簡単に登
録できること。

必須

6 共通1 6
⽒名について、使⽤頻度が⾼
い順に表⽰されること。

特
記

12 0.4. ⼊⼒補助 5 ⼊⼒補助 ⽒名は⽒名メニューから選択⼊⼒，⽂字単位の⼊⼒ができること。 必須 96 住⺠
記録 59

異動
（全
般）

⽒名

漢字⼊⼒の際、その⽒名の漢字
候補が表⽰され、選択による⼊⼒
ができること。

必須

7 共通1 7
新たに⽒名を⼊⼒する場合
は、選択により登録できること。

特
記

6 基本 ⽒名

⽇本⼈⽒名について管理がで
きること。また、外国⼈のアル
ファベット⽒名、漢字⽒名、通
称名、カタカナ表記についても
管理ができること。

A

182 外国⼈ 24

⽒名の⼊⼒について、ある程
度の⽂字数に対応できること、
また証明書にも縮⼩、折り返し
などにより全て表⽰されること

基
本

63

住
記
0
6
4

住
⺠
情
報
管
理

登
録
⽂
字

⽒名の⽂字変換については、
内字・外字を問わず、セットアッ
プされている⽂字に⾃在に変
換できること。また、漢字⼊⼒
を要するＪＩＳ規格の⽂字を
登録できること

1 5 共通 10 システム
共通 検索

漢字検索では標準⽂字、外字の
区別なく検索することができること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

任意

25 共通2 25

作成した外字も含めた⽂字に
ついて、⽂字コード、画数、読
み⽅、解説などが表⽰できる機
能があること。

特
記

266 　⽂字・外
字 6

システムで利⽤する⽂字（内
字・外字）の検索機能がある
こと。
また、⽂字検索機能には、⼿
書き検索機能を有すること。

特
記

13 0.4. ⼊⼒補助 6 ⼊⼒補助 異動⼊⼒時点で，未作成の外字が存在した場合は，代替⽂字での⼊⼒が可能なこと。 必須

14 0.4. ⼊⼒補助 7 ⼊⼒補助 代替⽂字での⼊⼒を⾏ったものを，未作成外字対象者として管理できること。 必須

5 0.1 管理 5 外字利⽤者管理
外字を利⽤している該当者を管理できること。
また，未作成外字対象者を管理できること。

必須

未作成外
字の登録と
登録対象
者の抽出を
想定

34 0.8. 帳票出⼒共
通 5 外字警告

外字等により，印刷不能な⽂字が存在する場合は，空⽩等で出⼒し，その旨警告または帳票が出
⼒されること。

必須

224 異動 異動

⼊⼒必須項⽬が⾊で識別でき
ること。
未⼊⼒の箇所があった場合に
警告がでること。 A

12 共通 26 システム
共通 必須項⽬

画⾯から⼊⼒する時に必須⼊⼒
項⽬は明⽰的であること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

18 共通 32 操作性 コード⼊⼒・
検索

前ゼロを省略して⼊⼒・検索でき
ること

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

107 4.1 異動共通 8 ⼊⼒補助
１世帯内の構成員⼈数は，最⼤50⼈分管理できること。（除票を含める）
続柄を4世代まで管理できること

任意

25
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№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

101 2.1.2 住⺠異動 データ管理 5 ⽒名 １００⽂字まで管理できること。 ○

102 2.1.2 住⺠異動 データ管理 6 筆頭者 ３０⽂字まで管理できること。 ○

97 2.1.2 住⺠異動 データ管理 3 住所
住所の地番等の⼊⼒桁数は，４桁を超
えてできること。

○

98 2.1.2 住⺠異動 データ管理 3 住所
住居表⽰地区は，⼩枝番（１番１－
１号）が表記できること。

○

90 オンライン 共通 住所数字
住所に使⽤する数字が指定できる
こと。

  ⼤
市内住所に使⽤される数字項⽬は町名は漢数字，それ以外
は全⾓アラビア数字であること。
（例︓⼆丁⽬１番１号）

13 共通 ⼊⼒処理 個別
年⽉⽇それぞれについて，不詳を含
む曖昧⽇付が使⽤できること。

⼩ 同左

14 共通 ⼊⼒処理 個別

明治から⼤正，⼤正から昭和への
改元⽇は新旧の元号がどちらも使
⽤できること。

⼩ 同左

89 オンライン 共通 ⼊⼒⽇付
存在する⽇付のみが⼊⼒できるこ
と。

  ⼤ うるう年以外の２⽉２９⽇のような存在しない⽇付の⼊⼒が
できないこと。

34 他業務
連　携

他業務
照会

印鑑登録、国保、年⾦、児童⼿当、後期⾼齢者医療、介護保険の加⼊状況等の最新情報が照会で
きること。

156 オンライン 照会 内容表⽰ 資格情報の照会ができること。   ⼤
他業務の事務⼿続き案内を⾏うための資格情報（国⺠健康
保険，国⺠年⾦，介護保険，児童⼿当，後期⾼齢）の
照会ができること。

97 オンライン 増異動 増異動共
通

住⺠基本台帳法に定める記載事
項を登録・表⽰できること。

  ⼤
住⺠基本台帳法に定める記載事項（選挙資格，国保資
格・年⾦資格・児童⼿当資格・介護保険資格，後期⾼齢資
格）を登録・表⽰できること。

200 バッチ 更新 資格情報
取込 資格情報を取込むことができること。   ⼤

国⺠健康保険，国⺠年⾦，介護保険，児童⼿当，後期
⾼齢，選挙⼈名簿管理の各業務システムより資格情報を取り
込み，更新できること。

127 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 15

国⺠健康保険該当
者
国⺠健康保険退職
者医療制度該当者

記号番号，資格取得・喪失年⽉⽇等が
確認できること。

○

128 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 16 国⺠年⾦被保険者
記号番号，種別，資格取得・喪失年⽉
⽇等が確認できること。

○

129 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 17 後期⾼齢者医療被
保険者

番号，資格取得・喪失年⽉⽇等が確認
できること。

○

130 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 18 介護保険者
１．２号区分，番号，取得・喪失年⽉
⽇等が確認できること。

○

131 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 19 介護保険受給者

１．２号区分，番号，取得・喪失年⽉
⽇及び事由，認定年⽉⽇等が確認でき
ること。

132 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 20 介護保険申請中

１．２号区分，番号，取得・喪失年⽉
⽇及び事由，申請年⽉⽇等が確認でき
ること。

133 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 21 介護保険（適⽤除
外・施設⼊所者）

適⽤除外・施設⼊所者であることが確認
できること。

134 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 22 介護保険（他市町
村が保険者）

他市町村が保険者であることが確認でき
ること。

135 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 23 児童⼿当受給者 開始⽉・喪失⽉が確認できること。 ○

136 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 24 選挙資格
資格，登録⽇・喪失⽇が確認できるこ
と。

○

155 オンライン 照会 内容表⽰
他課が参照するための専⽤画⾯が
あること。

  ⼤ 他課が参照するための専⽤画⾯があること。同画⾯では他課に
参照できる項⽬を制限できること。

35 他業務
連　携

番号連
携 中間サーバに連携できること。（住⺠記録システムから中間サーバに連携できる機能）

36 他業務
連　携

法務省
通知⾃
動更新

法務省からの在留資格等情報を⾃動更新すること。
336 2.5.1 市⺠課業務関

連システム連携
法務省端末連
携 3 法務省通知

法務省通知データについて，取込みがで
きること。

○ 243 その他  法務省連携 法務省連
携 法務省と連携できること。 ⼤ 同左

382 3.2.2 バッチ ⽇次 7 法務省通知

法務省通知データに基づき，消除・修正
の⼀括処理ができること。
上処理結果について，⼀覧表が作成・出
⼒できること。

⾃動更新した場合、各項⽬ごと変更前と変更後の内容を記載したリストを出⼒すること。 337 2.5.1 法務省端末連
携 3 法務省通知

上記対象者の処理結果について，⼀覧
に出⼒できること。

○ ⋆199 バッチ 更新 法務省通
知 法務省通知と連携できること。   ⼤

法務省通知データをもとに，外国⼈住⺠の消除・修正を⼀括
でできること。
処理結果を⼀覧で出⼒できること。

システム機能・他業務連携機能　要件
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

20 0.4. ⼊⼒補助 13 チェック機能

以下の項⽬に関してそれぞれ指定の桁数情報を登録できること。
　－⽒名／通称名　︓　100⽂字（全⾓）
　－⽒名ふりがな　︓　100⽂字（全⾓）
　－住所　︓　40⽂字（全⾓）
　－⽅書　︓　50⽂字（全⾓）

必須 *127

住
記
1
3
0

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

⾃
動
交
付
機
と
の
連
携

住⺠票、転出証明書をはじめ
とするすべての帳票及びすべて
の画⾯表⽰において、⽒名に
関する⽂字数は最低でも80
字(⽒名カナ80⽂字､⽒名漢
字40⽂字）、住所50⽂字､
⽅書40⽂字、続柄20⽂字ま
で⼊⼒･印字できること
今後､必要な⽂字数を増やせ
るよう､容量を追加できること

1 117 住⺠
記録 57

異動
（全
般）

⽂字数

転⼊元、転出先、確定地、本籍
地については、町名４０⽂字以
上、番地４０⽂字以上、⽅書６
０⽂字以上の⼊⼒ができること。
また、対応できない場合でも業務
に⽀障のないよう運⽤できる⽅法
を提供すること。
⽒名、筆頭者について外国⼈⽒
名に対応は６０⽂字以上の⼊⼒
ができること。
また、対応できない場合でも業務
に⽀障のないよう運⽤できる⽅法
を提供すること。

必須

15 0.4. ⼊⼒補助 8 チェック機能
住所，⽅書については－（ハイフン）を複数登録できること。
　例　△△３丁⽬２番１－２－１号

任意

45 1.1 転⼊ 4 特例転⼊
送られてきた住所の丁⽬に，漢数字が含まれる場合には算⽤数字へ変換されること。変換された対象
を画⾯・帳票等で確認できること。（例︓○○⼀丁⽬→○○１丁⽬）

任意

96 3.8 その他変更 2 個別事項変更

印鑑登録，国⺠健康保険，後期⾼齢，介護保険，国⺠年⾦，児童⼿当，選挙資格，住記
カード及び個⼈番号カード（発⾏状況）に関する事項（住基法7条関連 等）がそれぞれデータ連携
により最新の資格情報が反映できること。

必須

発⾏状況と
は「運⽤
中，⼀時
停⽌，廃
⽌」等の状
態を指す

52 照会 照会

国⺠健康保険、国⺠年⾦、
選挙⼈名簿、児童⼿当、介
護保険、後期⾼齢者医療、
印鑑登録、学齢簿の最新資
格が照会ができること。

A

87 住⺠
記録 39 照会 住⺠情報

照会

個別記載事項（国保、年⾦、児
⼿、介護、後期⾼齢、印鑑、住
基カードの発⾏状況およびカードタ
イプ）の照会ができること。

必須

19 共通2 19

住⺠記録のメニュー画⾯から
個別事項の最新情報の照会
ができること。
（個別事項︓国保、介護、
後期、国⺠年⾦、印鑑、選
挙、児童⼿当、カードの有無
及び状態）

基
本

44

住
記
0
4
5

住
⺠
情
報
管
理

住
⺠
票
内
容
表
⽰

所管課及び所管課以外の部
署で住⺠情報を検索・閲覧で
きること

1 91 住⺠
記録 50 照会 住⺠情報

照会

紹会画⾯の表⽰が数パターンあ
り、使⽤する所属によりいずれかの
パターンを選択できること。

●表⽰項⽬はあるが、不
要な情報は、空欄などの区
別で数パターンあるだけでも
OK

必須

22 共通2 22

他課照会⽤に本籍、マイナン
バーなしの画⾯があること、
または権限管理等により対応
可能なこと。

基
本

98 他システム
連携 4

マイナンバー関連で中間サーバ
への通信ができること。

基
本

101 他システム
連携 7

情報提供ネットワークシステム
への不開⽰情報のデータ連携
が⾏えること。

基
本

151 11.2 法務省連携 2 法務省通知連携（取込）

外国⼈住⺠に係る法務省通知（⾝分事項，在留資格，在留期間，在留期間の満了⽇，在留
カード番号）を法務省連携端末から取込めること。
なお，法務省通知情報の取込みは通知情報を⼀覧表⽰した上で取込む対象を選択し，住記情報
へ反映できること。

必須 法務省通
知 205 連携 法務省連携

法務省からの通知情報を取得
できること。

A

248 住⺠
記録 245 連携 法務省連

携
情報連携端末とのオンライン連携
または媒体連携が可能なこと。

ﾊﾞｯﾁ ⽇
次

必須

160 外国⼈ 2

法務省からの通知につき、情
報連携端末経由で異動情報
が連携されること。

基
本

250 住⺠
記録 247 連携 法務省連

携

法務省通知情報を取り込み、⼊
⼒処理を容易に⾏なうことができる
こと。

必須

162 外国⼈ 4

法務省通知の取り込みができ
ること。
（記載してある者に対する修
正や消除）媒体連携とオンラ
イン連携いずれにも対応してい
ること。

基
本

163 外国⼈ 5

法務省通知(軽微修正)が⾏
えること。
（カードの切替交付に伴う⽒
名などの記載修正の場合、公
的個⼈認証を失効させたくな
い場合の法務省通知修正）

基
本

152 11.2 法務省連携 3 法務省通知連携（取込）
通知情報を反映前に，取込む内容，⽂字化け等のエラーを確認（画⾯またはチェックリスト等）でき
ること。

任意 法務省通
知 167 外国⼈ 9

法務省通知内の全⾓項⽬に
未登録外字等、禁⽌⽂字とし
て設定されている⽂字が存在
する場合、メッセージを表⽰さ
せること。
また、異動を続けた場合は⾃
動的に証明書等の発⾏抑⽌
を設定できること。

特
記
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№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

333 2.5.1 市⺠課業務関
連システム連携

法務省端末連
携 1 市町村通知

市町村通知（特別永住者証明書の交
付⽇を含む。）について，法務省に⾃動
送信できること。

○ 120 1.13.1. 法務省連携市
町村通知

住⺠異動があった外国
⼈住⺠の市町村通知
を法務省連携端末に
送信する

【データ】市町村通知 必須

334 2.5.1 法務省端末連
携 1 市町村通知

上記対象者の処理結果について，⼀覧
表に出⼒できること。

○

335 2.5.1 法務省端末連
携 2 市町村通知の追加・

修正

市町村通知の追加・修正が必要な場合
は，本システムで修正した内容を反映さ
せた市町村通知が作成できること。

○

37 他業務
連　携

宛名連
携

住⺠記録（個⼈番号を含む）データを連携（提供）できること。
また、データは全件と異動差分のどちらにも対応できること。

234 その他 住記情報連携 住記情報
連携 他システムと連携できること   ⼤ 住記情報を他システムへ連携できること。

90 2.1.1 住⺠異動 共通事項 27 関係各課への連絡

異動処理結果について，関係課への連
絡が必要な場合は，本システムに内容登
録等を⾏うことにより，関係課に設置され
た端末を⽤いて，連絡事項の検索・把握
ができること。

204 バッチ 帳票 異動者⼀
覧 異動者の⼀覧を出⼒できること。   ⼤ 当⽇の異動情報を抽出し，異動前後の内容を⼀覧で出⼒で

きること。 73 住異動事由 その他異
動 異動累積

異動の累積データを期間、住⺠コー
ド、住⺠票コード等・時間帯で検索
できること。

要
望

76 住資料作成 資料作成 異動事由
別⼀覧表

異動受付、受付世帯情報、受付個
⼈情報により異動⽇⼜は届出⽇⼜
は処理⽇範囲、⽣年⽉⽇範囲、異
動事由を条件に異動事由別⼀覧
表が出⼒できること。

要
望

74 住異動事由 その他異
動 異動累積

異動の累積データを修正・削除でき
ること。

要
望

38 他業務
連　携

⼾籍シス
テム 本籍⼈の住所異動について、附票情報が連携できること 346 2.5.5 市⺠課業務関

連システム連携
⼾籍システム連
携 1 ⼾籍の附票連携（市

内異動）
本市本籍者の異動について，指定レイア
ウトにより連携できること。

○ 230 その他 住記-⼾籍連携 住記-⼾籍
連携 ⼾籍システムと連携できること。   ⼤

⼾籍システムと連携し，
附票参照機能（管内に本籍がある者について，転⼊等の異
動の際に附票情報を参照する機能），
⼾籍・住記連携（⼾籍の届出（出⽣等）により管内の⼾籍
に異動が発⽣し，住記にも異動が発⽣した場合に⼾籍の異
動情報を参照する機能），
附票更新機能（管内に本籍がある者について，転⼊等の異
動の際に⼾籍システムの附票情報を⾃動で更新する機
能），
住所⼈検索（本機能は⼾籍システム側に有する機能。管内
に本籍がなく住⺠票がある者について，⼾籍側の異動の際に
住記情報を参照する機能）
を有すること。

[⼾籍システムの⽤途
(連携基盤→ＥTP ⼾
籍システム)]
①住⺠記録の異動情
報からの⼾籍附票への
反映
②⼾籍システムへの住
⺠記録情報の表⽰及び
⼊⼒⽀援

連携追加機能(⼾籍異
動等→(連携基盤)→
住⺠記録等システム)
[住⺠記録等システムの
⽤途]　市⺠課参考資
料①参照
①⼾籍異動に伴う住⺠
記録の異動⼊⼒の⽀
援・活⽤
・記載(例:出⽣届), 消
除(例:死亡届)，修正
(例:婚姻届)
②⼾籍情報と住⺠記録
情報の照合

386 3.2.2 バッチ ⽇次 11 ⼾籍の附票修正

異動処理により，本市本籍⼈の⼾籍の
附票に修正が⽣じるものについて，⼀覧
表が作成・出⼒できること。

○

347 2.5.5 市⺠課業務関
連システム連携

⼾籍システム連
携 2 ⼾籍連携（住⺠登

録者）
⼾籍届出書⼊⼒時に，住所・世帯員情
報が連携（引⽤）できること。

39 抑　⽌
設　定 メモ機能

個⼈単位でメモ⼊⼒が可能で、処理注意の設定および解除が可能であること。
7 1.1 基本 共通 6

事務連絡
（事務処理上の留意
点等）

事務処理上の留意点等の伝達⽤とし
て，掲⽰板・メモ機能等を有しているこ
と。

○ 12 共通 ⼊⼒処理 メモ機能

各台帳等の情報に対して，任意に
特記事項の登録を⾏うメモ機能を
有する。

⼩ 同左
・重要度レベル，公開
期限，公開範囲の管
理が可能。

8 1.1 基本 共通 6
事務連絡
（事務処理上の留意
点等）

掲⽰板・メモ機能等の情報は，定期的な
内容チェック・削除処理⽤として，⼀覧表
を作成・出⼒できること。

○

91 2.1.1 住⺠異動 共通事項 28 メモ機能
処理注意の設定及び解除について，個
⼈単位の「メモ⼊⼒」ができること。

○

システム機能・抑⽌運⽤等基本機能　要件
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

150 11.2 法務省連携 1 異動処理連携（送信） 外国⼈住⺠に係る住⺠異動情報を記載したファイルを法務省連携端末に送信できること。 必須 市町村通
知 204 連携 法務省連携

市町村通知情報を法務省へ
提供できること。

A

249 住⺠
記録 246 連携 法務省連

携
市町村通知情報の作成が可能な
こと。

必須

159 外国⼈ 1

外国⼈に係る異動処理につ
き、⾃動もしくは選択により情
報連携端末経由で法務省へ
の市町村通知を送信できるこ
と。

基
本

153 11.2 法務省連携 4 住居地届受理
在留資格のある外国⼈から出⼊国管理及び難⺠認定法の規定に基づく住居地届を受理したことを記
録できること。

必須 255 住⺠
記録 253 その他

住居地届
出補正機
能

住居地届出補正機能が備わって
いること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

154 11.2 法務省連携 5 交付年⽉⽇変更 外国⼈への特別永住者証明書の交付に伴い，交付年⽉⽇を登録できること。 必須

206 連携 法務省連携

法務省とのデータ連携について
は、オンライン、媒体、いずれに
も対応できること。

A

254 住⺠
記録 252 その他 特別永住

者証明書
情報連携端末との連携が可能な
こと。

ﾊﾞｯﾁ ⽇
次

必須

165 外国⼈ 7

異動に伴う市町村通知が作
成でき、送信ができること。
媒体連携とオンライン連携いず
れにも対応していること。

基
本

207 連携 法務省連携

市町村通知データ、法務省通
知データのメンテナンスが画⾯
から⾏えること。 A

166 外国⼈ 8
市町村通知エラー情報の確認
や、取り込みが⾏えること。

基
本

208 連携 法務省連携

市町村通知データは、メンテナ
ンス画⾯から新規に作成ができ
ること。 A

157 帳票 帳票
指定期間内の事由別異動者
リストが作成できること。

A

224 住⺠
記録 220 帳票発

⾏
各種帳票
作成

指定期間内の事由別異動者リス
トが作成できること。

必須

167 EUC

異動受付、受付世帯情報、
受付個⼈情報により異動⽇⼜
は届出⽇⼜は処理⽇範囲、
⽣年⽉⽇範囲、異動事由を
条件に異動事由別⼀覧表が
出⼒できること。

161 帳票 帳票

指定した期間内に異動した住
⺠⼀覧を異動事由別、⾏政
区別に作成できること。

A

225 住⺠
記録 228 帳票発

⾏
各種帳票
作成

処理年⽉⽇を指定して各課通知
⽤の住⺠異動通知書が作成でき
ること。なお、異動履歴が残らない
修正があった場合は修正前の異
動情報を修正した状態で出⼒で
きること。

任意

175 帳票 帳票

処理年⽉⽇を指定して異動
届処理⼀覧表が作成できるこ
と。また、csvデータとして出⼒
できること。

A

226 住⺠
記録 229 帳票発

⾏
各種帳票
作成

任意の期間を指定して、その異動
期間内の異動分チェックリストが作
成できること。なおチェックリストの表
⽰項⽬は、住⺠票の記載事項が
確認できるものであること。

任意

178 帳票 帳票

住⺠の異動者⼀覧表を、抽
出条件（異動事由、届出年
⽉⽇の範囲）を指定して作成
できること。また、csvデータとし
て出⼒できること。 A

176 帳票 帳票

異動届を、年⽉⽇（異動年
⽉⽇、届出年⽉⽇、処理年
⽉⽇）の範囲を指定し作成で
きること。 B

67 2.3 職権異動
（減） 3 職権消除対象者抽出

任意の検索条件（18歳未満の抽出するための年齢 等）を指定し，消除者対象者が出⼒できるこ
と。

必須

児童虐待に
係る情報把
握に利⽤す
る想定

48 照会 照会

異動届の情報も電⼦的に管
理でき、画⾯で照会できるこ
と。

A

265 住⺠
記録 272 その他 その他

住⺠異動届および添付資料（転
出証明書など）をスキャナで読み
込み、電⼦データとして保存、削
除できること。
また、その電⼦データを簡易に検
索できること。

任意

155 11.3 他システム
連携 1 附票システム連携

管内本籍者の異動処理を完了（登録）したタイミングで，附票情報（19条1項通知の内容に相
当）を⼾籍システムへ送信できること。

必須 219 住⺠
記録 212 帳票発

⾏

住⺠基本
台帳関係
通知

19条1項通知の出⼒ができるこ
と。　異動事由毎出⼒件数・枚数
⼀覧が出⼒できること。

◆19条1項通知 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

95 他システム
連携 1

⼾籍システムへ管内本籍⼈の
異動情報を連携できること
（１９条１項通知相当の連
携）。

基
本

167 帳票 帳票

⼾籍の附票記載事項通知、
通知⼀覧表を、処理年⽉⽇
の範囲を指定し作成できるこ
と。また、csvデータとして出⼒
できること。 B

156 11.3 他システム
連携 2 ⼾籍システム異動情報連携

⼾籍届出による異動に伴い発⽣する住記システムへの職権処理に関して，⼾籍システムより提供され
るデータを取り込み，住⺠情報へ反映できること。
なお，⼾籍異動情報の取込みは⼀覧表⽰した上で取込む対象を選択し，住記情報へ反映できるこ
と。
また，住記情報へ反映されていない未処理状態（受信⽇より任意に指定された⽇数を経過）の⼾
籍異動情報を確認（画⾯またはチェックリスト等）できること。

必須

157 11.3 他システム
連携 3 ⼾籍システム参照

管内に本籍を置く者が転⼊してきた場合に，⼾籍システムから⼾籍情報（本籍，前住所等）を取込
めること。
その際，取り込んだ情報を適宜修正できること。

任意

4 0.1 管理 4 メモ管理

世帯及び個⼈に対して200⽂字以上のメモが設定できること。
世帯照会画⾯，個⼈照会画⾯においてメモ設定がなされていることが⼀⽬に理解でき，簡易に参照
可能なこと。

必須
印鑑は個⼈
メモのみ想
定

25 基本 抑⽌

住⺠基本台帳画⾯にはメモ
（付箋）機能として特記事項
等を添付することが可能で、検
索して画⾯表⽰を⾏った時に、
その旨のメッセージが表⽰され
注意を喚起することができるこ
と。 A

9 共通 23 システム
共通

メモ・特記事
項

各業務の即時画⾯に、メモとして
特記事項を⼊⼒および管理するこ
とができ、対象者の画⾯を照会し
た時にその旨のメッセージが表⽰さ
れること。
また、部署単位で登録および照会
権限を登録できること.

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

28 共通

世帯・個⼈ごとにメモを⼊⼒
し、照会や発⾏の際に表⽰で
きること。

15 共通1 15

世帯メモ、個⼈メモの⼊⼒、管
理が⾏えること。またメモが閲覧
できる業務範囲やメモの重要
度を設定できること。

基
本

93 住⺠
記録 49 照会 住⺠情報

照会
世帯注意事項（世帯メモ機能）
を管理できること。

任意

29 共通
メモ⼊⼒機能にテンプレートが
⽤意されていること。

29
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№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

当該個⼈または世帯について照会、異動処理を⾏う際、アラート表⽰がなされること。 126 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 14 メモ機能
アラートメッセージ表⽰等により，「メモ情
報有」がわかること。

○ 18 共通 出⼒処理 画⾯

照会・異動・発⾏処理時において，
メモ登録されていることが明確となる
表⽰をする。

中 同左

418 3.2.4 バッチ 随時 13 メモ登録者
対象者について，⼀覧表の作成・出⼒が
できること。

○

40 抑　⽌
設　定

異動⼊
⼒抑⽌

個⼈単位で異動⼊⼒を不可とする抑⽌設定および解除が可能であること。
当該個⼈または世帯について照会、異動処理を⾏う際、アラート表⽰がなされること。

103 2.1.3 住⺠異動 異動抑⽌ 1 異動抑⽌・解除
「異動抑⽌のみ」「発⾏抑⽌と併せて異動
抑⽌」が設定できること。

○ 181 オンライン 補助機能 処理抑⽌ 処理抑⽌機能を有すること。   ⼤

対象者について発⾏抑⽌，異動抑⽌，異動・発⾏抑⽌等の
設定が可能であること。⽂章の登録が可能であること。

⽂章を複数登録できる。
⽂章を１件につき１０
０字程度⼊⼒できる。
発⾏抑⽌については権
限のある者については，
⼀定時間のみ発⾏解除
を⾏わなくても，発⾏で
きる。

33 1.3.3.

⼾籍届出異動
（増減なし・減
増）・職権異

動(変更)

・異動⼊⼒の抑⽌ができるこ
と

必須

107 2.1.3 住⺠異動 異動抑⽌ 3

異動処理未済者
（申出・各届出等か
ら⼊⼒処理までの間・
その他の事情等）

「異動抑⽌のみ」「発⾏抑⽌と併せて異動
抑⽌」が設定できること。

○

119 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 7 異動抑⽌者
アラートメッセージ表⽰等により，「異動抑
⽌者」とわかること。

○ 3 住住⺠異動 照会 住⺠票照
会

照会中の対象者が異動停⽌者で
あった場合、その旨が明⽰されるこ
と。

必
須

4 住住⺠異動 照会 住⺠票照
会

照会中の対象者が異動停⽌者で
あった場合、詳細について別画⾯で
確認できること。

必
須

5 住住⺠異動 照会 住⺠票照
会

照会中の対象者が異動停⽌者で
あった場合、権限毎に詳細について
確認できるものとできないもので差を
設けられること。

必
須

148 バッチ
異動・発
⾏抑⽌
対象者

対象者⼀覧表を作成できること。 374 3.2.2 バッチ ⽇次 1
異動抑⽌対象者
証明書発⾏抑⽌対
象者

異動処理と連動して，対象者⼀覧表が
作成・出⼒できること。
（ＤＶ・ストーカー被害者等である⽀援
措置対象者を除く。）

○ 215 バッチ 帳票
処理抑⽌
対象者⼀
覧

処理抑⽌の対象者を⼀覧で出⼒で
きること。   ⼤

同左

41 抑　⽌
設　定

証明発
⾏抑⽌

個⼈単位で証明発⾏を不可とする抑⽌設定および解除が可能であること。
証明発⾏抑⽌はコンビニ交付および住基ネットＣＳにも抑⽌および解除の情報を連携すること。

317 2.2.3 証明書 発⾏抑⽌ 1 発⾏抑⽌・解除
「発⾏抑⽌のみ」「異動抑⽌併せて発⾏
抑⽌」の設定ができること。

○ 72 1.5.3. 発⾏制限

各種証明書の発⾏が
条件をつけて制限でき
る

・コンビニ交付システムへ制限
を⾃動連携できること
・住基ネットシステムへ⾃動
連携し、広域交付住⺠票の
発⾏を制限できること

【データ】[コンビニ交付連携]システム
へ即時連携
[住基ネット連携]広域交付住⺠票
発⾏制限連携

必須

120 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 8 発⾏抑⽌者
アラートメッセージ表⽰等により，「発⾏抑
⽌者」とわかること。

○

105 2.1.3 住⺠異動 異動抑⽌ 1 異動抑⽌・解除

住基ネット（広域住⺠票）・コンビニによ
る発⾏について，抑⽌・解除情報が連携
できること。

○

320 2.2.3 証明書 発⾏抑⽌ 1 発⾏抑⽌・解除

住基ネット（広域住⺠票）・コンビニによ
る発⾏について，抑⽌・解除情報が連携
できること。

○

83 住資料作成 資料作成
広域住⺠
票発⾏停
⽌者⼀覧

住⺠基本情報、広域住⺠票発⾏
停⽌情報より、広域住⺠票発⾏停
⽌者⼀覧を出⼒できること。

要
望

319 2.2.3 証明書 発⾏抑⽌ 1 発⾏抑⽌・解除 除票・改製原についても設定できること。 ○

104 2.1.3 住⺠異動 異動抑⽌ 1 異動抑⽌・解除
対象者について，記事の登録ができるこ
と。

318 2.2.3 証明書 発⾏抑⽌ 1 発⾏抑⽌・解除 記事の登録ができること。

42 抑　⽌
設　定

他システ
ム連携 抑⽌設定について他システムと連携できること。 92 1.12.1. ⽀援措置（Ｄ

Ｖ）(５）

登録されている宛名に
対し、DVに係る情報を
登録・変更・解除し、管
理する

・他業務システムにDV登録
データが連携されること

【データ】[他業務システム連携]DVフ
ラグ
【データ】[他業務システム連携]公開
メモ（職員周知⽤）
【データ】[他業務システム連携]その
他DV登録データ

加点

94 オンライン 異動受付 異動受付 異動受付機能を有すること。   ⼤

異動受付（届出を受理した場合に証明書発⾏の抑⽌がかか
る）の設定が⾏えること。
⼀度の処理で世帯全員が対象とされること。異動受付を解除
する機能を有するとともに異動処理を⾏う場合に⾃動的に異動
受付が解除されること。

異動受付を⾏った⽇時・
実施場所が分かる。

216 バッチ 帳票
異動受付
対象者⼀
覧

異動受付の対象者を⼀覧で出⼒で
きること。

  ⼤ 同左

106 2.1.3 住⺠異動 異動抑⽌ 2 実態調査対象者
「異動抑⽌のみ」「発⾏抑⽌と併せて異動
抑⽌」が設定できること。

○

121 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 9 実態調査対象者
アラートメッセージ表⽰等により，「実態調
査対象者」とわかること。

○

413 3.2.4 バッチ 随時 8 実態調査者
対象者について，⼀覧表の作成・出⼒が
できること。

○ 109 1.12.2. 住⺠実態調査
住⺠実態調査対象者
にフラグを設定できること

・実態調査対象者を登録で
きること
・実態調査の対象年度、依
頼者（課）が登録できるこ
と

【帳票】実態調査票(22）
【データ】・住⺠実態調査対象者⼀
覧(2-19）

必須

30
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

245 発⾏ 抑⽌

帳票を発⾏する際にメモ情報
等が⼊⼒されている場合には、
メモ内容の確認を求める警告
表⽰ができること。

A

16 共通1 16

⼊⼒したメモについて照会、発
⾏画⾯においてメモが存在する
旨のメッセージ表⽰等により注
意喚起を図ることができること。

特
記

1 0.1 管理 1 異動制御

世帯及び個⼈に対して，異動の禁⽌，注意等が管理(登録・変更・削除)でき，その事由が設定可
能であること。
また，該当者の⼀覧が出⼒できること。
200⽂字以上のメモが設定できること。

必須 21 基本 抑⽌

運⽤時間外の異動処理につい
ては、異動制限メッセージが表
⽰されること。

B

2 0.1 管理 2 発⾏制御

世帯及び個⼈に対して，証明発⾏の禁⽌，注意等が管理(登録・変更・削除)でき，その事由が設
定可能であること。また，該当者の⼀覧が出⼒できること。
200⽂字以上のメモが設定できること。

必須 20 基本 抑⽌
審査中等を考慮し住⺠票の
発⾏禁⽌の設定ができること。

A

＊37

住
記
0
3
8

住
⺠
情
報
管
理

覚
書

覚書フラグを設定できること
すべての住登者及び除票者に
対し、住⺠票発⾏停⽌コード･
広域交付住⺠票発⾏停⽌
コード・警告（成年被後⾒
⼈､本⼈の申し出、改製原出
⼒不可､その他､職権消除対
象者等）の制限ができること
成年被後⾒⼈､本⼈の申し
出、外字作成中等の区分に
従って、登録事由が複数管理
できること
メモ機能を併せて持っていること

1 201 住⺠
記録 182 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

異動審査中の住⺠票を発⾏抑⽌
できること。

必須

93 職権等他
異動 11

⽀援措置対象者等について、
住⺠票の発⾏制御ができるこ
と。
また発⾏制御について、区分ご
と及び制御理由の管理ができ
ること。
具体的には発⾏のみ不可、発
⾏・閲覧不可、その理由などの
⼊⼒、表⽰ができること。

基
本

＊39

住
記
0
4
0

住
⺠
情
報
管
理

覚
書

覚書フラグを解除できること
すべての住登者及び除票者に
対し、住⺠票発⾏停⽌コード･
広域交付住⺠票発⾏停⽌
コード・警告の制限を解除でき
ること
複数の事由が登録されていると
き、⼀部解除もできること

1

＊118

住
記
1
2
1

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

住
基
ネ
ッ
ト
と
の
連
携

覚書フラグ(本⼈の申し出、証
明書発⾏停⽌等のフラグ）情
報をかけて住記側で抑⽌をか
けた場合､ＣＳ側の広域交付
住⺠票の発⾏停⽌に連動でき
ること

1 145 住基ネット 9

住⺠票を停⽌するよう設定し
た場合、ＣＳ側の広域交付
住⺠票の発⾏停⽌に連動でき
ること。

基
本

123 DV等⽀援
措置 6

発⾏制限対象となっている者
について、広域交付住⺠票に
ついても⾃動で発⾏禁⽌とする
こと。

基
本

38

住
記
0
3
9

住
⺠
情
報
管
理

覚
書

住⺠票コード付番前の除票に
ついても覚書フラグの設定がで
きること

1

125 DV等⽀援
措置 8

情報提供ネットワークへの不開
⽰情報について⾃動で連携さ
れること。

基
本

159 11.3 他システム
連携 5 ＤＶ等⽀援者情報連携

以下のシステムに対してＤＶ等⽀援者情報（※１）をリアルタイムに連携すること。
　－⼾籍総合システム，業務共通基盤 等
　※１　ＤＶ⽀援対象者，⽀援状態（ＤＶ⽀援，ストーカー⽀援，児童虐待⽀援，暴⼒団離脱
者⽀援，その他⽀援 等）を表すメモ(メッセージ) 等

必須

161 12.1. ＤＶ等⽀援
者管理 2 ＤＶ等⽀援者連絡票

任意の条件により，ＤＶ等⽀援者情報連絡票（※１）が出⼒できること。
※1 申請⽇，満了⽇，⽀援番号，⽀援形態（ＤＶ⽀援，ストーカー⽀援，児童虐待⽀援，暴
⼒団離脱者⽀援，その他⽀援 等），申請者情報（⽒名，⽣年⽉⽇，住所，連絡先，本⼈確
認書類，前住所，前々住所，本籍，前本籍，備考 等），併せて⽀援する者情報（申請者との
関係，⽒名，⽣年⽉⽇，備考 等），加害者情報（⽒名，備考 等），備考　等

必須

関係部署へ
の情報共有
に利⽤する
想定

98 3.8 その他変更 4 実態調査対象者管理
実態調査対象者の管理（登録，解除）ができること。
登録されたものの⼀覧が出⼒できること。

必須
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

6
再

共　通
⽀援措
置対象
者照会

照会、異動時にＤＶストーカー⽀援者等の場合、注意を喚起するような画⾯設定を⾏うこと。 117 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 6
⽀援措置対象者等
（ＤＶ・ストーカー被
害者等）

アラートメッセージ表⽰等により，「⽀援措
置対象者等（ＤＶ・ストーカー被害者
等）」であると注意喚起ができること。

○ 17 共通 出⼒処理 画⾯

DV等，住⺠からの申請⼜は各業
務において発⽣する事項の登録によ
り当該住⺠に対する異動や発⾏動
作の制御が⼀元的に⾏われること。

⼤ 同左 51 住住⺠異動 ＤＶ等⽀
援措置 発⾏抑⽌

ＤＶ・ストーカー被害保護の処理に
対し、注意を喚起するメッセージを出
すことができること。
また、、証明発⾏については、警告
のレベルで抑⽌を設定し、解除権限
のあるもののみ解除できるようにする
こと。

必
須

118 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 6
⽀援措置対象者等
（ＤＶ・ストーカー被
害者等）

世帯・個⼈の両画⾯において，明確に表
⽰できること。

○ 99 1.12.1. ⽀援措置（Ｄ
Ｖ）(５）

登録されている宛名に
対し、DVに係る情報を
登録・変更・解除し、管
理する

・要⽀援者・併⽀援者を検
索した場合、検索結果画⾯
に住所が表⽰されないこと

加点

98

・要⽀援者・併⽀援者を選
択した場合、認証を求め、
閲覧理由を⼊⼒させること

加点

100
・該当者を選択した場合、
認証を求めること

加点

101

・管理者が認証することで端
末を問わず要⽀援対象者の
異動⼊⼒および帳票発⾏を
⾏うことができること

加点

321 2.2.3 証明書 発⾏抑⽌ 2
⽀援措置対象者等
（ＤＶ・ストーカー被
害者等）

⽀援措置対象者等（ＤＶ・ストーカー被
害者等）について，抑⽌設定ができるこ
と。

○ 183 オンライン 補助機能
ＤＶ・ス
トーカ適正
⽀援

ＤＶ・ストーカ適正⽀援の設定がで
きること。

  ⼤ 対象者についてＤＶ・ストーカ適正⽀援の設定ができること。

対象者であることが明確
に分かる表⽰機能があ
ること。
設定した情報について，
⼀覧表や名簿，通知
⽂書に加⼯できる。
証明発⾏ができる者の
権限が設定できる。

88
95 1.12.1. ⽀援措置（Ｄ

Ｖ）(５）

登録されている宛名に
対し、DVに係る情報を
登録・変更・解除し、管
理する

・設定内容は、「⽒名、⽣年
⽉⽇、住所、宛名番号、世
帯番号」は⼈物選択で設
定。
「開始⽇」、「終了⽇」、「制
限レベル」、「公開メモ（職
員周知⽤）」、「⾮公開メモ
（主管課管理⽤）」「ＤＶ
該当区分」「管理番号」。
なお、「終了⽇」設定なし＝
無期限を許可すること

加点

97

・設定内容はＤＶ該当区分
（要⽀援者・併⽀援者）
（Ｉ，Ｍ）

加点

94

・過去に⽀援措置対象者で
あった履歴が保存され、検
索・確認できること

加点

411 3.2.4 バッチ 随時 6
ＤＶ・ストーカー被害
者等である⽀援措置
対象者

対象者について，⼀覧表が作成・出⼒で
きること。

○ 210 バッチ 帳票
ＤＶ・ス
トーカ適正
⽀援

ＤＶ・ストーカ適正⽀援対象者を
⼀覧で出⼒できること。

  ⼤
同左

103 1.12.1. ⽀援措置（Ｄ
Ｖ）(５）

登録されている宛名に
対し、DVに係る情報を
登録・変更・解除し、管
理する

・条件別で⼀覧表を出⼒で
きること（EUCで対応でも
可）

【帳票】⽀援措置延⻑⼿続き通知
(28）
【データ】⽀援措置対象者⼀覧(2-
18）

加点

375 3.2.2 バッチ ⽇次 2
ＤＶ・ストーカー被害
者等である⽀援措置
対象者

異動処理と連動して，対象者⼀覧表が
作成・出⼒できること。
（異動抑⽌者・発⾏抑⽌者をを除く。）

○

387 3.2.3 バッチ ⽉次 1
ＤＶ・ストーカー被害
者等である⽀援措置
対象者

以下の更新及び通知等の作成・出⼒が
できること。
①前⽉期限到来者について，⽀援措置
の⼀括解除ができること，⼜は解除処理
⽤の対象者⼀覧表が作成・出⼒できるこ
と。
②翌⽉期限到来者について，⽀援措置
期間満了通知の出⼒ができること，⼜は
当該通知作成⽤の対象者⼀覧表が作
成・出⼒できること。

○ 201 バッチ 更新
ＤＶ・ス
トーカ適正
⽀援

ＤＶ・ストーカ適正⽀援対象者に
対し更新や通知書を出⼒できるこ
と。

  ⼤

ＤＶ・ストーカ適正⽀援対象者に対し以下の更新や通知書を
出⼒できること。
　前⽉期限到来︓ＤＶ・ストーカ適正⽀援を解除できること。
　翌⽉期限到来︓ＤＶ・ストーカ延⻑申出書を出⼒できるこ
と。

89 1.12.1. ⽀援措置（Ｄ
Ｖ）(５）

登録されている宛名に
対し、DVに係る情報を
登録・変更・解除し、管
理する

・要⽀援者・併⽀援者を登
録・変更・解除ができること

【帳票】決定通知書、関係市町村通
知
【データ】[コンビニ交付]システムへ即
時連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ

加点

90

・要⽀援者・併⽀援者を登
録されることで⾃動的に該当
者が登録されないこと（M,I)

加点

91

・管理者以外の者が登録・
変更・解除に係る操作がで
きないこと

加点

93

・⽀援措置対象者の登録・
変更・削除の際、同⼀世帯
内の複数名について⼀括で
（同⼀画⾯内で）処理でき
ること

加点

102

・ＤＶのフラグを保持したまま
要⽀援対象者の異動⼊⼒
および帳票発⾏を⾏うことが
できること

加点

7 共　通
⽀援措
置対象
者管理

⽀援措置の期間満了後も⾃動的に制御の解除は⾏わないこと。 96
・終了⽇を経過しても⾃動で
解除されないこと

加点

5 抑　⽌
設　定

⽀援措
置

⽀援措置対象者の抑⽌設定を⾏う場合、解除⽇が１年後の⽇付が初期表⽰１年以上先の⽇付の場
合アラートが表⽰されること。
また、期間満了⽉の前⽉に⽀援措置延⻑申請書と対象者⼀覧を⾃動出⼒すること。

322 2.2.3 証明書 発⾏抑⽌ 2
⽀援措置対象者等
（ＤＶ・ストーカー被
害者等）

抑⽌設定は，申出⽇から期間満了⽇
（解除⽇）が１年を越える場合にアラー
トメッセージ表⽰等，対象者について適
正に設定できること。

○

←基本要件１－３　 個 別 カ ス タ マ イ ズ 要 件 より移動
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

160 12.1. ＤＶ等⽀援
者管理 1 ＤＶ等⽀援者管理

・ＤＶ等⽀援者情報(※1)が管理（登録，変更，削除，照会）できること。
管理情報は申請毎に履歴管理できること。
・なお，ＤＶ等⽀援者を軸に当⼈の異動情報等を時系列等で参照できること。
・また，任意の条件により，任意のタイミングでＤＶ等⽀援者情報を出⼒（テキスト情報）できるこ
と。
・ＤＶ等⽀援者として登録された者に対して，証明発⾏の禁⽌等の発⾏制御ができること。
・当該⽀援者に対しする状態管理は，「個⼈に対する異動の禁⽌」とは独⽴した項⽬として管理され
ること。
※1 申請⽇，満了⽇，⽀援番号，⽀援形態（ＤＶ⽀援，ストーカー⽀援，児童虐待⽀援，暴
⼒団離脱者⽀援，その他⽀援 等），申請者情報（⽒名，⽣年⽉⽇，住所，連絡先，本⼈確
認書類，前住所，前々住所，本籍，前本籍，備考 等），併せて⽀援する者情報（申請者との
関係 ⽒名 ⽣年⽉⽇ 備考 等） 加害者情報（⽒名 備考 等） 備考 等

必須

（ＤＶ等
⽀援者情
報の出⼒
（テキスト
情報）は本
市で作成す
るツールに取
り込み利⽤
する想定）

246 発⾏ 抑⽌

発⾏画⾯で、印刷操作をおこ
なう前に、DV（ドメスティックバ
イオレンス）対象者、或いは申
出等による発⾏抑⽌者の把握
ができること。

A

90 住⺠
記録 45 照会 住⺠情報

照会

ＤＶ・ストーカー⽀援者、成年被
後⾒⼈等の他、任意の設定がで
き、照会時にメッセージ表⽰ができ
ること。

必須

121 DV等⽀援
措置 4

照会、発⾏画⾯において⽀援
措置対象者である旨のメッセー
ジや警告マークが表⽰され、注
意喚起を促すこと。

基
本

202 住⺠
記録 185 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

ＤＶ・ストーカー⽀援者、成年被
後⾒⼈等の他、任意の設定がで
き、証明発⾏時等に帳票出⼒時
における警告メッセージの表⽰や出
⼒抑⽌の制御ができること。

必須

29 共通2 29

⽀援措置者の検索及び発⾏
画⾯表⽰時に住所を表⽰しな
い設定ができること（アスタリス
クで表⽰するなど）

特
記

44 証明発⾏ 10

発⾏対象者が⽀援措置者で
ある場合、確認のメッセージや
警告マークが表⽰され注意喚
起を促すこと。

基
本

47 証明発⾏ 13

⽀援措置対象者の証明書発
⾏について、管理者ＩＤやパ
スワードによる１回限りの発⾏
制限解除であること。（発⾏
後に再度発⾏制限をかける必
要がないこと）

基
本

118 DV等⽀援
措置 1

対象者についてフラグ等による
管理を⾏える。

また他市受けの情報についての
管理も⾏えること。

基
本

また当市での措置開始からの
異動情報等（加害者情報、
申請の経緯等）の履歴等の
管理も⾏える。

122 DV等⽀援
措置 5

照会、発⾏画⾯において、更
新期⽇が近いこと、期⽇が満
了している等のメッセージが表
⽰されること。

特
記

119 DV等⽀援
措置 2

対象者について、条件指定に
よる⼀覧表等の出⼒ができる
（対象者、終了予定者、終
了者など）。

基
本

162 12.1. ＤＶ等⽀援
者管理 3 交付停⽌措置（ＤＶ等⽀

援者）期間満了者通知
有効期間満了に伴いリストが出⼒されること。
また，任意の条件指定により，有効期間満了者リストを出⼒できること。

必須

（満了者リ
ストは満了
期限の前に
把握するた
めに利⽤す
る想定）

120 DV等⽀援
措置 3

条件指定による対象者につい
て、所定の様式による各種通
知の発⾏ができる。
（決定通知、却下通知、更
新通知、終了通知等）

特
記
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

43 抑　⽌
設　定

事由管
理 抑⽌設定の事由を管理できること。その際、事由毎に備考等を⼊⼒できること。 108 2.1.3 住⺠異動 異動抑⽌ 4 抑⽌の事由 事由について，管理できること。 ○

388 3.2.3 バッチ ⽉次 2
住⺠異動に係る不受
理申出者（設定）の
抑⽌・解除

抑⽌設定について，申出⽇から期間満
了⽇（解除予定⽇）が６か⽉を越える
場合に，アラートメッセージ表⽰，⼜は該
当者リスト出⼒等により確認できること。

○

389 3.2.3 バッチ ⽉次 2
住⺠異動に係る不受
理申出者（設定）の
抑⽌・解除

期間満了⽇の前⽉該当者リスト・期間満
了通知書が作成・出⼒できること。

○

52 2.1.1 住⺠異動 共通事項 5 本⼈確認記録

官公署等が発⾏する写真付本⼈確認書
類（個⼈番号カード・在留カード・運転免
許証・旅券等）・各種保険証等，何れ
の⽅法により本⼈確認を⾏ったかが管理
できること。

○

79 2.1.1 住⺠異動 共通事項 20 居所情報（居所登
録者）

通知カード等の送付先情報について，設
定ができること。

○

80 2.1.1 住⺠異動 共通事項 20 居所情報（居所登
録者）

「現住所と相違する」通知カード等の送付
先情報（居所登録者）について，⼿動
により，登録できること。

○

81 2.1.1 住⺠異動 共通事項 20 居所情報（居所登
録者） 登録内容について，照会できること。 ○

124 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 12 居所登録者（現住
所と相違する者）

アラートメッセージ表⽰等により，「居所登
録者（現住所と相違する者）」とわかるこ
と。

○

379 3.2.2 バッチ ⽇次 5 居所登録者（現住
所と相違する者）

異動処理と連動して，対象者⼀覧表が
作成・出⼒できること。

○

125 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 13 異動⼊⼒時の証明取
得

アラートメッセージ表⽰等により，⼊⼒時
点で「同⽇，既に住⺠票等を取得してい
る場合」は，その旨がわかること。

44 抑　⽌
設　定

備考出
⼒

あらかじめ設定された備考欄記載事項を編集または新規作成して、証明書に印字する・印字しないの設
定が⾏えること。

項番２１「備考⼊⼒事項管理」に記載

45 抑　⽌
設　定

除対象
者記載 世帯票の場合と同様に、除になった世帯構成員も画⾯表⽰できること。 項番２８「異動履歴検索」に追加記載

46
本⼈通

知
制度

登録管理 本⼈通知制度の申出内容を登録管理できること 414 3.2.4 バッチ 随時処理 9 「本⼈通知制度」登
録者

対象者について，⼀覧表の作成・出⼒が
できること。

○ 185 オンライン 補助機能
本⼈通知
制度登録
者

本⼈通知制度登録者の設定ができ
ること。

  ⼤
対象者について本⼈通知制度登録者の設定ができること。

対象者であることが明確
に分かる表⽰機能があ
る。
設定した情報について，
⼀覧表や名簿，通知
⽂書に加⼯できる。

*111 1.12.4. 登録型本⼈通
知制度

登録型本⼈通知制度
登録者について、
⽉次で住⺠票交付数
を集計し、
交付した旨の通知を送
付する

【帳票】　※桁あふれの場合は帳票を
出⼒
・住⺠票交付通知(26）
・登録期間満了通知(27）
【データ】・登録者⼀覧(2-21）
・登録者住⺠票発⾏⼀覧(2-22）
・登録期間満了者⼀覧(2-23）

加点

47
本⼈通

知
制度

画⾯表⽰ 登録者の住⺠票等を交付する際に画⾯確認できること。 380 3.2.2 バッチ ⽇次処理 6 本⼈通知制度

事前登録者の住⺠票の写し等が交付さ
れた場合に，当該事実を把握できる機
能を有していること。

○

48
本⼈通

知
制度

通知書出⼒
登録者の証明書発⾏履歴をもとに本⼈宛の通知書（発⾏⽇・請求者・証明書種別・枚数）が出⼒で
きること。

381 3.2.2 バッチ ⽇次処理 6 本⼈通知制度

事前登録者の住⺠票の写し等が交付さ
れた場合は，該当者宛「証明書を発⾏し
た旨」の通知が作成・出⼒できること。

○ 174 オンライン 発⾏
住⺠票第
三者請求
確認書

証明書を発⾏した旨の通知を⾏う
ための通知書を発⾏できること。

  ⼤

住⺠票及び記載事項証明書について第三者から発⾏請求が
あった場合に異動者に証明書を発⾏した旨の通知を⾏うための
通知書を発⾏できること。
通知書は，証明書の種類，発⾏⽇，通数の情報が記載さ
れること。

オンライン⼜はバッチ処理
を選択できる。

324 2.2.4 証明書 その他処理 2 交付通知書（事前
登録⽅式）

事前登録者については，データ上で区別
ができること。

○

*112 ・登録者の住⺠票交付の際
に本⼈請求・代理⼈請求・
第三者請求の別が選べるこ
と

加点

*113 ・当該区別が登録者住⺠票
発⾏⼀覧で確認できること

【データ】登録者住⺠票発⾏⼀覧
(2-22）

加点

*114 ・本⼈宛通知の発⾏履歴が
残ること

【帳票】住⺠票交付通知(26）
【帳票】登録期間満了通知(27）

加点

49 証　明
発　⾏

全部⼀
部選択

世帯員全員か⼀部か選択できること。
279 2.2.2 証明書 発⾏ 1 住⺠票の写し

「世帯全員分」「⼀部の世帯員（単
独）」「⼀部の世帯員（複数）」につい
て，選択できること。

○ 62
63 1.5.1. 証明書交付

住⺠の申請に基づき、
証明書（住⺠票、住
⺠票記載事項証明書
等）を出⼒する。

【帳票】(13）住⺠票 必須

全部を選択した場合、証明書に「この写しは、世帯全員の住⺠票の原本と相違ないことを証明する。」を
出⼒すること。
⼀部を選択した場合、対象者を選択でき、「この写しは、住⺠票の原本と相違ないことを証明する。」を出
⼒すること。

280 2.2.2 証明書 発⾏ 1 住⺠票の写し

出⼒対象に応じて，以下２パターンの認
証⽂を⾃動切替えで印字できること。な
お，「〜する／〜します」は問わない。
①この写しは，世帯全員の住⺠票の原
本と相違ないことを証明する。
②この写しは，住⺠票の原本と相違ない
ことを証明する。

○

証明発⾏機能
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

73

住
記
0
7
4

住
⺠
情
報
管
理

画
⾯
表
⽰

覚書のフラグが付いている者に
ついては、追加操作によりその
種別(職権消除対象者、成年
被後⾒⼈等)が確認できること

1

109 異動 異動

本⼈確認情報（確認有無、
確認⽅法、異動届受理通知
発⾏有無）が⼊⼒できること。

B

42

住
記
0
4
3

住
⺠
情
報
管
理

コ
メ
ン
ト
表
⽰

転⼊転出時にどのような確認
を本⼈に対して⾏ったのか記録
できること
本⼈確認の記録機能を有する
こと

1 110 住⺠
記録 70

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

本⼈確認情報の⼊⼒（確認の
有無・対象者・本⼈確認⽅法・備
考欄）及び本⼈確認通知の⼊
⼒（送付先住所、異動者）が⼊
⼒画⾯から⾏えること。

◆住⺠異動届受理通知 任意

220 住⺠
記録 213 帳票発

⾏

本⼈確認
未確認⼀
覧

本⼈確認未確認⼀覧表の発⾏
ができること。

●窓⼝で本⼈確認ができ
なかった場合、受付担当者
が同時に本⼈確認通知を
発送する。運⽤によっては、
まとめて発送する場合があ
り、その場合は⼀覧表が必
要。
◆本⼈確認未確認⼀覧
表

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

任意

257 番号制度 異動処理

個⼈番号の通知カードに関す
る送付先情報の作成ができる
こと。 A

258 番号制度 異動処理

個⼈番号の通知カードに関す
る送付先情報の作成におい
て、現住所とは異なる住所、
⽒名を送付先として設定でき
ること。 A

259 番号制度 異動処理

個⼈番号の通知カードについ
て、返還情報（「未対応」「対
応中」「対応済」）を管理でき
ること。 A

124 7.1 本⼈確認通
知 1 対象者管理

事前登録型本⼈確認通知対象者情報を管理（登録，変更，削除）できること。
なお，任意の指定により有効期間設定の有無が選択でき，その期間指定ができること。

必須 15 基本 抑⽌
本⼈通知登録者を管理できる
こと。

A

209 住⺠
記録 191 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

県として進めようとしている証明書
の第三者請求に係る本⼈通知制
度に対応できること

●法制度化されていなくて
も県統⼀の制度について
は、対応可能になること。
具体策が決定しているわけ
ではないが、第３者請求に
対する本⼈通知を希望す
る⼈に対して登録が可能な
こと及びその⼈の証明を発
⾏しようとすると、メッセージ
等が表⽰されることなど

ｵﾝﾗｲﾝ 必須

127 7.1 本⼈確認通
知 4 該当者抽出処理

本⼈以外（代理⼈含む）から住⺠票の写しの請求があった場合，その旨を表⽰できること（※1）。
指定した期間内に，本⼈以外（代理⼈含む）から住⺠票の写しの請求があった住⺠，請求年⽉⽇
等を⼀覧として表⽰できること。

必須

※1 （ポッ
プアップで任
意のメッセー
ジが表⽰さ
れる想定）

125 7.1 本⼈確認通
知 2 通知書

事前登録型本⼈確認通知対象者の住⺠票が発⾏された場合には，本⼈への通知書が出⼒されるこ
と。

必須

126 7.1 本⼈確認通
知 3 期間満了者通知

有効期間満了に伴い通知書が出⼒されること。
また，任意の条件指定により，有効期間満了者リストを出⼒できること。

任意

（満了者リ
ストは事前
に把握する
ために利⽤
する想定）

164 帳票 帳票

本⼈代理⼈⼜は第三者からの
交付請求により、住⺠票の写
し等が発⾏された場合、本⼈
通知書の作成ができること。ま
た、発送者⼀覧が作成できそ
のデータをもとに警告情報登録
者を抽出し、別途⼀覧表が作
成できること。 A

114 6.1 証明書発⾏ 1 住⺠票の写しの発⾏（個⼈
票）

住⺠票（除票を含む）※１の証明発⾏ができること。また，通称履歴も併せて発⾏できること。
以下の事項に対応可能なこと。
　・発⾏条件（本籍地・続柄・住⺠票コード・旧姓・個⼈番号・国籍・在留資格・在留カード番号・在
留期間・期間満了⽇・規定区分・個⼈備考欄・国籍取得等の記載の有無）を制御できること。
　・転出予定⽇前に住⺠票を発⾏する際は，届出前の状態にて出⼒できること。
　・世帯内の複数⼈を選択して出⼒できること。
　・複数⾴に渡る証明書について，契印（穿孔）を不要とするため，ページ数の出⼒が可能なこと。
　・海外転出予定者の場合，転出予定⽇，転出先の情報が印字できること。
　・帰化によって⽇本国籍を取得した元特別永住者の場合，「帰化に関する記載」を印字されないこ
と。
　・また，任意に選択することにより「帰化に関する記載」を印字できること。

必須

※1 当該帳
票は個⼈票
形式である
こと。

2 基本 －

住⺠票は法定記載事項、個
別記載事項（基礎年⾦番
号、被保険者番号等）が記
載できること。また、任意に項
⽬が管理できること。

A

89

住
記
0
9
0

発⾏

証
明
書
等
の
出
⼒

住⺠票、記載事項証明等の
発⾏ができること
住⺠票の出⼒は､個⼈票／世
帯票の選択ができること

1 210 住⺠
記録 192 帳票発

⾏
住⺠票個
⼈

発⾏する対象者を選択できるこ
と。
また、複数⼈の同時発⾏ができる
こと。
また、複数国籍世帯においても、
発⾏できること。
履歴を載せる、載せないの選択が
できること。
転出予定⽇が未到来の場合、住
⺠票の転出先住所欄が省略可
能であること。
本籍地、主／続柄、住⺠票コー
ド、備考の記載の有無を選択して
の発⾏ができること。
また 備考については必要な備考

◆住⺠票（個⼈票）
●４履歴までの記載に対
応していること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

発⾏ 129

住⺠票発⾏の際、世帯主・続
柄・本籍・筆頭者・住⺠票コー
ド・備考・転出先住所、在留
情報等の外国⼈固有項⽬が
任意に選択できること。
また、外国⼈の住⺠票について
は、同⼀の住⺠票発⾏画⾯に
おいて「通称の記載及び削除
に関する事項」が任意に発⾏
できること。

36 証明発⾏ 2

住⺠票発⾏の際、世帯構成
画⾯から該当者の選択がで
き、形式の指定（連記式・個
⼈票の別、履歴の有無）、項
⽬出⼒指定（世帯主・続柄、
本籍・筆頭者、住⺠票コード、
個⼈番号、旧姓、備考）が可
能であること。

基
本

149 発⾏ 証明

証明書が複葉にわたる場合、
認証⽂を1枚⽬に印字するか
最終ページに印字するかの設
定ができること。

B

57

住
記
0
5
8

住
⺠
情
報
管
理

出
⼒
処
理

認証⽂については、⼀部である
か全部であるかを含めて、シス
テム上で複数のものの中から選
択でき、⾃動認証される機能
を持つこと

1 37 証明発⾏ 3

外国⼈を含む住⺠票発⾏の
際、２であげた形式及び項⽬
出⼒指定の他、国籍・地域、
３０条の４５に規定する区
分、在留資格、在留期間等、
満了⽇、在留カード等番号、
⽒名のカタカナ表記、通称記
載削除事項の出⼒指定も可
能であること。

基
本
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

44 住住⺠異動 証明書発
⾏ 住⺠票

世帯連記式の住⺠票の発⾏が⾏え
ること。

必
須

45 住住⺠異動 証明書発
⾏ 住⺠票

変更履歴を抹消線（⾒え消し）で
記載した個⼈票形式の住⺠票の発
⾏が⾏えること。

必
須

46 住住⺠異動 証明書発
⾏ 住⺠票

個⼈票形式の住⺠票の発⾏時に
履歴を記載する・しないの選択が⾏
えること。

必
須

50 証　明
発　⾏

項⽬選
択 ⼾籍情報、続柄、備考、住⺠票コード、マイナンバー等その他各項⽬の記載・省略を選択できること。 295 2.2.2 証明書 発⾏ 5 項⽬選択

住⺠票の写し（除票・改製原を含む）・
記載事項証明書は，項⽬の選択（必
須項⽬を除く。）し，発⾏できること。

○ 159 オンライン 発⾏ 発⾏共通
証明書の記載事項について省略を
選択できること。

  ⼤ 同左  6263 1.5.1. 証明書交付

住⺠の申請に基づき、
証明書（住⺠票、住
⺠票記載事項証明書
等）を出⼒する。

【帳票】
住⺠票記載事項証明書 必須 48 住住⺠異動 証明書発

⾏ 住⺠票

記載項⽬（本籍・筆頭者・続柄・
世帯主・備考・住⺠票コード・個⼈
番号・外国⼈項⽬）について出⼒
有無の設定ができること。

必
須

296 2.2.2 証明書 発⾏ 5 項⽬選択
選択しない項⽬は，「省略」「以下余⽩」
が印字できること。

○

68 1.5.1. 証明書交付

・住⺠票コードおよび個⼈番
号記載の帳票を発⾏しようと
した際、誤発⾏防⽌の確認
アラートが出ること

必須

281 2.2.2 証明書 発⾏ 1 住⺠票の写し

必須項⽬以外の項⽬（世帯主名・続
柄，本籍・筆頭者，外国⼈特有項⽬，
備考，住⺠票コード，個⼈番号等）
は，選択して発⾏できること。

○

69 1.5.1. 証明書交付

・平成28年11⽉11⽇総⾏
住第214号通知（個⼈番
号を記載した住⺠票の写し
等の交付に係る適正な事務
処理の徹底について（通
知））に準拠した制御が⾏
われること

必須

163 オンライン 発⾏ 発⾏共通 超過項⽬や外字を出⼒できること。   ⼤
⽒名や住所等の超過したものや未登録外字を使⽤したものに
ついては，証明書発⾏時に超過内容を記載したリストを出⼒
できること。

282 2.2.2 証明書 発⾏ 1 住⺠票の写し
外国⼈の通称の記載・削除履歴は，出
⼒指⽰により発⾏ができること。

○ 165 オンライン 発⾏ 住⺠票写
し

外国⼈の場合は通称履歴を印字
できること。

  ⼤
同左 ⽒名・⽣年⽉⽇・住所

が他の項⽬より⽂字が
⼤きく印字されること。

51 証　明
発　⾏

世帯員
並び順
変更

世帯員の並び順を任意に設定でき、設定情報を保持できること。 283 2.2.2 証明書 発⾏ 1 住⺠票の写し
世帯員の出⼒順位は，変更して発⾏で
きること。

○ 149 オンライン 修正異動 記載順位
変更

住⺠票に記載される世帯員の順番
を変更できること。

  ⼤ 同左

54 2.1.1 住⺠異動 共通事項 7 記載順 続柄等により，⾃動で設定されること。 ○ 81 オンライン 共通 記載順位
住⺠票に記載する順番について設
定ができること。

  ⼤ 住⺠票に記載する順番について続柄等により⾃動的に決定さ
れること。

55 2.1.1 住⺠異動 共通事項 7 記載順
同⼀⽣年⽉⽇・同⼀続柄・外国⼈は，
任意に設定できること。

○ また，同じ⽣年⽉⽇・続柄の者や外国⼈のために，住⺠票に
記載される世帯員の順番を任意に設定できること。

52 証　明
発　⾏

転出予
定

異動⽇の前⽇または転出確定まで残存世帯員とともに世帯連記式で出⼒できること。
それ以降は除票とすること。

284 2.2.2 証明書 発⾏ 1 住⺠票の写し

転出予定者がいる場合，転出予定⽇の
前⽇（転出確定者を除く）までは，転
出者予定者を同⼀世帯者であった世帯
員とともに，発⾏できること。

○

285 2.2.2 証明書 発⾏ 1 住⺠票の写し
転出予定⽇以降は，転出確定者でなく
とも⾃動で「除票」と明記できること。

○

54 証　明
発　⾏

性別選
択

住⺠票記載事項証明書・印鑑登録証明書について、性別の記載有無を任意選択できること。（ＬＧ
ＢＴ対応）

53 証　明
発　⾏

除かれた
住⺠票
の写し

世帯連記式または個⼈票様式で発⾏でき、備考欄に消除理由を記載できること。 287 2.2.2 証明書 発⾏ 2 住⺠票の写し（除
票）

個⼈票（⼜は世帯票）により発⾏できる
こと。

○ 167 オンライン 発⾏ 住⺠票写
し

除票，改製原住⺠票の発⾏ができ
ること。

  ⼤ 同左
⽒名・⽣年⽉⽇・住所
が他の項⽬より⽂字が
⼤きく印字されること。

62
63 1.5.1. 証明書交付

住⺠の申請に基づき、
証明書（住⺠票、住
⺠票記載事項証明書
等）を出⼒する。

【帳票
旧住⺠票
【帳票】旧々住⺠票（Ｔ、Ｍ）
(６）

必須

288 2.2.2 証明書 発⾏ 2 住⺠票の写し（除
票） ⾃動で「除票」と明記できること。 ○

289 2.2.2 証明書 発⾏ 2 住⺠票の写し（除
票）

出⼒対象に応じ，以下２パターンの認証
⽂を⾃動で切替えて印字できること。な
お，「〜する／〜します」は問わない。
（世帯票が無い場合は①）
①この写しは，除かれた住⺠票の原本と
相違ないことを証明する。
②この写しは，除かれた世帯全員の住⺠
票の原本と相違ないことを証明する。

○

55 証　明
発　⾏

改製原
住⺠票
の写し

個⼈票様式で発⾏でき、備考欄に改製理由を記載できること。 290 2.2.2 証明書 発⾏ 3 住⺠票の写し（改製
原）

個⼈票（⼜は世帯票）により発⾏できる
こと。

○ 167 オンライン 発⾏ 住⺠票写
し

除票，改製原住⺠票の発⾏ができ
ること。

  ⼤ 同左
⽒名・⽣年⽉⽇・住所
が他の項⽬より⽂字が
⼤きく印字されること。

64 1.5.1. 証明書交付

住⺠の申請に基づき、
証明書（住⺠票、住
⺠票記載事項証明書
等）を出⼒する。

・除票改製原住⺠票が出⼒
できること

【帳票】除票改製原住⺠票 必須

291 2.2.2 証明書 発⾏ 3 住⺠票の写し（改製
原） ⾃動で「改製原」と明記できること。 ○
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

121 発⾏ 発⾏
住⺠票の写しを個⼈票様式に
て発⾏できること。 A

134 発⾏ 証明

住⺠票の写し（個⼈）の発
⾏において、住⺠票履歴を印
字するか最新履歴のみ印字す
るかを発⾏時に指⽰できるこ
と。 A

115 6.1 証明書発⾏ 2 連記式住⺠票の発⾏（個
⼈票）

1葉で複数の世帯構成員を記載できる様式での証明発⾏ができること。また，通称履歴も併せて発⾏
できること。
以下の事項に対応可能なこと。
　・発⾏条件（本籍地・続柄・住⺠票コード・旧姓・個⼈番号・国籍・在留資格・在留カード番号・在
留期間・期間満了⽇・規定区分・個⼈備考欄・国籍取得等の記載の有無）を制御できること。
　・世帯内の複数⼈を選択して出⼒できること。
　・海外転出予定者の場合，転出予定⽇，転出先の情報が印字できること。
　・帰化によって⽇本国籍を取得した元特別永住者の場合，「帰化に関する記載」を印字されないこ
と。
　　また，任意に選択することにより「帰化に関する記載」を印字できること。

必須 128 発⾏ 証明

住⺠票の写し（個⼈、世帯）
の発⾏において、世帯主、続
柄、本籍、筆頭者、国籍・地
域、30条45規定区分、在留
資格、在留期間等、在留期
間の満了⽇、在留カード等の
番号、カタカナ表記、住⺠票
コード、備考、転出先住所、
通称履歴欄の記載省略が任
意に可能であること。記載項⽬
の初期値は、パラメータにて設
定できること。また世帯で発⾏
する場合、住⺠票コードの印
字は世帯員ごとに制限ができる
こと A

211 住⺠
記録 197 帳票発

⾏
住⺠票世
帯票

発⾏する対象者を選択できるこ
と。また、複数⼈の同時発⾏がで
きること。
また、複数国籍世帯においても、
発⾏できること。
本籍地、主／続柄、住⺠票コー
ド、備考の記載の有無を選択して
の発⾏ができること。

◆住⺠票（世帯票） ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

19 基本 外字

外字作成中の住⺠票について
は、その旨が明⽰化され、かつ
印刷時にはメッセージが表⽰さ
れ注意を喚起することができる
こと。 A

17 基本 順序

世帯内の順序を⾃動的に設
定し任意に変更可能であるこ
と。なお、世帯内順序は住⺠
票（世帯写し）等の印刷順
序となっていること。 A

54

住
記
0
5
5

住
⺠
情
報
管
理

出
⼒
処
理

出⼒／表記順は世帯主が先
頭となり、世帯主から⾒て親等
の近い者からとし、同じ親等内
の者については⽣年⽉⽇の古
い順にできること

1 13 共通1 13

世帯内での続柄による並び順
は規定値の他、任意でも変更
できること。
並び順の規定値は運⽤により
変更可能なこと

基
本

*56

住
記
0
5
7

住
⺠
情
報
管
理

出
⼒
処
理

世帯票もしくは個⼈票が複葉
に渡る場合の出⼒順は、並び
替え等の⼈的処理が不要であ
ること。また、認証⽂等は、1枚
⽬に表記できること

1

55

住
記
0
5
6

住
⺠
情
報
管
理

出
⼒
処
理

双⼦については、⼊⼒順に出
⼒／表記できること

1

*130

住
記
1
3
3

警
告
表
⽰

転出予定者から転出予定⽇
前に住⺠票等の証明発⾏の
申請があった場合､警告メッ
セージが出ること

1

18 基本 性別

住⺠宛外部帳票の性別欄を
印字させない設定ができるこ
と。 B

116 6.1 証明書発⾏ 3 改製除票の発⾏

改製除票の証明発⾏ができること。
以下の事項に対応可能なこと。
　・発⾏条件（本籍地・続柄・住⺠票コード・旧姓・個⼈番号・国籍・在留資格・在留カード番号・在
留期間・期間満了⽇・規定区分・個⼈備考欄・国籍取得等の記載の有無）を制御できること。
　・帰化によって⽇本国籍を取得した元特別永住者の場合，「帰化に関する記載」を印字されないこ
と。
　　また，任意に選択することにより「帰化に関する記載」を印字できること。

必須 125 発⾏ 発⾏
除票者の住⺠票が発⾏できる
こと。

A

213 住⺠
記録 201 帳票発

⾏
住⺠票原
票

世帯員、改製番号を選択して発
⾏ができること。
除票者の発⾏、改製原の発⾏で
きること。

◆住⺠票原票 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

41 証明発⾏ 7

住⺠データについて除票及び
改製後も証明の発⾏が⾏える
こと
（平成２３年６⽉３０⽇ま
でに５年を経過した除票、改
製データは除く）。

基
本

126 発⾏ 発⾏
改製原の住⺠票が発⾏できる
こと。

A

212 住⺠
記録 199 帳票発

⾏
改製原住
⺠票

改製暦の照会ができ、発⾏する改
製原住⺠票の選択ができること。
本籍地、主／続柄、住⺠票コー
ド、備考の記載の有無を選択して
の発⾏ができること。

◆改製原住⺠票 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

41 証明発⾏ 7

住⺠データについて除票及び
改製後も証明の発⾏が⾏える
こと
（平成２３年６⽉３０⽇ま
でに５年を経過した除票、改
製データは除く）。

基
本
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

292 2.2.2 証明書 発⾏ 3 住⺠票の写し（改製
原）

出⼒対象に応じ，以下２パターンの認証
⽂を⾃動で切替えて印字できること。な
お，「〜する／〜します」は問わない。
（世帯票が無い場合は①）
①この写しは，除かれた住⺠票の原本と
相違ないことを証明する。
②この写しは，除かれた世帯全員の住⺠
票の原本と相違ないことを証明する。

○

56 証　明
発　⾏

住⺠票
記載事
項証明
書

世帯員全員か⼀部か選択できること。⼀部の場合は対象者を選択できること。 293 2.2.2 証明書 発⾏ 4 住⺠票記載事項証
明書

「世帯全員分」「⼀部の世帯員（単
独）」「⼀部の世帯員（複数）」につい
て，選択ができること。

○ 168 オンライン 発⾏ 記載事項
証明書 記載事項証明書を発⾏できること。   ⼤ 同左

294 2.2.2 証明書 発⾏ 4 住⺠票記載事項証
明書

出⼒対象に応じ，以下２パターンの認証
⽂を⾃動で切替えて印字できること。な
お，「〜する／〜します」は問わない。
①上記の事項は，住⺠票に記載された
事項と相違ないことを証明する。
②上記の事項は，除かれた住⺠票に記
載された事項と相違ないことを証明する。

○

169 オンライン 発⾏ 記載事項
証明書

外国⼈の場合は通称履歴を印字
できること。

  ⼤ 同左

170 オンライン 発⾏ 記載事項
証明書

労働基準法第１１１条代⽤証明
を発⾏できること。

  ⼤ 労働基準法第１１１条代⽤証明を発⾏できること。
世帯主・続柄・本籍（県のみ）の記載選択ができること。

57 証　明
発　⾏

転出証
明書

転出証明書、転出証明書に準ずる証明書の再発⾏ができること。
再交付の指定ができ、発⾏された証明書に印字されること。

304 2.2.2 証明書 発⾏ 8 転出証明書 転出証明書について，発⾏できること。 ○ 171 オンライン 発⾏ 転出証明
書 転出証明書を発⾏できること。   ⼤

転出証明書を発⾏できること。
また，異動⽇から１４⽇経過した場合や転出予定者が転出
予定⽇以降に再発⾏した場合，転出者が転出届出⽇以降
に再発⾏した場合に⾃動的に「転出証明書に準ずる証明書」
として発⾏できること。

個⼈番号（マイナン
バー）・住⺠票コードは
４桁ごとに半⾓スペース
が⼊る。

62
63 1.5.1. 証明書交付

住⺠の申請に基づき、
証明書（住⺠票、住
⺠票記載事項証明書
等）を出⼒する。

【帳票】
転出証明書に準ずる証明書 必須

306 2.2.2 証明書 発⾏ 8 転出証明書

外国⼈は，転出証明書と併せて「通称の
記載及び削除に関する事項」が発⾏でき
ること。

○ 172 オンライン 発⾏ 転出証明
書

外国⼈の場合は通称履歴を印字
できること。

  ⼤ 同左

308 2.2.2 証明書 発⾏ 8 転出証明書
再発⾏については，「再交付」と明記でき
ること。

○

311 2.2.2 証明書 発⾏ 9 転出証明書に準ずる
証明書

再発⾏については，「再交付」と明記でき
ること。

○

307 2.2.2 証明書 発⾏ 8 転出証明書

紛失等により，転出予定⽇を経過してい
ない者から再交付の申出があった場合
は，「再交付」ができること。

○

305 2.2.2 証明書 発⾏ 8 転出証明書

転出届出⽇に転出⽇から既に１４⽇が
経過している場合は，⾃動で「転出証明
書に準ずる証明書」が発⾏できること。

○

310 2.2.2 証明書 発⾏ 9 転出証明書に準ずる
証明書

紛失等により，転出予定⽇を経過した者
からの再交付の申出があった場合は，「転
出証明書に準ずる証明書」に編集して
「再発⾏」ができること。

○

309 2.2.2 証明書 発⾏ 8 転出証明書

国外転出時は，市保管⽤として認証無
の「転出証明書」⼜は確認票等が出⼒で
きること。

312 2.2.2 証明書 発⾏ 9 転出証明書に準ずる
証明書

国外転出時は，市保管⽤として認証無
の「転出証明書に準ずる証明書」⼜は確
認票等が出⼒できること。

○

313 2.2.2 証明書 発⾏ 10 転⼊届に添付すべき
書類

除票（転出届出後の転⼊届未済者，
職権消除者等）となった者について，消
除⽇から５年以内は「転⼊届に添付すべ
き書類」が発⾏できること。

○

314 2.2.2 証明書 発⾏ 11 住⺠異動届（受理
通知）

異動処理⽇に限らず，後⽇単独でも発
⾏できること。

○ 203 バッチ 帳票 受理連絡
通知書

直近の異動について異動者に届出
内容を通知するための通知書を発
⾏できること。

  ⼤ 同左

58 証　明
発　⾏

住⺠票
コード通
知

住⺠票コード通知票（新規・変更）が発⾏できること。 173 オンライン 発⾏ 住⺠票コー
ド通知書

市⺠に住⺠票コードを通知するため
の通知書を発⾏できること。

  ⼤ 同左
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

89 住⺠
記録 43 照会 住⺠情報

照会
個⼈照会画⾯から、改製原住⺠
票の照会画⾯へ遷移できること。

必須

117 6.1 証明書発⾏ 4 記載事項証明書の発⾏

記載事項証明書の発⾏ができること。
以下の事項に対応可能なこと。
　・記載事項証明書の発⾏条件（本籍地・続柄・住⺠票コード・個⼈番号・国籍・在留資格・在留
カード番号・在留期間・期間満了⽇・規定区分・個⼈備考欄・国籍取得等の記載の有無）を制御で
きること。
　・転出予定⽇までは転出処理前の状態で発⾏できること
　・帰化によって⽇本国籍を取得した元特別永住者の場合，「帰化に関する記載」を印字されないこ
と。
　　また，任意に選択することにより「帰化に関する記載」を印字できること。

必須 129 発⾏ 証明

住⺠票記載事項証明書が発
⾏できること。
住⺠票記載事項証明書の発
⾏において、世帯全員・⼀部の
選択ができ、世帯主、続柄、
本籍、筆頭者、国籍・地域、
30条45規定区分、在留資
格、在留期間等、在留期間の
満了⽇、在留カード等の番
号、住⺠票コード欄の記載省
略が任意に可能であること。記
載項⽬の初期値は、パラメータ
にて設定できること。

A

214 住⺠
記録 203 帳票発

⾏
記載事項
証明書

発⾏する対象者を選択できるこ
と。また、複数⼈の同時発⾏がで
きること。
また、複数国籍世帯においても発
⾏できること。
本籍地、主／続柄、住⺠票コー
ド、備考の記載の有無を選択して
の発⾏ができること。

◆記載事項証明書 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

38 証明発⾏ 4

記載事項証明書発⾏の際、
住⺠票発⾏時と同様の検索
が可能であること。

基
本

39 証明発⾏ 5

記載事項証明書発⾏の際、
世帯構成画⾯から該当者の
選択ができ、項⽬出⼒指定
（世帯主・続柄、本籍・筆頭
者、住⺠票コード、個⼈番
号）が可能であること。

基
本

133 発⾏ 証明

証明書の使⽤⽤途に応じて、
記載項⽬を⾃動で設定できる
こと。 B

118 6.1 証明書発⾏ 5 転出証明書及び転出証明
書に準ずる証明書の発⾏

転出証明書及び転出証明書に準ずる証明書の発⾏ができること
転出時の⾃動出⼒とは別に再発⾏できること。なお，再発⾏の際には任意の指定で「再発⾏」の印字
の有無を選択できること。

必須 136 発⾏ 証明
転出証明書、準転出証明書
の発⾏ができること。

A

90

住
記
0
9
1

発⾏

証
明
書
等
の
出
⼒

転出証明書の発⾏ができるこ
と
転出証明書に準ずる証明書
の発⾏ができること
転出証明書（再発⾏）の発
⾏ができること
転出証明書か準ずる証明書
かの判定は、国⺠の休祭⽇に
よる⾃動判定ができること

1 215 住⺠
記録 205 帳票発

⾏

転出証明
書、転出証
明書に準ず
る証明書

発⾏する対象者を選択できるこ
と。また、複数⼈の同時発⾏がで
きること。
また、複数国籍世帯においても発
⾏できること。
再発⾏ができること。
また、必要に応じて「再発⾏」と表
⽰できること。
異動⽇と発⾏⽇を⾒て、「準ずる
証明」への⾃動判断ができること。
「証明書」、「準ずる証明」の選択
ができること。

◆転出証明書
◆転出証明書（準証
明）

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

45 証明発⾏ 11

転出証明書及び準ずる証明
書が発⾏できること。
また再交付、再出⼒にも対応
しており発⾏回数が確認できる
こと。

基
本

244 発⾏ 証明

転出証明書発⾏の際には、証
明書/準ずる証明の選択がで
きること。 A

216 住⺠
記録 209 帳票発

⾏ 通称名
通称名の履歴の証明書が発⾏可
能なこと。

必須

137 発⾏ 証明
転出証明書の再発⾏ができる
こと。 A

156 発⾏ 証明

転出証明書（準転出証明
書）に「個⼈番号カード、住基
カード有無」の印字ができるこ
と。 A

93

住
記
0
9
4

発⾏

証
明
書
等
の
出
⼒

転出証明に準ずる証明は職
権消除⽇および転出予定地
が記載できるシステムであること

1

*92

住
記
0
9
3

発⾏

証
明
書
等
の
出
⼒

不現住による職権消除者から
転出届があったとき、転出証明
に準ずる証明書が発⾏できる
システムであること

1

*91

住
記
0
9
2

発⾏

証
明
書
等
の
出
⼒

海外転出者の届出受理書が
発⾏できること

1

138 発⾏ 発⾏
住⺠票コード通知票（登録・
変更）が発⾏できること。

A

98

住
記
1
0
0

発⾏

通
知
等
の
出
⼒

住⺠票コード既付番者および
新規付番者、住⺠票コードを
変更した者への通知の発⾏が
できること

1

147 発⾏ 発⾏

住⺠票コード異動処理後に住
⺠票コード通知書（登録・変
更）の⾃動発⾏ができること。

A
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№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

59 証　明
発　⾏

様式選
択 住⺠票の写しについて、個⼈票もしくは世帯連記式を選択して発⾏できること。 278 2.2.2 証明書 発⾏ 1 住⺠票の写し

個⼈票・世帯票を選択して発⾏できるこ
と。

○ 164 オンライン 発⾏ 住⺠票写
し

個⼈票形式の住⺠票写しを発⾏で
きること。

  ⼤ 同左
⽒名・⽣年⽉⽇・住所
が他の項⽬より⽂字が
⼤きく印字されること。

166 オンライン 発⾏ 住⺠票写
し 世帯連記の様式を発⾏できること。   ⼤ 同左

⽒名・⽣年⽉⽇・住所
が他の項⽬より⽂字が
⼤きく印字されること。

175 オンライン 発⾏ 事務⽤住
⺠票

各種資格項⽬を含んだ住⺠票が出
⼒できること。

  ⼤ 各種資格項⽬を含んだ住⺠票が出⼒できること

60 証　明
発　⾏

特例転
出 任意で特例転出者の転出証明書が発⾏できること。

61
異常時
窓⼝運

⽤

システム障害の発⽣により、通常の環境が使⽤できない状況において、前営業⽇時点での証明書が発⾏
できること。

325 2.2.4 証明書 その他処理 3 障害発⽣時
システムダウン等障害発⽣時は，待機系
により，証明発⾏ができること。

○

233 その他 ⾃動交付機・ダウンリカバリ連携
⾃動交付
機・ダウンリ
カバリ連携

⾃動交付機・ダウンリカバリ連携機
能を有していいること。

  ⼤ ⾃動交付機やダウンリカバリシステムに連携できること。
また，証明書発⾏の抑⽌情報が連携できること。

62 就学通
知

⽇本⼈・外国⼈で、学齢児童が校区変更を伴う異動をした場合、就学通知（転⼊学通知）・区域外
転出通知（転退学通知）を出⼒できること。

88 2.1.1 住⺠異動 共通事項 25 就学児童の異動

データ上の判定若しくは年齢より，異動を
チェックのうえ，就学通知書が出⼒できる
こと。

9 1.1.0
転⼊
転居

職権移動(像)

・指定校通知・⼊学通知が
出⼒できること

・学齢
簿データ
（学
務）

【帳票】指定校通知(8）
　　　　⼊学通知(9） 必須 35 住住⺠異動 異動処理 他業務連

動

⼩中学校児童が転⼊して来た場合
には、転⼊学通知が出⼒でき、学齢
簿データが作成されること。

必
須

32 1.3.3.
⼾籍届出異
動・職権変更

等
・⼊学通知が出⼒できること

・学齢
簿データ
（学
務）

【帳票】⼊学通知(9） 必須

1 1.1.0.
異動共通

（全異動事
由）

・各課への窓⼝案内が出⼒
できること

【帳票】各課へのご案内(10） 加点 34 住住⺠異動 異動処理 同時サービ
スメッセージ

住⺠の⽣年⽉⽇、性別、各業務資
格情報をシステムが判断して、本市
が⽤意している⼿続き案内⽂書の
画⾯表⽰および帳票印刷が⾏える
こと。

必
須

50 住住⺠異動 証明書発
⾏

同時サービ
スメッセージ

同時サービスメッセージの発⾏・再発
⾏が⾏えること。

必
須

315 2.2.2 証明書 発⾏ 12 住居表⽰実施証明
書

住居表⽰実施証明書は，実施時に限ら
ず継続して発⾏できること。

○ *178 オンライン 発⾏
住居表⽰
変更証明
書

住居表⽰変更証明書を発⾏できる
こと。

  ⼤

住居表⽰を⾏った住⺠に対しての住所の変更の証明書を発⾏
できること。
⽒名欄には実施時点の⽒名を表⽰できること。
変更内容によって証明書の表題部が⾃動的に設定されること。

*179 オンライン 発⾏
町名・地番
変更証明
書

町名・地番変更証明書を発⾏でき
ること。

  ⼤
町名・地番変更を⾏った住⺠に対しての住所の変更の証明書
を発⾏できること。
変更内容によって証明書の表題部が⾃動的に設定されること。

62
63 1.5.1. 証明書交付

住⺠の申請に基づき、
証明書（住⺠票、住
⺠票記載事項証明書
等）を出⼒する。

【帳票
町名地番変更証明書 必須

*180 オンライン 発⾏ ⼭地番変
更証明書

⼭地番変更証明書を発⾏できるこ
と。

  ⼤
⼭地番変更を⾏った住⺠に対しての住所の変更の証明書を発
⾏できること。
変更内容によって証明書の表題部が⾃動的に設定されること。

316 2.2.2 証明書 発⾏ 13 合併証明書

合併⽇（平成19年3⽉31⽇）における
上河内・河内の住⺠登録者に対して，
旧住所と新住所の証明書を継続して発
⾏できること。

61 1.4.6. ⼟地地番照会 ⼟地地番照会

・⼟地地番の有無について
照会ができること
（資産税システム等への画
⾯遷移でも可。）

⼟地照
会データ
（資産
税）

必須
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

1 基本 証明

住⺠票の様式は個⼈票である
こと。また、住⺠の利便性を考
慮し住所、本籍、筆頭者、続
柄、在留資格、在留期間の満
了の⽇、在留カード等について
は予備欄（修正欄）もあるこ
と。

A

58 住⺠
記録 1 基本機

能 基本機能

住⺠票は磁気ディスク等をもって
調製することができること。
住⺠基本台帳管理ができること。
住⺠票は法定記載事項、個別記
載事項が記載できること。
また、任意に項⽬が管理できるこ
と。
⽇本⼈と外国⼈を同⼀世帯として
管理できること。

●住⺠基本台帳法にある
事務処理全般

必須

123 発⾏ 発⾏
住⺠票の写しを世帯票様式に
て発⾏できること。 A

131 発⾏ 証明

移⾏前システムからデータを移
⾏することにより、移⾏前システ
ムの除票や改製原住⺠票の
写しの発⾏において、世帯主、
続柄、本籍、筆頭者、国籍・
地域、30条45規定区分、在
留資格、在留期間等、在留
期間の満了⽇、在留カード等
の番号、カタカナ表記、住⺠票
コード、備考、転出先住所、
通称履歴欄の記載省略が任
意に可能であること。また、記
載項⽬の初期値は、パラメータ
にて設定できること。 A

61 住⺠
記録 6 基本機

能

住⺠票の履歴管理ができること。
現⾏システム以上の住⺠票履歴
管理ができること。
（例えば、住所・世帯主・続柄は
３回　備考は４回など、項⽬別の
具体的な履歴保持件数はパッ
ケージ標準機能及び各構成団体
の要件により調整予定）

必須

177 帳票 帳票

住⺠票副本を、抽出条件
（住⺠票区分、異動年⽉⽇・
届出年⽉⽇・処理年⽉⽇の
範囲）を指定し作成できるこ
と。また、当⽇異動分のみの作
成もできること。 B

49 共通 80 その他 システムダウ
ン

システムダウン等による住⺠サービ
スの停⽌がないような措置が講じら
れていること。

●サブシステム等により、業
務継続が可能なこと。

- - 必須

270 　業務継続 1

サーバーまたはネットワークが障
害等でシステムの運⽤できない
場合を想定し、バックアップ環
境を⽤意し継続して各種証明
書発⾏が可能となる環境を整
備すること。

基
本

129 7.3. 転校異動通
知書 1 転⼊学通知書

転⼊または転居等に係る処理について，⼀連の処理の中で⼩学校・中学校に通学する児童⽣徒向
けに指定学校の転⼊学通知書が出⼒できること。
また，再印刷ができること。

必須 140 発⾏ 発⾏
転⼊学通知書が発⾏できるこ
と。

C

208 住⺠
記録 190 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

転⼊学通知書が発⾏できること。

必須

171 外国⼈ 13

外国⼈住⺠に対し⽇本⼈と同
様、転⼊学通知書が発⾏でき
ること。

基
本

131 7.3. 転校異動通
知書 3 ⼊学通知書

転⼊または転居等に係る処理について，⼀連の処理の中で⼩学校・中学校に⼊学対象年齢の児童
⽣徒向けに指定学校への⼊学通知書が出⼒できること。
また，関係課共有⽤の⼊学児童⽣徒連絡票が出⼒できること。
当該通知書に記載の問い合わせ先等の管理できること。
当該通知書の発⾏期間を管理できること。
また，再印刷ができること。

必須 141 発⾏ 発⾏

学齢対象者に異動（転⼊・
転居）が発⽣した場合、異動
通知書の発⾏ができること。ま
た、設定により⾃動出⼒ができ
ること。 C

130 7.3. 転校異動通
知書 2 転出学通知書

転出または転居等に係る処理について，⼀連の処理の中で⼩学校・中学校に通学する児童⽣徒向
けに指定学校の転出学通知書が出⼒できること。
また，再印刷ができること。

必須

132 7.3. 転校異動通
知書 4 通学区域内異動通知書

転居（またがる校区が⼀部有）等に係る処理について，⼀連の処理の中で指定する⼩学校・中学
校が同⼀通学区域の児童⽣徒向けに通学区域内異動通知書が出⼒できること。
また，再印刷ができること。

必須

133 7.3. 転校異動通
知書 5 指定学校変更通知書

転出または転居等に係る処理について，指定以外の⼩学校・中学校に通学する児童⽣徒向けに指
定学校変更通知書が出⼒できること。
また，再印刷ができること。

必須

113 5.1 住⺠票情報
照会 4 学齢簿情報照会

学齢簿に登載されている⼩学校・中学校の児童⽣徒及び次年度に⼊学対象となる児童⽣徒（指定
⽇以降）の学齢簿情報が確認できること。（私⽴等指定学校以外に通学する児童⽣徒情報を含
む）

必須

120 6.1 証明書発⾏ 7 住居表⽰変更証明書の発
⾏

住居表⽰変更証明書の発⾏ができること。
また，住居表⽰が⾏われた当時の情報で出⼒できること。

必須 142 発⾏ 証明

「⾏政区画変更」、「⼟地の名
称変更」、「地番変更」、「住
居表⽰に関する法律による表
⽰を実施」の異動に従い、「⾏
政区画変更証明書」、「⼟地
の名称変更証明書」、「地番
変更証明書」、「住居表⽰変
更証明書」の発⾏ができるこ
と。 B

121 6.1 証明書発⾏ 8 ⼟地の名称変更証明書の
発⾏

⼟地の名称変更証明書の発⾏ができること。
また，⼟地の名称変更が⾏われた当時の情報で出⼒できること。

必須

220 発⾏ 証明

⼭地番変更による住所変更の
住居表⽰証明発⾏ができるこ
と
また、データ出⼒ができること A

49 証明発⾏ 15
字地番証明書が発⾏できるこ
と。

特
記
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

63 異　動
共　通

届出⽇
設定

届出⽇は処理当⽇が初期表⽰設定されていること。
また、変更が可能であること。
未来⽇の⼊⼒があった場合または存在しない⽇付または現在の年号以外の⼊⼒は、アラート表⽰するこ
と。

60 2.1.1 住⺠異動 共通事項 9 届出⽇
初期値は，処理当⽇が表⽰されており，
変更できること。

○

61 2.1.1 住⺠異動 共通事項 9 届出⽇

未来⽇・実存しない⽇・現年号等以外を
⼊⼒した場合は，エラーメッセージ表⽰等
ができること。

○ 60 住異動事由 異動処理 ⽇付チェック
「届出⽇」に「未来⽇」が⼊⼒された
場合にはエラーとすること。

要
望

異動共通機能
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

40 証明発⾏ 6

軽⾃動⾞⽤の住所証明書が
発⾏できること。記載事項証
明書を運⽤する場合は証明
書の名称（軽⾃動⾞⽤住所
証明書）が印字されること。

特
記

119 6.1 証明書発⾏ 6 不在住証明書の発⾏
不在住証明書の発⾏ができること。
　・指定書式を作成でき，住所・⽒名を⼊⼒できること。

必須

135 発⾏ 証明

住⺠票の写し（個⼈）発⾏
画⾯において、該当住⺠に関
するすべての住⺠票（原票、
除票、改製原住⺠票）の確
認ができ、指⽰した住⺠票写
しが発⾏できること。また、複数
選択することにより対象証明書
が⼀括で発⾏できること。

A

148 発⾏ 証明

住⺠票副本、住⺠票写し
（個⼈、世帯）、記載事項
証明書にカナ⽒名、カナ通称
を印字するかどうかの設定がで
きること。 B

243 異動 異動

住⺠票（個⼈票）の記載事
項は、履歴の記載数がそれぞ
れ設定できること。（例　住所
と世帯主　4履歴　本籍　3履
歴　⽒名4履歴　） A

120 発⾏ 発⾏
住⺠票の副本が発⾏できるこ
と。 B

124 発⾏ 発⾏

世帯構成員から選択をして、
世帯の⼀部の住⺠票写しが発
⾏できること。 A

162 帳票 帳票

住⺠票原票、改製原住⺠
票、住⺠票除票の⼀括作成
ができること。 B

122 発⾏ 発⾏

住⺠票写しに死亡推定⽇とし
て、「推定」・「頃」・「中旬」等
の印字ができること。 A

152 発⾏ 証明

養護施設⼊所児童について
は、住⺠票の写しの発⾏に対
し、世帯主欄及び続柄欄が空
欄で発⾏できること。 A

154 発⾏ 証明

住⺠票印刷指⽰画⾯で住⺠
票コードと個⼈番号の記載あり
が選択されている場合に、確認
を促すメッセージが表⽰されるこ
と。 A

155 発⾏ 証明

異動届に「個⼈番号カードや
住基カード運⽤状況」の印字
ができること。 A

24 基本 証明

発⾏履歴管理として、発⾏帳
票名、発⾏イメージ、対象者、
部数、発⾏者などのデータは発
⾏時に⾃動的に保存ができる
こと。 A

226 発⾏ 証明

出⽣届⽇にマイナンバー⼊り住
⺠票の出⼒ができること。新規
付番者等も同じ。 A

35 検索 検索

異動届の情報から住⺠票の検
索が可能であること。また、検
索条件として届出年⽉⽇の範
囲、異動事由で指定できるこ
と。 B

130 発⾏ 発⾏

「世帯主、続柄」や「本籍、筆
頭者」などの記載項⽬は、まと
めて選択ができること。 A

221 発⾏ 証明

住⺠票の世帯主空欄（旧世
帯主も）、省略の場合も空欄
で出⼒することができること。

A

191 住⺠
記録 173 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

発⾏部数を選択し、⼀回の操作
で必要部数の証明書が発⾏でき
ること。

必須

192 住⺠
記録 174 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

世帯単位、または個⼈単位に発
⾏の制御ができること。また、発⾏
時の注意事項（例︓本⼈請求
の場合のみ発⾏可など）が登録が
できること。

必須

193 住⺠
記録 171 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

証明書の発⾏履歴の管理、照会
ができること。

必須

205 住⺠
記録 177 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

照会画⾯からの証明発⾏画⾯へ
の展開ができること。

任意

206 住⺠
記録 183 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

１０部以上の部数指定の場合
に、誤⼊⼒防⽌の為の警告表⽰
ができること

任意

153 発⾏ 証明

過去（当システム導⼊前）の
住⺠票除票、改製原住⺠票
の写しを発⾏する機能があるこ
と。 A

62 住⺠
記録 15 基本機

能

旧システム運⽤時における除票住
⺠票や改製原住⺠票のデータ移
⾏ができること

必須

110 異動 異動

届出⽇は⼊⼒⽇が⾃動表⽰
され、届出⽇と異動⽇関連や
届出期間が超過していた場合
に注意メッセージが表⽰される
こと。 A

119 住⺠
記録 81

異動
（全
般）

⽇付

届出⽇は⼊⼒⽇がデフォルトで設
定され届出⽇と異動⽇関連や届
出期間が超過していた場合に注
意メッセージが表⽰されること。

必須

21 異動処理

転出、転居の異動については、
住定⽇以前の異動はエラーと
し、メッセージを表⽰すること。

16 0.4. ⼊⼒補助 9 チェック機能 ⽭盾する⽇付が⼊⼒された場合に，確認メッセージを表⽰できること。 必須 118 住⺠
記録 61

異動
（全
般）

⽇付

届出⽇や異動⽇は、画⾯がすす
んでも（⼊⼒途中でも）修正可
能なこと。

任意
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№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

64 異　動
共　通

異動⽇
設定

異動⽇は空欄で初期表⽰できること。
転出以外の異動を未来⽇で⼊⼒または異動前の住定⽇より遡る⽇付の場合、エラー表⽰すること。

62 2.1.1 住⺠異動 共通事項 10 異動⽇
初期値は，処理当⽇⼜は空⽩の設定が
できること。

○

63 2.1.1 住⺠異動 共通事項 10 異動⽇

未来⽇付の異動（転出を除く），存在
しない⽇付（閏年以外の２⽉２９
⽇），異動前の住定⽇より遡る⽇等，
疑義のある⽇付が⼊⼒された場合は，エ
ラーメッセージ表⽰等，論理⽭盾をチェッ
クする機能を有していること。

○ 62 住異動事由 異動処理 ⽇付チェック

「転⼊」「転居」で「異動⽇」に「未来
⽇」が⼊⼒された場合にはエラーとす
ること。

要
望

65 2.1.1 住⺠異動 共通事項 11 住定⽇・届出⽇との
照合

異動処理について，世帯主の最終異動
⽇・届出⽇より，新たに世帯員となる者の
異動⽇が遡る場合は，エラーメッセージ表
⽰等により，誤⼊⼒を防⽌する機能を有
していること。

61 住異動事由 異動処理 ⽇付チェック

「転出」「転居」とも住定⽇以前の異
動はエラーとし、メッセージを表⽰する
こと。

要
望

53 2.1.1 住⺠異動 共通事項 6 ⽣年⽉⽇不詳者

「年⽉⽇不詳」「平成○○年⽉⽇不詳」
「平成○○年○⽉不詳」等，不詳⽇⼊
⼒ができること。
なお，他システム連携⽤として，みなし⽣
年⽉⽇が作成できること。

○ 99 オンライン 増異動 増異動共
通

⽣年⽉⽇不詳の⼊⼒ができること。
  ⼤

⽣年⽉⽇が不詳の場合は「年⽉⽇不詳」「平成２２年⽉⽇
不詳」「平成２２年６⽉不詳」といった不詳⽇⼊⼒ができるこ
と。
また，他システム連携⽤としてみなし⽣年⽉⽇の⼊⼒が⾏える
こと。

16 共通 ⼊⼒処理 個別
性別は男⼥の他，不詳，不明の
区分を使⽤できること。

中 同左

98
118
131

オンライン
増異動
減異動
修正異動

増異動共
通
減異動共
通
修正異動
（共通）

異動に伴い世帯主の設定・変更が
⾏えること。

  ⼤

異動に伴い世帯主の変更が⾏えること（全部消除の場合は
除く）
（全全転居は除く）。。
転出予定の場合は転出予定⽇以降の予定世帯主を設定で
きること。

101 オンライン 増異動 増異動共
通

世帯番号，宛名番号，住⺠票
コードが⾃動設定されること。

  ⼤
世帯増や住⺠増の場合に世帯番号や宛名番号を⾃動設定
できること。
出⽣等の場合は住⺠票コードを⾃動で設定できること。

65 異　動
共　通

本籍⼊
⼒補助

本籍については、直接⼊⼒の他に⼊⼒された「新住所」「旧住所」「世帯主の本籍」「世帯員の本籍」を候
補として選択できること。

68 2.1.1 住⺠異動 共通事項 13 ⼊⼒補助機能

現存情報（新住所・旧住所・世帯主の
本籍・世帯員の本籍・筆頭者等）を⼊
⼒候補として，選択・引⽤できること。

○ 67 住異動事由 異動処理 ⼾籍情報

「本籍」については、直接⼊⼒の他に
⼊⼒された「新住所」「旧住所」を候
補として選択できること。

要
望

69 住異動事由 異動処理 複数⼊⼒

⼆⼈⽬以降の⼊⼒を⾏う場合は、
⼀⼈⽬の名字、本籍、筆頭者が初
期セットされること。

要
望

68 住異動事由 異動処理 ⼾籍情報

「筆頭者」については、直接⼊⼒の
他に⼊⼒された「世帯員」を候補とし
て選択できること。

要
望

70 2.1.1 住⺠異動 共通事項 13 ⼊⼒補助機能
本籍地固有の旧町名等が，⼊⼒できる
こと。

○

66 異　動
共　通

⽅書⼊
⼒補助 ⼊⼒された住所地番に対応する⽅書を候補として選択できること。 6 1.1.0 転⼊他

・⼊⼒時、あらかじめ登録し
た⼀覧から、住所地番および
⽅書表記を引⽤できること

必須 29 住住⺠異動 異動処理 ⽅書検索
⼊⼒

あらかじめ登録されたマンション等を
検索することで、住所⼊⼒が容易に
⾏えること。

必
須

70 オンライン 共通 ⽅書管理
住所情報を⼊⼒する際に簡単な操
作で⽅書候補から選出できること。

⽅書を⼊⼒すると，住所の候補
が表⽰される。
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

79

住
記
0
8
0

住
⺠
情
報
管
理

警告

付記転出⼊⼒時に異動⽇の
チェックができること
住所の異動に関わるすべての
処理について、住定⽇が前の
住定⽇を遡ったり、同⽇となら
ないよう、異動⽇のチェックがで
きること

1 112 住⺠
記録 69

異動
（全
般）

⼊⼒

異動事由、世帯構成員の全部⼜
は⼀部、⼾籍の届出にかかる住基
の異動の場合はその原始データ、
異動⼈数、異動⽇、届出⽇を⼊
⼒でき、対象者（構成世帯員）
を検索すると、その処理に沿った⼊
⼒画⾯が展開されること。
（必要・不要な項⽬が⾃動的に
指定されること。）

必須

16 基本 ⽇付

住⺠となった⽇は転⼊した年
⽉⽇、出⽣した年⽉⽇、帰化
した年⽉⽇、国籍取得した年
⽉⽇、在留資格を取得した年
⽉⽇、国籍喪失した年⽉⽇が
設定できること。 A

128 住⺠
記録 90

異動
（全
般）

⽇付

住⺠となった⽇は転⼊した年⽉
⽇、出⽣した年⽉⽇、帰化は外
国⼈として転⼊した年⽉⽇、市町
村の廃置分合・境界変更は、処
分前の住⺠となった年⽉⽇が設定
できること。

必須

88 異動処理

届出⽇に未来⽇が⼊⼒された
場合には処理を不可とするこ
と。

33 共通2 33

異動の届出⽇、異動⽇以外
に処理を⾏った⽇が確認できる
こと。

特
記

14 基本 性別 性別不明でも管理できること。
B

102 4.1 異動共通 3 世帯主・続柄の変更
住⺠の異動処理に伴い，⼀連の処理の中で世帯主情報，または世帯員の続柄情報を変更できるこ
と。

必須 12 共通1 12

各種異動処理において、続柄
の変更が発⽣した場合は同異
動処理画⾯において変更が⾏
えること。

基
本

122 住⺠
記録 84

異動
（全
般）

続柄
異動処理に併せて続柄変更が同
時にできること。

必須
64 住⺠異動 15

各種異動⼊⼒時に続柄の変
更が同時に⾏えること。

基
本

52 共通 83 その他 宛名番号
等の共通化

宛名番号（個⼈番号）、世帯
番号等の番号は、全ての業務シス
テムで共通であること。

- - 必須

113 バッチ 11

住⺠登録及び住⺠登録外情
報において、⼆重登録の可能
性がある者の抽出ができるこ
と。

基
本

66 住⺠異動 17

転⼊時の⼊⼒において、住⺠
票コードと個⼈番号の組み合
わせについて何らかのチェックが
かかること。

特
記

12 基本 本籍

本籍は⼾籍に記載されている
ものが記載できること。また、本
籍不明者分は不明⼜は不詳
の記載ができること。 A

74 住⺠
記録 18 基本機

能 住所

前住地・本籍地の市町村コードが
⾃動設定されること。
誤った市町村コードが設定されな
いような機能を有していること。

必須

5 共通1 5

本籍欄の⼊⼒について、直接
⼊⼒の他、住所等を候補とし
て選択できること。

特
記

13 基本 本籍
筆頭者は⼾籍の筆頭者の⽒
名が記載できること。

A

*80

住
記
0
8
1

住
⺠
情
報
管
理

警
告
表
⽰

⼾籍の附票通知のを正確に打
出すため、新市町村コードを⼊
⼒すべき個所に新市町村名を
⼿⼊⼒した場合には警告メッ
セージを出すこと

1

64 住⺠
記録 13 基本機

能
世帯内順序において⼾籍情報を
参照し、続柄順に並ぶこと。

必須

115 異動 異動

世帯続柄編集画⾯で「順序
⾃動並び替え」ボタンを押すこ
となく、⾃動で世帯内順序の
並び替えができること。 A

129 住⺠
記録 91

異動
（全
般）

順序

世帯内順序について任意に並び
替えができること。また、世帯票発
⾏にもこの並び替えが反映されるこ
と。

必須

183 住⺠
記録 161 異動 住⺠情報

訂正
住⺠票の印刷順位の変更、保持
ができること。

必須

65 住⺠
記録 9 基本機

能 ⼾籍事項

本籍は⼾籍に記載されているもの
が記載できること。
また、本籍不分明者は不明⼜は
不詳が記載でき、事由も記載でき
ること。
筆頭者は⼾籍の筆頭者の⽒名が
記載できること。
また、本籍不分明者は不明⼜は
不詳が記載できること。

必須

186 住⺠
記録 167 異動 住⺠情報

訂正

転⼊と同時に婚姻等により⽒名を
変更した状態で転⼊する者につい
ては、住⺠票上で旧⽒名が管理
できない為、住⺠票履歴以外の
⽅法により旧⽒名の管理ができる
こと。

必須

11 0.4. ⼊⼒補助 4 ⼊⼒補助 ⽅書（市内）は⽅書メニューから選択⼊⼒でき，対応する住所が⾃動に設定されること。 必須 60

住
記
0
6
1

住
⺠
情
報
管
理

⽅
書
フ
ァ
イ
ル

市内住所を⼊⼒するときには、
あらかじめ⽤意された⽅書ファイ
ルを参照できること

1 3 共通1 3

住所を字地番まで⼊⼒した際
に既に事前に⽅書登録または
施設登録のある建物名の選択
ができること、

基
本

3 共通1 3
また⽅書から住所の検索がで
きること。
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

67 異　動
共　通

⼊⼒確
認・修正 更新前に、⼊⼒確認票が出⼒でき、⼊⼒内容を修正できること。

71 2.1.1 住⺠異動 共通事項 14 ⼊⼒確認・修正

⼊⼒内容を確認できる補助機能を有して
いること。
なお，⼊⼒に誤りがある場合は，修正が
できること。

○

68 異　動
共　通

審査、
決裁機
能

異動⼊⼒した内容は仮登録状態とし、審査、決裁により本登録されること。
仮登録状態では異動処理・証明発⾏・他業務（住基ネット等）連携が抑⽌されること。
未決裁⼀覧を画⾯に表⽰し、該当者を選択できること。
未決裁⼀覧は全市、⼊⼒⽀所毎に⼀覧表⽰・決裁ができること。

257 2.1.22 住⺠異動 審査処理 1 審査・決裁 仮更新・本更新の機能を有していること。 ○ 72 オンライン 共通 審査（仮
更新）

仮更新ができること。
  ⼤

異動処理を⾏う際に住記ＤＢの仮更新・本更新の機能を有
していること。
本更新は特定の権限者のみ実施できること。

83 1.9.1. 仮更新

異動⼊⼒の結果を仮
更新し、
更新後の帳票の印刷が
できる

【帳票】　※桁あふれの場合は帳票を
出⼒
・⼊⼒結果確認帳票(5）

必須

258 2.1.22 住⺠異動 審査処理 1 審査・決裁
本更新は，「特定の権限者のみ」の設定
ができること。

○

260 2.1.22 住⺠異動 審査処理 1 審査・決裁

仮登録状態中は，異動処理・証明発⾏
抑⽌のほか，住基ネット等の連携も抑⽌
できること。

○

259 2.1.22 住⺠異動 審査処理 1 審査・決裁
仮更新状態の決裁処理は，個別処理・
⼀括処理，何れもできること。

○ 75 オンライン 共通 審査（仮
更新） ⼀括して審査を決裁できること。   中 審査中（仮更新）状態の異動を⼀括して決裁できること。

202 バッチ 更新 仮更新⼀
括決裁

審査中（仮更新）状態の異動を
⼀括して決裁できること。

  中 同左

73 オンライン 共通 審査（仮
更新） 仮更新を取り消すことができること。   ⼤ 審査中（仮更新）の異動内容について，内容を修正すること

ができること。 *84 1.9.1. 仮更新

異動⼊⼒の結果を仮
更新し、更新後の帳票
の印刷ができる

・⼊⼒に誤りがあった際に修
正が可能であること（審査
時に修正点が⾒つかった際
は、審査者が直接⼊⼒情報
を修正する）

必須

73 オンライン 共通 審査（仮
更新） 仮更新を取り消すことができること。   ⼤ また，異動を取り消すこともできること。

取り消したデータは削除されること。

261 2.1.22 住⺠異動 審査処理 2 審査帳票
本更新前は，⼊⼒内容の審査⽤確認
帳票が，⾃動出⼒できること。

○ 74 オンライン 共通 審査（仮
更新）

異動内容の確認帳票が出⼒できる
こと。

  ⼤ 異動⼊⼒の更新前後で，異動内容の確認帳票が出⼒できる
こと。

個⼈番号（マイナン
バー）・住⺠票コードは
４桁ごとに半⾓スペース
が⼊る。

*86 1.9.1. 仮更新

異動⼊⼒の結果を仮
更新し、更新後の帳票
の印刷ができる

・更新後を想定した帳票が
出⼒できること

【帳票】更新後を想定した帳票 加点

262 2.1.22 住⺠異動 審査処理 3 住⺠票イメージ
本更新前の確認作業時は，本更新後の
住⺠票イメージ画⾯が表⽰できること。

*85

・更新後を想定した画⾯がで
きること

加点

263 2.1.22 住⺠異動 審査処理 4 更新後の確認票
本更新時は，処理結果が反映された確
認帳票が，⾃動出⼒できること。

○

89 2.1.1 住⺠異動 共通事項 26 画⾯の遷移

異動後に連動して，住⺠票写しや記載
事項証明書，受理連絡通知書等の出
⼒指⽰画⾯に遷移できること。

95 オンライン 増異動 増異動共
通

異動後に連動して発⾏処理ができ
ること。

  ⼤ 異動後に連動して住⺠票写しや記載事項証明書，住⺠票
コード通知書，受理連絡通知書が出⼒できること。

117 オンライン 減異動 減異動共
通

異動後に連動して発⾏処理ができ
ること。

  ⼤ 異動後に連動して住⺠票写しや記載事項証明書，転出証
明書（転出時のみ）が出⼒できること。

130 オンライン 修正異動 修正異動
（共通）

異動後に連動して発⾏処理ができ
ること。

  ⼤ 異動後に連動して住⺠票写しや記載事項証明書が出⼒でき
ること。
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

67 住⺠
記録 14 基本機

能 住所
複数番地併記での住所登録が可
能なこと

必須

44 共通 75 ＥＵＣ 数字地番
出⼒

住所は漢字地番に加え、数字地
番も出⼒できること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

70 住⺠
記録 92

異動
（全
般）

住所

市内住所の⼊⼒時は、⼤字コード
や⾏政区コード指定による⼊⼒が
可能であること。
また、⼤字や⾏政区に学校区や
投票区の関連付けが可能で、関
連付けに応じて⾃動で設定がされ
ること。

必須

11 基本 住所

地番までの表⽰では明確にす
ることができない住所については
アパート名や号室までの記載が
可能であること。 A

72 住⺠
記録 271 その他 住所

⼤字名の無い「□□市○○○○
番地」という住所があるので、住⺠
票にそのとおりに表⽰させること。

任意

109 4.2 ⼊⼒確認票
出⼒ 1 ⼊⼒確認票 ⼊⼒した内容を確認できる⼊⼒確認票を出⼒できること。 必須 ＊1

住
記
0
0
1

住
⺠
情
報
管
理

状
況
管
理

⼊⼒→確認画⾯表⽰･必要
に応じて異動確認票出⼒→
内容に問題なければデータベー
ス更新という流れを有すること

1 101 住⺠
記録 82

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

データ保存前に更新項⽬が明⽰
的に表⽰され、確認ができること。
また、誤り部分のみを再⼊⼒でき
ること。

必須

＊30

住
記
0
3
1

住
⺠
情
報
管
理

修
正
機
能

⼊⼒最終段階において、ＤＢ
更新前に全体画⾯の形で
チェックできる機能を有し、この
段階でも修正ができること（論
理エラー表⽰機能が充実して
いること）。
この時点で審査⽤の帳票の出
⼒ができること

1

54 異動 異動

窓⼝委託や総合窓⼝（⼆線
式運⽤など）を考慮して、台
帳異動⼊⼒後に仮保存状態
とできること。 B

99 住⺠
記録 68

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

⼊⼒担当者が異動⼊⼒後、審査
担当者が⼊⼒内容を確認する機
能を有し、その後更新処理ができ
ること。

◆住⺠異動届 任意

9 共通1 9
異動⼊⼒について、審査（仮
更新）機能を有すること。

基
本

55 異動 異動

仮保存状態の台帳は、権限
保持者による承認を⾏うこと
で、台帳保存ができること。

B

100 住⺠
記録 65

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

受付から異動完了までの状態を
管理し、異動⼊⼒状況の確認を
⾏なうことができること。
異動完了になるまでは、途中まで
⼊⼒された内容を保持できること。
更新がかかる前に、⼊⼒事項の確
認ができること。
異動⼊⼒画⾯に表⽰されている
世帯は、他の画⾯では表⽰されな
いこと。

必須

216 異動 異動

異動⼊⼒は、2線式で⾏い、
仮更新後にチェックリスト2種類
の出⼒ができ、仮更新から修
正後も同様にチェックリストの出
⼒ができること。 A

112 異動 異動

データ保存前に更新した項⽬
が明⽰的に表⽰され、確認が
できること。また、誤り部分のみ
を再⼊⼒できること。 A

113 異動 異動
データ保存前に異動届が出⼒
でき、確認ができること。 A

31

住
記
0
3
2

住
⺠
情
報
管
理

修
正
機
能

修正後の住⺠票、本籍通知、
転出証明書の再出⼒ができる
こと。
また、各種統計にも修正が反
映できること

1 10 共通1 10

異動⼊⼒について、決裁前、
却下前であれば修正が⾏える
こと。

基
本

*84

住
記
0
8
5

住
⺠
情
報
管
理

デ
ー
タ
の
削
除

住⺠異動処理の間違いがあっ
た場合、処理⾃体を削除でき
ること

2 9 共通1 9
また審査後決裁、却下が⾏え
ること。

基
本

68

住
記
0
6
9

住
⺠
情
報
管
理

画
⾯
表
⽰

画⾯表⽰と審査リストは項⽬
の並び順を同じに揃えること

1 11 共通1 11

異動⼊⼒後、決裁及び却下
前の修正後、決裁後の確認
⽤帳票が出⼒されること。
また帳票については新旧の情
報が容易に確認できるものであ
り、他課保有の個別事項につ
いても表⽰されること。

基
本

119 発⾏ 発⾏ 異動届が発⾏できること。
A

144 発⾏ 証明

異動処理後に個⼈を再検索
することなく住⺠票の写しの発
⾏ができること。

B

98 住⺠
記録 55

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

異動処理があった場合、異動の内
容に応じて必要な帳票（転出証
明書、転出証明書（準証明）、
住⺠票コード通知書、住⺠票コー
ド変更通知書）を⾃動発⾏でき
ること。
住⺠異動届が発⾏できること。

◆転出証明書
◆転出証明書（準証
明）
◆住⺠票コード通知書
◆住⺠票コード変更通知
書

必須

145 発⾏ 証明

異動処理後に異動届、住⺠
票（副本）の⾃動発⾏ができ
ること。

B

187 住⺠
記録 168 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

必要な証明書（個⼈票（改製
原、除票含む）、世帯票、転出
証明書、記載事項証明書）、お
よび、対象者を選択し、スムーズに
発⾏ができること。複数国籍世帯
においては、発⾏可能なこと。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

146 発⾏ 証明
転出処理後に転出証明書の
⾃動発⾏ができること。 A
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

69 異　動
共　通

⼀括⼊
⼒機能 複数⼈に同⼀の内容を⼊⼒する場合、⼀度⼊⼒した内容を他の異動者にも適⽤することができること。

70 異　動
共　通

住⺠異
動届受
理通知

届出⼈と異動者が異なる場合など、住⺠異動届受理通知を任意で出⼒することができる。
出⼒内容は届出内容、届出⼈⽒名、異動者⽒名で、宛先は異動者の代表者か旧世帯主とする。

383 3.2.2 バッチ ⽇次 8 住⺠異動届受理通
知

代理⼈による住⺠異動届・本⼈確認書
類未持参者の届出時は，｢住⺠異動届
受理通知｣が出⼒できること。

○

71 異　動
共　通

世帯主
変更

減異動時に世帯主未設定となった世帯について、世帯主変更依頼通知書と対象者リストが出⼒できるこ
と。
また、職権で世帯主を定めた場合に、世帯主変更通知書を出⼒することができること。

123 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 11 世帯主未設定
アラートメッセージ表⽰等により，「世帯主
未設定」とわかること。

26 住住⺠異動 異動処理 主なしチェッ
ク機能

世帯主の死亡処理や転出処理など
「新世帯主」が設定されてない場合
には、警告メッセージを表⽰できるこ
と。また運⽤に応じて主なし世帯を
許可する／しないを設定により切り
替えられること。

必
須

378 3.2.2 バッチ ⽇次 4 世帯主未設定

死亡等の異動処理と連動して，世帯主
変更依頼通知書が作成・発⾏できるこ
と。

390 3.2.3 バッチ ⽉次 3 世帯主未設定 対象者⼀覧表が作成・出⼒できること。 217 バッチ 帳票
世帯主未
設定対象
者⼀覧

世帯主未設定の対象者を⼀覧で
出⼒できること。

  ⼤ 同左

85 2.1.1 住⺠異動 共通事項 22 届出義務期間経過
者通知

住⺠基本台帳法の規定届出期間（１
４⽇）経過後に提出された異動届・転
出取消，転居無効及び転⼊無効者
は，簡易裁判所宛通知が出⼒できるこ
と。

391 3.2.3 バッチ ⽉次 4 届出義務期間経過
者

住⺠基本台帳法の規定届出期間（１
４⽇）経過後に提出された異動届・転
出取消，転居無効及び転⼊無効者につ
いて，対象者リストが作成・出⼒できるこ
と。

○

46 2.1.1 住⺠異動 共通事項 1 住⺠票 個⼈票管理であること。 ○

212 2.1.14 住⺠異動 修正 6 除票・改製原

除票・現住⺠の改製原について，誤修正
することのないよう「コマンド別」等，予防
措置が取られていること。

○

i

72 転　⼊ 異動条
件

全部・⼀部を選択し、異動⽇及び届出⽇を⼊⼒できること。
⼀部の場合、異動先世帯を検索でき、異動先世帯の内容を表⽰しながら⼊⼒ができること。

143 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 1 異動条件
届出に基づき，全部転⼊・⼀部転⼊がで
きること。

○ 103 オンライン 増異動 転⼊ 転⼊ができること。   ⼤ 届出に基づき転⼊（⼀部・全部）ができること。 5 1.1.1. 転⼊

住⺠の届出に基づき、
住⺠基本台帳に世帯
情報、個⼈情報を追加
する。

・通常の転⼊のほか、住所
設定、未届転⼊等も含む

・転出
証明書
情報
（特例
時の
み）
・印鑑
証明書
発⾏
データ
・コンビニ
証明発
⾏データ

【帳票】　住⺠異動届受理通知
(1）
　届出期間経過通知(2）
　住⺠票コード通知票(3）
　⼊⼒結果確認帳票(5）
　マイナンバーカード・在留カード等の
追記(7）
【帳票】国⺠健康保険証(6）
【データ】[住基ネット連携]
　本⼈確認情報更新
　個⼈番号要求（未付番者のみ）
　転⼊通知（9-1通知）
　附票通知（19-4通知）
　カード管理システム連携
　送付先情報（⾃動的に送信）
[法務省連携]市町村通知
[コンビニ交付連携]システムへ即時
連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ

必須

144 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 1 異動条件

⼀部の場合は，異動先世帯を検索し，
異動先世帯の内容を表⽰させながら，⼊
⼒できること。

○
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

9 0.4. ⼊⼒補助 2 ⼊⼒補助

連続⼊⼒時には，⼊⼒済みのデータを引⽤できるなど負荷軽減を⾏っていること。
外字⼊⼒の負荷軽減を⾏っていること。
⼊⼒フィールドの属性に従ってＥEP（⽂字変換制御）の⾃動切替が可能なこと。

必須 103 異動 異動

転⼊処理で複数世帯員の処
理を⾏う場合、2⼈⽬以降は
本籍、前住所など同じ可能性
のデータについては直前⼊⼒者
のデータが初期設定されるこ
と。

A

132 住⺠
記録 96 異動 転⼊

同⼀住所への複数⼈の転⼊届に
対して、転⼊先住所を再⼊⼒する
ことなく、連続で効率よく⼊⼒がで
きること。
転⼊処理で複数世帯員の処理を
⾏う場合、２⼈⽬以降は本籍、
前住所など同じ可能性のデータに
ついては直前⼊⼒者のデータが初
期設定されること。

必須

65 住⺠異動 16

複数名を転⼊させる場合に、
最初に⼊⼒した者の⼊⼒情報
を２⼈⽬以降に引⽤できるこ
と。

特
記

104 異動 異動

転出処理では、複数の住⺠を
選択し転出先を⼊⼒するだけ
で選択した住⺠をまとめて転出
させることができること。個々の
住⺠に対しそれぞれ転出先の
⼊⼒を省くことができること。

A

215 異動 異動

転⼊・転出の⼊⼒の際に、住
所等を引⽤し引き続き⼊⼒で
きること。 A

223 異動 異動

世帯の⼀部に転⼊の際に、本
籍等の情報を世帯内から選択
⼊⼒できること。 A

128 7.2 本⼈通知 1 本⼈通知書
各種異動（転⼊・転出・転居 等）に係る代理⼈申請時の処理について，⼀連の処理の中で本⼈
通知書(住⺠異動届受理通知)が出⼒できること。

必須 139 発⾏ 発⾏
住⺠異動届受理通知が発⾏
できること。

B

108 異動 異動

届出⼈の情報（⽒名、住所、
電話番号、届出区分（本
⼈、世帯主、代理⼈など）が
記録として⼊⼒できること。

C

83

住
記
0
8
4

住
⺠
情
報
管
理

警
告
表
⽰

増事由で⼊⼒するとき、同⼀
世帯への⼆重登録につき画⾯
に警告メッセージを表⽰できる
こと

1 116 住⺠
記録 86

異動
（全
般）

⼊⼒

住⺠票コードが⼆重付番とならな
いように付番内容のチェックが働くこ
と。

必須

130 住⺠
記録 93

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

転⼊・転出の際の移動理由の⼊
⼒ができること。

必須

64 2.2 ⼾籍届出異
動（減） 5 世帯主未設定対象者抽出 世帯主なしに設定されている対象者の⼀覧が出⼒されること。 任意

⼀覧は個票
でもチェック
ができれば
良い

108 4.1 異動共通 9 チェック機能
主なし世帯となる⼊⼒がされた場合，または15歳未満の世帯主が設定された場合に，確認メッセー
ジを表⽰できること。

任意

225 異動 異動
異動⽇が14⽇を経過している
場合に、警告表⽰がでること。

A

*95

住
記
0
9
6

発⾏

確
認
リ
ス
ト
の
出
⼒

⽒名、⽣年⽉⽇、住所、個⼈
番号、⽅書、世帯番号、旧姓
などにより、住⺠情報の検索が
でき、かつ検索結果⼀覧から
個別の住⺠情報（履歴を含
む）を閲覧でき、帳票が発⾏
できること

1

23 基本 異動
異動処理の更新時に⾃動的
に異動履歴ができること。 A

104 住⺠
記録 79

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

異動処理の更新時に⾃動的に異
動履歴ができること。

必須

4 基本 世帯

世帯は世帯発⽣から世帯構
成員の変更毎に世帯履歴管
理できること。 A

3 基本 証明

住⺠票の履歴管理ができるこ
と。また、住⺠票の異動に応じ
た異動届も電⼦的に履歴管
理できること。 A

95 異動 異動
異動区分（全部・⼀部）は
⾃動的に設定されること。 A

105 住⺠
記録 80

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

異動区分（全部・⼀部）は⾃動
的に設定されること。

必須

125 住⺠
記録 87

異動
（全
般）

改製原住
⺠票

改製原住⺠票の住⺠票修正がで
きること。

必須

42 1.1 転⼊ 1 全部転⼊
世帯内の全ての住⺠（⼀⼈または複数⼈）が，新たに世帯を設ける異動（全部転⼊）時に発⽣
する必要事項をシステムに登録できること。

必須 56 異動 異動
転⼊届に基づき住⺠票の記載
ができること。

A

5

住
記
0
0
6

住
⺠
情
報
管
理

転
⼊

転⼊、海外転⼊時の登録処
理および管理ができること

1 133 住⺠
記録 97 異動 転⼊

全部転⼊の場合、町名を直接⼊
⼒ではなく読み仮名等で検索でき
ること。
住所を⼊⼒すると⼩学校区、中
学校区、投票区の⾃動判定がで
きること。
転⼊処理更新（審査担当者が
⼊⼒内容を確認する機能を有し、
その後更新処理）のタイミングで
ＣＳへ転⼊通知情報の送信がで
きること。
また、住所から学区を⾃動で選択
し、⼊校通知の⾃動出⼒をするこ
と。

●住所によっては、複数の
選択候補から選択すること
ができ、警告メッセージ等に
より確認ができること。
●住所地番が⾏政区と異
なる場所があるため、複数
候補がある場合は、「複数
候補があります」等のメッ
セージを出し、注意喚起す
ることを想定（住所と⾏政
区の相違の例︓住所はA
町四丁⽬だが⾏政区はA
町三丁⽬など）
◆住⺠異動届
◆⼊校通知書（２枚）

必須

50 住⺠異動 1

他市町村からの転⼊者の住⺠
登録（全部転⼊及び⼀部転
⼊）が⾏えること。

基
本

43 1.1 転⼊ 2 ⼀部転⼊

世帯内の⼀部の住⺠（⼀⼈または複数⼈）が，既存世帯の世帯員となる異動（⼀部転⼊）時に
発⽣する必要事項をシステムに登録できること。 必須 131 住⺠

記録 94 異動 転⼊
転⼊届に基づき住⺠票の記載を
⾏うことができること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須
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№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

73 転　⼊
転⼊者
情報⼊
⼒

転⼊者の情報を⼊⼒できること。（⽒名、性別、住所、前住所（国外含む）、⽅書など） 145 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 2 転⼊情報⼊⼒

⽇本⼈住⺠及び外国⼈住⺠に係る転⼊
者の⼊⼒ができること。
※　⽒名（漢字・アルファベット・カナを含
む）・通称・性別・⽣年⽉⽇・続柄・住
所・前住所（国外を含む）・⽅書・本
籍・筆頭者・住⺠⽇・住定⽇・事由・外国
⼈特有項⽬（通称及び通称記載・消除
に関するものを含む）　等

○

74 転　⼊ 再転⼊
者検索

住⺠票コードから再転⼊者を検索できること。
再転⼊者の場合、転出時の情報を初期表⽰でき、適宜修正できること。

147 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 4 再転⼊者
住⺠票コード等から，再転⼊者の検索が
できること。

○ 100 オンライン 増異動 増異動共
通

⼊⼒時，過去の住⺠の情報が表
⽰できること。

  ⼤ 転⼊・職権記載の際に⼊⼒された住⺠票コードが消除者と⼀
致した場合に，過去の個⼈情報を画⾯に表⽰できること。

転⼊・職権記載の際に
⼊⼒された住⺠票コード
が消除者と⼀致した場
合に，過去の個⼈情報
を⼊⼒に利⽤できる。
過去に存在した住⺠と
⼀致した場合には宛名
番号を継続する機能が
ある。

8 1.1.1. 転⼊
・⼊⼒時、再転⼊者の場合
除票データを引⽤できること

必須

242 その他 システム運⽤

消除者の
転⼊異動
処理の運
⽤

再転⼊時の異動処理の際に，基
本４情報に加え，住⺠票コード及
びマイナンバーも対象候補者照合の
条件として処理が⾏えること。

⼤

・本市に住⺠登録のあった者（消除者）が再転⼊しようとする
ときは，基本４情報に加え，住⺠票コード及び個⼈番号を
キー項⽬として，同⼀⼈としてその消除者の住⺠記録に対
し，転⼊異動処理を⾏えること。(項番32→100の補充)

148 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 4 再転⼊者
転出時の情報を初期値として表⽰させ，
修正ができること。

○

149 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 4 再転⼊者
転出時の住⺠票に対して，転⼊通知受
理の処理ができること。

○

417 3.2.4 バッチ 随時 12 再転⼊者等
対象者について，⼀覧表の作成・出⼒が
できること。

○

76 転　⼊ 特例転
⼊ 特例転⼊に対応し、住基ネットを介して送られた転出証明書情報の確認・利⽤ができること。 153 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 7

個⼈番号カード・住⺠
基本台帳カードによる
転⼊

届出に基づき，特例転⼊の⼀部・全部が
できること。

○ 105 オンライン 増異動 転⼊ カード継続利⽤の転⼊ができること。   ⼤
届出に基づき転⼊（カード継続利⽤）（⼀部・全部）ができ
ること。住基ネットから送られてきた転出証明書情報の取込がで
きること。

38 住住⺠異動 異動処理 付記転⼊
者検索

検索された付記転⼊者のデータを住
基異動情報に反映させて、転⼊処
理が⾏えること。

必
須

154 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 7
個⼈番号カード・住⺠
基本台帳カードによる
転⼊

住基ネットを介して受信した「転出証明書
情報」について，取込のうえ，⾃動登録
できること。

○ 37 住住⺠異動 異動処理 付記転⼊
者検索

住基ネットデータから付記転⼊者を
検索できること。

必
須

106 オンライン 増異動 転⼊
カード継続利⽤の未届転⼊ができる
こと。

  ⼤
届出に基づき未届転⼊（カード継続利⽤）（⼀部・全部）
ができること。住基ネットから送られてきた転出証明書情報の取
込ができること。

64 2.1.1 住⺠異動 共通事項 10 異動⽇

個⼈番号カード・住基カード保有者におけ
る特例転出届出⽇において，異動⽇が
既に１４⽇を経過している場合は，特例
転出処理を不可にできること，⼜はアラー
トメッセージ表⽰等により，その旨が分かる
こと。

77 転　⼊ 転⼊通
知 転出後⼀定期間を経過しても転⼊通知がない場合、未着者の⼀覧を作成できること 403 3.2.4 バッチ 随時 4 転⼊通知未着者

対象者を抽出し，⼀覧表の作成・出⼒
ができること。

○

404 3.2.4 バッチ 随時 4 転⼊通知未着者

対象者を抽出し，転出先や本籍地へ
「転⼊通知未着照会書」の作成・出⼒が
できること。

○

78 転　⼊
未届転
⼊地⼊
⼒

直近の住所で未届のものがある場合、未届の住所地等の⼊⼒ができること。
前住所末尾に（未届）を追加すること。
未届地（前住所地）および最終住⺠登録地（前々住所地）にＣＳを介して転⼊通知および⼾籍附
票通知が送付されること。

155 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 8 未届地からの転⼊

届出に基づき，未届転⼊（⼀部・全
部）ができること。
なお，前住所末尾には「（未届）」が追
記できること。

○ 104 オンライン 増異動 転⼊ 未届転⼊ができること。   ⼤ 届出に基づき未届転⼊（⼀部・全部）ができること。 39 住住⺠異動 異動処理 未届転⼊

住所設定・未届転⼊にて最終住所
地と未届地が異なる場合には最終
の住⺠登録地の⼊⼒が⾏えること。

必
須

79 転　⼊ 住所設
定 住所設定処理（前住所が不明で確定できない場合の処理）を⾏えること。 156 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 9 住所設定

届出に基づき，住所設定（⼀部・全
部）ができること。

○ 107 オンライン 増異動 転⼊ 住所設定ができること。   ⼤ 届出に基づき住所設定（⼀部・全部）ができること。 13 住住⺠異動
その他
（増異
動）

住所設定

従来、定まった住所のなかった者が
新たに住所を定めた場合の登録が
⾏えること。

必
須

80 転　⼊ 世帯構
成表⽰ 世帯員の構成（続柄）を設定できること。 146 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 3 世帯構成 世帯構成（続柄）の設定ができること。 ○

150 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 5 同⼀住所への転⼊

同時に同⼀住所（寮・社宅等）への⼤
量転⼊届について，処理効率に有効
（情報の再利⽤・複写等）な補助機能
を有していること。

○ 108 オンライン 増異動 転⼊
住所を引き継ぎ別世帯を⼊⼒でき
ること。

  ⼤ 同じ住所への転⼊者の場合，住所を引き継ぎ別世帯を⼊⼒
できること。

81 再転⼊
者

再転⼊者の次のいずれかの番号が同⼀の場合、同⼀宛名番号とすること。（住⺠票コード・個⼈番号・
在留カード番号）

51 2.1.1 住⺠異動 共通事項 4 番号機能
再転⼊者，職権消除者等については，
宛名番号の再利⽤ができること。

○ 46 共通 システム運⽤

住⺠記録等システムにおいて，再
転⼊者の宛名番号は直近の転出
時の宛名番号と同⼀とすること。

中 同左

207 バッチ 帳票 再転⼊者リ
スト

再転⼊者を抽出し⼀覧で出⼒でき
ること。

  ⼤ 転⼊，住所設定等に伴う再転⼊者を抽出し⼀覧で出⼒でき
ること。
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

54 住⺠異動 5
国外からの転⼊者の住⺠登録
が⾏えること。

基
本

92 異動 異動

通称履歴については、転⼊の
異動時に⼊⼒が⾏なえること。
また、通称履歴メンテナンス画
⾯より編集が⾏なえること。

A

138 住⺠
記録 104 異動 転⼊

通称名の履歴の⼊⼒が可能なこ
と。

必須

97 異動 異動

転⼊処理時に再転⼊者の
チェックを⾃動的に⾏い、候補
者⼀覧を表⽰し、選択すること
で転出時の宛名番号を引継い
で管理することができること。

A

137 住⺠
記録 100 異動 再転⼊

転⼊処理時に再転⼊者のチェック
を⾃動的に⾏い、候補者の表⽰
ができること。また、選択した再転
⼊者の過去の情報を引き継ぐこと
ができること。
住⺠登録時に、転出者、住登外
者より、同⼀⼈物と思われる⽅
（住⺠票コード、⽣年⽉⽇、性
別、⽒名の名）を検出し、⼀覧で
の確認ができること。

必須

98 異動 異動

住⺠の再転⼊処理時に宛名
番号を引き継いで登録する場
合、本籍地・筆頭者・住⺠票
コード・個⼈番号も引き継ぐこと
ができること。 A

99 異動 異動

転⼊、転出を繰り返した場合
でも同⼀宛名番号で管理がで
き、履歴を⼀元管理できるこ
と。

A

102 住⺠
記録 71

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

転⼊、転出を繰り返しても別個⼈
番号で管理するのではなく、同⼀
個⼈番号で管理し履歴を⼀元管
理できること。
再転⼊処理ができること。

必須

44 1.1 転⼊ 3 特例転⼊

特例転⼊に対応し，住⺠基本台帳ネットワーク（以下「住基ネット」という。）を介して送られた，転
出証明書情報の確認を⾏えること。
転出証明書情報に対して訂正⼊⼒が可能なこと。

必須 64 異動 異動

住⺠基本台帳ネットワークの情
報を利⽤した異動(転⼊届の
特例)が⾏なえること。

A

124

住
記
1
2
7

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

住
基
ネ
ッ
ト
と
の
連
携

付記転出情報がCSを通して
既存住記に反映できること

1 136 住⺠
記録 98 異動 特例転⼊

特例転⼊に対応していること。
特例転⼊の場合、住基ネットを介
して転出証明情報を取り込み、⼊
⼒処理を容易に⾏なうことができる
こと。
特例転⼊の場合、住基ネットを介
して転出証明情報を取り込み、⼊
⼒処理を容易に⾏なうことができる
こと。

必須

53 住⺠異動 4

特例転⼊に対応していること。
（住基ネットからのデータ引⽤
含む）

基
本

147 住基ネット 11

住⺠基本台帳ネットワークの情
報を利⽤した異動（特例転
⼊、転出）が⾏えること。

基
本

157 住基ネット

転出証明情報受信⼀覧が照
会できること。また、印刷できる
こと。

148 住基ネット 12
通信による転出証明書情報を
受信できること。

基
本

156 住基ネット 20

住⺠基本台帳カード、個⼈番
号カードで転⼊届に基づき、住
⺠登録を⾏う。
（未届転⼊を含む）

基
本

57 2.1 転出 3 転⼊通知未着者管理

・住基ネットのコミュニケーションサーバ（以下「住基ネットCS」という。）経由で転出先市区町村から受
理した転⼊通知情報を基に，転出者の住⺠票情報に対して転出確定処理ができること。
・転⼊通知受理後，⼀定期間（任意指定）転出確定処理が未処理の者を確認（画⾯または
チェックリスト 等）できること。
・転出処理が⾏われ，転出先市区町村からの転⼊通知を受理していない者を管理できること。
また，該当者の⼀覧が出⼒できること。
・転⼊通知未着照会（転出確定処理）実施後において，本籍地に対して附票消除を依頼する対
象者を管理できること。

必須

134 7.4 転⼊通知照
会・回答 1 転⼊通知照会回答書

転出者で，転⼊通知を受理していない者に関して，転出先市区町村へ転⼊通知未着者照会・回
答書を出⼒できること。

必須

46 1.1 転⼊ 5 未届転⼊
最終住⺠登録地と新住所地との間に未届の住所地がある場合，未届の住所地からの転⼊として⼊
⼒できること。（例︓○○市○○から転⼊（未届））

必須 94 異動 異動
未届地、最終住⺠登録地の
⼊⼒ができること。

A

6

住
記
0
0
7

住
⺠
情
報
管
理

未
届
転
⼊

未届転⼊の登録処理および
管理ができること

1 134 住⺠
記録 95 異動 転⼊未届

未届地を経由しての転⼊届に対し
て住⺠票を記載する場合に、経
由した未届地の管理ができること。

必須

52 住⺠異動 3

従前の居所で転⼊届をしてい
なかった者が転⼊してきた場
合、未届地や最終住⺠登録
地の登録も含めて⼊⼒できるこ
と。

基
本

49 1.1 転⼊ 8 最終住⺠登録地への通知
最終住⺠登録地へ住基ネットを介して，転⼊通知データを送付できること。
なお，未届転⼊の場合においても同様に処理できること。

必須

47 1.1 転⼊ 6 住所設定 住所設定処理（前住所が不明で確定できない場合の処理）を⾏えること。 必須 232 異動 異動

定まった住所のなかった者が、
新たに住所を定めた場合(住
所設定）の登録ができること。

A

9

住
記
0
1
0

住
⺠
情
報
管
理

住
所
設
定

前住所不明の世帯、個⼈の
情報を登録処理および管理が
できること

1 75 住⺠
記録 17 基本機

能 住所

前住所が不明となっている世帯及
び個⼈の情報について登録処理
及び管理ができること。

必須

55 住⺠異動 6

前住所地で職権消除された者
について、前住所を住所設定
とする転⼊が⾏えること。

基
本

152 住⺠
記録 128 異動 住所設定 住所を新規に設定できること。 ◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随

時
必須

135 住⺠
記録 106 異動 転⼊

未届転⼊・住所設定・未届再転
⼊の転⼊通知の⼊⼒箇所が明⽰
的であること。

必須

217 異動 異動

⼤量⼊⼒の⼀括決裁ができる
こと（⾃衛隊や介護施設⼊所
者の⼤量異動など）。

C

48 1.1 転⼊ 7 再転⼊ 再転⼊者の同定を⽀援できること。 任意
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重
要
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住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

82 転　出 異動条
件

全部・⼀部を選択し、異動⽇及び届出⽇を⼊⼒できること。
⼀部の場合は対象者を選択できること。
その際、対象者のうち住基カード・個⼈番号カード保有者が存在する場合、メッセージを表⽰するとともに
「特例転出」へ切替が可能であること。

157 2.1.6 住⺠異動 転出 1 異動条件
届出に基づき，転出（⼀部・全部）がで
きること。

○ 122 オンライン 減異動 転出 転出ができること。   ⼤ 届出に基づき転出（⼀部・全部）ができること。 18 1.2.1. 転出

住⺠の届出に基づき、
住⺠基本台帳から世
帯情報、個⼈情報を消
除する。

・印鑑
証明書
発⾏
データ
・コンビニ
証明発
⾏データ
・被保
険者情
報（後
期⾼
齢）

【帳票】
　住⺠異動届受理通知(1）
　届出期間経過通知(2）
　⼊⼒結果確認帳票(5）
　マイナンバーカード・在留カード等の
追記(7）
　転出証明書(準ずる証明
書)(11）
　通称名の記載および削除に関する
事項(12）
　特定同⼀世帯所属者異動連絡票
(国保)(15)
　被扶養者異動連絡票(国保)(16)
【データ】
[住基ネット連携]
　転出証明書情報（特例時）
　本⼈確認情報更新
　附票通知（19-4通知）（国外
転出時）
　カード管理システム連携
[法務省連携]　市町村通知
[コンビニ交付連携]システムへ即時
連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ

必須

158 2.1.6 住⺠異動 転出 2 転出先情報⼊⼒ 転出先情報の⼊⼒ができること。 ○

159 2.1.6

地番等が不明の場合は，市町村名を⼊
⼒後に「（以下不詳）」の追記ができるこ
と。

○ 40 住住⺠異動 異動処理 転出

転出処理において、転出先が不明
な場合には、市町村名のみの⼊⼒
ができること。

必
須

161 2.1.6
届出書に記⼊されたとおり，住所・⽅書の
⼊⼒ができること。

○

162 2.1.6
前住所を候補として選択・編集ができるこ
と。

また、海外転出の際は、国名を⼊⼒できること。 160 2.1.6 国外転出は，国名の⼊⼒ができること。 ○

163 2.1.6
世帯主・続柄の変更ができること（全部
の場合を除く）。

○ 196 バッチ 更新 転出予定
者消除 転出予定者の消除ができること。   ⼤ 世帯主が転出予定者の場合はあわせて続柄の変更を⾏うこ

と。

2.1.6

2.1.6

164 2.1.6
転出予定⽇以降の予定世帯主が設定で
きること。

○

165 2.1.6
転出予定者がいる場合は，転出予定⽇
以降の予定続柄を確認できること。

○ 153 オンライン 照会 内容表⽰
転出予定⽇以降の予定の続柄を
画⾯に表⽰できること。

  ⼤ 世帯員に転出予定者がいる場合，転出予定⽇以降の予定
の続柄を画⾯に表⽰できること。

84 転　出 特例転
出 特例転出に対応していること。 167 2.1.6 住⺠異動 転出 5

個⼈番号カード・住⺠
基本台帳カードによる
転出

届出に基づき，転出（カード継続利
⽤）の⼀部・全部ができること。

○ 123 オンライン 減異動 転出 カード継続利⽤の転出ができること。   ⼤ 届出に基づき転出（カード継続利⽤）の⼀部・全部ができる
こと。

転出証明書情報をＣＳへ⾃動送信できること。 転出証明書情報を住基ネットに転送できること。

85 転　出 転出証
明書

処理の⼀連の流れで転出証明書（外国⼈の場合は加えて「通称の記載及び削除に関する事項」）が
出⼒されること。
また、再発⾏も可能であること。
同時に除印も⾏い確認票を出⼒すること。

166 2.1.6 住⺠異動 転出 4 証明書

処理⼀連の流れにより，転出証明書
（外国⼈の場合は「通称の記載及び削
除に関する事項」を含む）が出⼒できるこ
と。

○

168 2.1.7

届出に基づき，転出予定者・転⼊通知
受理前の転出者について，転出取消が
できること。

○ 140 オンライン 修正異動 転出取消
転出取消ができること。

  ⼤ 届出に基づき転出予定者や転⼊通知受理前の転出者につい
て転出取消ができること。

169 2.1.7
転出予定者中の⼀部の場合は，対象者
の選択ができること。

○

170 2.1.7

転出確定者の場合は，エラーメッセージが
表⽰できること。
また，転出取消の処理を不可にできるこ
と。

○

171 2.1.7 住⺠異動 転出取消 2 事由記載

取消と同時に住⺠票を改製し，その旨を
⾃動で備考に記載できること。
なお，改製しないシステムは，⾃動で備
考欄に追記ができること。

○

83 転　出 転出先
⼊⼒

転出先の情報を⼊⼒でき、市区町村だけでの⼊⼒にも対応できること。

転出先住所については異動届通りに⼊⼒することができること。

住⺠異動 転出 3 続柄設定

86 転　出
取　消

異動条
件

全部・⼀部を選択し、異動⽇及び届出⽇を⼊⼒できること。
⼀部の場合は対象者を選択できること。
ただし、転出確定済みの場合はエラーメッセージを表⽰すること。

住⺠異動 転出取消 1 異動条件
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

48 1.1 転⼊ 7 再転⼊ 過去に住⺠であった住⺠が再び住⺠になる場合，過去の情報との連結が⾏えること。 任意 26

住
記
0
2
7

住
⺠
情
報
管
理

住
⺠
票
修
正
(
住
⺠
異
動
訂
正
)

海外転⼊及び未届転⼊により
再転⼊した者の除票処理で誤
⼊⼒した場合、住⺠票修正
(304)から市の住所が⼊⼒で
きること

1

55 2.1 転出 1 全部転出
世帯内の全ての住⺠（⼀⼈または複数⼈）が他の市区町村または海外に異動（全部転出）時に
発⽣する必要事項をシステムに登録できること。

必須 77 異動 異動
転出届に基づき転出予定の記
載ができること。

A

15

住
記
0
1
6

住
⺠
情
報
管
理

転
出

転出、海外転出時の登録処
理および管理ができること

1 139 住⺠
記録 107 異動 転出

転出処理後は⾃動的に転出証
明書の発⾏ができること。転出証
明情報を即時でＣＳへ送信でき
ること。
住基法改正に対応していること。
ただし、容易な操作で転出証明
書の発⾏またはCSへの情報送信
を選択できる⽅が良い。
転出届に基づき転出予定の記載
を⾏うことができること。

◆転出証明書
◆住⺠異動届

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

57 住⺠異動 8

他市町村への転出者にかかる
異動（全部転出及び⼀部転
出）が⾏えること。

基
本

56 2.1 転出 2 ⼀部転出
世帯内の⼀部の住⺠（⼀⼈または複数⼈）が他の市区町村または海外に異動（⼀部転出）時に
発⽣する必要事項をシステムに登録できること。

必須 147 住⺠
記録 119 異動 転出

同⽇を含む過去転出異動処理を
かけた場合、住⺠票は届出⽇を
もって、消除され、その消除⽇が⾃
動で記載されること。印鑑にも抹
消の⾃動連動がかかること。
⽇付は届出⽇を持って末梢できる
こと。

必須

転出先住所は，都道府県だけでの⼊⼒にも対応できること。

海外転出の際は，国名を⼊⼒できること。 82 異動 異動
国外転出の届出により、住⺠
票の消除ができること。 A

142 住⺠
記録 111 異動 国外転出

国外転出の届出があった場合、住
⺠票を消除できること。

必須

140 住⺠
記録 109 異動 転出

世帯主が転出した場合は残りの世
帯員に対して同時に世帯主変更
の異動ができること。
世帯主が転出した場合で、残る世
帯員が２名以上の場合、残った
世帯員に対して同時に世帯主変
更ができること（転出処理の⼀連
の処理として世帯主変更ができ、
残った世帯員から世帯主を選択で
きること）。

必須

141 住⺠
記録 115 異動 転出

世帯主が転出した場合で、残る世
帯員が１名、且つ14歳以上の場
合、⾃動で世帯主の設定が⾏え
ること。

任意

145 住⺠
記録 116 異動 転出

同⼀世帯員の同⼀転出先への転
出処理では、複数の住⺠を選択
し転出先を⼊⼒するだけで選択し
た住⺠をまとめて転出させることが
できること。
個々の住⺠に対しそれぞれ転出先
の⼊⼒を省くことができること。

必須

146 住⺠
記録 118 異動 転出

転出予定者は転出予定⽇まで転
出予定者として取り扱えること
（例︓転出予定⽇到来前までは
証明発⾏が通常通りできる等）。
ただし、転出予定者が予定⽇より
早く転⼊した場合、転⼊通知の移
動⽇をもって消除⽇とすること。

必須

59 住⺠異動 10

予定転出の異動⼊⼒につい
て、予定⽇が到来するまでは
除票にならず、現存者として各
種証明書の発⾏が可能である
こと。

基
本

59 2.1 転出 5 特例転出
特例転出に対応し，住基ネットを介し転出先へ転出証明書情報を通知（通信）できること。
なお，住基ネットへ⼀定期間連携（任意指定）されていない転出証明書情報を確認できること。

必須 78 異動 異動

住⺠基本台帳ネットワークの情
報を利⽤した異動(転出届の
特例)が⾏なえること。

A

123

住
記
1
2
6

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

住
基
ネ
ッ
ト
と
の
連
携

付記転出届があった場合､転
出証明書情報を編集し､CSに
データを送信できること

1 143 住⺠
記録 112 異動 付記転出

付記転出に対応していること。付
記転出の場合、転出証明書の⾃
動発⾏はおこなわず、転出証明情
報を即時でＣＳへ送信できるこ
と。

必須

58 住⺠異動 9 特例転出に対応していること。 基
本

144 住⺠
記録 117 異動 付記転出

住⺠基本台帳ネットワークの情報
を利⽤した付記転出予定ができる
こと。

必須

157 住基ネット 21

住⺠基本台帳カード、個⼈番
号カードで転出届に基づき、記
載の削除をできること。

基
本

58 2.1 転出 4 転出証明書の⾃動発⾏

特例転出以外の場合，転出処理の流れの中で転出証明書を⾃動的に出⼒できること。
｢転出証明書｣と｢転出証明書に準ずる証明書｣が⾃動判定されること。
転出予定且つ印鑑登録を⾏っているものは，転出予定⽇で⾃動的に失効できること。

必須

84 3.5 異動取消 1 全部転出取消

世帯内の全ての住⺠（⼀⼈または複数⼈）の転出処理されていている住⺠（⼀⼈または複数⼈）
の転出を取り消す異動（転出取消）時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。
転⼊通知未着処理がされていた場合，附票通知を住基ネットを通じて送付できること。

必須 13

住
記
0
1
4

住
⺠
情
報
管
理

転
出
取
消

転出予定⽇の前⽇までに転出
の登録処理を取り消すことがで
きること

1 149 住⺠
記録 125 異動 転出取消

転出取消の届出により、住⺠票の
回復ができること。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

83 職権等他
異動 1

転出予定者に対する異動の
取消ができること。
世帯主変更ありの異動も元の
世帯構成へ戻せること。

基
本

85 3.5 異動取消 2 ⼀部転出取消

世帯内の⼀部の住⺠（⼀⼈または複数⼈）の転出処理されていている住⺠（⼀⼈または複数⼈）
の転出を取り消す異動（転出取消）時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。
転⼊通知未着処理がされていた場合，附票通知を住基ネットを通じて送付できること。

必須

91 職権等他
異動 9

転出取消、職権回復を⾏った
者に対して、住⺠票についても
回復できること。

基
本

53



　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

87 転　出
取　消

世帯復
帰

転出取消後、従前の世帯に復帰すること。
また、従前の世帯が転居していた場合は、転居後の住所に復帰すること。

89 転　出
確　定

異動条
件 異動⽇及び通知⽇を⼊⼒できること。 172 2.1.8 住⺠異動 転出確定 1 異動条件

転出者について，「転⼊通知」の受理処
理ができること。

○

90 転　出
確　定

転⼊情
報⼊⼒

ＣＳから受信した転⼊通知情報を基に転⼊先の住所・⽅書等を登録できること。
173 2.1.8 住⺠異動 転出確定 2 転⼊情報⼊⼒（住

基ネット情報有）

住基ネットを介して取込んだ転⼊通知情
報をもとに，転⼊通知の受理処理ができ
ること。

○ 128 オンライン 減異動 転⼊通知
受理

転出者について転⼊通知受理が⾏
えること。

  ⼤ 同左 71 住異動事由 異動処理 転⼊通知
（電⽂）

検索された転出確定者のデータを住
基異動情報に反映させて、転⼊通
知の処理がバッチ処理で⾏えること。

要
望

その際、受信したデータに訂正が必要な場合は、適宜訂正を⾏えること。 141 オンライン 修正異動
転⼊通知
受理（再
処理）

転⼊通知情報を修正できること。
  ⼤ 転⼊通知受理者について再度転⼊通知が送信された場合に

⼀度⼊⼒した転⼊通知情報を修正できること。

92 転　出
確　定

ＣＳから
のデータ
⾃動取り
込み

ＣＳから受信した転⼊通知情報を取り込んだ後、職員の⼿を介することなく⾃動で登録できること。 342 2.5.2 市⺠課業務関
連システム連携 住基ネット連携 4 転⼊通知（住基ネッ

ト受信情報）

住基ネットを介して受信した「転⼊通知情
報」について，取込（⼀括処理）ができ
ること。

○ 197 バッチ 更新 転⼊通知
受理 転⼊通知受理ができること。   ⼤

住基ネットを介して送られてきた転⼊通知情報をもとに転⼊通
知受理処理ができること。
対象者が世帯主で転出予定者の場合は他世帯員の続柄の
変更を⾏うこと。
処理結果は⼀覧で出⼒できること。

174 2.1.8 住⺠異動 転出確定 2 転⼊情報⼊⼒（住
基ネット情報有）

転⼊通知が再送信された場合等は，⼀
度⼊⼒した転⼊通知について，修正がで
きること。

○

384 3.2.2 バッチ ⽇次 9 転⼊通知（住基ネッ
ト受信情報）

住基ネットを介して受信した「転⼊通知情
報」について，取込（⼀括処理）した結
果⼀覧表（エラー分を含む）を作成・出
⼒できること。

○

91 転　出
確　定

⾮住基
ネット対
応

ＣＳからの転⼊通知情報が無い場合も、転出確定処理が⾏えること。 175 2.1.8 住⺠異動 転出確定 3 転⼊情報⼊⼒（住
基ネット情報無）

郵送等による「転⼊通知」は，⼿動により
受理処理ができること。

○ 196 バッチ 更新 転出予定
者消除 転出予定者の消除ができること。   ⼤ 翌⽇転出⽇の転出予定者について消除処理ができること。

処理結果を⼀覧で出⼒できること。

149 バッチ
転出予
定者⼀
覧

転出予定のままで転出未確定者の⼀覧表を作成できること。 403 3.2.4 バッチ 随時 4 転⼊通知未着者
対象者を抽出し，⼀覧表の作成・出⼒
ができること。

○ 205 バッチ 帳票 転⼊通知
未受理

転⼊通知未受理者に対応できるこ
と。

  ⼤
転⼊通知未受理者のデータを抽出し，転出先や本籍地への
照会書を出⼒できること。 *110 1.12.3. 転⼊通知未着

転⼊通未着者について
通知を送付し、届出が
なければ職権消除処理
を⾏う

・期間を設定し、転⼊通知
未着者の抽出ができること
・対象者を選択し、通知が
出⼒できること

【帳票】　・本⼈宛未着通知(23）
・転出先市町村照会通知(24）
・附票公⽤請求申請書(25）
【データ】・転⼊通知未着者⼀覧(2-
20）

必須

81 住資料作成 資料作成 転出予定
者⼀覧

転出予定者を対象に、転出異動⽇
の範囲を指定し出⼒できること。

要
望

404 3.2.4 バッチ 随時 4 転⼊通知未着者

対象者を抽出し，転出先や本籍地へ
「転⼊通知未着照会書」の作成・出⼒が
できること。

○

77 住資料作成 資料作成 年齢別⼀
覧表

住⺠（転出予定者⼜は転出確定
者）を年齢を条件に年齢別⼀覧表
が出⼒できること。

要
望

405 3.2.4 バッチ 随時 4 転⼊通知未着者
対象者について，個別に消除処理ができ
ること。

○

406 3.2.4 バッチ 随時 4 転⼊通知未着者

対象者の⼀覧を画⾯に表⽰させ，消除
該当者を選択したうえで⼀括消除処理が
できること。

407 3.2.4 バッチ 随時 4 転⼊通知未着者

消除処理者について，本籍地宛に「⼾籍
附票確認通知書」を作成し，住基ネット
を介して送信できること。

○

93 転　出
確　定

海外転
出確定
⼊⼒

海外転出予定者の予定⽇が経過したら転出確定が⾃動⼊⼒されること。 176 2.1.8 住⺠異動 転出確定 4 転⼊情報⼊⼒（国
外転出）

国外転出予定者は，当該予定⽇の経
過⽇を以て，⾃動で転出確定処理がで
きること。

○

94 転　居 異動条
件 全部・⼀部を選択し、転居の条件を⼊⼒できること。 177 2.1.9 住⺠異動 転居 1 異動条件

届出に基づき，全全転居・全⼀転居・⼀
全転居・⼀⼀転居ができること。

○ 134 オンライン 修正異動 転居 転居ができること。   ⼤ 届出に基づき全全転居，全⼀転居，⼀全転居，⼀⼀転居
ができること。 24 1.3.1. 転居

住⺠の届出に基づき、
住⺠基本台帳上の世
帯情報、個⼈情報の
住所要件（住所や世
帯構成員、続柄）を変
更する。

・印鑑
証明書
発⾏
データ
・コンビニ
証明発
⾏データ
・被保
険者情
報（国
保）

【帳票】　住⺠異動届受理通知
(1）
　届出期間経過通知(2）
　⼊⼒結果確認帳票(5）
　マイナンバーカード・在留カード等の
追記(7）
【帳票】国⺠健康保険証(6）
【データ】[住基ネット連携]
　本⼈確認情報更新
　附票通知（19-4通知）
　カード管理システム連携
　送付先情報（⾃動的に送信）
[法務省連携]市町村通知
[コンビニ交付連携]システムへ即時
連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ

必須

95 転　居 該当世
帯検索 転居元の世帯（転居者）を特定できること。

96 転　居
転居先
世帯検
索

全→⼀または⼀→⼀転居の場合、転居先の世帯を特定できること。

97 転　居 転居先
⼊⼒ 転居先の情報を⼊⼒できること。
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

79 異動 異動
転出取消の届出により、住⺠
票の回復ができること。 A

92 職権等他
異動 10 転⼊通知の受理が⾏えること。 基

本

148 11.1 住基ネット
CS連動 5 転⼊通知受信処理

転出した住⺠に対して，住基ネットCSから受信した転⼊通知情報を⾃動で必要事項に登録できるこ
と。

同⼀⼈に対して転⼊通知情報が再送信された場合は，再送信されたもので更新が⾏えること。

必須 63 異動 異動
転⼊通知に基づき住⺠票の修
正ができること。

A

32

住
記
0
3
3

住
⺠
情
報
管
理

転
⼊
通
知

転⼊地から送られた転⼊通知
情報の登録および管理ができ
ること

1 174 住⺠
記録 155 異動

転出地確
定（転⼊
受理通
知）

住基ネットを介して転⼊通知情報
を取り込み、転出確定地の住所
⼊⼒を省略することができること。ま
た、個⼈毎の更新ではなく、転⼊
通知情報（世帯毎）に複数⼈の
更新が同時できること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

149 住基ネット 13
通信による転⼊通知情報を受
信できること。

基
本

但し，受信したデータに訂正が必要な場合は，適宜⾏えること。

218 異動 異動

転⼊通知の取り込みが⼀括、
個別が選択できること。
転⼊通知取り込み後、チェック
リストがでること。

A

*121

住
記
1
2
4

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

住
基
ネ
ッ
ト
と
の
連
携

転⼊地市町村からＣＳに送
信された転⼊通知情報をもと
に、転出確定処理ができること
転出確定処理については、基
本的なものは⾃動更新できる
こと。その際、住⺠票の消除⽇
も⾃動判定できること
予定転出者が予定⽇より早く
転⼊した場合、備考欄に転⼊
通知⽇を消除⽇として反映で
きること

1 176 住⺠
記録 157 異動

転出地確
定（転⼊
受理通
知）

転⼊地区市町村からの転⼊通知
に基づき、転出確定処理ができる
こと。同住所で複数の転⼊通知の
場合、⼀括で処理が⾏えること。

◆住⺠異動届 必須

102 他システム
連携 8

転⼊通知について⾃動更新さ
れること

基
本

143 住基ネット 7

転⼊通知情報を即時で住基
に転送し、転⼊通知情報とし
て反映されること。

基
本

140 住基ネット 4

転⼊地市町村からＣＳに送
信された転⼊通知情報をもと
に転出確定処理ができること。
また基本的なものに関しては⾃
動更新できること。

基
本

141 住基ネット 5

転出確定処理の⾃動更新に
ついては、住⺠票の消除⽇も
⾃動判定できること。

基
本

33

住
記
0
3
4

住
⺠
情
報
管
理

転
⼊
通
知

予定転出者が予定⽇より早く
転⼊した場合、備考欄に転⼊
通知⽇を消除⽇として反映す
ること

1 142 住基ネット 6

予定転出者が予定⽇より早く
転⼊した場合、備考欄に転⼊
通知⽇を消除⽇として⾃動反
映できること。

基
本

166 帳票 帳票

転⼊通知、通知⼀覧表を、処
理年⽉⽇の範囲を指定し作
成できること。また、csvデータと
して出⼒できること。 B

158 住基ネット

転⼊通知情報受信⼀覧が照
会できること。また、印刷できる
こと。

148 11.1 住基ネット
CS連動 5 転⼊通知受信処理

住基ネットCSからの転⼊通知情報（データ）が無い場合も，転⼊確定が⾏えること。
必須 175 住⺠

記録 156 異動

転出地確
定（転⼊
受理通
知）

住基ネット未加⼊団体からの転⼊
通知に対しても転出確定処理が
できること。

必須

174 帳票 帳票

転出予定中者⼀覧を、転出
予定⽇の範囲を指定し作成で
きること。また、csvデータとして
出⼒できること。

A

122

住
記
1
2
5

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

住
基
ネ
ッ
ト
と
の
連
携

転⼊通知更新済リスト及び転
⼊通知未更新済リストの打ち
出しができること

1 217 住⺠
記録 210 帳票発

⾏
転⼊通知
未着者

転⼊通知の未着者について、対
象期間を指定して抽出できること。
また、未着者を指定して転出先市
区町村への転⼊通知送付依頼を
出⼒できること。

◆転⼊通知未着者⼀覧
◆転⼊通知未着者はがき

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

100

住
記
1
0
2

発⾏通知
転⼊未着通知(転出予定地
／本籍地)の発⾏ができること

1

68 3.1 転居 1 全部・全部転居

世帯内の全ての住⺠（⼀⼈または複数⼈）が新たに管内に世帯を設ける異動（全部=>全部）時
に発⽣する必要事項をシステムに登録するできること。 必須 66 異動 異動

転居届により住⺠票の修正が
できること。

A

22

住
記
0
2
3

住
⺠
情
報
管
理

転
居

転居の登録処理および管理が
できること

1 148 住⺠
記録 120 異動 転居

届出により転居に関しての処理が
できること。
全部→全部、⼀部→⼀部、全部
→⼀部、⼀部→全部のパターンの
転居ができること。
転居処理更新（審査担当者が
⼊⼒内容を確認する機能を有し、
その後更新処理）のタイミングで
ＣＳへ転⼊通知情報の送信がで
きること。
また、住所から学区を⾃動で選択
し、⼊校通知の出⼒をすること。
新旧両世帯について、世帯主変
更の処理が同時にできること。
世帯主変更が伴う転居の場合

◆住⺠異動届
◆⼊校通知書

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

60 住⺠異動 11

市内転居（全部⇒全部、⼀
部⇒⼀部、全部⇒⼀部、⼀
部⇒全部）が⾏えること。
また前後の世帯が確認できる
よう、⼊⼒画⾯は⼀画⾯での
展開とする。

基
本

69 3.1 転居 2 全部・⼀部転居
世帯内の住⺠全て（⼀⼈または複数⼈）が管内の既存世帯へ異動（全部=>⼀部）時に発⽣す
る必要事項をシステムに登録できること。

必須 ※1 ⽅書が
異なる想定

70 3.1 転居 3 ⼀部・全部転居
世帯内の⼀部の住⺠（⼀⼈または複数⼈）が新たに管内に世帯を設ける異動（⼀部=>全部）
時に発⽣する必要事項をシステムに登録するできること。

必須 ※1 ⽅書が
異なる想定

71 3.1 転居 4 ⼀部・⼀部転居
世帯内の⼀部の住⺠（⼀⼈または複数⼈）が管内の既存世帯へ異動（⼀部=>⼀部）時に発⽣
する必要事項をシステムに登録できること。

必須 ※1 ⽅書が
異なる想定

55



　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

98 転　居 続柄設
定 転居元、転居先の世帯員の続柄を設定できること。 178 2.1.9 住⺠異動 転居 2 続柄設定

世帯主・続柄の変更ができること（全全
転居は除く）。

○

179 2.1.9 住⺠異動 転居 3 同⼀住所

同⼀住所（地番）の別領域の家屋へ異
動した場合について，処理できること。ま
た，備考に「同⼀住所への転居」を記載
できること。

○ 28 住住⺠異動 異動処理 住所チェック
機能

転居時の新住所に旧住所と同地番
が⼊⼒された場合には、注意喚起の
メッセージが表⽰されること。

必
須

180 2.1.9 住⺠異動 転居 4 転居の無効

錯誤・虚偽等により，無効とした場合
は，「無効となった旨」の記載ができるこ
と。

○

99 世帯主
変　更

異動条
件 異動⽇及び届出⽇を⼊⼒できること。 181 2.1.10 住⺠異動 世帯主変更 1 異動条件 世帯主の設定・変更ができること。 ○ 30 1.3.2. 世帯変更

・他の異動事由（転⼊・死
亡等）に伴う世帯主変更を
含む

必須

100 世帯主
変　更

続柄設
定 世帯員の続柄を設定できること。 182 2.1.10 住⺠異動 世帯主変更 2 続柄設定

変更後の世帯員について，続柄の設定
ができること。

○

183 2.1.10 住⺠異動 世帯主変更 3 備考欄
変更事由について，⾃動で備考欄に記
載できること。

○

101 世　帯
合　併

異動条
件 異動⽇及び届出⽇を⼊⼒できること。合併世帯と被合併世帯を検索できること。 184 2.1.11 住⺠異動 世帯合併 1 異動条件 届出に基づき，世帯合併ができること。 ○ 135 オンライン 修正異動 世帯変更 世帯合併ができること。   ⼤ 届出に基づき世帯合併ができること。 29 1.3.2. 世帯変更

住⺠の届出に基づき、
住⺠基本台帳上の世
帯情報、個⼈情報を変
更する。（世帯合併、
分離、世帯主変更、世
帯変更）

・印鑑
証明書
発⾏
データ
・コンビニ
証明発
⾏データ
・被保
険者情
報（国
保）

【帳票】住⺠異動届受理通知(1）
　届出期間経過通知(2）
　⼊⼒結果確認帳票(5）
　国⺠健康保険証(6）
　各課へのご案内(10）
【データ】[コンビニ交付]システムへ即
時連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ

必須

102 世　帯
合　併

⽅書同
⼀性確
認

⽅書の異なる世帯の合併の際には、確認メッセージが出⼒できること。 185 2.1.11 住⺠異動 世帯合併 2 ⽅書の同⼀性
世帯合併の前後で⽅書が相違している場
合は，警告メッセージが表⽰できること。

○ 世帯合併前と後で⽅書に差異がある場合は警告メッセージを
表⽰させること。

186 2.1.11 住⺠異動 世帯合併 2 ⽅書の同⼀性

⽅書が相違している場合は，世帯員とな
る者の⽅書を世帯主の⽅書と同⼀表記
にする修正と併せて，合併処理ができるこ
と。

○

103 世　帯
合　併

続柄設
定 世帯員の続柄を設定できること。 187 2.1.11 住⺠異動 世帯合併 3 続柄設定

合併後の世帯員について，続柄の設定
ができること。

○

188 2.1.11 住⺠異動 世帯合併 4 備考欄
合併事由について，⾃動で備考欄に記
載できること。

○

104 世　帯
分　離

異動条
件 異動⽇及び届出⽇を⼊⼒できること。 189 2.1.12 住⺠異動 世帯分離 1 異動条件 届出に基づき，世帯分離ができること。 ○ 136 オンライン 修正異動 世帯変更 世帯分離ができること。   ⼤ 届出に基づき世帯分離ができること。

105 世　帯
分　離

該当者
選択 世帯分離をする対象者を特定できること。

106 世　帯
分　離

続柄設
定 分離後の世帯員の続柄を設定できること。 190 2.1.12 住⺠異動 世帯分離 2 続柄設定

分離後の世帯員について，続柄の設定
ができること。

○

191 2.1.12 住⺠異動 世帯分離 3 ⽅書の追記

⽅書（○○⽅等）を追加する必要があ
る場合は，⽅書の記載処理と併せて，
分離処理ができること。

○

192 2.1.12 住⺠異動 世帯分離 4 備考欄
分離事由について，⾃動で備考欄に記
載できること。

○

107
世帯⼀

部
変　更

異動条
件⼊⼒

異動⽇及び届出⽇を⼊⼒できること。
異動元世帯と異動先世帯を検索でき、対象者を選択することができること。

193 2.1.13 住⺠異動 世帯変更 1 異動条件 届出に基づき，世帯員変更ができること。 ○ 137 オンライン 修正異動 世帯変更 世帯員変更ができること。   ⼤
届出に基づき世帯員変更ができること。
世帯員変更前と後で⽅書に差異がある場合は警告メッセージ
を表⽰させること。

108
世帯⼀

部
変　更

続柄設
定

変更後の続柄を設定できること。
異動元と異動先の両⽅に対応していること。

196 2.1.13 住⺠異動 世帯変更 3 続柄設定
変更後の世帯員について，続柄の設定
ができること。

○

138 オンライン 修正異動 世帯変更 世帯主変更ができること。   ⼤ 届出に基づき世帯主変更ができること。

109
世帯⼀

部
変　更

⽅書同
⼀性確
認

異動者と異動先の⽅書が同じであること。

194 2.1.13 住⺠異動 世帯変更 2 ⽅書の同⼀性
変更の前後で⽅書が相違している場合
は，警告メッセージが表⽰できること。

○

195 2.1.13 住⺠異動 世帯変更 2 ⽅書の同⼀性

⽅書が相違している場合は，世帯員とな
る者の⽅書を世帯主の⽅書と同⼀表記と
する修正と併せて，変更処理ができるこ
と。

○

197 2.1.13 住⺠異動 世帯変更 4 備考欄
変更事由について，⾃動で備考欄に記
載できること。

○

110 届　出
修　正

異動条
件⼊⼒ 届出⽇を⼊⼒できること。 142 オンライン 修正異動

職権による
修正・回復
異動

職権修正ができること。   ⼤ ⼾籍の届出や申し⽴てに基づき，職権修正ができること。
届出の種類等により，
修正できる所が限定され
ている。

111 届　出
修　正

現住所・
⽅書修
正

現住所または⽅書を修正することができること。 204 2.1.14 住⺠異動 修正 3 項⽬修正
住所⼜は⽅書（前住所を含む）につい
て，修正ができること。

○

112 届　出
修　正

フリガナ
修正 フリガナを修正することができること。 203 2.1.14 住⺠異動 修正 3 項⽬修正

⽒名（外国⼈のアルファベット・漢字併記
を含む）及び通称のフリガナについて，修
正ができること。

○ 20 住住⺠異動
その他
（増減な
し）

フリガナ修
正 フリガナの訂正が⾏えること。 必

須

113 届　出
修　正

続柄修
正 続柄を修正することができること。 205 2.1.14 住⺠異動 修正 3 項⽬修正 続柄について，修正ができること。 ○

198 2.1.14 住⺠異動 修正 1 異動条件

⼾籍届出（婚姻・離婚・転籍等）・９条
２項通知，１９条２項通知，⼾籍確
認・照合等に基づき，修正ができること。

○ 139 オンライン 修正異動

⼾籍の届
出や９条
２項通知
に基づく修
正異動

記載内容の修正ができること。   ⼤
婚姻や離婚，転籍等の⼾籍の届出や９条２項通知に基づ
き，住⺠基本台帳の記載内容の修正ができること。 31 1.3.3. ⼾籍届出異動

（増減なし）

⼾籍の届出・通知に基
づき、住⺠基本台帳上
の世帯情報、個⼈情
報の⼾籍要件（⽒
名、本籍、筆頭者、続
柄）を変更する。（⽒
名変更、婚姻、離婚、
転籍、⼾籍訂正等）

・印鑑
証明書
発⾏
データ
・コンビニ
証明発
⾏データ
・被保
険者情
報（国
保）

【帳票】⼊⼒結果確認帳票(5）
　マイナンバーカード・在留カード等の
追記(7）
【帳票】国⺠健康保険証(6）
【データ】[住基ネット連携]
　本⼈確認情報更新
　カード管理システム連携
　送付先情報（⾃動的に送信）
[コンビニ交付連携]システムへ即時
連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ

必須

199 2.1.14 住⺠異動 修正 1 異動条件

本籍地市町村から送付される「⼾籍の電
算化通知」「本籍地の⾏政区画・地番変
更・⼟地の名称変更，住居表⽰実施通
知」「⼾籍訂正通知」等により，修正がで
きること。

○

200 2.1.14 住⺠異動 修正 1 異動条件 申出等により，修正ができること。 ○

200 2.1.14 住⺠異動 修正 1 異動条件 錯誤等により，修正ができること。 ○
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

105 異動 異動

世帯主変更が伴う転居の場
合、転居と世帯主変更の異動
が同時にできること。 A

同⼀の住所地番でも転居可能なこと。 ※1 ⽅書が
異なる想定

86 3.5 異動取消 4 転居取消（虚偽回復） 転居処理されたが，異動を取り消す時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。 必須 35

住
記
0
3
6

住
⺠
情
報
管
理

転
居
無
効

転居の事実がなかったとき、事
由は転居無効として、住所及
び異動⽇を転居前の住所と異
動⽇とする修正ができること

1 150 住⺠
記録 126 異動 転居取消

転居取消の届出により、住⺠票の
訂正ができること。

必須

72 3.2 世帯変更 1 世帯主変更
世帯内の住⺠の続柄を修正して，新たな世帯主を設定する（世帯主変更）時に発⽣する必要事
項をシステムに登録できること。

必須 62 住⺠異動 13
世帯構成変更及び世帯主変
更の処理が⾏えること。

基
本

73 3.2 世帯変更 2 世帯合併
世帯内の住⺠（世帯員全員）が同⼀住所内の既存世帯の世帯員となる（世帯合併）時に発⽣
する必要事項をシステムに登録できること。

必須 65 異動 異動

世帯変更届（世帯分離、世
帯合併、世帯構成員変更、
世帯主変更）に基づき住⺠
票の修正ができること。

A

23

住
記
0
2
4

住
⺠
情
報
管
理

世
帯
異
動
登
録

世帯変更、世帯分離、世帯
合併、世帯主の変更等の登
録および管理ができること

1 170 住⺠
記録 151 異動 世帯合併

世帯員の続柄変更、世帯主変更
の処理が同時にできること。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

61 住⺠異動 12
世帯分離及び合併の処理が
⾏えること。

基
本

74 3.2 世帯変更 3 世帯分離
世帯内の⼀部の住⺠（⼀⼈または複数⼈）が同⼀住所内で新たな世帯を設ける（世帯分離）時
に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。

必須 171 住⺠
記録 152 異動 世帯分離

新旧両世帯について、世帯主変
更の処理が同時にできること（世
帯分離の⼀連の処理として世帯
主変更ができること）。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

61 住⺠異動 12
世帯分離及び合併の処理が
⾏えること。

基
本

75 3.2 世帯変更 4 世帯変更
（世帯構成変更）

世帯内の⼀部の住⺠（⼀⼈または複数⼈）が同⼀住所内の既存世帯へ異動（世帯構成変更）
時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。

必須 172 住⺠
記録 153 異動 世帯構成

変更

新旧両世帯について、世帯主変
更の処理が同時にできること（世
帯分離の⼀連の処理として世帯
主変更ができること）。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

62 住⺠異動 13
世帯構成変更及び世帯主変
更の処理が⾏えること。

基
本

14 共通1 14
⽒名のフリガナのみの修正が⾏
えること。

基
本

76 3.3
⼾籍届出異
動（増減な
し）

1 ⼾籍修正

住⺠（⼀⼈または複数⼈）の⼾籍に関わる異動の届出または通知により，⼾籍関連項⽬の登録内
容（履歴を含まない）を修正する（⼾籍修正）時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。
⽒名変更等に伴い印鑑登録を抹消し，抹消通知を発⾏できること。

必須 68 異動 異動
⼾籍届出による修正に基づき
住⺠票の修正ができること。

A

24

住
記
0
2
5

住
⺠
情
報
管
理

項
⽬
修
正

⼾籍の届出または通知など､⼾
籍の変更情報に伴って発⽣し
た情報の登録及び管理ができ
ること
住所の修正（分筆･合筆・⽅
書記載・⽅書消除・⽅書修正
等）ができること
町名地番⼜は区画整理の変
更に伴い､住所や⼾籍の表⽰
修正ができること
町名地番⼜は区画整理の変
更及び住所の修正の場合、住
定⽇はこれらの修正前の状態
が保持できること

1 159 住⺠
記録 140 異動 ⼾籍修正

婚姻、離婚等の⼾籍届出、または
通知により、個⼈の項⽬を修正で
きること。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

71 ⼾籍関係
異動 5

⼾籍届出による住⺠票の変更
が⾏えること。

基
本

67 異動 異動
⼾籍照合通知に基づき住⺠
票の修正ができること。

A

72 異動 異動
申出に基づき住⺠票の修正
（職権修正）ができること。 A

73 異動 異動
虚偽の届出が判明した場合に
住⺠票の修正ができること。

A
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

209 2.1.14 住⺠異動 修正 4 備考欄

⼾籍届出等に伴い世帯主の⽒名が修正
された場合は，併せて同⼀世帯員の世
帯主名を修正できること。なお，世帯員
の備考には⾃動で「職権により世帯主修
正」と記載できること。

○

7 住住⺠異動 ⼾籍関係
異動 出⽣、死亡

⼦が出⽣した場合や、⼦が出⽣と同
時に施設等に⼊り、⼦のみでひとつ
の世帯を構成した場合の登録、死
亡届による登録ができること。

必
須

114 職　権
記　載

異動条
件 全部・⼀部を選択し、処理⽇（異動⽇）を⼊⼒できること。 216 2.1.15 住⺠異動 記載 1 異動条件

申出・実態調査等に基づき，職権記載
（⼀部・全部）ができること。

○ 112 オンライン 増異動 職権による
増異動 職権記載ができること。   ⼤ 申し⽴てや実態調査等に基づき職権記載（⼀部・全部）が

できること。 12 1.1.3. 職権異動
（増）

職権により、住⺠基本
台帳に世帯情報、個⼈
情報を追加する。

・印鑑
証明書
発⾏
データ
・コンビニ
証明発
⾏データ

【帳票】　住⺠異動届受理通知
(1）
　届出期間経過通知(2）
　住⺠票コード通知票(3）
　⼊⼒結果確認帳票(5）
　マイナンバーカード・在留カード等の
追記(7）
【データ】[住基ネット連携]
　本⼈確認情報更新
　個⼈番号要求（未付番者のみ）
　附票通知（19-4通知）
　カード管理システム連携
　送付先情報（⾃動的に送信）
[法務省連携]市町村通知
[コンビニ交付連携]システムへ即時
連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ

必須

115 職　権
記　載

異動者
⼊⼒ 異動者の基本情報を⼊⼒できること。 217 2.1.15 住⺠異動 記載 2 職権記載者の情報⼊

⼒
職権記載者について，基本情報の⼊⼒
ができること。

○

116 職　権
記　載

現存者
確認 現存者かどうかのチェックを⾏えること。 218 2.1.15 住⺠異動 記載 3 現存者確認

現存者であるか否かについて，確認がで
きること。

○

117 職　権
記　載

備考欄
⼊⼒ 記載理由の備考記載⼊⼒ができること。 220 2.1.15 住⺠異動 記載 5 備考欄

記載事由について，⾃動で備考欄に記
載できること。

○

118 職　権
記　載

続柄設
定

世帯員の続柄を設定できること。（世帯主が変更となる転⼊・転出・転居等の異動の場合には、登録時
に⼀連の流れで世帯員の続柄を設定できること。）

219 2.1.15 住⺠異動 記載 4 続柄設定
記載後の世帯員について，続柄の設定
ができること。

○

17 住住⺠異動
その他
（増異
動）

住⺠票追
加

導⼊時セットアップの際に漏れていた
者の登録が⾏えること。

必
須

119 職　権
消　除

異動条
件 対象者を選択し、届出⽇を⼊⼒できること。 221 2.1.16 住⺠異動 職権消除 1 異動条件

申出・実態調査等の結果に基づき，職
権消除（⼀部・全部）ができること。

○ 127 オンライン 減異動 職権による
減異動 職権消除ができること。   ⼤ 申し⽴てや実態調査等の結果に基づき，職権消除（⼀部・

全部）ができること。 23 1.2.3. 職権異動
（減）

実態調査等に基づく職
権・法務省通知等によ
り、住⺠基本台帳から
世帯情報、個⼈情報を
消除する。（職権消
除）

・法務
省通知
・印鑑
証明書
発⾏
データ
・コンビニ
証明発
⾏データ

【帳票】⼊⼒結果確認帳票(5)
【データ】[住基ネット連携]
　本⼈確認情報更新
　附票通知（19-4）
　カード管理システム連携
[法務省連携]市町村通知
[コンビニ交付]システムへ即時連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ

必須

120 職　権
消　除 消除 該当者の情報を消除できること。

121 職　権
消　除

続柄設
定 世帯員の続柄を設定できること。 222 2.1.16 住⺠異動 職権消除 2 続柄設定

消除後の世帯員について，続柄の設定
ができること。

○

223 2.1.16 住⺠異動 職権消除 3 備考欄
消除事由について，⾃動で備考欄に記
載できること。

○

122 職　権
修　正

異動条
件 対象者を選択し、処理⽇を⼊⼒できること。 142 オンライン 修正異動

職権による
修正・回復
異動

職権修正ができること。   ⼤ ⼾籍の届出や申し⽴てに基づき，職権修正ができること。
届出の種類等により，
修正できる所が限定され
ている。

37 1.3.5. 職権異動（変
更）

職権により、住⺠基本
台帳の世帯情報、個
⼈情報を変更する。
（住居表⽰、法務省
通知等）

・住⺠の申出によるもの、通
知に基づく職権、区画整理
等の職権とに分類できること

・法務
省通知
・転⼊
通知
（9-
1）
・印鑑
証明書
発⾏
データ
・コンビニ
証明発
⾏データ
・被保
険者情
報（国
保）

【帳票】⼊⼒結果確認帳票(5）
　マイナンバーカード・在留カード等の
追記(7）
　変更証明書（区画整理等）
(20）
【帳票】国⺠健康保険証(6）
[住基ネット連携]
　本⼈確認情報更新
　附票通知（19-4通知）
　カード管理システム連携
　送付先情報（⾃動的に送信）
[法務省連携]市町村通知
[コンビニ交付連携]システムへ即時
連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ

必須

123 職　権
修　正

個⼈情
報修正 該当者の情報（⽒名、住所、性別、届出⽇等）を修正できること。

124 職　権
修　正

軽微な
修正 続柄を除く軽微な修正ができること。 210 2.1.14 住⺠異動 修正 5 軽微な修正

⽒名・住所の修正について，公的個⼈認
証の失効を防ぐための「軽微な修正」がで
きること。

○

211 2.1.14 住⺠異動 修正 5 軽微な修正

「審査⽤・異動届上のコマンド表記が異な
る」等，通常修正と誤選択により「誤って
失効させること」を抑制する措置が取られ
ていること。

○

125 職　権
修　正

続柄設
定 世帯員の続柄を設定できること。 205 2.1.14 住⺠異動 修正 3 項⽬修正 続柄について，修正ができること。 ○

201 2.1.14 住⺠異動 修正 2 ⽇付修正

⽣年⽉⽇・住⺠⽇（住⺠となった⽇）・
異動⽇（住所を定めた⽇）・届出⽇
等，⽇付について，修正ができること。

○

202 2.1.14 住⺠異動 修正 3 項⽬修正

⽒名（外国⼈のアルファベット・漢字併記
を含む）及び通称について，修正ができ
ること。

○

203 2.1.14 住⺠異動 修正 3 項⽬修正

⽒名（外国⼈のアルファベット・漢字併記
を含む）及び通称のフリガナについて，修
正ができること。

○ 20 住住⺠異動
その他
（増減な
し）

フリガナ修
正 フリガナの訂正が⾏えること。 必

須

204 2.1.14 住⺠異動 修正 3 項⽬修正
住所⼜は⽅書（前住所を含む）につい
て，修正ができること。

○
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

77 3.3
⼾籍届出異
動（増減な
し）

2 世帯主名の変更
⼾籍届出により世帯主の⽒名が変更された時，世帯情報としての世帯主名も連動して変更されるこ
と。（外国名から⽇本名への変更等）

必須

*101

住
記
1
0
3

発⾏通知

婚姻の届出に伴う修正処理を
⾏うとき、世帯合併の届出が
必要な対象者には「世帯合併
の届出について」の⾃動作成
及び出⼒ができること
通知には、世帯合併した者の
⽒名及び住所が印字できるこ
と

1

52 1.3 職権異動
（増） 1 全部職権記載

世帯内の全ての住⺠（⼀⼈または複数⼈）である事実が判明し，新たに世帯を設ける異動（全部
職権記載）時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。

必須 62 異動 異動

職権修正については、職権、
実態調査、申出、虚偽に基づ
き住⺠票の記載ができること。

A

8

住
記
0
0
9

住
⺠
情
報
管
理

職
権
登
録

職権により、世帯、個⼈の情
報を登録処理および管理がで
きること

1 84 職権等他
異動 2

市町村の実態調査による職権
記載が⾏えること。

基
本

53 1.3 職権異動
（増） 2 ⼀部職権記載

世帯内の⼀部の住⺠（⼀⼈または複数⼈）である事実が判明し，既存世帯の世帯員となる異動
（⼀部職権記載）時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。

必須

14

住
記
0
1
5

住
⺠
情
報
管
理

住
⺠
票
作
成

住⺠票を作成できること 1

65 2.3 職権異動
（減） 1 全部職権消除

世帯内の全ての住⺠（⼀⼈または複数⼈）が住⺠ではない事実が判明し，住⺠でなくなる（全部
職権消除）時に発⽣する必要事項及び発⽣事由をシステムに登録できること。

必須 83 異動 異動
実態調査に基づき住⺠票の消
除（職権消除）ができること。

A

18

住
記
0
1
9

住
⺠
情
報
管
理

職
権
消
除

職権により消除する世帯、個
⼈の情報を登録処理および管
理ができること

1 177 住⺠
記録 163 異動 職権消除

実態調査に基づき住⺠票の消除
（職権消除）ができること。また
職権消除の理由を選択できるこ
と。

必須

85 職権等他
異動 3

市町村の実態調査による職権
消除が⾏えること。

基
本

66 2.3 職権異動
（減） 2 ⼀部職権消除

世帯内の⼀部の住⺠（⼀⼈または複数⼈）が住⺠ではない事実が判明し，住⺠でなくなる（⼀部
職権消除）時に発⽣する必要事項及び発⽣事由をシステムに登録できること。

必須 84 異動 異動

誤記記載等が判明した場合に
職権により住⺠票の消除（職
権消除）ができること。 A

178 住⺠
記録 164 異動 職権消除

錯誤等が判明した場合に職権に
より住⺠票の消除（職権消除）
ができること。

必須

85 異動 異動
虚偽の届出が判明した場合に
住⺠票の消除ができること。

A

179 住⺠
記録 165 異動 職権消除

虚偽の届出が判明した場合に住
⺠票の消除ができること。

必須

87 3.6 記載事項変
更・修正 1 住⺠票記載事項変更(⾒え

消し)
住⺠（⼀⼈または複数⼈）の登録内容（履歴を含まない）を修正する（職権修正）時に発⽣す
る必要事項をシステムに登録できること。

必須 70 異動 異動
実態調査に基づき住⺠票の修
正(職権修正)ができること。

A

160 住⺠
記録 141 異動 世帯職権

修正

職権により、世帯の項⽬を修正で
きること。また、修正履歴を作成す
ることができること。確認帳票の審
査後に、更新する機能（ボタン）
を持たせること。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

72 ⼾籍関係
異動 6

⼾籍照合による住⺠票の変更
が⾏えること。

基
本

88 3.6 記載事項変
更・修正 2 修正処理（上書き）

住⺠（⼀⼈または複数⼈）の登録内容を修正する※１（職権修正）時に発⽣する必要事項をシ
ステムに登録できること。

必須
※1 変更履
歴に対する
修正不可

71 異動 異動

誤記記載等が判明した場合に
職権により住⺠票の修正（職
権修正）ができること。

A

161 住⺠
記録 142 異動 個⼈職権

修正

職権により、個⼈の項⽬を修正で
きること。
また、修正履歴を作成することがで
きること。
確認帳票の審査後に、更新する
機能（ボタン）を持たせること。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

75 ⼾籍関係
異動 9

他市からの⼾籍通知による住
⺠票の変更が⾏えること。

基
本

86 職権等他
異動 4

市町村の実態調査により職権
修正が⾏えること。

基
本
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

206 2.1.14 住⺠異動 修正 3 項⽬修正

上記以外（本籍・筆頭者及び外国⼈の
特有項⽬等）について，修正ができるこ
と。

○

207 2.1.14 住⺠異動 修正 4 備考欄
修正事由について，⾃動で備考欄に記
載できること。

○

208 2.1.14 住⺠異動 修正 4 備考欄 ⽂⾔について，修正ができること。 ○

41 1.3.5. 職権異動（変
更） ・追記通知が出⼒できること 【帳票】追記通知(19） 加点

126 職　権
修　正

上書き
修正

全ての項⽬について履歴を残さない上書き修正ができること。
また、修正内容によって住基ネットへの連携を制御できること

213 2.1.14 住⺠異動 修正 7 修正履歴
全項⽬（履歴を含む）は，履歴を残さ
ない修正ができること。

○ 148 オンライン 修正異動 履歴なし
修正

修正履歴が印字されない修正が可
能であること。

  ⼤ 住⺠票上に修正履歴が印字されない修正が可能であること。

214 2.1.14 住⺠異動 修正 7 修正履歴
履歴を残さない修正について，システム上
では内容確認ができること。

○ ログ上には修正履歴が記載されること。

22 住住⺠異動 訂正（履
歴なし） 誤謬訂正

オペレーターによる⼊⼒ミスの訂正が
⾏えること。

必
須

215 2.1.14 住⺠異動 修正 8 履歴情報の削除･修
正

過去情報は，特定アカウントによる操作
等により，修正ができること。（物理削除
ではなく論理削除）

○ 23 住住⺠異動 訂正（履
歴なし） 履歴訂正

過去の履歴に溯って訂正が必要と
なった場合の訂正が⾏えること。

必
須

127 職　権
回　復

異動条
件 対象者を選択し、処理⽇⼊⼒できること。 224 2.1.17 住⺠異動 回復 1 異動条件

職権により，⼀度消除した住⺠基本台
帳を回復できること。

○ 143 オンライン 修正異動
職権による
修正・回復
異動

職権回復ができること。   ⼤ 職権により⼀旦消除した住⺠基本台帳を回復できること。 16 住住⺠異動
その他
（増異
動）

職権回復
消除者の住⺠票を職権により回復
できること。

必
須

128 職　権
回　復

個⼈情
報回復 該当者の情報を回復できること。 226 2.1.17 住⺠異動 回復 3 事由記載

回復と同時に住⺠票を改製し，その旨を
⾃動で備考に記載できること。
なお，改製しないシステムは，⾃動で備
考欄に追記ができること。

○

129 職　権
回　復

続柄設
定 世帯員の続柄を設定できること。 225 2.1.17 住⺠異動 回復 2 続柄設定

回復後の世帯員について，続柄の設定
ができること。

○

130 住⺠票
コード

該当者
検索 住⺠票コード異動を⾏う該当者を特定できること。

131 住⺠票
コード

住⺠票
コード付
番

住⺠票コードは⾃動付番できること。 264 2.1.23 住⺠異動 住⺠票コード 1 新規付番

国外転⼊・住所設定等における未付番
者，出⽣（職権記載・通知を含む）の
場合は，⾃動で新規付番できること。
なお，新規付番者の異動処理後は，連
動して住⺠票コード通知書が出⼒できる
こと。

○

132 住⺠票
コード

住⺠票
コード通
知票

新規付番したもしくは変更した際に、住⺠票コード通知票を出⼒できること。
再出⼒もできること。

266 2.1.23 住⺠異動 住⺠票コード 3 通知票
市⺠⽤の通知票（変更通知票を含む）
を発⾏できること。

○ 71 1.5.2. 通知発⾏

住⺠へ各種通知（住
⺠票コード通知票等）
を送付する。

必須

267 2.1.23 住⺠異動 住⺠票コード 3 通知票
市⺠⽤の通知票（変更通知票を含む）
を再発⾏できること。

○

268 2.1.23 住⺠異動 住⺠票コード 3 通知票

宛名欄は，⾃動で世帯主名（○○様
⽅）の印字，若しくは世帯主名を連記し
て印字できること。（世帯主を除く。）

○

133 住⺠票
コード

変更管
理 住⺠票コードに変更があった場合、変更情報（⽇時等）を保持できること。 265 2.1.23 住⺠異動 住⺠票コード 2 変更管理 変更（番号修正）が⾏えること。 ○ 147 オンライン 修正異動 住⺠票コー

ド変更 住⺠票コードの変更が⾏えること。   ⼤ 住⺠票コードの変更（新規採番，番号修正）が⾏えること。 48 1.3.7 住⺠票コード変
更

届出・職権により、住⺠
票コードを変更する

・印鑑
証明書
発⾏
データ
・コンビニ
証明発
⾏データ

【帳票】住⺠票コード変更通知書
(4）
⼊⼒結果確認帳票(5）
【データ】[他業務システム連携]住基
異動連携⽤データ

必須

269 2.1.23 住⺠異動 住⺠票コード 4 個⼈番号カード
保有者の住⺠票コードが変更された場合
は，返納案内の発⾏ができること。

60



　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

89 3.6 記載事項変
更・修正 3 データベース修正

現在住⺠票，改製原住⺠票，除票に対して，訂正履歴を作成しない修正処理（履歴データの追
加・修正・削除）を⾏えること。
データ確認後（更新後の帳票が印刷）に確定更新できること。

必須

本機能は特
定権限者の
み使⽤でき
るように機能
制限を⾏う
こと

111 異動 異動

異動履歴を残さない上書き修
正ができること。また、過去の住
⺠票データにも修正ができるこ
と。

A

25

住
記
0
2
6

住
⺠
情
報
管
理

住
⺠
票
修
正
(
住
⺠
異
動
訂
正
)

世帯、個⼈の情報を訂正履
歴を残さずに訂正できること

1 162 住⺠
記録 143 異動 世帯項⽬

修正

世帯の項⽬修正が⾏え訂正履歴
が作成されないようにできること。
また、履歴に関しても修正ができる
こと。
確認帳票の審査後に、更新する
機能（ボタン）を持たせること。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

88 職権等他
異動 6

誤記について異動履歴のない
修正が⾏えること。

基
本

163 住⺠
記録 144 異動 個⼈項⽬

修正

個⼈の項⽬修正が⾏え訂正履歴
が作成されないようにできること。
また、履歴に関しても修正ができる
こと。
確認帳票の審査後に、更新する
機能（ボタン）を持たせること。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

89 職権等他
異動 7

誤記について異動履歴を残し
た修正が⾏えること。

基
本

180 住⺠
記録 158 異動 住⺠情報

訂正
オンライン操作により、履歴を残さ
ずに訂正を⾏なうことができること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

27

住
記
0
2
8

住
⺠
情
報
管
理

住
⺠
異
動
強
制
修
正

ＤＢ更新後においても、改製
原住⺠票や最新情報の⼀つ
前の情報に対し、履歴を表⽰
する⽅法及び履歴を表⽰しな
い⽅法の双⽅においてデータの
強制修正ができること

1 90 職権等他
異動 8

過去の履歴に遡っての修正、
除票の修正が⾏えること。

基
本

181 住⺠
記録 159 異動 住⺠情報

訂正

誤って異動を⾏なった際に、オンラ
イン操作にて移動を⾏う前の状態
に戻せること。

●異動処理を⾏う前の状
態にする（移動処理取
消）が可能である。また
パッチ依頼のメンテナンス等
で履歴の変更・削除ができ
ればよい。

必須

182 住⺠
記録 160 異動 住⺠情報

訂正

誤って２重登録してしまった際に、
職権消除などの異動を⾏なうこと
なく、オンライン操作により削除でき
ること。また、この場合、削除後は
検索しても候補者として表⽰され
ないこと。

●異動処理を⾏う前の状
態にする（移動処理取
消）が可能である。また
パッチ依頼のメンテナンス等
で履歴の変更・削除ができ
ればよい。

必須

54 1.3 職権異動
（増） 3 職権回復

消除された者が住⺠である事実が判明し，再び住⺠となる異動（職権回復）時に発⽣する必要事
項をシステムに登録できること。

必須 12

住
記
0
1
3

住
⺠
情
報
管
理

回
復 除票者の回復ができること 1 169 住⺠

記録 150 異動 回復
消除した住⺠票の回復が可能な
こと。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

87 職権等他
異動 5

市町村の実態調査により職権
回復ができること。

基
本

91 職権等他
異動 9

転出取消、職権回復を⾏った
者に対して、住⺠票についても
回復できること。

基
本

178 外国⼈ 20

職権により異動処理取消や、
職権消除、職権記載が⾏える
こと。

基
本

94 職権等他
異動 12

異動そのものを取り消す場合に
ついて運⽤可能なメニューがあ
ること。

特
記

196 連携 住基ネット

住⺠票コードの住⺠票への付
番結果を⼀覧表として作成で
きること。 B

130 発⾏
住⺠票コード通知・住⺠票コード変更通知が発⾏で
きること。異動に連動して発⾏することと、後から⽇付
等を指定し⼀括発⾏することのいずれも⾏えること。

4

住
記
0
0
5

住
⺠
情
報
管
理

住
⺠
票
コ
ー
ド
付
番

出⽣､国籍取得、帰化につい
ては､住⺠票コードの新規付番
ができること
転⼊､職権記載、住所設定､
住⺠票作成においては､住⺠
票コードを⼿⼊⼒もしくは新規
付番ができること

1 126 住⺠
記録 88

異動
（全
般）

増

出⽣､国籍取得、帰化については
住⺠票コードの新規⾃動付番が
できること。転⼊､職権記載、住所
設定､住⺠票作成においては住⺠
票コードを⼿⼊⼒もしくは新規付
番ができること。

必須

136 個⼈番号 10

出⽣、住所設定等により新しく
住⺠票コード、個⼈番号を付
番すべき場合は、⾃動付番で
きること

基
本

97 3.8 その他変更 3 住⺠票コード変更・修正 住⺠票コードを変更または修正した者に対して，住⺠票コード変更通知書または住⺠票コード修正通
知書を発⾏できること。

必須 59

住
記
0
6
0

住
⺠
情
報
管
理

操作

「住⺠票コード通知書発⾏」メ
ニューは市⺠課、出張所以外
の部署では操作できないこと

1 222 住⺠
記録 216 帳票発

⾏
住⺠票コー
ド通知

住⺠票コード通知書の再発⾏が
できること。
住⺠票コード変更通知書の再発
⾏ができること。
住⺠票コード修正通知書の再発
⾏ができること。

●住⺠票コード通知書は、
世帯単位と個⼈単位の様
式に対応していること。
◆住⺠票コード通知書◆
住⺠票コード変更通知書
◆住⺠票コード修正通知
書

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

137 住基ネット 1

新規付番者に対し、住⺠票
コード通知書が⾃動で出⼒さ
れること。
また新規付番者も含み、再発
⾏及び再出⼒も可能なこと。

基
本

69 ⼾籍関係
異動 3

出⽣⼊⼒をした⼦について、⾃
動で住⺠票コード通知書が出
⼒されること。

基
本

101 4.1 異動共通 2 住⺠票コード・個⼈番号付
番 世帯主に対して住⺠票コード通知書が発⾏できること。 必須

97 3.8 その他変更 3 住⺠票コード変更・修正
住⺠票コードの変更または職権等による修正時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。

必須 74 異動 異動

住⺠票コードの変更請求⼜は
職権修正により住⺠票コードの
記載の修正ができること。

A

36

住
記
0
3
7

住
⺠
情
報
管
理

住
⺠
票
コ
ー
ド
変
更

住⺠票コード変更の処理及び
管理ができること

1 173 住⺠
記録 154 異動 住⺠票コー

ド変更 住⺠票コードの変更ができること。

◆住⺠票コード変更通知
書

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

138 住基ネット 2
住⺠票コードの変更処理及び
管理ができること。

基
本

100 4.1 異動共通 1 住⺠票コード・個⼈番号付
番

住⺠の異動処理に伴い，⼀連の処理の中で住⺠票コード，または個⼈番号の付番が必要な場合
に，住⺠票コード，個⼈番号（マイナンバー）を新規付番できること。
また，住⺠票コード通知書が発⾏できること。

必須 177 外国⼈ 19
住⺠票コードや個⼈番号の変
更、記載、修正が⾏えること。

基
本
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

134 出　⽣ 異動条
件 全部、⼀部を選択でき、出⽣⽇・届出⽇・事由（申出、通知など）を⼊⼒できること。 227 2.1.18 住⺠異動 出⽣ 1 異動条件

出⽣した旨の届出，９条２項通知に基
づき，出⽣（⼀部・全部）ができること。

○ 109 オンライン 増異動

⼾籍の届
出や９条
２項通知
に基づく増
異動

出⽣ができること。   ⼤ 出⽣した旨の届出や９条２項通知に基づき，出⽣（⼀部・
全部）ができること。 11 1.1.2. ⼾籍届出異動

（増）

⼾籍の届出・通知に基
づき、住⺠基本台帳に
世帯情報、個⼈情報を
追加する。（出⽣、就
籍等）

・印鑑
証明書
発⾏
データ
・コンビニ
証明発
⾏データ

【帳票】　住⺠票コード通知票(3）
　⼊⼒結果確認帳票(5）
【データ】
[住基ネット連携]個⼈番号要求
[法務省連携]市町村通知
[コンビニ交付連携]システムへ即時
連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ

必須

135 出　⽣ 該当世
帯検索 出⽣の記載をする世帯を特定できること。

136 出　⽣ 出⽣情
報⼊⼒ 出⽣情報を⼊⼒できること。

228 2.1.18 住⺠異動 出⽣ 2 出⽣における転⼊
（⼜は転居）

出⽣⽇が世帯主の異動⽇を遡る場合
は，記載事由を「転⼊（⼜は転居）」と
して，記載できること。
（住基ネットに不要な情報を連携させな
いこと。）

○

229 2.1.18 住⺠異動 出⽣ 3 出⽣届に⾄らない⼦
に係る出⽣届

出⽣届に⾄らない⼦に係る出⽣届は，
本籍・筆頭者を“なし”と記載できること。

○

137 死　亡 異動条
件

死亡、推定死亡を選択できること。
なお、内部的には⽇付を保有しておくこと（個⼈番号連携対応）

230 2.1.19 住⺠異動 死亡・失踪宣
告 1 異動条件

死亡した旨の届出，９条２項通知に基
づき，死亡（⼀部・全部）ができること。

○ 124 オンライン 減異動

⼾籍の届
出や９条
２項通知
に基づく減
異動

死亡ができること。   ⼤ 死亡した旨の届出や９条２項通知に基づき，死亡（⼀部・
全部）ができること。 21 1.2.2. ⼾籍届出異動

（減）

⼾籍の届出・通知に基
づき、住⺠基本台帳か
ら世帯情報、個⼈情報
を消除する。（死亡、
失踪宣告）

・印鑑
証明書
発⾏
データ
・コンビニ
証明発
⾏データ

【帳票】⼊⼒結果確認帳票(5）
【データ】[住基ネット連携]
　本⼈確認情報更新
　カード管理システム連携
[法務省連携]市町村通知
[コンビニ交付]システムへ即時連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ

必須

138 死　亡 死亡⽇
⼊⼒

死亡⽇の⼊⼒ができ、推定死亡の場合については、あらかじめ指定した⽂⾔を指定⼊⼒できること。
他業務連携⽤にみなし死亡⽇を⼊⼒できること。

234 2.1.19 住⺠異動 死亡・失踪宣
告 4 死亡⽇不詳

死亡⽇が不詳の場合は，「平成○○年
頃」「平成○○年○⽉○⽇から平成○○
年○⽉○⽇までの間」「平成○○年⽉⽇
不詳」「推定平成○○年○⽉○⽇」「平
成○○年○⽉○⽇頃から平成○○年○
⽉○⽇頃までの間」「平成○○年春」「平
成○○年○⽉上旬」等の⼊⼒ができるこ
と。
なお，他システム連携⽤として，みなし死
亡⽇が作成できること。

○ 119 オンライン 減異動 減異動共
通 死亡⽇不詳の⼊⼒ができること。   ⼤

死亡⽇が不詳の場合は「平成２２年頃」「平成２２年６⽉
１⽇から平成２２年６⽉１０⽇までの間」「平成２２年⽉
⽇不詳」「推定平成２２年６⽉１⽇」「平成２２年６⽉１
⽇頃から平成２２年６⽉１０⽇頃までの間」「平成２２年
春」「平成２２年６⽉上旬」といった不詳⽇の⼊⼒ができるこ
と。
また，他システム連携⽤としてみなし死亡⽇の⼊⼒が⾏えるこ
と。

36 住住⺠異動 異動処理 不詳⽇⼊
⼒

「死亡⽇」が確定できない場合は、
「平成●●年４⽉下旬」や「平成■
■年春頃」といった推定⽇の⼊⼒が
できること。

必
須

231 2.1.19 住⺠異動 死亡・失踪宣
告 2 世帯主未設定 世帯主未設定を許可できること。 120 オンライン 減異動 減異動共

通 世帯主未設定を許可できること。   ⼤
死亡，失踪宣告等の場合に世帯主未設定を許可できること。
世帯主未設定の場合は，他の異動・発⾏処理の際に世帯主
未設定であることをメッセージ表⽰されること。

232 2.1.19 住⺠異動 死亡・失踪宣
告 2 世帯主未設定

世帯主未設定の場合は，死亡情報のほ
か世帯主未設定の状態で他システムへ連
携ができること。

233 2.1.19 住⺠異動 死亡・失踪宣
告 3 続柄設定

世帯主の死亡等について，他世帯員の
続柄が変更できること。

○

62
63 1.5.1. 証明書交付

住⺠の申請に基づき、
証明書（住⺠票、住
⺠票記載事項証明書
等）を出⼒する。

【帳票】
埋⽕葬許可申請書(21) 必須

139 失  踪 異動条
件 全部、⼀部を選択でき、失踪⽇・届出⽇・事由（申出、通知など）を⼊⼒できること。 125 オンライン 減異動

⼾籍の届
出や９条
２項通知
に基づく減
異動

失踪宣告ができること。   ⼤ 失踪宣告を受けた旨の届出や９条２項通知に基づき，失踪
宣告（⼀部・全部）ができること。 18 住住⺠異動

その他
（減異
動）

失踪宣告
失踪期間が終了した者の消除が⾏
えること。

必
須

140 外国⼈
通称名・
併記名
管理

通称名・併記名の登録管理ができること。
また、通称名については履歴管理ができること。

252 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 4 通称

届出に基づき，通称の記載及び消除が
できること。
なお，記載・削除の情報は⾃動で履歴に
反映できること。

○

243 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 1 外国⼈住⺠情報

通称履歴（記載・削除等の記録）が⼊
⼒できること。

○ 102 オンライン 増異動 増異動共
通

外国⼈の場合は通称履歴を⼊⼒
できること。

  ⼤ 同左

241 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 1 外国⼈住⺠情報 ⽣年⽉⽇は，⻄暦で記載できること。 ○

9 住住⺠異動 外国⼈異
動 共通 ⽣年⽉⽇不明が登録できること。 必

須

242 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 1 外国⼈住⺠情報

外国⼈特有項⽬（漢字併記，通称，
外国⼈住⺠となった⽇・国籍・在留カー
ド・⼜は特別永住者証明書情報等）の
⼊⼒ができること。

○

10 住住⺠異動 外国⼈異
動 共通

⼀時庇護・仮滞在許可者について
も滞在期限の管理が⾏えること。

必
須

62
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

50 1.2 ⼾籍届出異
動（増） 1 全部出⽣

出⽣して住⺠となり，新たに世帯を設ける異動（全部出⽣）時に発⽣する必要事項をシステムに登
録できること。
住定事由欄に出⽣の表⽰ができること。

必須 57 異動 異動
出⽣届⼜は通知に基づき住
⺠票の記載ができること。

A

7

住
記
0
0
8

住
⺠
情
報
管
理

出
⽣

出⽣情報の登録処理および
管理ができること

1 153 住⺠
記録 129 異動 出⽣

出⽣届に基づき記載を⾏うことが
できること。
加⼊世帯員を検索し、出⽣⼦の
⽒名や本籍・筆頭者名、続柄、
性別が⼊⼒でき、登録ができるこ
と。
また、本籍・筆頭者名は世帯員の
誰からでも引⽤できること。
更新と同時に住⺠票コードが新規
付番され、偽造防⽌⽤紙で通知
が出⼒されること。
加⼊世帯を選択すると⾃動的に、
⼩学校区、中学校区、投票区が
⼊⼒されること。

◆住⺠異動届
◆住⺠票コード通知

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

67 ⼾籍関係
異動 1

出⽣した⼦について、住⺠登
録、住⺠票の記載が⾏えるこ
と。

基
本

51 1.2 ⼾籍届出異
動（増） 2 ⼀部出⽣

出⽣して住⺠となり，既存世帯の世帯員となる異動（⼀部出⽣）時に発⽣する必要事項を登録で
きること。
住定事由欄に出⽣の表⽰ができること。

必須

73 ⼾籍関係
異動 7

他市からの出⽣通知による登
録が⾏えること。

基
本

168 住⺠
記録 149 異動 職権記載

出⽣届の提出に⾄らない⼦の届
出に基づき記載ができること。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

135 発⾏

総務省通達（総⾏市第１４
３号/出⽣届の提出に⾄らな
い⼦に係る住⺠票）に対応で
きるよう、本籍・筆頭者欄に
「なし」と表⽰できること

68 ⼾籍関係
異動 2

出⽣届に⾄らない⼦に係る住
⺠登録、住⺠票の記載が⾏え
ること。

基
本

60 2.2 ⼾籍届出異
動（減） 1 全部死亡

世帯内住⺠の全てが死亡し，住⺠でなくなる（全部死亡）時に発⽣する必要事項をシステムに登録
できること。

必須 76 異動 異動
死亡届⼜は通知に基づき住
⺠票の消除ができること。

A

16

住
記
0
1
7

住
⺠
情
報
管
理

死
亡

死亡情報の登録処理および
管理ができること

1 154 住⺠
記録 132 異動 死亡

死亡届に基づき消除を⾏うことが
できること。
異動⽇と届出⽇だけの⼊⼒及び
対象者選択の操作だけで異動が
できること。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

70 ⼾籍関係
異動 4

死亡者について、消除の登録
が⾏えること。
（死亡者が世帯主の場合の
世帯主変更は別途記載）

基
本

61 2.2 ⼾籍届出異
動（減） 2 ⼀部死亡

世帯内住⺠の⼀部が死亡し，住⺠でなくなる（⼀部死亡）時に発⽣する必要事項をシステムに登
録できること。

必須

74 ⼾籍関係
異動 8

他市からの死亡通知による登
録が⾏えること。

基
本

推定死亡の場合については，備考欄に「死亡⽇推定AA年AA⽉上旬頃」等の記載ができる
こと。

107 異動 異動
不明確な死亡⽇の⼊⼒ができ
ること。

A

17

住
記
0
1
8

住
⺠
情
報
管
理

死
亡

死亡届に記載の死亡⽇が「○
⽉○⽇頃死亡」の場合、備考
欄に○⽉○⽇頃死亡という推
定死亡⽇が⼀度で反映できる
こと

1 155 住⺠
記録 134 異動 死亡

死亡⽇不詳の場合は推定死亡
⽇の⼊⼒ができること、証明書にも
「推定○○⽇」等の出⼒ができる
こと。

必須

76 ⼾籍関係
異動 10

死亡⽇が確定できない場合の
⼊⼒について、「平成○○年
○⽉下旬、頃」といった推定⽇
の⼊⼒ができ、住⺠票の消除
が⾏えること。

基
本

106 異動 異動

世帯主の死亡・転出の場合、
世帯主変更が同時にできるこ
と。

A

101

住
記
1
0
3

発⾏通知

死亡事由での⼊⼒で世帯主
の死亡に伴う主の変更が⽣じ
たとき、「世帯主の修正につい
て」の通知が⾃動作成及び出
⼒できること
通知には、新世帯主⽒名及び
住所が印字できること

156 住⺠
記録 135 異動 死亡

世帯主が死亡した場合で、死亡
届の⼊⼒後に残る世帯員が２名
以上、且つ15歳以上の場合、
残った世帯員に対して同時に世帯
主変更ができること（死亡処理の
⼀連の処理として世帯主変更がで
き、残った世帯員から世帯主を選
択できること）。
世帯主が死亡の場合、世帯主無
しの世帯が作成可能なこと。
世帯主が死亡した場合は残りの世
帯員に対して同時に世帯主変更
の異動ができること。

必須

157 住⺠
記録 136 異動 死亡

世帯主が死亡した場合で、死亡
届の⼊⼒後に残る世帯員が１
名、且つ15歳以上の場合、⾃動
で世帯主の設定が⾏えること。

任意

132 発⾏

埋⽕葬許可証の発⾏・再発
⾏が⾏えること。
また、異動（死亡）に連動し
て出⼒ができること。

48 証明発⾏ 14

⽕葬許可証の発⾏が死亡の
異動連動⼜は個別の処理に
よりできること。

基
本

62 2.2 ⼾籍届出異
動（減） 3 全部失踪宣告

世帯内住⺠の全てに対して失踪宣告がなされ，当該市区町村の住⺠でなくなる（全部失踪宣告）
時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。
備考欄に「AA年AA⽉AA⽇失踪宣告」等の記載ができること。

必須 80 異動 異動
失踪宣告届⼜は通知に基づ
き住⺠票の消除ができること。

A

21

住
記
0
2
2

住
⺠
情
報
管
理

失
踪

失踪の登録処理および管理が
できること

1 167 住⺠
記録 148 異動 失踪

失踪宣告届に基づき消除を⾏うこ
とができること。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

80 ⼾籍関係
異動 14

失踪宣告届に基づき、職権消
除を⾏えること。

基
本

63 2.2 ⼾籍届出異
動（減） 4 ⼀部失踪宣告

世帯内住⺠の⼀部に対して失踪宣告がなされ，当該市区町村の住⺠でなくなる（⼀部失踪宣告）
時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。
備考欄に「AA年AA⽉AA⽇失踪宣告」等の記載ができること。
世帯主の失踪宣告に伴い，世帯主変更処理ができること。
世帯主なしの世帯を作成・管理できること。

必須

99 3.8 その他変更 5 通称履歴管理
外国⼈の通称名の登録，変更，修正など必要事項をシステムに登録できること。
また，個⼈毎に通称名の履歴管理ができること。

必須 180 外国⼈ 22

通称履歴について、転⼊の異
動時に⼊⼒が⾏えること。
また、通称履歴メンテナンス画
⾯より編集が⾏えること。

基
本

63
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№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

11 住住⺠異動 外国⼈異
動 共通

英字圏の外国⼈住⺠について、印
鑑登録⽤のカナ⽒名登録が⾏える
こと。

必
須

141 外国⼈ 帰化 帰化の⼊⼒ができること。 235 2.1.20 住⺠異動 国籍変更に伴
う処理 1 帰化（⼀部･全部）

届出，９条２項通知に基づき，帰化記
載（⼀部・全部）ができること。

○ 110 オンライン 増異動

⼾籍の届
出や９条
２項通知
に基づく増
異動

帰化記載ができること。   ⼤

帰化した旨の届出や９条２項通知に基づき，帰化記載（⼀
部・全部）ができること。
住⺠基本台帳に登録されている外国⼈を帰化する場合は，
帰化する前の住⺠基本台帳の記載情報（住所，⽅書，⽣
年⽉⽇，性別，続柄，住⺠⽇，住定⽇）を引き継げるこ
と。
その場合，住⺠基本台帳に記載されている外国⼈情報を消
除できること。

34 1.3.4. ⼾籍届出異動
（減増）

⼾籍の届出・通知に基
づき、現在の住⺠票を
消除し新たな住⺠票を
記載する。（帰化、国
籍取得、国籍喪失）

・印鑑
証明書
発⾏
データ
・コンビニ
証明発
⾏データ
・被保
険者情
報（国
保）

【帳票】
　⼊⼒結果確認帳票(5）
　マイナンバーカード・在留カード等の
追記(7）
【帳票】国⺠健康保険証(6）
【データ】
[住基ネット連携]
　本⼈確認情報更新
　カード管理システム連携
　送付先情報（⾃動的に送信）
[法務省連携]市町村通知
[コンビニ交付連携]システムへ即時
連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ

必須 14 住住⺠異動
その他
（減増異
動）

帰化

外国⼈が⽇本国籍をとった場合の
消除及び登録が⾏えること。
その際、登録外国⼈データを検索
し、同じコードを住⺠コードとして登
録が⾏えること。

必
須

236 2.1.20 住⺠異動 国籍変更に伴
う処理 1 帰化（⼀部･全部）

住⺠基本台帳に登録されている外国⼈の
場合は，帰化する前の住⺠基本台帳の
記載情報（住所，⽅書，⽣年⽉⽇，
性別，続柄，住⺠⽇，住定⽇）を引き
継げること。
また，その場合には，住⺠基本台帳に記
載されている外国⼈情報を消除できるこ
と。

○

142 外国⼈ 国籍取
得 国籍取得の⼊⼒ができること。 237 2.1.20 住⺠異動 国籍変更に伴

う処理 2 国籍取得（⼀部･全
部）

届出，９条２項通知に基づき，国籍取
得記載（⼀部・全部）ができること。

○ 111 オンライン 増異動

⼾籍の届
出や９条
２項通知
に基づく増
異動

国籍取得記載ができること。   ⼤

国籍取得した旨の届出や９条２項通知に基づき，国籍取得
記載（⼀部・全部）ができること。住⺠基本台帳に登録され
ている外国⼈を国籍取得する場合は，国籍取得する前の住
⺠基本台帳の記載情報（住所，⽅書，⽣年⽉⽇，性
別，続柄，住⺠⽇，住定⽇）を引き継げること。
その場合，住⺠基本台帳に記載されている外国⼈情報を消
除できること。

15 住住⺠異動
その他
（減増異
動）

国籍取得

国籍取得届出に基づいて消除及び
登録が⾏えること。
その際、登録外国⼈データを検索
し、同じコードを住⺠コードとして登
録が⾏えること。

必
須

238 2.1.20 住⺠異動 国籍変更に伴
う処理 2 国籍取得（⼀部･全

部）

住⺠基本台帳に登録されている外国⼈の
場合は，国籍取得する前の住⺠基本台
帳の記載情報（住所，⽅書，⽣年⽉
⽇，性別，続柄，住⺠⽇，住定⽇）
を引き継げること。
その場合，住⺠基本台帳に記載されてい
る外国⼈情報を消除できること。

○

143 外国⼈ 国籍喪
失 国籍喪失の⼊⼒ができること。 239 2.1.20 住⺠異動 国籍変更に伴

う処理 3 国籍喪失（⼀部･全
部）

届出，９条２項通知に基づき，国籍喪
失消除（⼀部・全部）ができること。

○ 126 オンライン 減異動

⼾籍の届
出や９条
２項通知
に基づく減
異動

国籍喪失消除ができること。   ⼤

国籍喪失した旨の届出や９条２項通知に基づき，国籍喪失
消除（⼀部・全部）ができること。また，外国⼈として国籍喪
失記載（⼀部・全部）ができること。
その場合，国籍喪失する前の住⺠基本台帳の記載情報
（住所，⽅書，⽣年⽉⽇，性別，続柄，住⺠⽇，住定
⽇）を引き継げること。

19 住住⺠異動
その他
（減増異
動）

国籍喪失

⽇本国籍を離脱し外国の国籍を取
得した者の消除及び登録が⾏えるこ
と。

必
須

240 2.1.20 住⺠異動 国籍変更に伴
う処理 3 国籍喪失（⼀部･全

部）

住⺠基本台帳に登録されている⽇本⼈の
場合は，国籍喪失する前の住⺠基本台
帳の記載情報（住所，⽅書，⽣年⽉
⽇，性別，続柄，住⺠⽇，住定⽇）
を引き継げること。
その場合，住⺠基本台帳に記載されてい
る⽇本⼈情報を消除できること。

○

144 外国⼈ 在留資
格取得 在留資格取得の⼊⼒ができること。 250 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠ 3

在留資格取得
（３０－４７届
出）

届出に基づき，中⻑期在留資格取得
（住⺠基本台帳に登録されていない本
市に住所を有する外国⼈を中⻑期在留
者として住⺠基本台帳に登録）の⼀部・
全部ができること。

○ 113 オンライン 増異動 外国⼈増
異動 中⻑期在留資格取得ができること。   ⼤

届出に基づき中⻑期在留資格取得（住⺠基本台帳に記載
されていない当該⾃治体に住所を有する外国⼈を中⻑期在留
者として住⺠基本台帳に記載すること）（⼀部・全部）ができ
ること。

251 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠ 3
在留資格取得
（３０－４７届
出）

前住所について，空⽩にできること。 ○

248 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 2

国外転⼊
（３０－４６届
出）

届出に基づき，国外転⼊（中⻑期在留
者等の国外転⼊における住⺠基本台帳
への登録）の⼀部・全部ができること。

○ 114 オンライン 増異動 外国⼈増
異動

外国⼈国外転⼊（３０条４６）
ができること。

  ⼤
届出に基づき外国⼈国外転⼊（中⻑期在留者等が国外から
転⼊してきた場合に住⺠基本台帳に記載すること）（⼀部・
全部）ができること。

249 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠ 2
国外転⼊
（３０－４６届
出）

前住所について，空⽩にできること。 ○

115 オンライン 増異動 外国⼈増
異動

３０条４６に準ずる転⼊ができる
こと。

  ⼤

届出に基づき法３０条４６に準ずる転⼊（住⺠基本台帳に
記載されていない中⻑期在留者等が新たに当該市区町村内
に住所を定めた場合や住⺠基本台帳に記載されていないもの
が中⻑期在留者等として転⼊してきた場合に住⺠基本台帳に
記載すること）（⼀部・全部）ができること。

116 オンライン 増異動 外国⼈増
異動

法附則５条に基づく記載ができるこ
と。

  ⼤

届出に基づき法附則５条に基づく記載（法施⾏⽇時点で住
⺠基本台帳の記載に誤りがあり，当該⾃治体内に住所を有
するものを新たに住⺠基本台帳に記載すること）（⼀部・全
部）ができること。

146 オンライン 修正異動 外国⼈修
正異動

法附則５条に基づく修正ができるこ
と。

  ⼤
届出に基づき法附則５条に基づく修正（法施⾏⽇時点で住
⺠基本台帳の記載に誤りがあり，住⺠基本台帳の記載内容
を修正すること）ができること。

244 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 1 外国⼈住⺠情報

在留資格の取り消し・在留資格の変更許
可（中⻑期在留資格者→住基対象
外）等の法務省通知に基づき，消除で
きること。

○ 129 オンライン 減異動
法務省通
知による減
異動

法務省通知に基づいて，住⺠基本
台帳から消除できること。

  ⼤
「在留資格の取り消し」や「在留資格の変更許可（中⻑期在
留資格者⇒住基対象外）」等の法務省通知に基づいて，住
⺠基本台帳より消除できること。

245 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 1 外国⼈住⺠情報 法務省通知に基づき，修正ができること。 ○ 144 オンライン 修正異動 法務省通

知 記載内容の修正ができること   ⼤ 法務省通知をもとに住⺠基本台帳の記載内容を修正できるこ
と。

246 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 1 外国⼈住⺠情報 法務省通知に基づき，回復ができること。 ○ 145 オンライン 修正異動 法務省通

知 記載内容の回復ができること。   ⼤ 法務省通知をもとに住⺠基本台帳を回復できること。
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

80 3.4 ⼾籍届出異
動（減増） 3 全部帰化

⽇本に帰化して住⺠となり，新たに世帯を設ける異動（全部帰化）時に発⽣する必要事項をシステ
ムに登録できること。⽇本⼈として記載する際に，従前の情報（個⼈番号，住⺠⽇等）を継承する
こと。

必須 58 異動 異動

帰化届に基づき外国⼈住⺠の
住⺠票の消除ができ、引続き
⽇本⼈住⺠の住⺠票の記載
ができること。

帰化届⼜は通知に基づき住
⺠票の記載ができること。

A

10

住
記
0
1
1

住
⺠
情
報
管
理

帰
化

帰化の登録処理および管理が
できること

1 164 住⺠
記録 145 異動 帰化

帰化届に基づき記載を⾏うことが
できること。

◆住⺠異動届
◆住⺠票コード通知書

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

127 異動処理
帰化、国籍喪失の処理ができ
ること

77 ⼾籍関係
異動 11

帰化届に基づく異動について
１度の操作で処理できること。
（外国⼈としての住⺠票の消
除と⽇本⼈としての住⺠票の
作成）

基
本

81 3.4 ⼾籍届出異
動（減増） 4 ⼀部帰化

⽇本に帰化して住⺠となり，既存世帯の世帯員となる異動（⼀部帰化）時に発⽣する必要事項を
システムに登録できること。⽇本⼈として記載する際に，従前の情報（個⼈番号，住⺠⽇等）を継
承すること。

必須

172 外国⼈ 14

帰化届に基づき外国⼈の住⺠
票を消除でき、引き続き⽇本
⼈住⺠の住⺠票の記載ができ
ること。

基
本

78 3.4 ⼾籍届出異
動（減増） 1 全部国籍取得

⽇本国籍取得により外国⼈としての住⺠票を消除し，⽇本⼈としての住⺠票を取得して新たに世帯
を設ける異動（全部国籍取得）時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。
⽇本⼈として記載する際に，従前の情報（個⼈番号，住⺠⽇等）を継承すること。

必須 59 異動 異動

国籍取得届に基づき外国⼈
住⺠の住⺠票の消除ができ、
引続き⽇本⼈住⺠の住⺠票
の記載ができること。

国籍取得届⼜は通知に基づ
き住⺠票の記載ができること。

A

11

住
記
0
1
2

住
⺠
情
報
管
理

国
籍
取
得

国籍取得の登録処理および
管理ができること

1 165 住⺠
記録 146 異動 国籍取得

国籍取得届に基づき記載を⾏うこ
とができること。

◆住⺠異動届
◆住⺠票コード通知書

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

78 ⼾籍関係
異動 12

国籍取得届に基づく異動につ
いて１度の操作で処理できる
こと。
（外国⼈としての住⺠票の消
除と⽇本⼈としての住⺠票の
作成）

基
本

79 3.4 ⼾籍届出異
動（減増） 2 ⼀部国籍取得

⽇本国籍取得により外国⼈としての住⺠票を消除し，⽇本⼈としての住⺠票を取得して既存世帯の
世帯員となる異動（⼀部国籍取得）時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。
⽇本⼈として記載する際に，従前の情報（個⼈番号，住⺠⽇等）を継承すること。

必須

173 外国⼈ 15

国籍取得届の基づき、外国⼈
住⺠の住⺠票が消除でき、引
き続き⽇本⼈住⺠の住⺠票が
作成できること。

基
本

82 3.4 ⼾籍届出異
動（減増） 5 全部国籍喪失

世帯内の全ての住⺠が⽇本国籍を喪失し，⽇本⼈としての住⺠票を消除し，外国⼈としての住⺠票
記載（全部国籍喪失）時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。
外国⼈として記載する際に，従前の情報（個⼈番号，住⺠⽇等）を引継げること。

必須 60 異動 異動

国籍喪失届⼜は報告に基づ
き住⺠票の消除ができること。
国籍喪失届⼜は報告に基づ
き住⺠票の記載ができること。

A

19

住
記
0
2
0

住
⺠
情
報
管
理

国
籍
喪
失

国籍喪失の登録処理および
管理ができること

1 166 住⺠
記録 147 異動 国籍喪失

国籍喪失届、または国籍喪失報
告に基づき消除を⾏うことができる
こと。

◆住⺠異動届 ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

79 ⼾籍関係
異動 13

国籍喪失届及び喪失報告に
基づく異動について１度の操
作で処理できること。

基
本

20

住
記
0
2
1

住
⺠
情
報
管
理

国
籍
離
脱

国籍離脱の登録処理および
管理ができること

1

83 3.4 ⼾籍届出異
動（減増） 6 ⼀部国籍喪失

世帯内の⼀部の住⺠が⽇本国籍を喪失し，⽇本⼈としての住⺠票を消除し，外国⼈としての住⺠
票記載（⼀部国籍喪失）時に発⽣する必要事項をシステムに登録できること。
外国⼈として記載する際に，従前の情報（個⼈番号，住⺠⽇等）を引継げること。

必須 174 外国⼈ 16

国籍喪失届⼜は報告に基づ
き住⺠票を消除や記載が⾏え
ること。

基
本

61 異動 異動
在留資格取得届に基づき住
⺠票の記載ができること。

A

161 外国⼈ 3
在留資格取得による異動⼊
⼒が⾏えること。

基
本

175 外国⼈ 17
在留資格届の変更に基づき新
たに住⺠登録が⾏えること。

基
本

176 外国⼈ 18
３０条の４６転⼊（前住所
が国外）が⾏えること。

基
本

88 異動 異動
法務省通知に基づき住⺠票の
消除ができること。

A

81 ⼾籍関係
異動 15

法務省通知に基づき、住⺠票
の修正、消除、回復ができるこ
と。

基
本

75 異動 異動
法務省通知に基づき住⺠票の
修正ができること。 A

75 異動 異動
法務省通知に基づき住⺠票の
回復ができること。

A

164 外国⼈ 6

⼊国管理局から外国⼈住⺠
を回復するよう、通知があった
場合に職権で回復が⾏えるこ
と。

基
本
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

1-3
8

外国⼈
⼊管法
の居住
地届出

「住基法・⼊管法」と「⼊管法」に区別し、市町村通知と対象者⼀覧を⾃動作成できること。
また、届出修正にも対応できること。
なお、在留カードの裏書が終了していないものに通知が出⼒できること。

254 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 5 住居地届

異動処理時には在留カード等の提⽰がな
く，後⽇，在留カードが提⽰された場合
は，市町村通知の送信ができること。

○ 186 オンライン 補助機能
⼊管法の
みの市町
村再通知

⼊管法のみの市町村再通知を送
信できること。

  ⼤

異動処理の際に在留カード等の提⽰がなく，その後在留カード
の提⽰があった場合に，⼊管法のみ市町村通知を送信するこ
とができること。
必要であれば市町村通知の訂正送信を⾏うことができること。

通知作成に住⺠情報を
利⽤できる。 121 1.13.1. 法務省連携市

町村通知

住⺠異動があった外国
⼈住⺠の市町村通知
を法務省連携端末に
送信する

・住居地届出が必要となる
届出については、住居地届
出の有無について選択ができ
ること

必須 12 住住⺠異動 その他異
動

市町村通
知

外国⼈住⺠の異動に係る市町村通
知の作成が⾏えること。

必
須

10 1.1.1. 転⼊・転居等
・住居地届出有無の選択が
できること

【データ】[法務省連携]市町村通知 必須

122 1.13.1. 法務省連携市
町村通知

住⺠異動があった外国
⼈住⺠の市町村通知
を法務省連携端末に
送信する

・住居地届出なしの市町村
通知を作成した場合、後⽇
住居地届出ありの市町村通
知が送信できること

【データ】市町村通知 必須

123

・住居地届出がなかった対象
者が⼀覧に表⽰できること

【データ】住居地届未届者⼀覧(2-
24）

必須

255 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 5 住居地届

市町村通知の訂正が必要なものについて
は，訂正後に送信できること。

253 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 5 住居地届

異動⼊⼒後は，アラートメッセージ等の表
⽰⼜は住居地届出の有無選択等により
市町村通知（住居地届出）の送信漏
れ・誤送信の防⽌ができること。

○

256 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 6 住居地届出未済者

⼊⼒処理時に住居地届出が未済の場合
は，その旨をアラートメッセージ表⽰等で
確認できること。

○

415 3.2.4 バッチ 随時 10 出⽣による経過滞在
者

対象者について，⼀覧表の作成・出⼒が
できること。

○

145 外国⼈
事実上
の世帯
主管理

外国⼈が事実上の世帯主の場合、当該情報を管理することができること。
また、住⺠票の備考欄へその者の⽒名が記載できること。

78 2.1.1 住⺠異動 共通事項 19 事実上の世帯主の管
理

住⺠票上の世帯主と事実上の世帯主が
異なる場合は，備考に「事実上の世帯
主」が記載できること。

○

146 ⼾　籍
通　知

９条２
項

本籍地市町村から送付される「⼾籍届の通知」「⼾籍のシステム化通知」「本籍地の⾏政区画変更通
知」「本籍地の地番変更通知」「本籍地の地番変更通知」「本籍地の⼟地の名称変更通知」「本籍地の
住居表⽰実施通知」「⼾籍訂正通知」に基づいて、住⺠票の記載内容を変更することができること。

198 2.1.14 住⺠異動 修正 1 異動条件

⼾籍届出（婚姻・離婚・転籍等）・９条
２項通知，19条２項通知，⼾籍確
認・照合等に基づき，修正ができること。

○ 139 オンライン 修正異動

⼾籍の届
出や９条
２項通知
に基づく修
正異動

記載内容の修正ができること。   ⼤
婚姻や離婚，転籍等の⼾籍の届出や９条２項通知に基づ
き，住⺠基本台帳の記載内容の修正ができること。

199 2.1.14 住⺠異動 修正 1 異動条件

本籍地市町村から送付される「⼾籍の電
算化通知」「本籍地の⾏政区画・地番変
更・⼟地の名称変更，住居表⽰実施通
知」「⼾籍訂正通知」等により，修正がで
きること。

○

209 2.1.14 住⺠異動 修正 4 備考欄

⼾籍届出等に伴い世帯主の⽒名が修正
された場合は，併せて同⼀世帯員の世
帯主名を修正できること。
なお，世帯員の備考には⾃動で「職権に
より世帯主修正」と記載できること。

○

415 3.2.4 バッチ 随時 10 出⽣による経過滞在
者

対象者について，⼀覧表の作成・出⼒が
できること。

○

147 特　別
永住者

切替該
当者リス
ト及び案
内作成

指定した切替対象年⽉⽇および年齢に該当する特別永住者について、切替該当者リストと案内を作成
すること。
切替年⽉⽇を経過した特別永住者について（⾃動的に）定期的に切替案内が作成されること。
次回確認基準⽇の⼊⼒漏れがあれば、対象者を把握できること。

394 3.2.3 バッチ ⽉次 5 特別永住者証明書

更新期間開始⽇を翌⽉に迎える対象者
について，切替通知書が作成・出⼒でき
ること。

○ 208 バッチ 帳票

特別永住
者証明書
切替通知
書

特別永住者証明書切替通知書を
出⼒できること。

  ⼤

特別永住者の更新期間開始⽇を翌⽉に迎える特別永住者に
ついて切替通知書を出⼒できること。
また，特別永住者証明書の有効期限⽇が前⽉末以前である
特別永住者に対して未切替通知書を出⼒できること。

247 2.1.21 住⺠異動 外国⼈住⺠に
関する届出 1 外国⼈住⺠情報

特別永住者証明書の有効期限が管理で
きること。

392 3.2.3 バッチ ⽉次 5 特別永住者証明書

有効期間満了者・切替不出頭者・切替
通知書発送者について，対象者⼀覧表
が作成・出⼒できること。

○

393 3.2.3 バッチ ⽉次 5 特別永住者証明書

有効期間満了者・切替不出頭者・切替
通知書発送者について，案内書⽤の宛
名シールが作成・出⼒できること。

395 3.2.3 バッチ ⽉次 5 特別永住者証明書

有効期間満了⽇が前⽉末以前である者
について，未切替通知書が作成・出⼒で
きること。

148 バッチ
異動・発
⾏抑⽌
対象者

対象者⼀覧表を作成できること。 ⇒４０　抑⽌設定へ移動

149 バッチ
転出予
定者⼀
覧

転出予定のままで転出未確定者の⼀覧表を作成できること。 ⇒９１　転出確定　へ移動

150 バッチ
除票５
年経過
廃棄

５年経過した住⺠票除票および改製原住⺠票について廃棄したものとして証明等発⾏を制限すること。
また、年数は変更できること。

298 2.2.2 証明書 発⾏ 6 ５年経過

除票となって５年を経過したものは，ア
ラートメッセージ表⽰等により「５年経過」
を⽰すようにできること。

○ 162 オンライン 発⾏ 発⾏共通

消除後５年以上経過した住⺠票
であることを発⾏時に注意喚起でき
ること。

  ⼤ 同左

299 2.2.2 証明書 発⾏ 6 ５年経過
５年を経過したものは，発⾏禁⽌の設定
ができること。

○

300 2.2.2 証明書 発⾏ 6 ５年経過

改製となって５年が経過するものは，ア
ラートメッセージ表⽰等により「５年経過」
であることが分かるようにできること。

301 2.2.2 証明書 発⾏ 6 ５年経過
５年を経過後も，継続して発⾏できるこ
と。

○

303 2.2.2 証明書 発⾏ 7 システム導⼊に伴う
改製原住⺠票

５年を経過したものは，発⾏禁⽌の設定
ができること。

○

←基本要件１－３　 個 別 カ ス タ マ イ ズ 要 件　NO.８ より移動
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

89 異動 異動
住居地の届出、取消ができる
こと。

A

168 外国⼈ 10

住居地届のみの処理が⾏える
こと。
（転⼊や転居届を受付した際
に在留カード未持参で届出を
受けることができなく、後⽇受
付をした場合。※処理⽇など
の変更も⾏えること。

基
本

116 異動 異動
転⼊、転居、在留資格取得の
場合、住居地の届出項⽬の A

169 外国⼈ 11

異動処理とは別に住居地届
出の削除を⾏ること。
（異動時に在留カード未持参
だった者に対し、誤って住居地
と届出を「有」としてしまった場
合の対応）

特
記

179 帳票 帳票

外国⼈住⺠の住居地未届者
⼀覧を、抽出条件（異動年
⽉⽇、届出年⽉⽇の範囲）
を指定し作成できること。また、
csvデータとして出⼒できるこ
と。 A

*40

住
記
0
4
1

住
⺠
情
報
管
理

事
実
上
の
世
帯
主
の
設
定
・
解
除

外国⼈との混合世帯の場合､
備考欄の最下段に事実上の
世帯主名の設定及び解除が
できること

1

90 異動 異動
特別永住者証明書の交付、
取消ができること。 A

253 住⺠
記録 251 その他 特別永住

者証明書
特別永住者証明書の交付年⽉
⽇の管理が可能なこと。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

104 4.1 異動共通 5 5年経過住⺠票（除票，
改製原住⺠票）の管理

消除⽇または改製⽇の翌⽇から5年経過した除票，改製原住⺠票を管理可能なこと。
消除または改製された⽇から5年以上経過した住⺠票を表⽰する場合には，注意喚起メッセージ等に
より容易に確認できること。

必須

データを物
理削除する
場合は当該
機能は不要

151 発⾏ 証明

住⺠票写し、住⺠票記載事
項証明書は、住⺠票の消除
後5年を経過した場合には発
⾏時にメッセージを表⽰し交付
の抑制が⾏えること。

A

*58

住
記
0
5
9

住
⺠
情
報
管
理

デー

除票の保存期間は5年とする
ただし、現存する5年以上の
データについては別ファイルとし
て保存し、閲覧できる機能を
有すること
5年を過ぎた除票・改製原等
の証明書発⾏を抑⽌できるこ
と

2 200 住⺠
記録 181 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

消除後５年を経過した場合には
出⼒時にメッセージを表⽰し交付
の抑制ができること。

必須

132 発⾏

指定された経過年数を経た
「住⺠票（除票）」を発⾏し
ようとした場合、警告メッセージ
が表⽰されること。
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

151 バッチ
成年被
後⾒⼈リ
スト

該当者に転出があった場合、転出先市区町村へ発送する通知書を作成できること。 377 3.2.2 バッチ ⽇次 3 成年被後⾒⼈

転出処理と連動して，転⼊先へ「当該事
実を知らせるための通知」が作成・出⼒で
きること。

213 バッチ 帳票 成年被後
⾒⼈

成年被後⾒⼈の転出通知書を出
⼒できること。

  ⼤ 成年被後⾒⼈が転出の場合，転出先⾃治体への通知書を
出⼒できること。

74 2.1.1 住⺠異動 共通事項 17 成年被後⾒⼈
対象者について，成年被後⾒⼈の設定
ができること。

○ 184 オンライン 補助機能 成年被後
⾒⼈ 成年被後⾒⼈の設定ができること。   ⼤

対象者について成年被後⾒⼈の設定ができること。
印鑑登録者を成年被後⾒⼈に設定する場合，印鑑を廃⽌
し，印鑑登録不可とすること。

対象者であることが明確
に分かる表⽰機能があ
る。
証明発⾏ができる機能
の時間が設定できる。
設定した情報について，
⼀覧表や名簿，通知
⽂書に加⼯できる。

122 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 10 成年被後⾒⼈
アラートメッセージ表⽰等により，「成年被
後⾒⼈」とわかること。

○

412 3.2.4 バッチ 随時 7 成年被後⾒⼈
対象者について，⼀覧表の作成・出⼒が
できること。

○ 211 バッチ 帳票 成年被後
⾒⼈

成年被後⾒⼈対象者を⼀覧で出
⼒できること。

  ⼤ 同左

376 3.2.2 バッチ ⽇次 3 成年被後⾒⼈
異動処理と連動して，対象者⼀覧表が
作成・出⼒できること。

○ 212 バッチ 帳票 成年被後
⾒⼈

成年被後⾒⼈の異動者⼀覧を出
⼒できること。

  ⼤ 成年被後⾒⼈の異動者⼀覧（転出，死亡，回復）を出⼒
できること。

152 バッチ 閲覧簿
⽀援措置対象者を除いた住⺠基本台帳閲覧簿を作成できること。

408 3.2.4 バッチ 随時 5 閲覧簿
住⺠基本台帳閲覧簿の作成・出⼒がで
きること。（公⽤）

○ 228 バッチ 帳票 閲覧名簿 閲覧⽤住⺠名簿を出⼒できること。   ⼤ 閲覧⽤住⺠名簿を出⼒できること。
⽣年⽉⽇の範囲指定が
できる。 76

79 1.7.1. 住⺠閲覧
住⺠に対し、住⺠票の
記載情報を閲覧する。

・年に数回程度閲覧簿を作
成すること

必須

410 3.2.4 バッチ 随時 5 閲覧簿

ＤＶ・ストーカー被害者等である⽀援措
置対象者は，別途，専⽤台帳を作成で
きること。

○
閲覧台帳住⺠名簿上にはDV・ストーカ適正⽀援対象者は印
字せず，DV・ストーカ適正⽀援対象者⽤の閲覧台帳住⺠名
簿を別途作成できること。

77
・⽀援措置対象者は表⽰し
ないこと

必須

また、その他抽出条件を指定して作成できること。 409 3.2.4 バッチ 随時 5 閲覧簿

抽出条件を指定（⽀援対象者等を除く・
ランダム順位等）した住⺠基本台帳閲覧
簿の作成・出⼒ができること。（⼀般）

○ 任意の町名を指定した⼀覧を出⼒できること。 78 住資料作成 資料作成 住⺠索引
簿

⾏政区範囲、出⼒順などを指定し
て住⺠索引簿（⼀覧）が出⼒でき
ること。

要
望

76
79

システム化範囲は、「【画⾯
での閲覧】閲覧対象者の指
定〜表⽰（閲覧）」となりま
す。
・設定した条件で、画⾯にて
閲覧が可能であること

【帳票】・閲覧台帳
【データ】・閲覧台帳データ(2-15） 必須

396 3.2.4 バッチ 随時 1 住⺠記録全件リスト
全件リストについて，ＰＤＥ及びＣＳＶ
で出⼒できること。

○

153 バッチ 無作為
抽出 性別、⽣年⽉⽇、地区、抽出⼈数を指定して住⺠を無作為抽出することができる。 218 バッチ 帳票 その他

任意の条件を指定した⼀覧を出⼒
できること。

  ⼤ 同左

対象者の宛名シールを出⼒することができること。 229 バッチ 帳票 宛名ラベル 宛名ラベル出⼒機能があること。   ⼤ 同左

154 バッチ 住所⼀
括変更 区画整理や住居表⽰による住所の⼀括変更ができること。 328 2.4 1 対象者

住居表⽰対象者を抽出し，データ更新
（軽微な修正）の⼀括処理（⼀括反
映）ができること。

○ 198 バッチ 更新 住居表⽰・
区画整理 住居表⽰・区画整理ができること。   ⼤

住居表⽰・区画整理ができること。住⺠宛ての通知書を出⼒
できること。
処理結果を⼀覧で出⼒できること。

238 オンライン及びバッチ 修正異動 住居表⽰
変更

届出や他からの通知に基づき，個
別⼜は⼀括で住居表⽰変更ができ
ること。

⼤ 同左

239 オンライン及びバッチ 修正異動 ⼭地番変
更

届出や他からの通知に基づき，個
別⼜は⼀括で⼭地番変更ができる
こと。

⼤ 同左

240 オンライン及びバッチ 修正異動 町名・地番
変更

届出や他からの通知に基づき，，
個別⼜は⼀括で町名・地番変更が
できること。

⼤ 同左

326 2.4 1 対象者

住居表⽰，⼟地の名称・地番変更等が
⾏われる区域の住⺠登録者について，
「⽒名・住所・⽣年⽉⽇・本籍。筆頭
者，世帯主か否か」を抽出し，⼀覧表が
作成・出⼒できること。
（住居表⽰・⼟地の名称・地番変更発
⽣時のＳＥ作業による対応可。）

○

327 2.4 1 対象者

該当区域内における基準⽇から実施⽇ま
での異動処理について，「異動前／異動
後の⽒名・住所・⽅書・異動事由」を抽
出し，確認⽤の⼀覧表が作成・出⼒でき
ること。

○

331 2.4 3 ⼾籍附票記載事項
通知

⼾籍附票記載事項通知（１９条１項
通知）情報を作成し，通知が⼀括送信
できること。

○

330 2.4 2 住⺠宛通知

住居表⽰，⼟地の名称・地番変更等に
ついて，市⺠宛通知を作成・出⼒できる
こと。

○

住居表⽰・⼟
地の名称・地

番変更等（⼀
括処理）

住居表⽰・⼟
地の名称・地

番変更等（⼀
括処理）
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

6 0.2. 特権処理 1 ⼀括削除
5年経過した（5年を経過した後の3⽉31⽇を迎えた）改製原住⺠票及び除票をデータベースから⼀
括して削除（論理削除または物理削除）できること。
なお，物理的に削除する場合，削除前には事前に削除対象を⼀覧等で確認できること。

必須

142 9.1 住⺠閲覧 1 住⺠基本台帳閲覧

住⺠情報を任意の条件（性別，⽣年⽉⽇，住所等）で抽出し閲覧台帳として画⾯参照できるこ
と。
なお，抽出結果からはＤＶ等⽀援者（ＤＶ・ストーカー・児童虐待⽀援，暴⼒団離脱者⽀援，そ
の他⽀援 等）等の閲覧を許可できない対象者の情報が除かれていること。
また，抽出結果をデータ出⼒（PDＥ等）できること。

必須

当該機能の
実現にあた
り閲覧申請
者に対して
は，事前に
抽出した結
果を画⾯で
照会させる
想定である
が，画⾯照
会機能の実
現が困難な
場合におい
ては，電⼦
帳票(または
電⼦データ)
出⼒機能の
みの提供も
許可する。

227 帳票
処理⽇時点の閲覧台帳が出
⼒できること

A

103

住
記
1
0
6

発⾏統計
住⺠基本台帳の⼀部の写しを
閲覧簿として出⼒できること

1 221 住⺠
記録 214 帳票発

⾏ 閲覧台帳

住⺠基本台帳の閲覧⽤のリスト
作成ができること。
閲覧台帳は、閲覧除外者（Ｄ
Ｖ・ストーカー⽀援者等）について
は出⼒されないような制御がされる
こと。除外者リストも作成できるこ
と。

◆閲覧台帳 ﾊﾞｯﾁ 四
半
期

必須

112 バッチ 10

閲覧⽤台帳の出⼒ができる。
またその際連続⽤紙でなく、汎
⽤紙への印刷が可能であるこ
と。

基
本

165 帳票 帳票

住⺠リスト（住⺠閲覧⽤）を
作成できること。なお、閲覧除
外者（DV・ストーカー⽀援者
等）については出⼒されないよ
うな制御がされること。また、
csvデータとして出⼒できるこ
と。 A

124 DV等⽀援
措置 7

⽀援措置対象者について閲覧
⽤台帳へ掲載されないよう設
定できること。

基
本

172 EUC

⾏政区範囲、出⼒順などを指
定して住⺠索引簿（⼀覧）
が出⼒できること。

183 汎⽤抽出 汎⽤抽出

汎⽤抽出データ（住⺠票の
データを多様な条件で抽出）
を、抽出基準⽇を指定して作
成できること。

A

107

住
記
1
1
0

発⾏

統
計
処
理
及
び
帳
票
出
⼒

任意の条件でデータを抽出して
リストに出⼒できること
またはＣＳＶ形式で出⼒でき
ること

1 266 住⺠
記録 273 その他 無作為抽

出
抽出⼈数・割合等を指定し、無
作為抽出ができること。

◆宛名シール ﾊﾞｯﾁ 随
時

任意

184 汎⽤抽出 汎⽤抽出

汎⽤抽出データ（住⺠票の
データを多様な条件で抽出）
を、出⼒順序を指定して作成
できること。 A

97

住
記
0
9
9

発⾏

通
知
等
の
出
⼒

宛先⽤紙には、住登者の住所
と⽒名が所定の位置に印字・
出⼒できること

1

185 汎⽤抽出 汎⽤抽出

DV等の警告情報が登録され
ている対象者を出⼒対象とす
るか選択できること。 A

105

住
記
1
0
8

発⾏統計宛名ラベルが打てること 1 173 EUC

宛名ラベルで、次の項⽬が表
⽰されること。
郵便番号、住所、⽒名、カスタ
マーバーコード

69 異動 異動

⾏政区画、⼟地の名称、地番
変更、住居表⽰に関する法律
による表⽰により住所を変更し
た場合に住⺠票の修正ができ
ること。 A

66

住
記
0
6
7

住
⺠
情
報
管
理

⼀
括
更
新
処
理

データの⼀括修正機能を有す
ること
(例)集合住宅の名称変更が
あった場合の⽅書修正など(履
歴は残すこと)

1 185 住⺠
記録 166 異動 住⺠情報

訂正

⾏政区画、⼟地の名称、地番変
更、住居表⽰に関する法律による
表⽰により住所を変更した場合に
住⺠票の修正ができること。

必須

110 バッチ 8
区画整理の換地などで⼀括異
動をかけられること。

基
本

90 3.7 住居表⽰等
変更等 1 対象者抽出

実施年⽉⽇時点で住居表⽰変更対象地域に住んでいる住⺠または実施年⽉⽇時点で⼟地の名称
変更対象地域に本籍がある住⺠が抽出できること。
実施年⽉⽇時点で住居表⽰変更対象地域に住んでいる転出予定者及び⼟地の名称変更対象地
域に本籍がある転出予定者を抽出できること。

必須

⾏政主導に
よる住居表
⽰，⼟地の
名称変更
等変更⽤

91 3.7 住居表⽰等
変更等 2 変更処理（⼀括） 処理対象候補者に対して，異動情報の記載がされること。 必須

⾏政主導に
よる住居表
⽰，⼟地の
名称変更
等変更⽤

92 3.7 住居表⽰等
変更等 3 変更処理（個別） 処理対象者単位に変更データを⼊⼒・反映できること。 必須

市⺠の申請
(新築・建替
等の住所設
定)による住
居表⽰変
更⽤

93 3.7 住居表⽰等
変更等 4 変更結果確認 変更対象者情報の⼀覧が⼀括で出⼒可能なこと。 必須

94 3.7 住居表⽰等
変更等 5 通知出⼒

実施年⽉⽇時点で住居表⽰変更対象地域に住んでいる世帯の本籍地を管轄する⾃治体及び⼟地
の名称変更対象地域に本籍がある世帯が居住する⾃治体に変更通知を出⼒可能なこと。

必須
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

196 CS連携
ＣＳへの
⾃動送
信

転⼊・転出等の住所異動時には、異動情報（本⼈確認情報・⼾籍附票情報）がＣＳに⾃動送信さ
れること。

231 その他 住基ネット連携 住基ネット
連携

住基ネットと連携できること。
  ⼤

住基ネットと連携ができること。
住基ネットのサーバに対して異動情報を送信することができるこ
と。
住基ネットのサーバとデータ整合のためのデータ提供ができるこ
と。

338 2.5.2 市⺠課業務関
連システム連携 住基ネット連携 1 情報照会

送信した異動情報について，照会できる
こと。

○

385 3.2.2 バッチ ⽇次 10

通知カード送付先情
報の送信
個⼈番号変更要求
処理

住⺠異動届と同⽇に発⽣した以下の処
理は，ＣＳ連携停⽌までの間に，⼀括
送信等ができること。（連動エラー等が発
⽣しないこと。）
・通知カード再交付申請による送付先情
報の送信
・個⼈番号変更請求による個⼈番号の
変更要求

341 2.5.2 市⺠課業務関
連システム連携 住基ネット連携 3 通知の送付

本市以外の本籍者について，現住所が
変更となる異動（未届転⼊・住所設定を
含む）を検出し，本籍地宛に⼾籍附票
事項変更通知書（１９条１項通知）
を出⼒し，住基ネットを介して，原則，
⾃動で送信できること。

○ 206 バッチ 帳票
⼾籍附票
事項変更
通知

⼾籍附票事項変更通知書を出⼒
できること。

  ⼤
現住所が変更される異動を検出し，当該市区町村外の本籍
者について本籍地宛てに⼾籍附票事項変更通知書を出⼒で
きること。
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

*94

住
記
0
9
5

発⾏

証
明
書
等
の
出
⼒

区画整理、町名地番変更証
明書の⼀括発⾏ができること。
また､市⺠課、出張所の端末
で再発⾏できること

1

223 住⺠
記録 219 帳票発

⾏
各種帳票
作成

業務の遂⾏に必要な帳票が、作
成したいときにいつでも作成できる
こと。
※異動届出書、⼊校通知書、住
⺠票コード通知書、住⺠票コード
変更通知書、住⺠票コード修正
通知書、⽕葬許可証

◆住⺠異動届
◆⼊校通知書
◆住⺠票コード通知書
◆住⺠票コード変更通知
書
◆住⺠票コード修正通知
書
◆⽕葬許可証

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

227 住⺠
記録 231 帳票発

⾏
各種帳票
作成

住⺠基本台帳関係通知を期間
指定して作成できること。該当者
は⼾籍単位かつ世帯単位での出
⼒ができること。また、指定した期
間内に、当初届出⼊⼒と住⺠票
修正（修正は履歴無・有を含
む）が存在した場合、住⺠票修
正が反映された形で通知書に記
載されていること。

任意

213 帳票

　異動受付時に現在の住⺠
登録状況の確認（再転⼊の
確認）と正確に住⺠登録を⾏
うための参考資料として、また
他部署への案内をするため、
住⺠記録照会画⾯から異動
受付審査票が出⼒できること。
　審査票の掲載項⽬は「現住
所（郵便番号　住所 ⽅
書）、⾃治会（⾃治会コード
⾃治会名称）、世帯主⽒
名、⽒名カナ、宛名番号、⽒
名、旧⽒、改製年⽉⽇、⽣年
⽉⽇、性別、続柄、住⺠票
CD 住基カードの運⽤状況

214 帳票

チェックリストの出⼒が出来るこ
と。
　⼊⼒した指定期間の転⼊確
認リスト（⽇本⼈、外国⼈
別）を出⼒する。抽出項⽬
は、「住⺠票CD、個⼈番号、
フリガナ、通称（外国⼈）、ア
ルファベット⽒名（外国⼈）、
⽒名、旧⽒（⽇本⼈）、漢
字⽒名（外国⼈）性別、⽣
年⽉⽇、続柄、⾃治会名称、
新住所、旧住所、新世帯主、
本籍、国籍（外国⼈）筆頭
者、在留カード等の番号（外
国⼈）異動年⽉⽇ 届出年

104 バッチ 2

現⾏システムで管理されている
バッチ作業について、正確に移
⾏できること。

特
記

103 4.1 異動共通 4 連携前確認機能
異動情報に関して，画⾯による確認⼯程を経て，住基ネットに連携されること。
なお，確認画⾯では，連携許可／⾮許可の選択ができ，⼀括の指定，個別の指定もできること。

任意
⼆線式，
仮更新等の
機能を想定

194 連携 住基ネット

住基ネットサーバ（CSサー
バ）へ⽇本⼈住⺠に対する⼾
籍附票記載事項通知情報を
送信できること。また、⼀括送
信にも対応できること。

A

117

住
記
1
2
0

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

住
基
ネ
ッ
ト
と
の
連
携

住⺠基本台帳ネットワークシス
テムとのデータ連携ができること

1 238 住⺠
記録 234 連携 住基ネット

連携

本⼈確認情報、転⼊通知情報、
転出証明情報を即時にＣＳへ送
信できること。

必須

56 住⺠異動 7
住基ネットと連携し住⺠情報
の処理が⾏えること。

基
本

144 11.1 住基ネット
CS連動 1 異動処理連動 異動処理を完了（登録）したタイミングで，異動情報を住基ネットCSへ送信できること。 必須 197 連携 住基ネット

住⺠基本台帳の住⺠情報を
⼀括で住基ネットサーバへ更新
できること。

A

118

住
記
1
2
1

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

住
基
ネ
ッ
ト
と
の
連
携

住⺠情報に異動の更新をかけ
た場合、ＣＳ側にデータの送
信ができること

1 239 住⺠
記録 235 連携 住基ネット

連携
⼾籍の附票記載事項通知情報を
CSへ送信できること。

必須

162 住基ネット

既存住基システムで作成され
た転⼊通知情報を、メンテナン
スしてからＣＳへ送信出来るこ
と。

96 他システム
連携 2

異動情報を即時で住基ネッ
ト、ＣＳサーバーへ反映できる
こと（Ｊ－ＬＩＳの仕様に基
づく通信すべて）。

基
本

199 連携 住基ネット

住⺠基本台帳から任意に情
報を抽出し、住基ネットサーバ
へ更新することができること。

A

120

住
記
1
2
3

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

住
基
ネ
ッ
ト
と
の
連
携

住記システムからＣＳへの転
⼊通知情報を⼿動で⼀括送
信できること

1 240 住⺠
記録 236 連携 住基ネット

連携
住基ネットとの連携結果の確認が
画⾯でできること。

必須

139 住基ネット 3
住基ネットシステムへの転送⽅
法は⾃動であること。

基
本

200 連携 住基ネット

転送⽅式をメッセージ転送と
し、住⺠記録の異動に伴う情
報を即時に住基ネットサーバへ
反映できること。 A

241 住⺠
記録 237 連携 住基ネット

連携

住⺠記録上で異動をかけなおすこ
となく、異動情報の再送信ができる
こと。

任意

159 住基ネット
住⺠記録の異動に伴う情報を
即時に反映できること。

144 住基ネット 8
住基ネットシステムと随意データ
連携ができること。

基
本

201 連携 住基ネット

送信電⽂を画⾯で照会・訂正
ができること。また、過去の送信
電⽂は⾃動的に削除できるこ
と。 A

242 住⺠
記録 238 連携 住基ネット

連携

住基ネットを介して送られた転⼊
通知情報の確認及び削除ができ
ること。

必須

146 住基ネット
住基ネットへの異動情報の送
信状況を照会できること。

202 連携 住基ネット

送受信電⽂のメッセージ転送
でエラー発⽣時にタスクトレイの
ポップアップやタスクトレイのアイ
コンにおいて注意を喚起する処
置ができること。

A

243 住⺠
記録 239 連携 住基ネット

連携

住基ネットを介して送られた転出
証明情報の確認及び削除ができ
ること。

必須

149 住基ネット

住基ネットＣＳに異動データを
送信したときに、エラーがあった
場合、すぐにエラーの内容を確
認できること。

145 11.1 住基ネット
CS連動 2 異動情報再作成 住基ネットCSへ送信時のエラー発⽣に伴い，異動情報を再送信できること。 必須 247 連携 住基ネット

市町村CSへの送信がエラーと
なった場合、確認でき修正でき
ること。 A

160 住基ネット

市町村ＣＳへの送信がエラー
となった場合の回復を原課で
実施できること。

149 11.1 住基ネット
CS連動 6 附票システム連携

管外本籍者について，転⼊，転居，住居表⽰変更，記載事項修正などの異動による附票記載事
項通知が出⼒されること（住基ネット経由で⾃動連携）。

必須 163 帳票 帳票

国外転出者、地番修正、職
権消除者に対しても⼾籍附票
通知の作成ができること。

A

99

住
記
1
0
1

発⾏通知
⾮本籍⼈の⼾籍の附票通知
が発⾏できること

1 150 住基ネット

⼾籍附票通知（本籍地⾃治
体へ附票通知）が住基ネット
と連携して通知することができる
こと。また、再発⾏もできること

146 住基ネット 10

住基の異動に伴い、本⼈確認
情報、転出証明書情報、転
⼊通知情報、⼾籍附票記載
事項通知情報が送信できるこ
と。

基
本

71



　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

340 2.5.2 市⺠課業務関
連システム連携 住基ネット連携 3 通知の送付

異動処理に基づき，
前住所地（未届地・最終住⺠登録地を
含む）への転⼊通知（９条１項通知）
及び本籍地への⼾籍附票記載事項通知
（１９条１項通知）
について，原則，⾃動で送付できること。

○ 80 オンライン 共通 市町村通
知 市町村通知を連携できること。   ⼤ 住基ネットから市町村通知を送信するための異動情報が，異

動処理にあわせて連携できること。

339 2.5.2 市⺠課業務関
連システム連携 住基ネット連携 2

特例転出
（個⼈番号カード・住
基カード）

転出先には，転出証明書情報を出⼒
し，住基ネットを介して⾃動で送信できる
こと。

○

8 住住⺠異動 広域交付 広域交付
停⽌

広域交付住⺠票発⾏の停⽌または
停⽌解除が⾏えること。

必
須

197 整合性
確認

ＣＳ側の情報との整合性を、定期的に確認することができ、不整合についてはエラーリストを出⼒すること
ができること。

343 2.5.2 市⺠課業務関
連システム連携 住基ネット連携 5 住⺠票コードの空き番

号

住⺠票コードの空き番号が不⾜した場合
は，ＣＳサーバより新規の住⺠票コード
空き番号を取得できること。

○ 232 その他 住基ネット連携 住基ネット
連携

住⺠票コードの空き番号を取得でき
ること。

  ⼤ 住⺠票コードの空き番号が不⾜した場合，住基ネットのサーバ
より新規の住⺠票コード空き番号を取得できること。

82 住資料作成 資料作成
住⺠票コー
ド使⽤状況
リスト出⼒

空番号管理情報より住⺠票コード
の使⽤率などの集計を⾏ない、住⺠
票コード使⽤状況確認を出⼒できる
こと。

要
望

198 カード管
理状況 住⺠基本台帳カード、個⼈番号カード、通知カードの発⾏・管理状況についてＣＳ連携できること。 191 オンライン 個⼈番号事務

個⼈番号
カード・通
知カード情
報管理

個⼈番号カード・通知カード情報管
理機能を有すること。

  ⼤ 個⼈番号カード，通知カードの運⽤状況，券⾯書換状態等
が管理できること。

通知カードの返戻情報
が管理できる。
住基ネットに連携できる
機能を有している。

54
55 1.4.3. 個⼈番号カード

発⾏状況照会
個⼈番号カードの発⾏
状況を表⽰する。

・発⾏状況を⼀覧に出⼒で
きること
※1.4.5.抽出機能（ＥＵ
Ｃ）にて対象者の抽出が可
能であれば、⼀覧の出⼒は
不要

個⼈番
号カード
発⾏状
況通知
ファイル
（住基
ネット）

【データ】個⼈番号カード発⾏状況⼀
覧(2-2） 必須 42 住住⺠異動 その他異

動

マイナンバー
カード・住基
カード登録

サーバよりマイナンバーカード・住基
カード発⾏情報を取り込めること。

必
須

152 オンライン 照会 内容表⽰
カードの発⾏情報を画⾯に表⽰でき
ること。

  ⼤ 住基カードや個⼈番号カード等のＩＣカード及び印鑑登録カー
ド（磁気カード）の発⾏情報を画⾯に表⽰できること。

52
53 1.4.2. 住基カード発⾏

状況照会
住⺠基本台帳カードの
発⾏状況を表⽰する。

・住⺠
基本台
帳カード
発⾏状
況通知
ファイル
（住基
ネット）

【データ】住⺠基本台帳カード発⾏状
況⼀覧(2-1） 必須 41 住住⺠異動 その他異

動

マイナンバー
カード・住基
カード登録

マイナンバーカード・住基カードに関す
る情報を管理できること。

必
須

139 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 26 個⼈番号カード 所有者であることが確認できること。 ○

86 2.1.1 住⺠異動 共通事項 23 個⼈番号カード

保有者の⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別・
通称の記載・修正・削除，住⺠区分が
変更された場合は，記載事項変更案内
が出⼒できること。

○

275 2.1.24 住⺠異動 個⼈番号 4 個⼈番号カード
保有者の個⼈番号が変更された場合
は，返納案内の発⾏ができること。

142 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 29 利⽤者⽤電⼦証明
書（電⼦証明書）

個⼈番号カードに格納有⼜は無が確認で
きること。

141 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 28 署名⽤電⼦証明書
（電⼦証明書）

住⺠基本台帳カード・個⼈番号カードに
格納有⼜は無であることが確認できるこ
と。

140 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 27 住⺠基本台帳カード
所有者であること，写真有⼜は無である
ことが確認できること。

○

87 2.1.1 住⺠異動 共通事項 24 住⺠基本台帳カード

保有者の⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別・
通称の記載・修正・削除，住⺠区分が
変更された場合は，記載事項変更案内
が出⼒できること。

273 2.1.24 住⺠異動 個⼈番号 3 通知カード 再交付について，処理できること。 ○

274 2.1.24 住⺠異動 個⼈番号 3 通知カード
再交付処理⽇時について，確認できるこ
と。

○

177 オンライン 発⾏
個⼈番号
カード交付
申請書

個⼈番号カード交付申請書をJ-
LIS指定のフォーマットにて出⼒でき
ること。

  ⼤
個⼈番号カード交付申請書をJ-LIS指定のフォーマットにて出
⼒できること。申請書にはシステムで保持している対象者情報
を出⼒できること。

192 オンライン 個⼈番号事務

個⼈番号
カード・通
知カード情
報管理

個⼈番号カード・通知カードへの印
刷機能を有すること。

  ⼤

個⼈番号カード，通知カードの追記のために，異動内容等の
情報をカード券⾯プリンタへ出⼒可能なこと。
・住⺠記録等システムの異動情報もしくは住基ネット統合端末
から，必要な異動(券⾯)事項をカード券⾯プリンタに出⼒でき
ること。
・券⾯記載の対象とするカード類は，個⼈番号カード，通知
カード，住基カード，在留カード，特別永住者証明書とする。

・外国⼈登録証明書
(経過措置)が記載でき
ること。

199
カード管
理システ
ム連携

住所異動と連動した送付先情報を作成し、ＣＳに⾃動送信されること。 344 2.5.3 市⺠課業務関
連システム連携

通知カード等送
付先情報シス
テム連携

1 送付先情報の連携

異動処理のうち「⽒名（フリガナを含
む）・通称・⽣年⽉⽇・住所・住⺠票コー
ド・個⼈番号」が変更された者について，
当該内容を送付先情報に⾃動連携でき
ること。

○ 190 オンライン 個⼈番号事務
通知カード
送付先情
報設定

通知カード送付先情報の設定がで
きること。

  ⼤ 通知カード送付先情報の個別設定や再送信ができること。

送付先情報の送信履
歴が確認できる。
データの送信を準リアル
で⾏うことができる。

43 住住⺠異動 その他異
動

送付先情
報

通知カード・個⼈番号カード申請書
の送付先情報の登録及び住基ネッ
トへの連携が⾏えること。

必
須

72
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

119

住
記
1
2
2

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

住
基
ネ
ッ
ト
と
の
連
携

転⼊または未届転⼊の場合､
転⼊通知情報を編集し、ＣＳ
側にデータを送信できること
未届転⼊の場合、転⼊通知
情報は、最終住⺠登録地及
び未届地の双⽅に送信できる
ように、編集できること

1 158 住基ネット 22

本籍地通知について住基ネッ
トで送受信を⾏い、⼾籍システ
ムへ転送できること

基
本

164 住基ネット

住⺠票の広域交付依頼に対
しては、直ちに応答し、住基
ネットへ住⺠票の写しの情報を
送信出来ること。

150 住基ネット 14

CSから受信した広域住⺠票の
依頼に対し、データを抽出し、
CSへ広域住⺠票のデータを⾃
動送信できること。

基
本

165 住基ネット
広域交付住⺠票発⾏の停⽌
及び停⽌解除ができること。

155 住基ネット 19
広域交付住⺠票の発⾏停⽌
及び解除が⾏えること。

基
本

198 連携 住基ネット

住⺠基本台帳のサーバと住基
ネットサーバのデータ整合処理
ができること。 A

245 住⺠
記録 241 連携 住基ネット

連携

住⺠基本台帳のサーバと住基ネッ
トサーバのデータ整合処理ができる
こと。

必須

166 住基ネット
住基システムとCSの不整合
チェックが容易にできること。

161 住基ネット

サーバ内に蓄積されている未送
信の電⽂を⼀括送信出来るこ
と。

154 住基ネット 18
当⽇の電⽂別送信件数を確
認できること。

特
記

146 11.1 住基ネット
CS連動 3 空き住⺠票コード管理 住⺠票コードの空きコード要求や住⺠票コード管理表の保守を⾏えること。 必須 203 連携 住基ネット

住⺠票コードの空きコードを住
基ネットサーバから取り込み利
⽤できること。

A

3

住
記
0
0
4

住
⺠
情
報
管
理

住
⺠
票
コ
ー
ド
管
理

住⺠票コードの空きコード管理
ができること

1 246 住⺠
記録 242 連携 住基ネット

連携

住⺠票コードの空きコードを住基
ネットサーバから取り込み利⽤でき
ること。

必須

151 住基ネット 15

CSから住⺠票コード空きコード
を住基サーバーに取り組むこと
ができること。

基
本

また，空き番号の数が閾値（任意指定）を下回った場合に警告等で状態を確認できること。 153 住基ネット 17
現在の住⺠票コードの空きコー
ド数を確認できること。

特
記

237 住⺠
記録 233 連携 住基ネット

連携
媒体連携による本⼈確認情報の
⼀括更新が可能なこと。

必須

156 住基ネット

住⺠基本台帳ネットワークシス
テムについて、業務アプリケー
ション適⽤、及びＥＷログ解析
（年２回）を実施すること。

193 連携 住基ネット
住基ネットサーバ（CSサー
バ）と直接連携ができること。

A

236 住⺠
記録 232 連携 住基ネット

連携

中継サーバを経由することなく、直
接住基ネットサーバと連携が可能
なこと。
住基ネットサーバ（ＣＳサーバ）
と直接連携ができること。

任意

148 住基ネット

連携⽤の中間サーバやゲート
ウェイサーバを設置せずに住基
ネットと連携できること。
（仮想においてゲートウェイサー
バを設置する場合でも可）

195 連携 住基ネット

個⼈番号カード、住⺠基本台
帳カード情報を住基ネットサー
バから住⺠記録側に反映でき
ること。

A

125

住
記
1
2
8

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

住
基
ネ
ッ
ト
と
の
連
携

住⺠基本台帳カード保有者の
情報を管理できること

1 247 住⺠
記録 243 連携 住基ネット

連携

住⺠基本台帳カードの保有情報
を管理できること。
住⺠基本台帳カード情報を住基
ネットサーバーから住⺠記録側に
反映できること。

●カード発⾏の状況とカー
ドバージョンA・Bを住⺠記
録の個別事項照会で確認
できることを想定

必須

147 住基ネット

CSサーバーより住基カード及び
個⼈番号カードの発⾏情報を
取り込めること。

152 住基ネット 16

CSから住基カード及び個⼈番
号カード発⾏状況のデータを受
信し、住基サーバー上に取込
むことができること。

基
本

49 照会 照会
個⼈番号カード等の発⾏状況
が画⾯で照会できること。

A

50 照会 照会

個⼈番号カード等の有効期限
を台帳画⾯上で確認できるこ
と。 B

151 住基ネット
公的個⼈認証の保持者を管
理できること。

211 その他

通知カード、住基カード、マイナ
ンバーカードの住所の記載等が
管理できること

A

28 共通2 28

個⼈番号カード、通知カード、
住基カード、在留カード、特別
永住者証等の裏書に対応して
いること。

基
本

147 11.1 住基ネット
CS連動 4 通知カード申請者登録

個⼈番号通知カードの交付申請が登録でき，住記ネットを介して連携できること。
なお，DV等⽀援対象者等の特定の者に対して通知カード送付先の住所を任意に指定した場所（居
所）に変更し，異動事由を登録できること。
また，居所登録された対象者を管理できること。

必須

通常は世帯
主宛に送
付，居所
登録者は役
所宛に送付
する想定

163 住基ネット
既存住基システムで送付先情
報を作成、修正できること。

100 他システム
連携 6

送付先情報について、新規付
番者以外（転⼊、転居）も
含めて作成可能であること。

基
本

129 個⼈番号 3

個⼈番号の通知カードに関す
る送付先情報が作成ができる
こと、
また新規付番対象者、また転
⼊、転居等の付番済の者につ
いても⾃動連携されること。

基
本
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

200 番号連
携

個⼈番
号の付
番

住基ネット経由で個⼈番号の付番要求ができること。
また、付番された個⼈番号を取込できること。

270 2.1.24 住⺠異動 個⼈番号 1 付番（新規・変更）
異動時に個⼈番号の⼊⼒⼜は⽣成要求
ができること。

○ 187 オンライン 個⼈番号事務
個⼈番号
⽣成・変更
要求

個⼈番号の⽣成要求・変更要求が
できること。

  ⼤
同左

96 オンライン 増異動 増異動共
通

異動時に個⼈番号を⼊⼒または⽣
成要求できること。

  ⼤ 同左

188 オンライン 個⼈番号事務 個⼈番号
記載

要求した個⼈番号の記載ができるこ
と。

  ⼤
同左

271 2.1.24 住⺠異動 個⼈番号 1 付番（新規・変更）

職権消除者等の住所設定における既付
番者については，連動エラーを回避（必
ず，⽣成要求を⾏う等）できること。

43
44
45
46
47

1.3.6 個⼈番号記載
届出・職権により、個⼈
番号を記載・変更する

・個⼈番号記載・変更要求
済みの者に対し個⼈番号記
載を⾏う
・対象者を検索することがで
きる
・要求者⼀覧が表⽰可能
・⼀覧から選択して⼀括更
新ができる
・送付先情報を設定できる

・要求
結果
データ

【帳票】⼊⼒結果確認帳票(5）
【データ】[住基ネット連携]
　本⼈確認情報更新
　カード管理システム連携
[他業務システム連携]住基異動連
携⽤データ
【データ】個⼈番号未記載者⼀覧
(2-26）
【データ】個⼈番号要求結果⼀覧
(2-27）

必須

416 3.2.4 バッチ 随時 11 個⼈番号指定請求
者／変更者

対象者について，⼀覧表の作成・出⼒が
できること。

○

272 2.1.24 住⺠異動 個⼈番号 2 変更管理 職権等による変更ができること。 ○ 189 オンライン 個⼈番号事務 個⼈番号
職権修正 個⼈番号の職権修正ができること。   ⼤

同左

201 符号の
取得 住基ネット経由で符号の取得ができること。 80 1.8.1. 符号取得依頼

中間サーバーより符号
取得依頼内容の送信
依頼情報を受け取り、
住基ネットに対して符号
取得依頼を⾏う。

必須

202 旧⽒対
応

旧⽒の
管理 旧⽒の管理ができ、異動処理・証明発⾏が可能であること。

203 コンビニ
交　　付

コンビニ
交付サー
バ連携

コンビニ交付サーバ向けの住⺠票及び印鑑登録情報の全件データが作成できること。また、異動データの
連携ができること。

345 2.5.4 市⺠課業務関
連システム連携

コンビニ交付シ
ステム連携 1 随時連携

異動処理内容について，指定レイアウト
により連携できること。

○ 68 証明発⾏ 各種証明書等のコンビニ交付

各種証明書等（住⺠票の写し，
印鑑登録証明書，所得課税証明
書，⼾籍証明書，⼾籍の附票の
写し）をコンビニ交付できること。

⼤
・証明書発⾏サーバより「証明書交付センター（J-LIS）」に左
記証明書のデータが連携できること。
・⼾籍システムからのデータ連携はＰＤＥを前提とする。

235 その他 住記情報連携 証明書のコ
ンビニ交付

住⺠票の写し及び住⺠票記載事
項証明書をコンビニ交付できること。

  ⼤ ・証明書発⾏サーバを経由して「証明書交付センター（J-
LIS）」に左記証明書のデータが連携できること。

204 コンビニ
交　　付

シリアル
番号連
携

住基ネット経由で個⼈番号カードのシリアル番号連携ができること。

　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書 ・　基本要件１－２　 共 通 カ ス タ マ イ ズ 要 件 書 [除く・統計]
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

154 住基ネット

個⼈番号の通知カードに関す
る送付先情報の作成におい
て、印刷区分として「番号通知
書類（個⼈番号カード交付
申請書と通知カードの両
⽅）」、「個⼈番号カード交付
申請書」、「通知カードのみ」、
「印刷依頼なし」を選択できる
こと。

130 個⼈番号 4

個⼈番号の通知カードに関す
る送付先情報の作成におい
て、印刷区分として「個⼈番号
カード交付申請書と通知カー
ド」「個⼈番号カード交付申請
書」「通知カードのみ」「印刷帳
票なし」を選択できること。

基
本

131 個⼈番号 5

個⼈番号の通知カードに関す
る送付先情報において印刷区
分として、「通知カード+申請
書」、通知カードのみ、個⼈番
号カード交付申請書のみなど
の選択ができること。

基
本

132 個⼈番号 6

個⼈番号の通知カードに関す
る送付先情報の作成におい
て、現住所とは異なる住所、
⽒名を送付先として設定でき
ること。

基
本

133 個⼈番号 7
個⼈番号通知カードの返還情
報を管理できること。

基
本

93 異動 異動

個⼈番号カード等について、IC
カード取扱端末で読みとったIC
チップ情報を取込んで異動がで
きること。 A

250 番号制度 異動処理
転⼊、出⽣等の増異動時に
個⼈番号の付番ができること。

A

152 住基ネット
転⼊、出⽣等の増異動時に
個⼈番号の付番ができること。

134 個⼈番号 8

個⼈番号⽣成要求結果を既
存住基に即時転送し、異動処
理時に利⽤できること。

基
本

251 番号制度 異動処理

住基ネット連携時間外等の理
由により個⼈番号の付番がで
きなかった対象者について、窓
⼝業務に影響を与えず、別途
個⼈番号の付番ができること。

A

153 住基ネット

住基ネット連携時間外等の理
由により個⼈番号の付番がで
きなかった対象者について、窓
⼝業務に影響を与えず、別途
個⼈番号の付番ができること。

155 住基ネット

住基ネット連携時間外等の理
由により個⼈番号の付番がで
きなかった対象者についても、
異動処理は完了できること。

252 番号制度 異動処理

住⺠からの個⼈番号変更請
求による個⼈番号の変更がで
きること。 A

127 個⼈番号 1
本⼈の請求による個⼈番号の
変更に係る⼊⼒ができること。

基
本

212 その他
マイナンバー新規付番の件数
確認ができること A

253 番号制度 異動処理
職権による個⼈番号の変更が
できること。

A

128 個⼈番号 2

職権による個⼈番号の変更に
係る⼊⼒ができること。（記
載、訂正など）

基
本

249 番号制度 住基ネットワーク連携

符号要求ファイルを住基ネット
に連携し、符号取得要求がで
きること。

A

135 個⼈番号 9

符号要求ファイルを住基ネット
に連携し、符号取得要求がで
きること。

基
本

254 番号制度 異動処理

異動情報から副本を作成し、
中間サーバへ情報提供ができ
ること。（⼀括、⽇次） A

255 番号制度 異動処理

中間サーバーへの副本登録
は、⼿動及びスケジュール管理
（⽇次等）により⾃動で⾏え
ること。 A

256 番号制度 異動処理

正本副本整合性チェックに使
⽤する正本情報の作成ができ
ること。 A

143 10.1 コンビニ交付 1 コンビニ交付
住⺠基本台帳カード，個⼈番号カードを利⽤して，住⺠票の写しがコンビニエンスストアで取得できる
こと。

必須 231 連携
コンビニ交付に対応しているこ
と。

A

97 他システム
連携 3

コンビニ交付に対応するデータ
連携ができること。

基
本

248 連携 コンビニ交付

既存のコンビニ交付システムと
連携し、必要なデータを提供す
ること。 A

126

住
記
1
2
9

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

⾃
動
交
付
機
と
の
連
携

将来⾃動交付機を導⼊するこ
とになった場合、⾃動交付機と
の連携ができること
（住⺠票、印鑑登録証明
書、外国⼈登録原票記載事
項証明書、課税証明書等）

1
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№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

1 共　通

宛名番
号・世帯
番号付
番

宛名番号・世帯番号は、それぞれの市指定の規則に添って⾃動付番出来ること。 49 2.1.1 住⺠異動 共通事項 4 番号機能
世帯増・住⺠増における世帯番号・宛名
番号は，⾃動で設定できること。

○

2 証　明
共　通

証明書
書式設
定

各証明書のレイアウト（１枚当たりの表⽰⼈数、フォント、表⽰項⽬等）を変更できること。 276 2.2.1 証明書 共通 1 書式設定

レイアウト様式は，本市の要望に合わせ
て対応できること。
（導⼊時）

○

3 証　明
発　⾏

履歴照
会 各証明書の発⾏履歴（⽇時・場所・請求者・記載事項・枚数等）を照会できること。 項番２６「交付履歴検索」に記載

4-18 統計

19 特　別
永住者

切替予
定数調
査（年
度）

次回確認⽇の⽀所別、年度別集計表を作成できること。

20
切替予
定数調
査
（⽉）

現年度と次年度について、次回確認⽇の⽀所別、⽉別集計表を作成できること。

　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件

重
要
度

4
地域ﾌﾟ
ﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
連　　携

地域プラットフォームに定義されている他業務ユニットからのデータ受信（国保，年⾦，児童⼿当，後期
⾼齢者医療，介護保険，⼾籍）及び住⺠記録システムより他業務ユニットへのデータ送信について，
準拠レイアウトで数分間隔でのＥＴＰ連携ができるようにすること。
なお，送受信には⽂字コード変換機能を有したデータ連携基盤を経由するものとする。

62 共通 基盤 他システム
連携

システム連携基盤との連携レイアウ
トは地プラ標準ユニットに登録あるも
のはそれに準拠したものを基本と
し，本市独⾃項⽬の追加が可能な
こと。

⼤ 同左

1 共通 総括 全般
地域情報プラットフォームに準拠した
製品であること。

中

48 共通 システム運⽤ マスタ管理

住所はＪ－ＬＩＳ全国住所コード
及び本市独⾃の市内住所コードで
の⼊⼒ができること。

⼩

市外住所を⼊⼒時にはＪ－ＬＩＳ製品の「全国町字コード」
辞書を使⽤するが，市内住所については本市が提供する辞書
を使⽤すること。
辞書は本市にて準備する。

5 抑　⽌
設　定

⽀援措
置

⽀援措置対象者の抑⽌設定を⾏う場合、解除⽇が１年後の⽇付が初期表⽰１年以上先の⽇付の場
合アラートが表⽰されること。
また、期間満了⽉の前⽉に⽀援措置延⻑申請書と対象者⼀覧を⾃動出⼒すること。

⇒４２抑⽌へ移動 182 オンライン 補助機能 処理抑⽌
処理抑⽌者について画⾯表⽰を変
更できること。

⼤ 対象者について，画⾯上判別ができるよう，背景⾊が任意に
変更できること。

6 抑　⽌
設　定

住⺠異
動不受
理

住⺠異動不受理申請による抑⽌設定を⾏う場合、解除⽇が１年後の⽇付が初期表⽰１年以上先の
⽇付の場合アラートが表⽰されること。
また、対象者の⼀覧表を⾃動出⼒すること。

388 3.2.3 バッチ ⽉次 2
住⺠異動に係る不受
理申出者（設定）の
抑⽌・解除

抑⽌設定について，申出⽇から期間満
了⽇（解除予定⽇）が６か⽉を越える
場合に，アラートメッセージ表⽰，⼜は該
当者リスト出⼒等により確認できること。

○

7 証　明
発　⾏

発⾏番
号記載

発⾏番号を証明書に記載できること。
また、発⾏場所単位で発⾏番号が管理できること。

323 2.2.4 証明書 その他処理 1 ⼀意の番号
各証明書は，契印処理を不要とするため
に「発⾏番号」が印字できること。

○

8 外国⼈
⼊管法
の居住
地届出

「住基法・⼊管法」と「⼊管法」に区別し、市町村通知と対象者⼀覧を⾃動作成できること。
また、届出修正にも対応できること。
なお、在留カードの裏書が終了していないものに通知が出⼒できること。

⇒１４４　外国⼈　へ移動

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書 ・　基本要件１－３　 個 別 カ ス タ マ イ ズ 要 件 書 [除く・業務連携]

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

機能分類１ 機能分類２ 機能名称 機能概要 必須

機能名称 機能概要 必須
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名

処
理

周
期

要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

105 4.1 異動共通 6 ⼊⼒補助
世帯増，個⼈増異動の際，世帯番号，個⼈整理番号（住⺠番号）がそれぞれ⾃動的に採番さ
れること。

必須

149 宛名番号を引き継がない
過去にデータ登録されていた住⺠が再転⼊などする際に利⽤する宛名番号の既登録チェック
機能が変更できること。

191 マスタ マスタ・パラメータ

住⺠基本台帳画⾯の前住所
項⽬に表⽰する住所を「住⺠
票副本に印字する前住所」と
「現住所に対する1つ前の住
所」から容易に設定できること。

B

192 マスタ マスタ・パラメータ

外国⼈の場合、転⼊学通知
書（簡易版）の児童⽣徒及
び保護者のカナ⽒名・⽒名、
児童⽣徒の⽣年⽉⽇を「通
称・和暦形式」と「外国⼈⽒名
（通称）・⻄暦形式」から容
易に設定できること。

B

　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

3 共通

地域情報プラットフォームに準
拠しており、相互接続確認に
合格している事。

135 ⽀援措置者管理 DV等⽀援情報が管理（照会、変更、削除、登録）ができること。

137 DV対象者表⽰⽂字⾊変更 DV対象者については画⾯を派⼿にして、画⾯の⽂字を濃い蛍光ピンク⾊にできること。

144 DV担当者の特別権限付与

DV担当権限をもつ職員の場合のみ、発⾏禁⽌・異動禁⽌が設定されていても発⾏・異動を
処理可能とする実態調査対象者については異動警告とする。異動制御・発⾏制御にDV⽀
援による不可コードを追加し、このコードはDV権限者のみが設定できること。

520 交付停⽌措置（DV等⽀援
者）期間満了者通知 交付停⽌措置（DV等⽀援者）期間満了者通知の作成ができること。

103
104 合鑑番号・発⾏窓⼝明記

住⺠記録の証明書に４桁の任意の番号（合鑑番号）を印字できること。
公印を出⼒する帳票に対して、出⼒した窓⼝（区役所、出張所、サービスコーナー、郵送Ｃ
等）をわかりやすく印字できること。

114 住⺠票 版単位の発⾏制御 住⺠票について、版単位で発⾏禁⽌にできるようにすること。 0004 参考
異動受付審
査票

住⺠基本台帳画⾯に、異動
受付審査票の即時印刷機能
を実装し、異動受付審査票を
印刷できること。

121 備考⽂記載変更 届出通知区分によって備考⽂の記載を変更できること。

122 届出通知区分追加 届出通知区分の追加、および備考記載⽂の変更ができること。

127 未登録外字警告 証明書に未登録外字、項⽬桁オーバーがある場合、エラーー・アラートを表⽰すること。

住記0

住
⺠
情
報
管
理

国
籍
離
脱

国籍離脱の登録処理及び管
理ができること。

1

備考機能番号 機能分類 機能名称 機能の定義 重要性No.

機能名称 機能の定義 重要性 備考No. 機能番号 機能分類
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

9 住⺠票
改　製

改製条
件

任意のタイミングで改製ができること。
また、特別養⼦縁組や性別変更等で⾃動改製されること。

73 2.1.1 住⺠異動 共通事項 16 強制改製

改製すべき事由が⽣じた際は，住⺠票を
強制的に改製し，備考欄の編集ができる
こと。
なお，住⺠票を改製しないシステムにあっ
ては，備考欄へ追記のうえ，印字制御
及び指定（印字する／印字しない）がで
きること。

○ 21 住住⺠異動
その他
（増減な
し）

住⺠票改
製

記載欄が満欄になったとき⼜は任意
のタイミングで住⺠票に記載されてい
る事項を新たな住⺠票に記載し、今
までの住⺠票を消除できること。

必
須

72 2.1.1 住⺠異動 共通事項 15 改製不要
最新の情報のみ記載し，履歴を全て備
考欄に記載できること。

302 2.2.2 証明書 発⾏ 7 システム導⼊に伴う
改製原住⺠票

現⾏システムの住⺠情報（移⾏前デー
タ）は，全て新システムに移⾏し，本シ
ステムにより，個⼈票（⼜は世帯票）と
して発⾏できること。

○ 176 オンライン 発⾏ 改製原住
⺠票

新システムに切り替える前の住⺠票
を改製原住⺠票として出⼒できるこ
と

  ⼤ 新システムに切り替える前の住⺠票を改製原住⺠票として出
⼒できること。

10 バッチ
出⽣経
過滞在
者

出⽣による経過滞在者情報の⼀覧表を作成できること。 415 3.2.4 バッチ 随時 10 出⽣による経過滞在
者

対象者について，⼀覧表の作成・出⼒が
できること。

○

11 職権修正

　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） ⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

75 転　⼊
印鑑登
録（即
⽇）

印鑑業務処理画⾯に遷移し、登録後、印鑑確認票が出⼒されること。 151 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 6 転⼊届と同時の印鑑
登録

印鑑登録の申請がある場合は，印鑑登
録業務画⾯に遷移し，印鑑登録番号と
処理年⽉⽇の⾃動⼊⼒ができること。

○

152 2.1.5 住⺠異動 転⼊ 6 転⼊届と同時の印鑑
登録

印鑑登録処理後は，印鑑確認票が⾃
動出⼒できること。

○

88 転　出
取　消

印鑑資
格の回
復

転出予定者の届出等により印鑑登録原票が消除されている場合については、回復させない。

120 職　権
消　除 消除 印鑑登録を喪失すること。

123 職　権
修　正

個⼈情
報修正 ⽒名を修正した場合、除印処理画⾯に遷移すること。

155 印　鑑
共　通 検索 基本検索項⽬以外に印鑑登録番号で検索ができること。また、除印についても検索対象とすること。

156 番号体系 本庁・⽀所で異なる番号体系に対応できること。

157 資格管
理

転出予定者の印鑑登録ができること。また、１５歳未満・成年被後⾒⼈等（印鑑登録無資格者）は
印鑑登録ができないよう制御できること。

158 姓名管
理 登録されている印影が「姓」「名」「姓名」「外国⼈」のいずれかであるか管理できること。

159 履歴管
理

異動処理更新時に⾃動的に異動履歴ができること。また、登録者毎に⼀覧形式で事由等を確認できる
こと。

160 外国⼈
⽒名 各画⾯において外国⼈の⽒名は本国名、通称、カタカナ表記名を表⽰できること。

161 副本発
⾏ 登録処理の後に、登録副本が⾃動発⾏され、再発⾏に対応できること。

162 登録内
容表⽰

印鑑登録内容として登録状態の表⽰、⽒名（フリガナ・外国⼈の場合は本国名、通称、カタカナ表記
名）、⽣年⽉⽇、住所、印鑑登録番号、受付場所、印影、抑⽌設定の有無、転出予定の有無等を表
⽰できること。

163 印　鑑
共　通

印鑑登
録証 印鑑登録証について、カード（磁気・ＩＣ）形式または⼿帳形式に対応が可能であること。

164
印鑑登
録証の
再交付

印影を継続利⽤した印鑑登録証の再交付ができること。

165 印　鑑
登　録

世帯内
印鑑登
録状況・
印影表
⽰

印鑑登録時に同⼀世帯員の登録印影の⼀覧を表⽰し、同じ印影が既に登録されていないか⽐較表⽰
確認ができること。同⼀内容の帳票出⼒が可能であること。

166
保証⼈
副本出
⼒

保証⼈を検索・特定でき、副本が出⼒できること。

167 ⼊⼒票
出⼒ 押印・取込⽤の印鑑登録原票が出⼒できること。また、再発⾏に対応できること。

168 印影登録
印影無しで印鑑登録できること。また、印影無しの場合の場合、印鑑登録後に印影のみの登録ができる
こと。

169
印影読
込・表
⽰・編集

スキャナで読み込んだ印影（画像データ）について、加⼯（回転、センタリング等）することができる。解
像度は６００ｄｐｉ以上であること。
また、登録後の印影の再読み込みができること。

170 処理制御 保証⼈⽅式の処理を⾏うことができないように設定できること。
171 交付確

認 保証⼈受付の場合、印鑑登録証交付確認書が出⼒できること。

172 印　鑑
照　会 仮登録

関連する画⾯に「仮登録」状態がわかるような表⽰をすること。証明発⾏が制限されること。回答書に基づ
いて解除、本登録に切り替えることができること。

173
照会回
答書出
⼒

印鑑仮登録後、宛先（出⼒時の住⺠登録地）および照会年⽉⽇および回答期限などが⾃動設定さ
れた照会回答書が出⼒されること。再出⼒が可能であること。照会書に対して番号管理ができること。ま
た、回答期限は変更が可能であること。

174 照会状
況管理 照会状況（照会年⽉⽇、回答期限、回答待ち等）を管理・検索できること。

175 取消 照会中の印鑑登録を取消できること。

176 解除
回答期限が経過した場合、⾃動で照会が解除され仮登録が廃⽌されること。その際、対象者⼀覧表を
出⼒すること。

177 改印 照会から即⽇への変更等によって、照会中でも改印処理ができること。
178 印影登

録 回答時に印影の（再）登録が可能であること。

機能分類１

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

機能分類２ 機能名称 機能概要 必須No. 業務区分

印鑑登録事務関連（連動・単独　含む）

機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

住記0

住
⺠
情
報
管
理

事
実
上
の
世
帯
主
の
設
定
・
解
除

外国⼈との混合世帯の場合、
備考欄の最下段に事実上の
世帯主名の設定及び解除が
できること

1

95 3.8 その他変更 1 改製処理
任意のタイミングで改製処理を⾏えること。
指定する条件にて⾃動で改製が⾏えること。（例）住所履歴数，性別変更等

必須 114 異動 異動

住⺠票の改製は異動内容から
⾃動的にできること。また、職
権により任意に改製もできるこ
と。

A

34

住
記
0
3
5

住
⺠
情
報
管
理

改
製

⾃動改製及び強制的に改製
ができること

1 124 住⺠
記録 83

異動
（全
般）

改製

住⺠票の改製は異動内容から⾃
動的にできること。
また、職権により任意に改製もでき
ること。

必須

113 異動処理
住⺠票の任意改製処理ができ
ること。

63 住⺠異動 14

⼀定の異動回数までは住⺠
票を改製することなく、⼀枚の
住⺠票に⾒え消しで記載する
こと。
またその際履歴が⼀⽬でわかる
表⽰にすること。
また条件に関わらず、任意で
強制改製できること。

基
本

150 ⽂⾔変更 「改製原」を新システムで使⽤する⽂⾔「改製除票」に変更する。（改製原→改製除票）

0003
住居表
⽰⼀括
異動

職権変更

住居表⽰が⾏われる地域の住
登者データを取り込み、住⺠
記録情報の住所・本籍地を⼀
括で職権変更できること。
また、住所・本籍が変更された
⼈の⼀覧を表⽰する機能があ
ること。
※パッケージ標準の住居表⽰
⼀括異動機能はそのまま利⽤
可能なこと。

　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

備考機能番号 機能分類 機能名称 機能の定義 重要性No.
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

179 印　鑑
廃　⽌ 廃⽌

住⺠票消除、⽒名・通称・カタカナ表記名変更、成年被後⾒⼈により、登録済の印鑑を廃⽌できること。
廃⽌事由（「廃⽌・亡失」「本⼈・代理⼈」の選択が可能）を含めて履歴管理ができること。

132 オンライン 修正異動 修正異動
（共通）

印鑑登録者が⽒名変更した場
合，連動して印鑑登録の抹消処
理ができること。

  ⼤ 同左

180 連動廃
⽌

住⺠記録システムの減異動処理に連動し、登録済の印鑑を廃⽌できること。ただし、転出予定⽇前⽇ま
で（転出未確定）は印鑑登録の異動が可能であること。

121 オンライン 減異動 減異動共
通

印鑑登録者が消除者となった場
合，⾃動で印鑑抹消となること。

  ⼤ 同左

181 転出取
消 転出予定⽇経過後に転出取消をした場合、⾃動回復されないこと。

182 除印出
⼒ 印鑑登録を廃⽌した場合、除印となった登録原票の副本が出⼒されること。

183 廃⽌確
認 印鑑登録廃⽌確認書が選択出⼒（改印は除く）できること。

184
処理停
⽌（廃
⽌不受
理）

期間満了⽇が設定された処理停⽌（廃⽌不受理）登録ができること。各画⾯において状態を表⽰・確
認できること。廃⽌（職権・連動含む）⼊⼒時にアラート表⽰すること。

185 処理停
⽌解除 処理停⽌解除⼊⼒ができること。

186
印　鑑
特権処

理
回復 虚偽申請または誤⼊⼒等により職権で異動前の状態に回復することができること。

187 登録・廃
⽌ 職権による印鑑登録・廃⽌ができること。

188 内容修
正 異動事由、異動⽇、登録⽇、印鑑登録証番号等を修正できること。

189 印　鑑
証明書

発⾏停
⽌ コンビニ交付を含め印鑑証明書を発⾏停⽌にできること。期間満了⽇を設定できること。

190 発⾏停
⽌解除 登録印鑑の発⾏停⽌を解除できること。

191 発⾏制
御 ⽀援措置対象者等を含む発⾏停⽌設定を住記システム等と⼀括して管理することができること。

192 発⾏履
歴 印鑑証明書の発⾏履歴から登録者毎に発⾏⽇・部数・発⾏場所を照会できること。

193 外国⼈ 外国⼈は本国名、通称、カタカナ表記名が証明書に出⼒されること。

194
印鑑証
明発⾏
停⽌者
⼀覧

印鑑証明発⾏停⽌者の⼀覧を作成できること。

195 印　鑑
バッチ

印鑑登
録廃⽌
不受理
者⼀覧

印鑑証明廃⽌不受理（処理停⽌）者の⼀覧を作成できること。

137 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 25 印鑑登録情報 印鑑登録者であることが確認できること。 ○

138 2.1.4 住⺠異動 画⾯ 25 印鑑登録情報
印鑑登録申請照会中であることが確認で
きること。

○

79 オンライン 共通 印鑑連動 印鑑連動機能があること。   ⼤ 異動処理の後に連動して必要に応じた印鑑登録の抹消ができ
ること。

133 オンライン 修正異動 修正異動
（共通）

転出取消等により元印鑑登録者を
回復する場合，連動して印鑑登録
情報を回復できること。

  ⼤ 同左

　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件

重
要
度

7 統　計
共　通

集計表
補正 集計値、⽇付等可変項⽬を適宜修正でき、修正した集計表を出⼒できること。 421 3.3.1 統計 共通 1 補正

集計値・⽇付等，可変項⽬の修正がで
きること。
修正後の集計表の出⼒ができること。

○

422 3.3.1 統計 共通 2 部数設定 任意に変更できること。 ○

8 統　計
報　告

取扱い
件数表 集計（届出）期間における異動事由別、管轄別の集計表を作成できること。

9
住⺠異
動事務
取扱リス
ト

集計（届出）期間における住⺠異動届および住⺠票証明の管轄別集計表を作成できること。

10
印鑑登
録事務
取扱リス
ト

集計（届出）期間における印鑑異動届および印鑑証明の管轄別集計表を作成できること。また、申請
に基づくものと職権を分類して集計できること。

11 統　計
報　告

町名別
世帯⼈
⼝

集計基準⽇時点の町別、性別、⽇本⼈外国⼈別世帯⼈⼝集計表を作成できること。

12
年齢階
層別⼈
⼝統計

集計基準⽇時点の町別、年齢別、性別、⽇本⼈外国⼈別⼈⼝統計表が作成できること。

13
年齢階
層別⼈
⼝構成

集計基準⽇時点の年齢階層別⼈⼝構成（⼈⼝ピラミッド）を作成できること。

14 ⼈⼝集
計表 集計基準⽇時点の国籍別、⽀所別、複数国籍世帯別の世帯⼈⼝集計表を作成できること。

15
出⽣者
数・死亡
者数等
内訳

集計期間における事由別、性別、国籍別集計表を作成できること。

16
⼩中学
校区別
⼈⼝統
計

集計基準⽇時点の⼩中学校区別、性別、年齢別の世帯⼈⼝集計表を作成できること。

17
町丁別
⼈⼝統
計

集計基準⽇時点の町別、性別、年齢別の世帯⼈⼝集計表を作成できること。

18
在留資
格別⼈
員数

集計基準⽇時点の⽀所別、在留資格別、年齢別、性別の⼈⼝集計表を作成できること。

19
国籍⽀
所別調
査表

集計基準⽇時点の国籍別、⽀所別、性別の世帯⼈⼝集計表を作成できること。

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書 ・　基本要件１－２　 共 通 カ ス タ マ イ ズ 要 件 書 [統計]

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２ 機能名称 機能概要 必須
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

82 ⼾籍関係
異動 16

⽒名の変更に伴い、印鑑登録
を廃⽌するか継続するか確認
メッセージが印影と併せて表⽰
されるか異動がかかること。また
は⽒名変更者のリストが出⼒
されること。

基
本

122 6.1 証明書発⾏ 10 証明書の同時印刷 住⺠票の写しとその同⼀世帯に属する者の印鑑登録証明書を⼀連の操作の流れで出⼒できること。 必須

51 照会 照会

印鑑登録有無（印鑑登録番
号、登録⽇、抹消⽇）の情報
が照会できること。 A

107 住⺠
記録 73

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

住⺠の喪失時などでは、印鑑登
録へ喪失情報を反映させることが
できること。

必須

　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

60 住⺠
記録 4 基本機

能 統計
ＥＵＣ等により定例以外の事務
統計処理ができること。

●期間指定によるデータ抽
出など、基本的な統計処
理が⾏える機能を要してい
ることを想定

必須

194 ⼈⼝統計1 12

異動誤り等の職権修正の数
値を補正した、⼈⼝数等の集
計及び各帳票の出⼒ができる
こと。

基
本

195 ⼈⼝統計1 13
運⽤に合わせた⼈⼝データの
集計等が可能なこと。

基
本

またいつ作成しても基準⽇時
点での数字が変わらないこと。

0001
統計
報告

異動事由別増減表が作成で
きること。

503 統計
EUC ⽉末⼈⼝統計表 ⽉末時点の住⺠登録⼈数・世帯数を集計し、出⼒できること。

505 統計
EUC 市区別⼈⼝集計表 区及び出張後毎に年齢別で⼈⼝を集計し、出⼒できること。

513 実態調査対象者管理 実態調査対象者の管理ができること。 0001
統計
報告

⼈⼝ピラミッドが作成できるこ
と。

0001
統計
報告

⼈⼝世帯集計表が作成できる
こと。

504 統計
UEC ⽉末世帯⼈⼝集計表 公称町毎の世帯数・⼈⼝を集計し、出⼒できること。

506 EUC 外国⼈住⺠在留資格別⼈員
調査表 在留資格ごとの外国⼈数を出⼒できること。

507 EUC 外国⼈住⺠国籍別⼈員調査
表 国籍ごとの外国⼈数を出⼒する。

機能の定義 重要性機能分類 機能名称 備考No. 機能番号
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

20
移動⼈
⼝調査
票

集計期間における⽇本⼈出⽣者数、死亡者数、県内外転⼊数、県外転出数の性別集計表（毎⽉流
動⼈⼝調査票）を作成できること。

21 統　計
報　告

都道府
県別転
⼊転出
状況

集計期間における都道府県、性別の転⼊者転出者件数を集計できること。

423 3.3.2 統計 ⽇次処理 1 異動処理

事由別・処理を⾏った管轄別の届出件
数・届出⼈数（⽇本⼈・外国⼈別，男
⼥別，国内・国外別）の集計ができるこ
と。

○

424 3.3.2 統計 ⽇次処理 2 証明書発⾏処理

住⺠票に係る証明書の種別，処理を
⾏った管轄別の発⾏件数が集計できるこ
と。

○

425 3.3.3 統計 ⽉次処理 1 ⼈⼝統計 ⼈⼝⽉報の集計ができること。 ○

426 3.3.3 統計 ⽉次処理 1 ⼈⼝統計
出⽣者数，死亡者数の集計ができるこ
と。

○

427 3.3.3 統計 ⽉次処理 1 ⼈⼝統計

前⽉の社会増減（転⼊，転出），⾃
然増減（出⽣，死亡）等の集計ができ
ること。

○

428 3.3.3 統計 ⽉次処理 1 ⼈⼝統計
⽇本⼈住⺠・外国⼈住⺠別の集計がで
きること。

○

429 3.3.3 統計 ⽉次処理 1 ⼈⼝統計
外国⼈住⺠について，在留資格・男⼥・
国籍別の集計ができること。

○

430 3.3.3 統計 ⽉次処理 1 ⼈⼝統計

世帯数は，⽇本⼈住⺠のみ・外国⼈住
⺠のみ・⽇本⼈／外国⼈の多国籍の各
世帯数の集計ができること。

○

431 3.3.3 統計 ⽉次処理 1 ⼈⼝統計 年齢別の⼈⼝数の集計ができること。 ○

432 3.3.3 統計 ⽉次処理 1 ⼈⼝統計
前⽉の転⼊・転出・死亡者数，年齢別
の集計ができること。

○

433 3.3.3 統計 ⽉次処理 1 ⼈⼝統計
町丁別，⾏政区別に対象⽉の男⼥
数，世帯数の集計ができること。

○

434 3.3.3 統計 ⽉次処理 1 ⼈⼝統計 集計結果は，帳票として発⾏できること。 ○

435 3.3.3 統計 ⽉次処理 2 異動処理

前⽉の県内転⼊者数，県内転出者数
を異動元（先）⾃治体別の集計ができ
ること。

436 3.3.3 統計 ⽉次処理 2 異動処理

前⽉の県外転⼊者数，県外転出者数
を異動元（先）県別の集計ができるこ
と。

437 3.3.3 統計 ⽉次処理 2 異動処理
⽇本⼈住⺠・外国⼈住⺠別の集計がで
きること。

○

438 3.3.3 統計 ⽉次処理 2 異動処理

事由別・管轄別の届出件数・届出⼈数
（⽇本⼈・外国⼈別，男⼥別，国内・
国外別）の集計ができること。

○

439 3.3.3 統計 ⽉次処理 2 異動処理 集計結果は，帳票として発⾏できること。 ○

440 3.3.3 統計 ⽉次処理 3 証明書発⾏処理
住⺠票に係る証明書の種別，管轄別の
発⾏件数が集計できること。

○

441 3.3.3 統計 ⽉次処理 4 国への報告情報 異動⽉報の集計ができること。 ○

442 3.3.3 統計 ⽉次処理 4 国への報告情報 集計結果は，帳票として発⾏できること。 ○

443 3.3.3 統計 ⽉次処理 5 外国⼈在留資格別
登録者

３０条４５規定区分・在留資格別登録
者数（国別）の集計ができること。

○

444 3.3.3 統計 ⽉次処理 5 外国⼈在留資格別
登録者 集計結果は，帳票として発⾏できること。 ○

445 3.3.3 統計 ⽉次処理 6 ＣＳＶ出⼒対応
統計データはＣＳＶ形式で出⼒できるこ
と。

○

446 3.3.4 統計 年次処理 1 ⼈⼝統計 ⼈⼝年報の集計ができること。 ○

447 3.3.4 統計 年次処理 1 ⼈⼝統計
出⽣者数，死亡者数の集計ができるこ
と。

○

448 3.3.4 統計 年次処理 1 ⼈⼝統計

前年度の社会増減（転⼊，転出），
⾃然増減（出⽣，死亡）等の集計がで
きること。

449 3.3.4 統計 年次処理 1 ⼈⼝統計
⽇本⼈住⺠・外国⼈住⺠別の集計がで
きること。

○

450 3.3.4 統計 年次処理 1 ⼈⼝統計
外国⼈住⺠について，在留資格・男⼥・
国籍別の集計ができること。

○

451 3.3.4 統計 年次処理 1 ⼈⼝統計

世帯数は，⽇本⼈住⺠のみ・外国⼈住
⺠のみ・⽇本⼈／外国⼈の多国籍の各
世帯数の集計ができること。

○

452 3.3.4 統計 年次処理 1 ⼈⼝統計 年齢別集計ができること。 ○

453 3.3.4 統計 年次処理 1 ⼈⼝統計 町丁別の集計ができること。 ○

454 3.3.4 統計 年次処理 1 ⼈⼝統計 集計結果は，帳票として発⾏できること。 ○

455 3.3.4 統計 年次処理 2 異動処理

前年度の県内転⼊者数，県内転出者
数を異動元（先）⾃治体別の集計がで
きること。

456 3.3.4 統計 年次処理 2 異動処理

前年度の県外転⼊者数，県外転出者
数を異動元（先）県別の集計ができるこ
と。

457 3.3.4 統計 年次処理 2 異動処理
⽇本⼈住⺠・外国⼈住⺠別の集計がで
きること。

○

458 3.3.4 統計 年次処理 2 異動処理

事由別・管轄別の届出件数・届出⼈数
（⽇本⼈・外国⼈別，男⼥別，国内・
国外別）の集計ができること。

○

459 3.3.4 統計 年次処理 2 異動処理 集計結果は，帳票として発⾏できること。 ○

460 3.3.4 統計 年次処理 3 証明書発⾏処理
住⺠票に係る証明書の種別，管轄別の
発⾏件数が集計できること。

○

461 3.3.4 統計 年次処理 4 国への報告情報 異動年報の集計ができること。 ○

462 3.3.4 統計 年次処理 4 国への報告情報 集計結果は，帳票として発⾏できること。 ○

463 3.3.4 統計 年次処理 5 外国⼈在留資格別
登録者

３０条４５規定区分・在留資格別登録
者数（国別）の集計ができること。

○

464 3.3.4 統計 年次処理 5 外国⼈在留資格別
登録者 集計結果は，帳票として発⾏できること。 ○

465 3.3.4 統計 年次処理 6 ＣＳＶ出⼒対応
統計データは，ＣＳＶ形式で出⼒できる
こと。

○

214 バッチ 帳票 ⽇計表 ⽇計表を出⼒できること。   ⼤ 当⽇の異動情報を抽出し，⽇計表として出⼒できること。
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

509 統計
EUC

外国⼈住⺠に関する事務実績
調査集計表 法務省への年間実績の報告資料を作成するために必要な情報を出⼒できること。 0002

統計
報告

⼈⼝異動
報告表

アドオン機能にて、住⺠基本
台帳⼈⼝移動報告表の「都
道府県」、「政令指定都市」単

                            位の集計を⾏えること。
また、⼈⼝世帯表の「寮」単位

                            の集計を⾏えること。
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

241 バッチ抽出及び集計・出⼒ 帳票及びデータ出⼒ 住⺠基本
台帳年報

県へ提出する住⺠基本台帳年報に
必要なデータが抽出及び出⼒できる
こと。

⼤

指定した⽇付の⼈⼝（男⼥別・⽇本⼈・外国⼈別），
任意の期間内の世帯数（⽇本⼈・外国⼈・複数国籍別），
年齢別⼈⼝（⽇本⼈・外国⼈別），
異動事由別⼈⼝（⽇本⼈・外国⼈）
を集計及び出⼒（帳票・CSVデータ）ができること。

219 バッチ 帳票 ⼈⼝異動
調査

前⽉の転⼊・転出・死亡者数を年
齢別に集計できること。

  ⼤

前⽉の転⼊・転出・死亡者数を年齢別に集計できること。ま
た，出⽣者数を集計できること。
集計結果を帳票（ＰＤＥ及びＣＳＶ）として発⾏できるこ
と。

県の様式に準拠できる。

220 バッチ 帳票 転⼊・転出
集計

前⽉の県内転⼊者数，県内転出
者数を異動元（先）⾃治体別に
集計して出⼒できること。

  ⼤

前⽉の県内転⼊者数，県内転出者数を異動元（先）⾃治
体別に集計して出⼒できること。
⽇本⼈と外国⼈の振分を⾏い集計できること。
集計結果を帳票（ＰＤＥ及びＣＳＶ）として発⾏できるこ
と。

221 バッチ 帳票 転⼊・転出
集計

前⽉の県外転⼊者数，県外転出
者数を異動元（先）県別に集計
して出⼒できること。

  ⼤

前⽉の県外転⼊者数，県外転出者数を異動元（先）県別
に集計して出⼒できること。
⽇本⼈と外国⼈の振分を⾏い集計できること。
集計結果を帳票（ＰＤＥ及びＣＳＶ）として発⾏できるこ
と。

222 バッチ 帳票 ⼈⼝集計

前⽉の社会増減（転⼊，転
出），⾃然増減（出⽣，死亡）
等を集計できること。

  ⼤

前⽉の社会増減（転⼊，転出），⾃然増減（出⽣，死
亡）等を集計できること。
集計結果を帳票（ＰＤＥ及びＣＳＶ）として発⾏できるこ
と。

223 バッチ 帳票 証明書発
⾏数

対象⽉の各証明書の発⾏枚数を
集計できること。

  ⼤
対象⽉の各証明書の発⾏枚数を集計できること
集計結果を帳票（ＰＤＥ及びＣＳＶ）として発⾏できるこ
と。

224 バッチ 帳票
処理場所
別異動統
計

対象期間の異動件数を処理場所
別に集計できること。

  ⼤

対象期間の異動件数を⾏政区別，処理場所別に集計できる
こと。
国籍別については世帯数も集計できること。
集計結果を帳票（ＰＤＥ及びＣＳＶ）として発⾏できるこ
と。

225 バッチ 帳票
町丁⽬別
⼈⼝世帯
数

町丁別に対象⽉の男⼥数，世帯
数を集計できること。

  ⼤
町丁別に対象⽉の男⼥数，世帯数を集計できること。また，
年齢別の⼈⼝数を集計できること。集計結果を帳票（ＰＤＥ
及びＣＳＶ）として発⾏できること。

226 バッチ 帳票 学区別⼈
⼝統計表

学区別に対象⽉の男⼥数を年齢
別に集計できること。

  ⼤ 学区別に対象⽉の男⼥数を年齢別に集計できること。
集計結果を帳票（ＰＤＥ及びＣＳＶ）として発⾏できること

227 バッチ 帳票 国籍・在留
資格統計

国籍別・在留資格別の⼈⼝数を集
計できること   ⼤

国籍別・在留資格別の⼈⼝数を男⼥別で集計できること。
集計結果を帳票（ＰＤＥ及びＣＳＶ）として発⾏できるこ
と。

73

1.6.1. 統計・報告
（都道府県、
関係機関）

都道府県に対し、各種
統計情報（転⼊・転
出者数表等）を送付
する。
（都道府県経由で総
務省に提出される統計
もある）

・各種提出書式で抽出がで
きること

【データ】
・○○県移動⼈⼝調査票(2-3）
・住⺠基本台帳⽉報(2-4）
・住⺠基本台帳年報(2-5）
・⼈⼝・世帯集計票(2-6）
・転⼊・転出・転居扱い⼀覧(2-7）
・⼈⼝世帯集計（15歳未満&65歳
以上）(2-8）
・世帯⼀覧表（区⻑配布⽤資
料)(2-9）
・住⺠異動通知（区⻑配布⽤資
料)(2-10)
・外国⼈国籍別⼈員調査票(2-
11）
・外国⼈在留資格別⼈員調査票
(2-12）

必須

74

・個別案件に対応するため、
基礎となる異動データ件数
等も抽出ができること

【データ】異動事由別集計表(2-
25）

必須

75

1.6.2. 統計・報告
（統計部⾨） 関係部署（統計部

⾨）に対して、各種統
計情報（年齢別統
計、⼈⼝ピラミッド等）
を送付（開⽰）する。

・各種提出書式で抽出がで
きること

【データ】
・○○県年齢別⼈⼝統計調査票
(2-13）
・年齢別⼈⼝集計（ピラミッドグラ
フ)(2-14）

必須

79 住資料作成 資料作成

⽇別異動
事
由別件数
表

⽇別異動事由別件数表が出⼒で
きること。

要
望

80 住資料作成 資料作成

⽉別異動
事
由別件数
表

⽉別異動事由別件数表を出⼒でき
ること。

要
望

84 住資料作成 資料作成
証明書発
⾏統計資
料

次に⽰す統計資料が作成できるこ
と。
「証明発⾏⽇計表」「証明発⾏⽉
計表」「証明発⾏年計表」「証明発
⾏停⽌者⼀覧」

要
望

85 住資料作成 資料作成 ⼈⼝統計
資料

次に⽰す統計資料が作成できるこ
と。なお、⽇本⼈のみ、外国⼈のみ、
全住⺠と統計対象を区別できるこ
と。
「管轄別の⼈⼝と世帯数」「町字別
の⼈⼝と世帯数」「年齢別男⼥別
⼈⼝」「年齢階層別男⼥別⼈⼝」

要
望

86 住資料作成 資料作成 ⼈⼝動態
統計資料

次に⽰す統計資料が作成できるこ
と。なお、⽇本⼈のみ、外国⼈のみ、
全住⺠と統計対象を区別できるこ
と。
「管轄別の⼈⼝動態」「都道府県別
転⼊者数」「県内市町村別転⼊者
数」

要
望

84



　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

135 8.1 統計・報告 1 ⼈⼝異動報告（定型フォー
マット）

⼈⼝増減票，県内転⼊転出者調べ，県外転⼊転出者調べ等の⼈⼝異動に関する報告書するため
の根拠情報（データ）を出⼒できること。

必須

統計・報告
（都道府
県，関係
機関）

136 8.2 統計・報告 2 年齢別⼈⼝統計
出張所，男⼥別の⼈⼝を集計したリスト作成するための根拠情報（データ）を出⼒できること。
その際，外国⼈を含むものと含まないものの両⽅に対応していること。

必須

137 8.2 統計・報告 3 町・字別⼈⼝統計
出張所，公称町別の世帯数及び男⼥別の⼈⼝数を集計するための根拠情報（データ）を出⼒でき
ること。

必須

138 8.2 統計・報告 4 異動事由別件数表
異動事由別（増，減，変更）に世帯及び個⼈数の増減を集計したリストを，本庁，⽀所，出張
所別で集計するための根拠情報（データ）を出⼒できること。

必須

139 8.2 統計・報告 5 事務処理件数表

届出，証明等の事務処理（※１）別に件数を集計したリストを市全体，及び，本庁，出張所別
で集計するための根拠情報（データ）を出⼒できること。
※１ 想定する事務処理は以下の通り
1.転⼊,2.転出,3.転居,4.出⽣,5.死亡,6.世帯分離,7.世帯合併,8.世帯変更,9.転出取消,10.
転⼊通知,11.住所設定,12.帰化,13.国籍取得,14.国籍喪失,15.職権回復,19.住⺠票改
製,20.世帯主変更,21.記載事項修正,22.職権消除,23.職権記載,24.転⼊通知未着,26.転居
の虚偽回復,27.住居表⽰変更,29.⼟地の名称変更,30.住⺠票コードの変更,31.⼊管法関連処
理,32.通称履歴異動,33.個⼈番号取込,34.個⼈番号変更,35.通知カード再交付,36.通知カー
ド再送付要求 37 証明書の交付（各種証明書毎）

必須

140 8.2 統計・報告 6 外国⼈統計
在留資格毎，国籍毎，国籍・年齢毎の外国⼈数を集計するための根拠情報（データ）を出⼒でき
ること。

必須

141 8.2 統計・報告 7 外国⼈事務実績調査集計
表

外国⼈に関する届出，証明等の事務処理別に件数を集計したリストを市全体，出張所別で集計す
るための根拠情報（データ）を出⼒できること。

必須

158 帳票 統計

任意の基準⽇時点の⼈⼝統
計表、⼈⼝分布グラフを⾏政
区・年齢・男⼥別で作成できる
こと。 A

159 帳票 統計

前⽉に対する⼈⼝増減及びそ
の内訳事由が把握できる集計
を作成できること。 A

160 帳票 統計
都道府県へ報告するための移
動調査表を作成できること。

A
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

168 帳票 統計

抽出年⽉を指定して住⺠基
本台帳⼈⼝移動報告表を作
成できること。また、csvデータと
して出⼒できること。なお、住基
ネットの集計表と⼀致する機能
を有すること。 A

169 帳票 統計

異動事由別集計表（異動事
由別の届出数、異動者数を
集計）を届出年⽉⽇の範囲
を指定し作成できること。また、
csvデータとして出⼒できるこ
と。 A

170 帳票 統計

異動事由別増減表（⾏政区
別に⼈⼝、世帯数の増減を集
計）を、届出年⽉⽇の範囲を
指定し作成できること。また、
csvデータとして出⼒できるこ
と。なお、住基ネットの集計表と
⼀致する機能を有すること。

A

171 帳票 統計

⼈⼝世帯数集計表（⾏政区
別に世帯、男⼥別⼈数を集
計）を、集計基準⽇を指定し
作成できること。また、csvデー
タとして出⼒できること。なお、
住基ネットの集計表と⼀致する
機能を有すること。 A

172 帳票 統計

年齢別⼈⼝集計表（⾏政
区、年齢別に男⼥別⼈数を
集計）を、集計基準⽇を指定
し作成できること。また、csv
データとして出⼒できること。な
お、住基ネットの集計表と⼀致
する機能を有すること。 A

173 帳票 統計

⼈⼝ピラミッド（⾏政区、年齢
別に男⼥別⼈数を棒グラフ集
計）を、集計基準⽇を指定し
作成できること。また、csvデー
タとして出⼒できること。なお、
住基ネットの集計表と⼀致する
機能を有すること。 B

180 帳票 統計

外国⼈住⺠の住居地届出等
集計表を、届出年⽉⽇を指定
して作成できること。また、csv
データとして出⼒できること。

A

181 帳票 統計

外国⼈国籍・地域別⼈員集
計表（国籍・地域毎に男⼥
別⼈数を集計）を、集計基準
⽇を指定し作成できること。ま
た、csvデータとして出⼒できる
こと。 A

182 帳票 統計

特定年齢世帯調査表を、抽
出条件（対象年齢・対象世
帯の範囲）を指定して作成で
きること。また、csvデータとして
出⼒できること。 A

102

住
記
1
0
4

発⾏統
計
処
理
及
び
帳
票
出
⼒

住⺠基本台帳⼈⼝に関する
年齢別､町丁別等の統計処
理および帳票出⼒ができること 1

59 住⺠
記録 3 基本機

能 統計 ⼈⼝統計処理ができること。 必須

218 住⺠
記録 211 帳票発

⾏
⼈⼝統計
調査

県⼈⼝統計調査に関し必要な要
件を備えており、各種資料が作成
できること。

◆⼈⼝統計調査表 ﾊﾞｯﾁ ⽉
次

必須

228 住⺠
記録 221 帳票発

⾏ 統計

任意の基準⽇時点の⼈⼝統計
表を⾏政区・年齢・男⼥別で作成
できること。

必須

229 住⺠
記録 222 帳票発

⾏ 統計

前⽉に対する⼈⼝増減およびその
内訳事由が把握できる集計を作
成できること。

必須

230 住⺠
記録 224 帳票発

⾏ 統計

転出確定していない⼈を集計する
かしないかを選択して⼈⼝統計の
集計ができること。

必須

231 住⺠
記録 223 帳票発

⾏ 統計

指定した期間内に異動した住⺠
⼀覧を異動事由別、⾏政区別に
作成できること。

任意

232 住⺠
記録 225 帳票発

⾏ 統計

⽉ごとの⾏政区・地区別、年齢別
の⼈⼝集計ができること。また指定
した施設についても集計できるこ
と。

任意

233 住⺠
記録 226 帳票発

⾏ 統計
⽉ごとの転⼊前・転出先住所別
移動理由集計ができること。

任意

234 住⺠
記録 227 帳票発

⾏ 統計
⽉ごとの転⼊・転出年齢別移動
理由集計ができること。

任意

235 住⺠
記録 230 帳票発

⾏ 統計

世帯集計をしているバッチ帳票お
よび抽出データについては養護施
設に⼊所する世帯を、１としてカウ
ントできること。

任意

183 ⼈⼝統計1 1

各⽉の１⽇の⼈⼝及び世帯
数の抽出ができること（外国
⼈含む数、含まない数）。

基
本

184 ⼈⼝統計1 2

各⽉の１⽇の⼈⼝等の抽出
の際、前⽉１⽇の⼈⼝から各
種異動による⼈⼝異動を加減
した⽅法で抽出すること。

基
本
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件

重
要
度

1 他業務
連　携

〇〇市連携 別紙２－１，２－２ 「住⺠記録システムデータ連携⼀覧（〇〇市版）」

2 △△市連携 別紙２－１，２－２ 「住⺠記録システムデータ連携⼀覧（△△市版）」
3 □□市連携 別紙２－１，２－２ 「住⺠記録システムデータ連携⼀覧（□□市版）」

348 2.６.1 他業務システム
連携

共通基盤シス
テム連携 1 随時連携

異動処理内容について，指定レイアウト
により連携できること。

○

349 2.６.1 他業務システム
連携

共通基盤シス
テム連携 2

⽀援措置対象者等
（ＤＶ・ストーカー被
害者等）

対象者について，情報連携できること。 ○ 55 共通 システム運⽤ セキュリティ
宛名ごとにDVや虐待，本⼈以外
⾮開⽰の管理ができること。

中

・DVや虐待，本⼈以外⾮開⽰
の指定がされた宛名に関する特定
情報が登録できること。
・登録されている旨が判別できるよ
う，宛名が表⽰されるすべての画
⾯で，該当者が確認できること。
・宛名検索画⾯において，登録
内容が確認できること。

350 2.６.2 他業務システム
連携

国⺠健康保険
システム連携 1 随時連携

異動内容について，共通基盤システムを
介して，リアルタイムに連携できること。即
座に資格処理が⾏える状態にできること。

○

351 2.６.2 他業務システム
連携

国⺠健康保険
システム連携 2 資格情報

資格情報等の変更内容について，共通
基盤システムを介して，リアルタイムに連
携できること。本システム側の操作を⾏うこ
となく，情報が反映できること。

○

352 2.６.2 他業務システム
連携

国⺠健康保険
システム連携 3 記号番号等

資格・記号番号及び取得⽇・喪失⽇等
の情報について，保持できること。

○

353 2.６.3 他業務システム
連携

税共通宛名シ
ステム連携 1 随時連携

異動処理内容について，指定レイアウト
により連携できること。

○

354 2.６.4 他業務システム
連携

介護保険シス
テム連携 1 随時連携

異動内容について，指定レイアウトにより
連携ができること。

○

355 2.６.4 他業務システム
連携

介護保険シス
テム連携 2 資格情報

介護保険資格情報等の変更内容につい
て，リアルタイムに連携できること。本シス
テム側の操作を⾏うことなく情報が反映で
きること。

○

356 2.６.5 他業務システム
連携

後期⾼齢者医
療システム連携 1 ⽇次連携

異動内容について，指定レイアウトにより
連携できること。

○

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書 ・　基本要件１－３  個別カスタマイズ 要 件 書 [業務連携]

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２ 機能名称 機能概要 必須
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

185 ⼈⼝統計1 3

前⽉の各種異動における男⼥
別⼈数及び世帯数の内訳が
抽出できること（出⽣、死亡、
転⼊、転出）。

基
本

186 ⼈⼝統計1 4
また各種異動による⼈⼝異動
について件数を抽出すること。

基
本

187 ⼈⼝統計1 5

現⾏システムで抽出している⼈
⼝推移⼀覧に掲載する⼈⼝
等が抽出できること。

基
本

188 ⼈⼝統計1 6

現⾏システムで抽出している年
齢別⼈⼝男⼥別の⼈⼝等が
抽出できること。

基
本

189 ⼈⼝統計1 7

現⾏システムで抽出している地
区別年齢別の⼈⼝が抽出でき
ること。

基
本

190 ⼈⼝統計1 8
現⾏システムで抽出している⼤
字別の⼈⼝が抽出できること。

基
本

191 ⼈⼝統計1 9

各⽉の異動事由ごとの抽出が
でき、⼀覧表として出⼒可能で
あること。

基
本

192 ⼈⼝統計1 10

転出予定者の抽出ができ、⼀
覧表として出⼒可能であるこ
と。

基
本

193 ⼈⼝統計1 11

県へ報告する毎⽉常住⼈⼝
に係る⼈⼝、世帯数、異動件
数等の抽出ができること、
また県への報告について他の抽
出作業を併せて⾏うことなく１
つの作業で可能なこと。

基
本

196 ⼈⼝統計2 1

住⺠基本台帳⼈⼝及び世帯
数（⽇本⼈・外国⼈・総⼈
⼝）が出⼒できること。

基
本

197 ⼈⼝統計2 2

地区別年齢別男⼥別⼈⼝
（⽇本⼈・外国⼈・総⼈⼝）
が出⼒できること。

基
本

198 ⼈⼝統計2 3

字別年齢別男⼥別⼈⼝（⽇
本⼈・外国⼈・総⼈⼝）が出
⼒できること。

基
本

199 ⼈⼝統計2 4

県内転出⼊数（⽇本⼈・外
国⼈・総⼈⼝）が出⼒できる
こと。

基
本

200 ⼈⼝統計2 5

県外転出⼊数（⽇本⼈・外
国⼈・総⼈⼝）が出⼒できる
こと。

基
本

201 ⼈⼝統計2 6

政令指定都市への転出⼊数
（⽇本⼈・外国⼈・総⼈⼝）
が出⼒できること。

基
本

202 ⼈⼝統計2 7 転出予定者が出⼒できること。 基
本

203 ⼈⼝統計2 8
国籍別、年齢別、男⼥別⼈
⼝が出⼒できること。

基
本

204 ⼈⼝統計2 9

県へ報告する毎⽉常住⼈⼝
の報告様式による⼈⼝等の抽
出及び調査票の出⼒が紙及
びファイルできること。

基
本
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

130 法務省連携 法務省通知連携取込
法務省通知連携の取り込みにおいて、⼀覧に表⽰されるデータについては区ごとの表⽰ができ
ること。

No. 機能番号 機能分類 機能名称 重要性 備考機能の定義
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須

357 2.６.5 他業務システム
連携

後期⾼齢者医
療システム連携 2 資格情報

後期⾼齢者医療保険資格情報等の変
更内容について，リアルタイムに連携でき
ること。本システム側で操作を⾏うことなく
情報が反映できること。

○

358 2.６.5 他業務システム
連携

後期⾼齢者医
療システム連携 3 記号番号

資格・番号及び取得⽇・喪失⽇等の情
報について，保持できること。

○

359 2.６.6 他業務システム
連携

児童⼿当シス
テム連携 1 随時連携

異動内容について，指定レイアウトにより
連携できること。

○

360 2.６.6 他業務システム
連携

児童⼿当シス
テム連携 2 資格情報

児童⼿当資格情報等の変更内容につい
て，リアルタイムに連携できること。本シス
テム側で操作を⾏うことなく情報が反映で
きること。

○

361 2.６.7 他業務システム
連携

国⺠年⾦シス
テム連携 1 随時連携

異動内容について，指定レイアウトによる
連携ができること。

○

362 2.６.7 他業務システム
連携

国⺠年⾦シス
テム連携 2 資格情報

国⺠年⾦保険資格情報等の変更内容
について，リアルタイムに連携できること。
本システム側で操作を⾏うことなく情報が
反映できること。

○

363 2.６.7 他業務システム
連携

国⺠年⾦シス
テム連携 3 記号番号

国⺠年⾦保険の資格・記号番号及び取
得⽇・喪失⽇等の情報について，保持で
きること。

○

364 2.６.8 他業務システム
連携

福祉総合シス
テム連携 1 随時連携

異動者内容について，共通基盤システム
を介して，指定レイアウトにより連携できる
こと。

○

365 2.６.9 他業務システム
連携

選挙システム連
携 1 随時連携

異動内容について，指定レイアウトにより
連携できること。

○

366 2.６.9 他業務システム
連携

選挙システム連
携 2 資格情報

選挙資格及び登録⽇の変更内容につい
て，本システム側で操作を⾏うことなく情
報が反映できること。

○

367 2.６.10 他業務システム
連携

学校関係シス
テム連携 1 ⽇次連携

異動内容について，指定レイアウトにより
連携できること。

○

47 共通 システム運⽤

外国⼈データとして登録してある本
名・通称名のいずれを使⽤するか選
択ができること。

中 同左

48 共通 システム運⽤

住⺠記録等システムにて，裁判員
候補予定者名簿作成に伴う選管
からの宛名情報に住⺠情報を付加
すること。

⼤ 同左

61 共通 基盤 他システム
連携

調達の資料K-3に記載のシステム間
連携が⾏えること。

⼤ 同左

244 共通基盤 共通基盤

共通基盤
（住⺠記
録・印鑑登
録）

[税共通]項番11〜項番23と同じ
基盤を有すること。

⼤

[税共通]項番11〜項番23と同じ基盤を有すること。
No.14　・想定作成ユーザ数︓5
No.15　・想定利⽤ユーザ数︓20
No.21　・想定利⽤ユーザ数︓50

236 その他 システム運⽤ 裁判員対
応

裁判員対象者の本籍データ及び残
存外字データが抽出できること。

  中 同左

237 その他 移⾏ 旧システム
連携

旧システムからのデータを移⾏できる
こと。

  ⼤ 同左

2 1.1.0.
異動共通

（全異動事
由）

・届出⼈情報の確認および
国保システムへ連携するた
め、届出⼈情報（届出⼈・
住所・電話番号・本⼈確認
書類）または（職権or宿
⽇直）が⼊⼒できること

【データ】[国保システム連携]届出⼈
情報 加点

3 1.1.0.
異動共通

（転出以外の
減を除く）

・保険証等の交付・回収情
報が⼊⼒できること（国保シ
ステムへのアクセスでも可）

・被保
険者情
報（国
保）

【帳票】国⺠健康保険証(6） 必須

20 1.2.1. 転出
・介護受給資格証明が出⼒
できること

・受給
資格証
明書
（介
護）

【帳票】介護受給資格証明書(14) 必須

22 1.2.2. ⼾籍届出異動
（減）

・国保・後期⾼齢者医療の
葬祭費⽀給申請書が出⼒
できること

・被保
険者情
報（国
保）
・被保
険者情
報（後
期⾼

【帳票】葬祭費⽀給申請書(国
保)(17)
【帳票】葬祭費⽀給申請書(後期⾼
齢)(18)

必須

81 1.8.2.
住基ネット連携
/基本４情報

確認

住登外管理ユニットより
基本４情報の確認依
頼を受け取り、住基ネッ
トにて確認を⾏い、結
果を返す。

加点

82 1.8.3.
住基ネット連携
/同⼀住所者

検索

住登外管理ユニットより
同⼀住所の者に関する
検索依頼を受け取り、
住基ネットにて検索を⾏
い、結果を返す。

加点

19 1.2.1. 転出

・被保
険者情
報（国
保）

【帳票】特定同⼀世帯所属者異動
連絡票(国保)(15)
【帳票】被扶養者異動連絡票(国
保)(16)

加点

87 1.10.1.
裁判員候補予
定者等名簿調

製

選挙⼈名簿データか
ら、有権者情報を抽出
し、本籍情報を付加す
る。

・条件を選んで抽出ができる
こと
・⽂字コードを住基ネット統
⼀⽂字コードに変換できるこ
と
・抽出履歴が確認できること

【データ】
裁判員、検察審査員データ⼀覧(2-
16）

必須
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

0009
既登録チェッ
ク条件の修
正

既登録チェックの判定時、４情報 致
で検索しないようにできること。
住⺠基本台帳(DA)から呼び出された
場合は、４情報⼀致
「個⼈番号、住⺠票コード、⽒名、⽣
年⽉⽇（過去履歴含む）」で検索で
きないようにする。
パラメータ設定にて、下記のどちらの判
定を使うか選択可能であること。
１．パッケージ標準機能（四情報⼀
致、個⼈番号⼀致、住⺠票コード⼀致
の３パターン）
２．4情報⼀致未検索(個⼈番号⼀
致、住⺠票コード⼀致の２パターン)

158 11.3 他システム
連携 4 情報共有機能

住⺠記録システム，⼾籍総合システム間で事務⼿続き情報(保留状態の詳細情報等)の共有ができ
ること。
なお，情報共有は，⽇付，状況（ステータス）等のフラグ，メモ（200⽂字程度）等の項⽬で⾏え
ること。

必須

窓⼝係と⼾
籍係の情報
共有を⽬的
とした機能

91 異動 異動
本国名、通称名の切り替え機
能を有すること。 B

117 異動 異動

総合窓⼝⽀援の異動案内票
作成時に⼊⼒した内容（⽒
名、住所、⽣年⽉⽇、性別等
の基本情報）をもとに、住⺠
基本台帳の異動ができること。

C

91



　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須
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№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

118 異動 異動

「転⼊」「出⽣」などの住⺠異
動情報については住⺠記録シ
ステムから異動内容を引き継
ぎ、印鑑登録、国⺠年⾦、国
⺠健康保険、介護保険、児
童⼿当、学齢簿管理システム
で異動⼊⼒を続⾏できること。

A

209 連携 データ連携

住⺠基本台帳のデータを、抽
出条件を指定し外部にデータ
提供する機能があること。 A

143 発⾏ 証明

⽕葬（埋葬）許可証を発⾏
するための情報を⼊⼒すること
ができ、⽕葬（埋葬）許可証
が発⾏できること。 C

30 基本 -

⽕葬（埋葬）許可証を発⾏
することができること。また、発
⾏に際して⽒名、住所等は任
意に編集して発⾏できること。

D

31 基本 -

⽕葬（埋葬）許可証を発⾏
した⼈の管理ができ、再度検
索して照会、発⾏ができるこ
と。 D

22 基本 －

消除（転出、死亡等）の異
動処理を⾏なった場合に、未
納状況を確認できる画⾯が表
⽰されること。 B

００１
０

隣組（寮・
施設）の⼊
⼒チェック

隣組（寮・施設）の⼊⼒
チェックができること。
隣組(寮・施設)が未⼊⼒の場
合、⾃治会区コード不明とな
り、即時処理のため、他システ
ムへも影響が出る。⾃治会区
を特定するために「寮・施設」が
必須である。

*128

住
記
1
3
1

選挙

選
挙
⼈
名
簿
管
理

選挙⼈名簿の登録に関係ある
事項として、以下の事項が反
映できる住記マスタをもつこと。
・投票権の有無､登録年⽉
⽇・抹消年⽉⽇､投票区、事
由
・在外選挙⼈としての選挙権
の有無､事由､登録番号、登
録年⽉⽇・抹消年⽉⽇、在外
登録年⽉⽇、同抹消年⽉⽇
・郵便投票該当者としての選
挙権の有無､登録年⽉⽇・抹
消年⽉⽇、郵便投票登録年
⽉⽇、同抹消年⽉⽇、登録

1

*129

住
記
1
3
2

選挙

選
挙
⼈
名
簿
管
理

選挙サーバ側で⼊⼒した期⽇
前投票および不在者投票の
結果が反映できる住記マスタを
もつこと

1

132

住
記
1
3
5

デ
ー
タ
連
携

再転⼊者の識別に際し、宛名
側へ反映させる際は、住⺠票
コードによる再転⼊チェックも取
り⼊れることができること

2

82

住
記
0
8
3

住
⺠
情
報
管
理

警告

国保連携更新エラーになった
場合､国保のエラーメッセージを
表⽰できること

1

108

住
記
1
1
1

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

住⺠記録システムと国保・年
⾦の資格との連動がなされてい
ること。再エントリーなしに画⾯
連携し、データも連動できること 1

109

住
記
1
1
2

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

宛名システム､選挙システム等
に対して､住⺠記録システムか
らデータ異動ができること

1

110

住
記
1
1
3

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

住⺠記録異動情報が印鑑シ
ステムに即時に反映できること
（転出、死亡における印鑑の
登録抹消、転居や⽒名変更、
成年被後⾒⼈のフラグの反映
ができ、確認⽤の帳票の出⼒
ができることをいう）

1

111

住
記
1
1
4

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

印鑑システムから印鑑登録情
報（印鑑番号及びカード番
号）のデータ異動ができること

1

112

住
記
1
1
5

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

介護保険、福祉総合等の庁
内他システムとデータ連携がで
きること

1

113

住
記
1
1
6

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

介護保険システムが保有して
いる介護保険資格情報、福
祉総合システムが保有している
児童⼿当受給資格情報を
各々のシステムからデータ異動
ができること
また、それらの情報を転出証明
書に反映できること

1

93



　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類

114

住
記
1
1
7

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

健康情報システムに住⺠異動
情報をデータ連携させる媒体と
して、ＥＰＤが使⽤できること
⼾籍システムに⼾籍附票記載
事項情報をデータ連携させる
媒体として、ＥＰＤが使⽤でき
ること

1

115

住
記
1
1
8

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

証
明
書
発
⾏
・
保
険
証
発
⾏
と
の
連
携

転⼊・出⽣・転居・転出・死亡
等の異動処理が終了したあと
に、住⺠票や保険証の出⼒
が、選択できること。選択した
場合には帳票の出⼒ができる
こと

1

116

住
記
1
1
9

他
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携

証
明
書
発
⾏
・
保
険
証
発
⾏
と
の
連
携

国保証の出⼒は世帯証・個⼈
証を選択し､発⾏できること

1

104

住
記
1
0
7

発⾏統計

⼀画⾯において、扱うすべての
証明(住⺠票・印鑑証明・税
証明等）の検索と発⾏ができ
ること

1

158 住⺠
記録 139 異動 死亡

死亡⼊⼒画⾯から画⾯を戻ること
なく連続して⽕葬許可証の⼊⼒、
発⾏ができること。

◆⽕葬許可証 任意

106 住⺠
記録 72

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

異動更新後、画⾯を戻ることなく
異動者及び世帯員を引⽤して容
易に関連届出書類や証明書を作
成できること。（総合窓⼝関連）
異動後の証明発⾏など、⼀連の
流れの中で⾏うことができること。

必須

46 共通 77 連携
他メーカ連
携、災害対
応

各⾃治体の共同化以外のシステ
ム等とデータ連携できる機能が⽤
意されること。
なお、実際の連携を実現するため
にはこのデータ連携機能を利⽤し
ながらもカスタマイズが必要と想
定。

●統合DB等が⽤意される
こと。

- - 必須

47 共通 78 連携 任意項⽬
各団体の要求に応じて⾃由に使
える任意項⽬を追加できること

ー ー 任意

45 共通 76

パラメー
タ（オン
ラインカ
スタマイ
ズ）

パラメータ設
定とアドオン
対応

⾃治体別の仕様相違をパラメータ
設定等で対応できること。

●税率や期割数、対象年
齢等の⾃治体間の仕様の
相違をパラメータ設定等で
対応できること。

ｵﾝﾗｲﾝ 随
時

必須

251 住⺠
記録 248 連携 データ提供

後期⾼齢者医療に伴う広域連合
へのデータ提供ができること。

ﾊﾞｯﾁ ⽇
次

必須

204 住⺠
記録 169 帳票発

⾏

証明書発
⾏（全
般）

個⼈選択を⾏うと、各種証明
（住⺠票、税証明など）へ展開
できるメニューがあること。

任意

267 住⺠
記録 268 その他 他業務連

携

住⺠記録異動情報が、同パッケー
ジシステム内の他システムにおける
照会時に即時で変更後の情報が
表⽰できること。

必須

268 住⺠
記録 269 その他 他業務連

携

住⺠基本台帳データの抽出条件
を指定し、パッケージシステム以外
にデータ提供・連携する機能がある
こと。

必須

252 住⺠
記録 249 連携 ⼾籍連携

⼾籍システムとのオンライン連携が
可能なこと。
異動分を⾃動、または⼿動で連
携できること。
また、全件データも作成できること。

ﾊﾞｯﾁ 随
時

必須

108 住⺠
記録 76

異動
（全
般）

住⺠票異
動（全
般）

⼾籍システムとの⼾籍附表連携を
可能にすること。

必須

269 住⺠
記録 274 その他 他業務連

携

消防向けの住基データをＣＳＶ
出⼒できること。
異動データより期間指定による異
動分抽出ができること。

半
期

任意

270 住⺠
記録 275 その他 他業務連

携

県交通災害共済加⼊申込書を
作成できること。
対象者データをCSV等で出⼒でき
ること。

◆県交通災害共済加⼊
申込書

ﾊﾞｯﾁ 年
次

必須

99 他システム
連携 5

⼾籍システムのデータ⼊⼒時に
住基参照ができるよう機能を
有していること。

基
本
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　　　⾃治体A　様式１　機能要件等説明書　第１基本要件・第２住⺠基本台帳 　　　⾃治体B　別紙B-1_業務機能要件（共通）・（住⺠記録） 　　　⾃治体C　機能⼀覧（02住基） 　　　⾃治体D　要求機能⼀覧（住⺠記録）必須機能・要望機能

№ ⼤分類 中分類 ⼩分類 業務要件 重要度 必須機能 回答内容を加点評価す
るポイントの例 № 機能番号 機能 機能説明 個別機能説明 ⼊⼒ 出⼒ 区分 № ⼤分類 中分類 ⼩分類 機能概要

重
要
度

住 ⺠ 記 録 シ ス テ ム 基 本 要 件 書　（ひ な 形） ・　基本要件１－１

No. 業務区分 機能項⽬ 機　　　能　　　要　　　件 No. 機能番号 機能分類１ 機能分類２

システム機能・運⽤管理機能　要件

機能名称 機能概要 必須
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　　　⾃治体E　別紙1-2_機能⼀覧_共通関連・住⺠記録関連 　　⾃治体F　【別紙2】機能要件書（01住⺠記録） 　　　　⾃治体G　業務要件⼀覧表（住⺠記録システム） 　　　⾃治体H　様式6　要求機能⼀覧（101010住⺠記録・000010共通） 　　　⾃治体I　機能要件定義書兼確認書（住⺠票） 　　⾃治体J　機能要件確認票（住⺠記録・共通基盤）

№ 分類 機能要件
重
要
度

№ №
業
務
名

機
能
項
⽬

機能概要
優
先
度

No ⼤分
類 No 中分類 ⼩分類 機能説明

●特記事項（必須項⽬、
抽出条件など）◆関連帳

票名
処理 周

期
要件
区分 № 機能名称 機能概要 № 分類 機能要件

重
要
度

No.

⾃治体K　仕様書・要件（ひな形）

⼤区分 中区分 機能概要・要件
必
要
性

機能名称 機能の定義 重要性 備考 ⽂書名No. 機能番号 機能分類
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